
労働条件が約束と違っていたら？

派遣、有期契約、パートのトラブルは？

長時間労働で悩んでいたら？

職場でハラスメントを受けているときは？

会社から解雇と言われたら？

会社をやめるときは？
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かながわ労働ηϯλʔ
ʮ৬場のみを૬ஊしたい方ʯ



ਆಸݝの労働૬ஊ૭ޱ
は所۠Ҭ

͔ ͳ ͕ Θ 労 働 η ϯ λ ʔ ・ ֤ 支 ॴ
˞なお、ຊจ中では、૯称してʮ労働ηϯλーʯとද記しています。

かͳ͕わ労働ηϯλʔຊॴ

JR根岸線

てくの
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線

JR南武線
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至川崎

ペデストリアン
デッキ
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マルイファミリー
（高津市民館）

パークシティ
溝の口

ハローワーク
川崎北

ϦϯΫε
至中央林間֊�ޱͷߔ

至渋
谷

 ࡚ ࢧ ॴ

ฏ௩߹ಉிࣷผؗݝ

ভ ೆ ࢧ ॴ

খాٸઢຊްӺెา1�

ްݝ
߹ಉிࣷ
3߸ؗ�֊

ݝ ԝ ࢧ ॴ
�˟�1 ���� ԣࢢத۠णொ̍ ʵ4 �˟4� ���4 ްࢢਫҾ�ʵ�ʵ1

�˟1� ���1 ࡚ߴࢢ۠ޱ̍ߔ �ɻ 1ɻ�ϦϯΫεߔの1ޱ֊ �˟�4 ���� ฏ௩ࢢീ഼1ɻ �ʵ1

+3ੴொӺத՚֗ޱ（ޱ）ె า̏ 

+3ଂߔϊޱӺ、౦ాٸԂࢢઢߔのޱӺెา̑ 

+3ฏ௩Ӻెޱา��

ԣࢢɺԣਢլࢢɺחࢢɺ
ொࢁɺ༿ࢢӜࡾɺࢢࢠ

૬ࢢݪɺް ࢢɺେࢢɺւ໊ࢢɺ
ɺѪொɺਗ਼ଜࢢɺҁࢢ間࠲

࡚ࢢ ฏ௩ࢢɺ౻ࢢɺখాࢢݪɺכϲ࡚ࢢɺਇࢢɺҏࢢݪɺ
ೆฑࢢɺפொɺେүொɺೋٶொɺதҪொɺେҪொɺ
দాொɺࢁொɺ։ொɺശࠜொɺਅொɺ౬Տݪொ

県庁
本庁舎 中区役所 至中華街 横浜中央病院

横浜
スタジアム

至横浜

南口

モスバーガー バス停留所

マクドナルド コンビニ
中華街口（北口）至山手

元町

川本工業
͔ͳ͕Θ࿑ಇϓϥβ̎ ֊

関内駅

石川町駅

厚木市立病院

有隣堂コンビニ

厚木中央
公園
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市役所

厚木
商工会議所

厚木南合同庁舎
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本厚
木駅

小田
急線

道
国

線
号

駅口
ノ溝
蔵武

溝の
口駅

平塚警察署

平塚市役所

平塚八幡宮

至大磯 至茅ヶ崎JR東海道線
平塚駅

国道１号線

046（296）7311

0463（22）2711（代）044（833）3141

労働相談110番 045（662）6110
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ʲ։ؗؒ࣌ʳ�ɿ��ʙ1�ɿ��（・・ॕは �ɿ��ʙ1�ɿ��）
ʲٳ ؗ ʳ1�݄��から݄̍̐、ͦのଞݕ

̍� 労働にؔするࢿྉ等のӾཡି出をしていますɻ
２� ֤छの労働ใ・ࢿྉ୳しの͓手いをしていますɻ

։ؗ時間・休ؗ日は、変更になる場合があります。
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͡Ίに

ਆಸݝかながわ労働ηϯλʔでは、৬場のதで໘するτϥϒϧにؔす
る૬ஊにԠ͡ています。ྩ５度の労働૬ஊ݅数は１ສ１ઍ݅を超えてお
り、ʮղࢭޏ・ޏΊ・ୀ৬ʯやʮ労働時間ʯをは͡Ίとする༷ʑな૬ஊが数ଟ
。せられていますد͘
本ݝでは、ଟ͘の方ʑに労働のཧղを深Ίてら͏たΊ、本ࢠを

1���にॳߦץしてҎདྷ、労働法をத৺とした基ૅࣝからτϥϒϧղܾに
ཱつ事ฑまで、どのよ͏なཱ場の方にわかりやすいのとなるよ͏、վ
గをॏͶてまいりました。労働者、使用者がおޓいに定Ίられたϧʔϧをकり、
よりよい৬場ڥをஙいてい͘たΊの一ॿとなればいです。
なお、࡞にあたり、法େֶࢣߨɹࢁ本ࢯࢠܓに͝協ྗをいただきまし

たことについて、この場をआりておྱਃし上げます。
ɹྩ݄̒̓ ਆಸݝかながわ労働ηϯλʔॴ

ʮ労働खாʯの͝ར用に͋ͨͬて

˓本ࢠでは、わかりやす͘するたΊ、ϙΠϯτをߜり、؆ܿなࡌهにΊ
ています。ৄࡉについては、ԼهϗʔϜϖʔδࡌܝのʮ労働対ॲϊ
ϋ集ʯあわせて͝׆用͘だ͞い。
ʮかͳ͕わ労働ηϯλʔの労働ؔࢿྉʯϗʔϜϖʔδ
IUUQT���XXX�QSFG�LBOBHBXB�KQ�EPDT�L�O�DOU�G���1�

˓本ࢠにؔするਖ਼ޡใがある場合は、ಉϗʔϜϖʔδにておらせします。
˓法ྩの条จについては、ओなؔ条จのみࡌܝしています。なお、本ࢠ
でઆ明している法・制度等は、特にࡌهがないݶり、ྩ݄̒̐１日
時ののです。
˓制度やใについては、ม͞ߋれる場合等ありますので、͝ར用の際は
必ず֤制度をॴするߦؔػ等にお合せ͘だ͞い。また、おࠔり
のことがありましたら、ηϯλʔの労働૬ஊ૭ޱ（141ϖʔδ参র）を͝
ར用͘だ͞い。

ʮ労働खாʮ労働खா
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ɹຊࢠにͨ͠ࡌܝ令和 （̒ù0ùû）年以߱のओͳ制վਖ਼

ద༻ ɹ༰ ϖʔδ

令

和

６

年

４月１日
のब業場所・業務の༰にՃえ、これらのޙೖれޏ
変更のൣғ（কདྷのஔసなͲによͬて変わりಘる
ब業場所・業務のൣғ）についての໌ࣔ

１

４月１日 Ϟσϧ労働条݅௨ॻにおいてʮब業ن則を֬ೝでき
る場所ํ法ʯを記載するཝを設定 ４ ９

４月１日
労働ܖక݁	または更৽
時の労働条݅໌ࣔにおいて、
సにより変わりಘるब業場所・業務のൣғについて
のॻ໘による໌ࣔ

17

４月１日 における時間外労働ࢣ設事業、ࣗಈंӡస業務、ҩݐ
の上限ن制のద༻ 32

４月１日 のվਖ਼ࣔࠂ・労働制にかかる省ྩྔࡋ 37 38

４月１日 ແ期సϧーϧ及び労働ܖؔの໌֬Խ（労働ج४
法ࢪ行ن則վਖ਼による労働条݅໌ࣔ事項のՃ） 77 78

４月１日 ো者ޏ༻ଅਐ法にͮجく法定ޏ༻のҾき上͛、ޏ
༻算定における時間労働者の対ൣғ֦େ 101

10月から 年ऩのน・ࢧԉڧԽύッέージ（51人以上のا業に対
֦େ） 85 86

11月１日 特定受ୗ事業者にるऔҾのదਖ਼Խにؔする法
（ϑϦーϥϯス・事業者間औҾదਖ਼Խ法）のࢪ行 137

令
和
７
年

４月１日 するためのાஔݱの年ྸに応͡たॊೈな働きํを࣮ࢠ
の֦ॆ及び事とհޢの྆立ࢧԉ制度のڧԽ 52 58

４月１日 付を金の原則څ、付についてڅଓܧ༺ޏ年ྸ者ߴ
15ˋから10ˋにॖখ 104

４月１日 合ୀ৬ݾԉのॆ࣮及びࣗࢧ࿅ϦスΩϦϯά܇ҭڭ
時のڅ付制限期間のॖ 131 132
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労働ܖは、労働者が使用者に使用͞れて労働し、使用者がこれに対して賃金を
支払͏ことについて、労働ऀٴͼ用ऀ͕߹ҙする͜とによͬてཱします。また、
労働者と使用者が対等なཱ場で合意し、締結、มߋすきのと͞れています。
ɹ労働ܖは、ܖॻ等のॻ໘がな͘て、ޱ಄での事者の合意だけでޮྗを
生͡ます。ただし、労働条݅をޱଋで取りܾΊただけでॻ໘にしないと、労働
Ҽになることがありますݪの༰があいまいになり、τϥϒϧのܖ
労働基४法では、労働ܖを締結する場合に、使用者が労働者に対し労働条݅

を明らかにするよ͏ٛ付けています（労働基準法第1�条第１߲）。特にॴ定の
事߲については、ॻ໘のަ付等による明示が必要です（ಉ法ߦࢪ規則第５条、ӈ
ϖʔδ参র）。̏ɼ̐ ϖʔδࡌهの労働条݅通ॻの例͝参র͘だ͞い。
ɹなおྩ݄̒̐Ҏ߱に労働ܖを締結	またはߋ৽
するશての労働者に対し
て、ޏೖれ後の就業場ॴ・業の༰にՃえ、これらのมߋのൣғ（কདྷの
ஔసなどによͬてมわり得る就業場ॴ・業のൣғ）について明示が必要と
なりました。
ɹまた有ظ労働ܖの場合、ྩ݄̒̐Ҏ߱の締結	またはߋ৽
には、ߋ৽上
�ϧʔϧにؔする明示（7సظにؔする明示（77ϖʔδ参র）や、いわΏるແݶ
ϖʔδ参র）必要です。

ύʔτλΠϜ労働ऀɾ༗ޏظ用労働ऀに対しては、これらにՃえて、ʮঢڅの༗
ແʯ、ʮୀ৬खの༗ແʯ、ʮ༩の༗ແʯ、ʮޏ用ཧのվળにؔする૬ஊ૭ޱʯ
の４つの߲ࣄΛจॻのަにより໌ࣔしなければなりません（ύʔτλΠϜ・
有ޏظ用労働法第̒条、ಉ法ߦࢪ規則第̎条）。
ݣ労働ऀの場合、ݩݣがޏೖれ時やݣ時に明示すき事߲については、

�0ϖʔδ参রして͘だ͞い。
ɹ労働基準法の規定に基ͮき明示͞れた労働条݅と、実際に働いた際の労働条݅
とがҟなる場合、労働者はଈ時に労働ܖをղ除することができます（労働基準
法第1�条第߲̎）。

ɹなお、使用者が合ཧతな労働条݅を定Ίているब業نଇを労働者にपしてい
るときは、その༰労働条݅となりますので、ब業نଇの༰Λよ֬͘かΊま
͠ΐ͏（̕ϖʔδ参র）。

労働ܖब業のୈҰา、用ऀ労働݅Λ໌らかに
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ɹܖΛ݁Ϳと͖、໌らかに͠ͳ͚れͳらͳい労働݅

◆ඞͣ໌らかに͠ͳ͚れͳらͳい͜とʲԼઢ෦令和̒年４月１日ߦࢪʳ
˓労働ܖのظ間にؔすること
˓�有ظ労働ܖの場合は、ߋ৽の有ແ、ߋ৽のஅ基準、ߋ৽上ݶの有ແと༰
にؔすること（77ϖʔδ参র）
˓就業場ॴٴͼ業の༰にؔすること（これらのมߋのൣғをؚΉ）
時間、休日、休暇などにؔすることܜ休、ࠁ業・ऴ業時࢝˓
˓賃金のܾ定、計算ٴͼ支払の方法、締りٴͼ支払の時ظにؔすること
˓ঢ給にؔすること
˓ୀ৬にؔすること（ղޏの事༝をؚΉ）
˓ॴ定労働時間を超える労働の有ແ
˓�ແظసਃݖࠐがൃ生する有ظ労働ܖのߋ৽λΠϛϯάの場合には、そのਃ
後の労働条݅（7�ϖʔδ参র）సظͼແٴ、ができることࠐ
˓�ύʔτλΠϜ労働者・有ޏظ用労働者の場合には、ঢ給・ୀ৬ख・与の有ແ、
ޱる૬ஊ૭用ཧのվળ等にؔする事߲にޏ

　�以上の項目は、昇給に関することを除き、書面の交付により明示しなければな
りません。
　�なお、労働者が希望した場合には、ファクシミリまたは電子メール等（出力し
て書面作成が可能なものに限る）でも可能です。

のよ͏ͳ定ΊΛする߹に、ඞͣ໌らかに͠ͳ͚れͳらͳい͜と࣍◆
ɹ˓�ୀ৬खの定Ίが適用͞れる労働者のൣғ、ୀ৬खのܾ定、計算ٴͼ支払

の方法、支払の時ظにؔすること
ɹ˓�ୀ৬खを除͘ྟ時の賃金等（与、ྟ時のख等）ٴͼ࠷賃金額にؔす
ること

ɹ˓労働者の৯අ、࡞業用そのଞのෛ୲にؔすること
ɹ˓҆શٴͼӴ生にؔすること
ɹ˓৬業܇࿅にؔすること
ɹ˓ิࡂঈٴͼ業外のইපැॿにؔすること
ɹ˓දজٴͼ制ࡋにؔすること
ɹ˓休৬にؔすること
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3

（ทにଓく࣍）

労働条݅௨ॻ
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　఼
　　　　　　　　　　　　　　　事業場名称・所在地
　　　　　　　　　　　　　　　 ༻ 者 ৬ ࢯ 名
ܖ  期 間 期間の定めなし、期間の定めあり（　　　年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日）

˞以下は、ʮܖ期間ʯについてʮ期間の定めありʯとした場合に記ೖ
の更৽の有ແܖ　１
ʦࣗಈ的に更৽する・更৽する場合がありಘる・ܖの更৽はしない・ͦのଞ（　　　　）ʧ

。によりஅする࣍の更৽はܖ　２
務、ଶ度　　　　・ྗۈ・　　　期間満ྃ時の業務ྔܖ・　　
　　・会社の経Ӧঢ়گ　・ै事している業務のਐঢ়گ
　　・ͦのଞ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
３　更৽上限の有ແ（ແ・有（更৽　　ճまでʗ௨算ܖ期間　　年まで））

ʲ労働ܖ法に定めるಉҰのا業との間での௨算ܖ期間が５年を超える有期労働ܖのక݁の場合ʳ
　ຊܖ期間中に会社に対して期間の定めのない労働ܖ（ແ期労働ܖ）のక݁のਃࠐΈをした
ときは、ຊܖ期間の末日のཌ日（　 年　 月　　日）から、ແ期労働ܖでのޏ༻にసする
ことができる。この場合のຊܖからの労働条݅の変更の有ແ（　ແ　・　有（別ࢴのとおり）　）

ʲ有期ޏ༻特別ાஔ法による特例の対者の場合ʳ
　ແ期సਃݖࠐがൃ生しない期間：ᶗ（ߴ度ઐ）ŋᶘ（定年ޙのྸߴ者）
　　ᶗ　特定有期業務の։始からྃまでの期間（　　　年　　　か月（上限10年））
　　ᶘ　定年ޙҾきଓいてޏ༻されている期間

ब業の場所 　　　　　　　　　　　（ޙೖれޏ） （変更のൣғ）

ै 事 す  き
業 務 の  ༰

　　　　　　　　　　　（ޙೖれޏ） （変更のൣғ）
ʲ有期ޏ༻特別ાஔ法による特例の対者（ߴ度ઐ）の場合ʳ
・特定有期業務（　　　　　　　　　　　　　։始日：　　　　　ྃ日：　　　　　　）

始 業、終 業 の
時 刻、休 ܜ 時
間、ब 業 時 స
ᾇ） ～ ᾋ の
うͪ該当する
のҰつに○
を 付 け る こ
と。）、所 定 時
間外労働の有
ແにؔする事
項

１　始業・終業の時刻
　ᾇ　始業（　　　時　　　）　終業（　　　時　　　）
ʲ以下のような制度が労働者にద༻される場合ʳ

　ᾈ　変形労働時間制ʀ（　　　　）単位の変形労働時間制・ަସ制として、࣍のۈ務時間の組Έ合
わせによる。

　　　始業（　　時　　）終業（　　時　　）（ద༻日　　　　　　　）
　　　始業（　　時　　）終業（　　時　　）（ద༻日　　　　　　　）
　　　始業（　　時　　）終業（　　時　　）（ద༻日　　　　　　　）
　ᾉ　ϑϨックスλΠム制ʀ始業及び終業の時刻は労働者の決定にҕͶる。
　　　　　　　 （ただし、ϑϨΩγϒϧλΠム（始業）　　時　　から 　　時　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （終業）　　時　　から 　　時　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　ίΞλΠム　　　　　時　　から 　　時　　）
　ᾊ　事業場外Έなし労働時間制ʀ始業（　　時　　）終業（　　時　　）
　ᾋ　ྔࡋ労働制ʀ始業（　　時　　）終業（　　時　　）をجຊとし、労働者の決定にҕͶる。
則第　　条～第　　条、第　　条～第　　条、第　　条～第　　条نは、ब業ࡉৄ○
２　休ܜ時間（　　　）
３　所定時間外労働の有ແ

）ແɼ）間時年１、間時月か１、間時ि１（有（
４　休日労働（　有 （１か月　　　日、１年　　　日）ɼ　ແ　）

休　　 日
及　び

ۈ 務 日

・定例日ʀຖि　　　༵日、ࠃຽの祝日、ͦのଞ（　　　　　　　　　　　）
・ඇ定例日ʀि・月当たり　　　日、ͦのଞ（　　　　　　　　　　　　）
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間　　日

（務日ۈ）
ຖि（　　　　　　）、ͦのଞ（　　　　　　）
則第　　条～第　　条、第　　条～第　　条نは、ब業ࡉৄ○

労働ܖब業のୈҰา、用ऀ労働݅Λ໌らかに
ްੜ労働লϗʔϜϖʔδࡌܝのϞσϧ労働条݅௨ॻをݩに࡞したҰྫですɻ
৭จࣈは労働条݅明ࣔにかかる੍վਖ਼（ྩ݄̒̐̍施ߦ）の༰をө
したΠϝʔδですɻ

3 �



3
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˞　労働条݅௨ॻについては、労間のฆ૪の未વࢭのため、保ଘしておくことをおקめします。

休　　 Ջ １　年࣍有څ休Ջ　６か月ܧଓۈ務した場合ˠ　　　　　日
休Ջڅ有࣍務６か月以の年ۈଓܧ　　　　　　　　　 （有・ແ）
　　　　　　　　　ˠ　　か月経過で　　　日
　　　　　　　　　時間単位年休（有・ແ）
２　ସ休Ջ（有・ແ）
３　ͦのଞの休Ջ　有څ（　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　ແڅ（　　　　　　　　　　　）
則第　　条～第　　条、第　　条～第　　条نは、ब業ࡉৄ○

　　 金 （ԁ　　　　　　）څϩ　日、（ԁ　　　　　　）څຊ金　Π　月ج　１
　　　　　　　ϋ　時間څ（　　　　　ԁ）、
　　　　　　　χ　ग़དྷج）څߴຊ単Ձ　　　　 ԁ、保োڅ 　　 　ԁ）
　　　　　　　ホ　ͦのଞ（　　　　　　ԁ）
　　　　　　　ϔ　ब業ن則にن定されている金ڃ

２　ॾख当のֹຢは計算ํ法
　　Π（　　　ख当　　　　　ԁ　ʗ計算ํ法：　　　　　　　　　　　）
　　ϩ（　　　ख当　　　　　ԁ　ʗ計算ํ法：　　　　　　　　　　　）
　　ϋ（　　　ख当　　　　　ԁ　ʗ計算ํ法：　　　　　　　　　　　）
　　χ（　　　ख当　　　　　ԁ　ʗ計算ํ法：　　　　　　　　　　　）
３　所定時間外、休日ຢはਂ労働に対してࢧわれるׂ૿金
　　Π　所定時間外、法定超　月６̌時間以（　　　　）ˋ

ˋ）（超間時̌６月
　　　　　　　　　　所定超 （　　　　）ˋ
　　ϩ　休日　法定休日（　　　　）ˋ、法定外休日（　　　　）ˋ
　　ϋ　ਂ（　　　　）ˋ
４　金క日（　　　　）－ຖ月　　日、（　　　　）－ຖ月　　日
５　金ࢧ日（　　　　）－ຖ月　　日、（　　　　）－ຖ月　　日
６　金のࢧํ法（　　　　　　　　　　　　　）
̓　労協定にͮجく金ࢧ時の߇আ（　ແ　ɼ　有（　　　　））
̔　ঢڅ（　有（時期、金ֹ　　　　　　　　　　　） ɼ　ແ　）
９　༩（　有（時期、金ֹ　　　　　　　　　　　） ɼ　ແ　）
10 ୀ৬金（　有（時期、金ֹ　　　　　　　　　　） ɼ　ແ　）

ୀ৬にؔする
事 項

１　定年制 （　有 （　　　歳） ɼ　ແ　）
制度（　有（　　　歳まで）༺ޏଓܧ　２ ɼ　ແ　）
合ୀ৬のखଓ（ୀ৬する　　　日以上લに届けग़ること）ݾࣗ　３
４　ղޏの事由及びखଓ

則第　　条～第　　条、第　　条～第　　条نは、ब業ࡉৄ○
ͦ の ଞ ・社会保険のՃೖঢ়گ（　厚生年金　݈߁保険　厚生年金ج金　ͦのଞ（　　　　　　　　））

保険のద༻（　有　ɼ　ແ　）༺ޏ・
ޱる૬ஊ૭理のվળにؔする事項に༺ޏ・
　 ෦ॺ名　　　　　　　୲当者৬ࢯ名　　　　　　　　　　　 （࿈བྷઌ　　　　　　　　）
・ͦのଞ

・具体的にద༻されるब業ن則名（　　　　　　　　　　）
˞以下は、ʮܖ期間ʯについてʮ期間の定めありʯとした場合についてのઆ໌です。
　労働ܖ法第18条のن定により、有期労働ܖ（平25年４月１日以߱に։始するの）のܖ
期間が௨算５年を超える場合には、労働ܖの期間の末日までに労働者からਃࠐΈをすることによ
り、当該労働ܖの期間の末日のཌ日から期間の定めのない労働ܖにసされます。ただし、有
期ޏ༻特別ાஔ法による特例の対となる場合は、このʮ５年ʯという期間は、ຊ௨ॻのʮܖ
期間ʯཝに໌ࣔしたとおりとなります。

以上の΄かは、当社ब業ن則による。ब業ن則を֬ೝできる場所ํ法（　　　　　　　　　　　　　　）
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5

ืूに͋ͨ てͬの労働݅の໌ࣔ、ࣄ業ओからのใఏڙ

ڙ業ओからのใఏࣄ

一定の事業ओ等は、Ԡ募者や࠾用をرする労働者等の参考にࢿするたΊ、࣍
のใఏڙ等をしなければなりません。
◆新規学校卒業者等の求人・募集を行う事業主等の義務
応ื者からٻめがあͬた場合、
①৽ଔ࠾༻者数、৬者数なͲʮื集・࠾༻にؔするঢ়گʯ、
、ʯگ上にؔするঢ়・मの有ແ及び༰なͲʮ৬業ྗの։ൃݚ②
ᶅ所定外労働時間の࣮なͲʮا業における༺ޏ理にؔするঢ়گʯ
の３類ͦܕれͧれについて、１つ以上の情ใఏڙをしなければなりませΜ。事業ओは、
応ื者が情ใఏڙをٻめたことを理由として、不རӹなऔѻいをしてはなりませΜ（੨
গ年のޏ༻のଅਐにؔする法第13条΄か）。

◆常用労働者数による情報公表等の義務

�0� 30�

ओ
業
事
の
上
以
人

�00�

ओ
業
事
の
上
以
人

①仕事と子育ての両立支援なͲについて、ʮҰൠ事業ओ行ಈ計ըʯをࡦ定・ެ
දしなければなりませΜ（ੈ࣍ҭࢧԉ対ࡦਪਐ法第12条）。
②女性の活躍にؔして、ʮҰൠ事業ओ行ಈ計ըʯのࡦ定・ެදにՃえ、Ұ定の
項について情ใެදをしなければなりませΜ（ঁੑの৬業生׆における׆༂
のਪਐにؔする法第̔条、第20条）。
ᶅ女性の活躍にؔする上記②の情ใެදにおいて、男女の賃金の差異を公表
することが必要です（45ページ参照）。
ᶆ中途採用にؔして、Ұ定の情ใをެදしなければなりませΜ（労働ࡦࢪの૯合的
なਪਐฒびに労働者のޏ༻の҆定及び৬業生׆のॆ࣮にؔする法第27条の２）。
ᶇ男性の育児休業等の取得状況について、年１ճެදしなければなりませΜ

（ҭࣇ・հޢ休業法第22条の２）（53ページ参照）。

ڙ業ओからのใఏࣄڙ業ओからのใఏࣄ

ৗ時ޏ༻する労働者数が

の
上
以
人

ओ
業
事

ɹ৬業҆定法では、ࣄ業ओにର͠て、労働ऀΛٻਓɾืूするに͋ͨͬて、ॻ໘のަ
により労働݅Λ໌ࣔするよ͏͚ٛています（৬業҆定法ߦࢪ規則のվਖ਼により、
ྩ݄̒̐１日Ҏ߱に求人ਃࠐみ等を͏ߦ場合は、ʮै事すき業のมߋのൣғʯ、ʮ就
業場ॴのมߋのൣғʯ、ʮ有ظ労働ܖをߋ৽する場合の基準ʯの̏を৽たにՃで明示
する必要があります）。また、ٻਓථืूཁ߲の༰と、క݁する労働ܖの༰͕ҟ
ͳる߹に、かにͲの͕ҟͳるのかΛٻ৬ऀに໌ࣔしなければならず、͞らにԠ
募者のޡղがないよ͏にత֬なද示にΊなければならないことを規定しています。ެڞ
৬業҆定ॴや৬業հ事業者等は、一定の労働ؔ法ྩҧの事業ओ等による求人をडཧ
しないことができます。
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ɹ৬業҆定法では、ࣄ業ओにର͠て、労働ऀΛٻਓɾืूするに͋ͨͬて、ॻ໘のަ
により労働݅Λ໌ࣔするよ͏͚ٛています（৬業҆定法ߦࢪ規則のվਖ਼により、
ྩ݄̒̐１日Ҏ߱に求人ਃࠐみ等を͏ߦ場合は、ʮै事すき業のมߋのൣғʯ、ʮ就
業場ॴのมߋのൣғʯ、ʮ有ظ労働ܖをߋ৽する場合の基準ʯの̏を৽たにՃで明示
する必要があります）。また、ٻਓථืूཁ߲の༰と、క݁する労働ܖの༰͕ҟ
ͳる߹に、かにͲの͕ҟͳるのかΛٻ৬ऀに໌ࣔしなければならず、͞らにԠ
募者のޡղがないよ͏にత֬なද示にΊなければならないことを規定しています。ެڞ
৬業҆定ॴや৬業հ事業者等は、一定の労働ؔ法ྩҧの事業ओ等による求人をडཧ
しないことができます。

ɹืू、࠾用、労働ܖに͋ͨͬて͚てͳらͳい݅

◆�労働者のࠃ੶、৴条またはࣾձత分をཧ༝として、賃金、労働時間その
ଞの労働条݅について、差ผత取ѻいをすること（労働基準法第̏条）
◆�ਫ਼ਆまたはମをෆに߆ଋするख段によͬて、労働者の意思にして
労働をڧ制すること（労働基準法第５条）
◆�法に基ͮいて͞ڐれる場合を除き、業としてଞ人の就業にհೖしてར
ӹを得ること（労働基準法第̒条）
◆�ʮձࣾを్தでࣙΊた場合はҧ金をい͘ら支払͏ʯ、ʮػցなどをյし
た場合はଛഛঈ金をい͘ら支払͏ʯとい͏よ͏に、あらか͡Ίଛഛ
ঈの金額をܾΊてお͘こと（労働基準法第1�条）
◆�働͘ことを条݅にお金を前ିしして、ିした分を給ྉから差し引͘こと
（労働基準法第17条）
◆給ྉのதからຖ݄ੵཱஷ金することを条݅とすること（労働基準法第1�条）
◆�一定の事業のྃに必要なظ間を定Ίるのを除き、̏（࣍のᶃまた
はᶄの場合は５）を超える有ظの労働ܖを締結すること（労働基準
法第14条）
ɹᶃ�ઐతなࣝ、ٕज़またはݧܦであͬてߴ度ののを有する労働者が、

そのߴ度なઐతࣝ等を必要とする業に就͘場合
ɹᶄຬ�0ࡀҎ上の労働者をޏいೖれる場合
◆�労働合にೖらないこと、つ͘らないこと、またはطにೖͬている合
からのୀを条݅とすること（労働合法第̓条）
◆�一のޏ用ཧ۠分において、募集・࠾用の対象からஉঁのいずれかをഉ
除したり、ঁੑに対してのみະࠗ、ࢠどがいないことなどの条݅を付
けること（உঁޏ用ػձۉ等法第５条）
◆�ྸ制ݶを設けること（厚生労働省ྩで定Ίる例外を除͘）（労働ࡦࢪ
૯合ਪਐ法第̕条）
◆�োがい者であることをཧ༝として、募集・࠾用の対象からഉ除したり、
োがい者に対してのみෆརな条݅を付けること（ো者ޏ用ଅਐ法第34条）

など
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間ظ用ࢼ用定と࠾
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൱ڋ用࠾間とຊظ用ࢼ

用定と定औফ͠࠾用定と定औফ͠࠾

൱ڋ用࠾間とຊظ用ࢼ൱ڋ用࠾間とຊظ用ࢼ

ɹʮ࠾用定ʯとはا業がԠ募者に対して、就労を։࢝する時ظより૬
前にʮ࠾用しますʯと意思ද示をすることですが、例では、࠾用定に
ब労の։࢝時ظまͨޮྗൃੜ時ܾ͕ظまͬている、ղݖΛཹอͨ͠労
働ܖのཱをೝΊているのがあります。
ɹ࠾用定により労働ܖがཱしているҎ上、使用者による定取ফし
（ղݖのߦ使）はղޏにあたり、؍٬తに߹ཧతͳཧ༝と、ࣾձ௨೦上
の૬ੑ͕ඞཁです（େ日本ҹ事݅ɹࡋߴ࠷ত�4�7��0等）。たとえ૬
なཧ༝があるとして、取ফしの時ظ等によͬては、使用者に࠾用աఔに
৴ٛ則ҧがあるとしてଛഛঈのをわれるՄੑあります。
ɹまた、৽規ֶߍଔ業者の定取ফしをߦお͏とする使用者は、ެڞ৬業
҆定ॴٴͼֶߍにそのࢫを通しなければなりませんし、定取ফしの
༰が一定の場合には、ا業໊等のެදがߦわれます。

ɹ使用者は、労働者の就労։࢝から一定のظ間をʮࢼ用ظ間ʯとする場合
があります。ࢼ用ظ間は、࠾用した労働者のޏ用をܧଓすることが適か
ど͏かஅするظ間と͞れ、例ではղݖが使用者にཹอ͞れている労
働ܖのཱをೝΊています（ࡾඛथࢷ事݅ɹࡋߴ࠷ত4��1��1�）。ࢼ用ظ
間中のղޏࢼ用ظ間ຬྃ時のຊ࠾用ڋ൱͕ແ制限にೝΊられるわ͚Ͱ
ͳ͘、ࢼ用ظ間のझࢫɾతにরら͠て؍٬తに߹ཧతͳཧ༝と、ࣾձ௨
೦上の૬ੑ͕ඞཁとղ͞れています。
ɹまた、ࢼ用ظ間தでՃೖ要݅をຬたす場合には、使用者は労働者をޏ
用อݥ、ࣾձอݥ等にՃೖ͞せなければなりません。
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労働基४法

労働ܖ法

労働基४法労働基४法

労働ܖ法労働ܖ法

労働基४法と労働ܖ法

ɹ労働基準法は、ݑ法第�7条第߲̎においてʮۈ労条݅の基準ʯを法で定Ίる
としたことをडけて、労働条݅の࠷基準を定Ί、使用者にേ則付きで法の९
कを求Ίるߦڧ法規です。
ɹしたがͬて、労働ܖは労働基準法等の法ྩにҧする෦分はແޮとなり、法
に定Ίる基準が適用͞れます。例えばʮ時間外労働をして割増賃金を払わな
いʯなどの労働基४法に定Ίる基४にୡ͠ͳいܖΛ݁ΜͰも、ͦの෦分につい
てのޮྗ͋りまͤΜ。͜の߹、労働基४法Ͱ定Ίͨ基४͕適用͞れ、実際
に時間外労働をした場合には、労働者は法ॴ定の割増賃金をडけるݖརがあり、
使用者は法に基ͮいて割増賃金を支払わなければなりません。
ɹ法をԼ回らないൣғで、労働協（107ϖʔδ参র）、就業規則のॱで労働ܖ
に༏ઌします（労働基準法第��条、労働ܖ法第1�条、第13条）。ただし、就業規
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ɹ労働ܖ法は、労のࣗओతͳަবのԼͰ、労働ܖ͕߹ҙによりཱ͠、ま
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̒条、第̓条、第1�条、第13条）、労働ܖのมߋ（第８条ʙ第10条）、労働ܖ
のܧଓ・ऴྃ（第14条ʙ第1�条）、有ظ労働ܖ（第17条ʙ第1�条）にؔするϧʔ
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ɹ労働ܖ法は、േ則規定はありませんが、労働ܖにؔするຽ事తなϧʔϧを
明らかにし、合ཧతな労働条݅のܾ定またはมߋにけて、その事者である労
働者ٴͼ使用者のߦಈをଅすととに、労働৹等によるखଓによりཤߦの֬อ
をࢦすのです。
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ब業نଇΛಡも͏

ɹ就業規則とは、労働時間、賃金、ୀ৬（ղޏ）等の労働条݅や労働者が就業上
कるき規を使用者が定Ίたのです。
ৗ時ø0ਓ以上の労働ऀ（ύʔτλΠϜ労働ऀΛؚΉ）Λޏ用するࣄ業Ͱ、

ब業نଇΛඞͣ࡞͠て、労働基४ಜॺにಧ͚ग़ͳ͚れͳりまͤΜ（労働基
準法第��条）。
ɹまた、労働者が10人ະຬの事業場で࡞した方がましいことはい͏まで
ありません。
ɹ就業規則にॻかなければならないことは、ӈϖʔδのとおりです。
ɹब業نଇの༰、労働基४法の法令ΛԼճͬͨり、ͦのࣄ業Ͱ適用され
る労働ڠ（ø0þϖʔδࢀর）に͠てͳりまͤΜ。
ɹब業نଇ͕労働基४法の法令ΛԼճる߹、ͦの෦分ແޮとͳり、労働
基४法の法令͕適用されます（労働基準法第13条）。
ɹまͨݸผの労働ܖ͕ब業نଇΛԼճる߹、ͦの෦分ແޮとͳり、ब業
ܖ労働）（基४ޮ࠷ଇのنब業）の༰とͳりますܖଇͰ定Ίͨ基४͕労働ن
法第1�条）。
ɹ使用者は、就業規則をৗ時֤࡞業場のݟやすい場ॴにܝ示したり、උえ付けたり、
ॻ໘を労働者にަ付したり、ύιίϯը໘で֬ೝできるよ͏にするなど、労働者
がいつでݟることができるよ͏にしておかなければなりません（पٛ）。
ɹ賃金やҭࣇ・հޢ休業にؔする規定など、特にࡉか͘定Ίる必要がある場合に
は、ෳ数の規則に分割して࡞することできますが、ৗ時10人Ҏ上の労働者を
用する事業場では、すてを労働基準ಜॺにಧけग़るととに、労働者にपޏ
しなければなりません。
ɹ労働ܖ法第̓条では、労働ܖΛక݁する߹に͓いて、用ऀ͕߹ཧతͳ
労働͕݅定Ίられているब業نଇΛ労働ऀにपさͤていͨ߹に、労働ܖ
の༰、ͦのब業نଇͰ定Ίる労働݅によると規定しています。
ɹ厚生労働省では、ྩ݄̒̐の労働条݅明示にかかる制度վਖ਼に合わせて、
労働者が就業規則を༰қに֬ೝできるঢ়ଶにする必要があるとして、Ϟσϧ労働
条݅通ॻにおいてʮ就業規則を֬ೝできる場ॴや方法ʯをࡌهするཝ（̐ϖʔδ
参র）を設けるなどしています。
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ब業نଇに定Ίて͓͖͘͜と

◆ඞͣ定Ίͳ͚れͳらͳい͜と
（ઈରతඞཁ߲ࣄࡌه）

後࢈前࢈、有給休暇࣍時間、休日、休暇（ܜ休、ࠁ業・ऴ業時࢝˓
休業、ҭࣇ・հޢ休業法によるҭࣇ休業、հޢ休業等をؚΉ）、ަ替
制における就業時సにؔすること
˓賃金のܾ定、計算ٴͼ支払の方法、締りٴͼ支払の時ظ、ঢ給に
ؔすること
˓ୀ৬にؔすること（ղޏの事༝をؚΉ）

のよ͏ͳ定ΊΛする߹に、໌らかに͠ͳ͚れͳらͳい͜と࣍◆
（૬ରతඞཁ߲ࣄࡌه）

˓ୀ৬खの定Ίが適用͞れる労働者のൣғ、ୀ৬खのܾ定、計算
にؔすることظͼ支払の方法、支払の時ٴ
˓ୀ৬खを除͘ྟ時の賃金等（与、ྟ時のख等）ٴͼ࠷賃金
額にؔすること
˓労働者の৯අ、࡞業用そのଞのෛ୲にؔすること
˓҆શٴͼӴ生にؔすること
˓৬業܇࿅にؔすること
ͼ業外のইපැॿにؔすることٴঈิࡂ˓
˓දজٴͼ制ࡋのछྨٴͼఔ度にؔすること
˓この΄か、֘事業場の労働者すてに適用͞れる定Ίをする場合
は、これにؔすること

ब業نଇに定Ίて͓͖͘͜とब業نଇに定Ίて͓͖͘͜と
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ब業نଇの༰Λม͑るに

就業規則を࡞したり、มߋしたりするときは、用ऀͦのࣄ業の
労働ऀのաͰ৫する労働߹、ͦれ͕ͳい߹労働ऀのաΛ
代දするऀ（ա代දऀ）のҙݟΛௌ͖、ͦのҙݟॻΛ͚ての労
働基४ಜॺにಧ͚ग़ͳ͚れͳりまͤΜ（労働基準法第��条、第�0条、
ա数代ද者については30ϖʔδ参র）。この規定にҧした場合は、േ則
が設けられています。
就業規則を࡞またはมߋするときは、労使でよ͘し合い、法ྩをकり、

৬場の実ଶに合͏よ͏な༰にվળしてい͘ことがまれます。
ա数労働合やա数代ද者は、就業規則の༰に対してೲ得できな

ければ、対・मਖ਼の意ݟをड़ることができます。
˓ύʔτλΠϜ労働者・有ޏظ用労働者にؔする就業規則を࡞・มߋするときは、
ύʔτλΠϜ労働者・有ޏظ用労働者のա数を代දするとೝΊられる者の意
。（用労働法第̓条ޏظύʔτλΠϜ・有）をௌ͘よ͏Ίなければなりませんݟ
˓ݣ労働者はݩݣの就業規則が適用͞れます。ݩݣはݣ労働者にؔする
就業規則を࡞・มߋするにあたり、ݣ労働者のա数を代දするとೝΊら
れる者の意ݟをௌ͘よ͏Ίなければなりません（労働者ݣ法第30条の̒）。
労働ܖ法第̕条では、労働ऀとの߹ҙ（˞）ͳ͘、Ұํతͳब業نଇの

มߋにより、労働ऀにෆརӹͳ労働݅のมߋͰ͖ͳいと定Ίています。
ただし、ܦӦঢ়گのۃなѱԽ等により労働条݅をҡ࣋することがࠔな
場合には、ᶃมޙߋのब業نଇΛ労働ऀにपさͤる͜と、ᶄม͕ߋ߹ཧ
తͳものͰ͋る͜ととい͏条݅をຬたせば、就業規則のมߋができます。
そのมߋが合ཧతなのであるかど͏かは、労働ऀのड͚るෆརӹのఔ、
労働݅のมߋのඞཁੑ、มޙߋのब業نଇの༰の૬ੑ、労働߹
とのަবのঢ়گͳͲにরらしてஅ͞れます（労働ܖ法第10条、14ϖʔ
δ参র）。
˞賃金やୀ৬金にかかる労働条݅のมߋにؔする労働ऀの߹ҙの༗ແについては、ෆརӹの༰のఔ度や労働
者のใఏڙ・આ明の༰等にরらし、労働者のࣗ༝な意思に基ͮいて͞れたとೝΊられる合ཧతなཧ༝
が؍٬తにଘࡏするか否かとい͏؍からஅ͞れます。（ࢁསݝຽ৴用合事݅ɹࡋߴ࠷ฏ�����1�）
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ɹなお、労働ܖにおいて、労働者ٴͼ使用者が就業規則のมߋによͬて
はม͞ߋれない労働条݅として合意していた෦分については、มߋのޮྗ
がٴͼません（労働ܖ法第10条ただしॻ）。

ब業نଇのಧग़ྫ

◆ब業نଇにରするҙݟॻྫ

◆ब業نଇಧྫ

ब業نଇのಧग़ྫब業نଇのಧग़ྫ

意ɹݟɹॻ
ɹ˓˓˓ࣜגձࣾ
ɹɹ代ද取締ࣾɹ˓˓˓˓ɹ఼

ɹ˓݄˓日ఏҊのあͬた就業規則については、࣍の事߲につきվਖ਼するよ͏ݕ
。はありませんݟいます。なお、そのଞの事߲については、意ئ౼
ɹ１ɹ第˓条ؔɹ５日間のՆق࿈ଓ休暇を10日間にすること
ɹ̎ɹ第˓条ؔɹ定を�0ࡀからࡀ��にԆすること
ɹ˓˓˓݄˓日
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ˓˓˓労働合
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹࣥߦҕһɹ˓˓˓˓

（બग़の方法：ա数労働合）

就業規則（มߋ）ಧ
ɹ˓˓労働基準ಜॺɹ఼
ɹこのたͼࣾ就業規則をఴ付のとおり定Ίましたので、ؔෟଐ規定ٴͼա
数労働合の意ݟॻをఴえおಧけします。
ɹ˓˓˓݄˓日
ɹ事業ॴのॴࡏɹ˓˓ࢢ˓˓ொ˓൪
ɹ事業ॴの໊শɹɹ˓˓˓ࣜגձࣾ˓˓支ళ
ɹ使用者の৬໊ࢯɹ代ද取締ࣾɹ˓˓˓˓
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賃金労働݅のりԼ͛

労働݅とは、労働ܖؔにおける労働者の۰の一（賃金、労働時間、
休ܜ、休日、休暇など）をいいます。労働条݅のมߋのなかで、賃金ਫ準のμ
ϯ、労働時間のԆ、γϑτのݮগなどは、労働݅のりԼ （͛ෆརӹมߋ）
にあたります。
ɹ使用者が労働条݅をりԼげる場合、ᶃݸผに労働者のಉ意を得る、ᶄ就業規
則のมߋ、ᶅ৽たな労働協の締結とい͏方法があります。
りԼげがߦわれる場合は、労働݅のมߋΛΊ͙ͬてτϥϒϧにͳらͳいよ

͏に、労े͕分に͠߹͏͜と͕େです。
がىきたら、まず労働ܖ、就業規則、労働協の༰を֬かΊましΐ͏。

߹ผに労働ऀのಉҙΛಘるݸ

労働ܖ法第８条では、ʮ労の߹ҙʯに基͖ͮ労働ܖΛมߋͰ͖るとして
います。用ऀ͕ҰํతにりԼ͛Λ௨͠ても、労働ऀຊਓ͕ಉҙ͠ͳい限り
。ଋྗ͋りまͤΜ߆
◆ಉҙΛഭられている߹
いͬたんಉ意してしま͏とݩにすのはかなりࠔなので、労働者は৻ॏに対

ॲし、มߋཧ༝、代ঈાஔ、ଞの労働者のॲ۰等、े分なઆ明をडけることが
まれます。ど͏してೲ得できない場合、ڋ否するとい͏બ一つの方法です。
◆ಉҙΛ͠て͠まͬͨ߹
ಉ意༰が、法ྩ、労働協、就業規則にҧしていれば、ಉ意がແޮとなり

ます。ಉ意が、ڧ、ٗ、ޡࡨഭ、ެংྑଏҧのとにな͞れたのであれば、
ແޮや取ফしをओுできる場合があります。
なお、人事ҟಈなど使用者が労働条݅をมߋすることについて、あらか͡Ί労
働者がಉ意（แׅతಉ意）していた場合には、มߋにԠ͡なければならないこと
があります。

ब業نଇのมߋによる߹

就業規則のมߋによる労働条݅のҰํతͳෆརӹมߋݪଇと͠てͰ͖まͤ
Μ（øøϖʔδࢀর）。࣍のνΣοΫϙΠϯτを֬ೝして͘だ͞い。

ผผݸݸ

बब業業
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◆ब業نଇによる労働݅りԼ͛のνΣοΫϙΠϯτ
˘ มߋのखଓ適ਖ਼かʁ
事業場でৗ時10人Ҏ上の労働者を使用する使用者は、就業規則をมߋする場合には、

労働者代දの意ݟをௌいた͏え、その意ݟॻをఴ付して労働基準ಜॺにಧけग़ること
がٛ付けられています（労働基準法第��条、第�0条）。
˘�労働ऀにपされているかʁ
˘ ༰߹ཧతかʁ
就業規則がෆརӹにม͞ߋれて、法ྩや労働協にҧする෦分があれば、その෦

分には߆ଋ͞れません。また、ҧしない෦分について、มߋしたことに合ཧੑがな
ければ߆ଋ͞れません（労働ܖ法第̕条、第10条、第13条）。
ʲมߋの߹ཧੑのஅ基४ʳ
࢛のよ͏なをओな要ૉとして合ཧੑの有ແがஅ͞れています。（第࣍、等ではࡋ

（ฏ������等ࡋߴ࠷事݅ɹߦۜ
ɹ˘ มߋに必要ੑがあるか。ɹɹɹ ˘ ෆརӹのఔ度はどの͘らいか。
ɹ˘ 代ঈાஔ・ݟฦりがあるか。 ɹ˘ 特定のみがෆརӹをඃらないか。
ɹ˘ ˘。աાஔ、ܹม؇ાஔがあるかܦ ಉ業ଞࣾとൺֱしてど͏か。ɹɹ
ɹ˘ 労働合はಉ意したか。ɹɹɹɹ ˘ ଟ数の労働者がࢍしているか。
ɹ˘ 労働者にใఏڙをߦい、े分にઆ明したか。

労働ڠのక݁による߹

◆適用とͳるରऀ
˓労働条݅をมߋする労働協を締結した労働合の合һ
。則として৽労働協が適用になりますݪ

˓ଞの労働合の合һ
。則として৽労働協の適用はありませんݪ

˓ඇ合һ
則として৽労働協の適用はありませんが、協締結労働合の৫率が̐分の̏ݪ
Ҏ上の場合は、適用となることがあります（労働合法第17条、第1�条）。
◆ͦのଞのνΣοΫϙΠϯτ
ɹ˘ 協締結のखଓは適か。ɹɹɹɹ˘ 法ྩҧ、ެংྑଏҧはないか。
ɹ˘ 特定のまたは一෦の合һをघߋෆརӹに取りѻ͏ことをతとしていないか。

）7��3��ฏ݅࠷ߴࡋ事ݥอ上ւࡂՐ日ே（

労労働働

Ờ
ଇ
ن
ۀ
ब
ɾ

ܖ
ಇ
࿑
ớ
৬
ब

�3 ��



�5

نとռ

ن

ɹձࣾが適ਖ਼にӡӦ͞れるたΊに、労働者にकͬてらわなければならな
いϧʔϧのことをنといいます。事業場すての労働者に適用͞れ
る規は、就業規則に明هすることによͬて、労働者にその९कをٛ
付けることができます。
規の༰は、法తに適ਖ਼で、ެংྑଏにせず、ࣾձతにଥで

ある必要がありますが、۩ମతにはそれͧれの事業場の事にԠ͡て定Ί
られています。なお、規にॻかれるओな事߲としては、࣍のよ͏な
のがあります。

ᶃ૯ׅత事߲
ձࣾのॾ規則等の९क、上࢘の໋ྩࢦ示に対するैٛ、৬に対す

るઐ೦ٛなど
ᶄ就業にؔする事߲
ै業һূのఏ示、ߦܞのۈ、ݕதの৬場ࢭېなど

ᶅࢪ設、のཧ・อશؔ
ձࣾࢪ設・のഁଛࢭ、ձࣾのࢲ用・࣋ग़ࢭېなど

ᶆै業һたるҐにؔする事߲
業上のൿີอٛ࣋、ݸ人ใの࿙Ӯࢭې、業にؔ࿈してଞ人から

金をडけ取ることのࢭېなど
ᶇηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ、৷・ग़࢈・ҭࣇ休業等にؔするϋϥεϝ
ϯτ、ύϫʔϋϥεϝϯτ、そのଞの人֨ݖ৵（いわΏる৬場のい͡
Ίなど）のࢭې

ռ

ռॲ分は、使用者がا業டংをҡ࣋するたΊに設けた規や使用
者のࢦ示・໋ྩにҧした場合などに、使用者が労働者に制ࡋേとしてՊ
すॲ分です。ռ制度を定Ίる場合は、就業規則にռ事༝、ռのछ ・ྨ
ఔ度を定Ίなければなりません（労働基準法第��条第̕߸）。

نن
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ɹ労働ܖ法第1�条では、ռ、؍٬తに߹ཧతͳཧ༝Λ͖ܽ、ࣾձ௨
೦上の૬ੑ͕ೝΊられͳい߹、ͦのݖརΛཞ用ͨ͠ものと͠てແޮ
とすると定Ίています。使用者がռॲ分を͏ߦには、࣍の要݅が必要です。

ᶃռの͕ࠜ͋ڌる͜と
ռ事༝とこれに対するռのछྨ・ఔ度が就業規則に定Ίられ、प

͞れていることが必要です。
ᶄռࣄ༝に֘する͜と
ռの対象となるߦҝが就業規則のռ事༝に֘し、؍٬తに合ཧత

なཧ༝があるとೝΊられなければなりません。
ᶅ૬ੑ͕͋る͜と
ɾॲ分ཧ༝とͳͬͨنҧߦҝ、ॲ分のఔに૬するものでな
ければなりません。ռॲ分には、ܰい方から、ռࠂ、ᩅ（けんせき）、
といͬたのޏռղ、ޏղ（Ώし）ࢫ་、ࢭఀۈ給（˞）、߱֨、ग़ݮ
があります。ռॲ分は、ռ事༝とのόϥϯεを৻ॏにஅしなけれ
ばならず、ෆՄྗ߅によるࠁやࠣࡉなϛεఔ度でただͪにռをՊす
のはռݖのཞ用にあたります。
・特ผなཧ༝ないのに、人やձࣾのҐによͬてॲ分のॏ͞をมえた
り、ઌ例にした取ѻいをしてはいけません（ฏऔѻい）。
・ॲ分खଓ、適ਖ਼かつެฏͳものͰͳ͚れͳりまͤΜ。ʮ本人にห明
のػձを与えるʯʮཧ༝をはͬきり͞せ、そのূڌを明らかにするʯʮॲ
分に対するෆがあればそれをެਖ਼にݕ౼するʯといͬたखଓが就業規
則等に定Ίられているのに、それにҧした場合はݖརのཞ用としてແ
ޮと͞れることがあります。
・ռ事༝ൃ生から૬ظ間ܦաした後にߦわれたռॲ分は、ݖརのཞ
用としてແޮと͞れることがあります。
の制限ࡋの制څݮ˞
ɹݮ給の制ࡋは、１回の制ࡋ事Ҋに対するݮ給額がฏۉ賃金（�0ϖʔδ参র）の１日
分の額を超えてはならず、また、一賃金支払ظにおいてෳ数の制ࡋ事Ҋがある場合
に、ݮ給額૯額が֘賃金支払ظにおける賃金૯額の10分の１を超えてはなりませ
ん（労働基準法第�1条）。
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ɹい৬場生׆のなかでは、事の༰やۈ場ॴがมわる場合あり、このよ
͏なҟಈをஔస（స）といいます。ྩ݄̒̐より、労働ܖ締結	また
はߋ৽
時の労働条݅明示において、స等によりมわり得る就業場ॴ・業のൣ
ғについてॻ໘等による明示が必要と͞れています。
ɹసを໋ずるにあたͬては、労働協や就業規則等にࠜڌ規定を設けるとと
に、労働者のෆརӹが࠷খݶになるよ͏ྀすることが必要です。స໋ྩが
ᶃ業上の必要ੑがଘしない場合、ᶄෆなಈػ、తに基ͮ͘場合、ᶅ労働
者が通ৗडすきఔ度をஶし͘超える場合等には、స໋ྩݖのཞ用としてແ
ޮとなります（அみを示した例として、౦ѥϖΠϯτ事݅ɹࡋߴ࠷ত
�1�7�14）。
ɹまた、ଞのձࣾにग़（ࡏ੶ܕग़）を໋ずるέʔεあるかしれません。
則として労働者のಉ意が必要ですが、使用者はあらか͡Ί労働協や就業規則ݪ
等に規定を設け、ᶃग़ઌのൣғやظ間、ᶄग़खଓ、ᶅग़事༝、ᶆग़に
͏労働条݅や賃金の取ѻい、ᶇ෮ؼの取ѻいなどを定Ίてお͘ことにより、これ
をࠜڌにग़を໋͡ることができます。
ɹただし、労働ܖ法第14条では、ग़ྩ໋が、その必要ੑ、対象労働者のબ定
にる事そのଞの事にরらして、そのݖརをཞ用したのとೝΊられる場合
にはແޮとなると定Ίています。
స੶（Ҡ੶ܕग़）の場合は、いͬたんࡏݱのձࣾをୀ৬してผのձࣾと労働

ผのಉ意を得ることが必要と͞れまݸを締結することになります。労働者にܖ
す。

ɹなお、స໋ྩやग़ྩ໋が法で͞ࢭېれているෆརӹ取ѻい（��ϖʔδ参
র）やݖརཞ用にあたる場合は、ແޮとなります。

సɾग़、企業࠶ฤの߹ʗ休৬制と

��
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い৬場生׆のなかでは、事の༰やۈ場ॴがมわることがあるか
しれません。このよ͏なҟಈをஔస（స）といいますが、ෆ׳れな
事に就いたり、ॅډをҠ͞なければならないよ͏なసは、労働者の生׆に
େきなӨڹを与えます。
ɹసを໋ずるにあたͬては、労働協や就業規則等にࠜڌ規定を設けると
とに、労働者のෆརӹが࠷খݶになるよ͏ྀすることが必要です。స
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せん。使用者は、労働協や就業規則等に規定を設け、ᶃग़ઌのൣғやظ間、
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બ定にる事そのଞの事にরらして、そのݖརをཞ用したのとೝΊら
れる場合にはແޮとなると定Ίています。
స੶（Ҡ੶ܕग़）の場合は、いͬたんࡏݱのձࣾをୀ৬してผのձࣾと

労働ܖを締結することになりますので、労働者のݸผのಉ意が必要です。
ただし、ೖࣾ時にؔ࿈ձࣾのҠ੶あることをྃղしていた場合に、վΊ
て本人のಉ意を得ていな͘てҠ੶ग़ྩ໋がೝΊられたέʔεがあります。

なお、స໋ྩやग़ྩ໋が法で͞ࢭېれているෆརӹ取ѻい（��ϖʔ
δ参র）やݖརཞ用にあたる場合は、ແޮとなります。
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企業࠶ฤと労働ܖのঝܧ

ฤには、ձࣾ法等に基ͮき、ձࣾ分割、事業ৡ、合ซといͬた࠶業৫のا
ଶ༷がありますが、こ͏した৫のมಈは労働者のޏ用や労働条݅にେきなӨڹ
を与えることগな͘ありません。
ձࣾ分割における労働者อޢのたΊ制定͞れたʮ労働ܖঝܧ法ʯでは、ձࣾ

分割に際しての労働ܖのঝܧ、労働者の事前通、一定の労働者にҟٞのਃ
ग़のػձを設けること、労働協のঝܧにؔすることを定Ίるととに、労働者
のཧղと協ྗを得るྗٛ定Ίています。
また、ࣄ業ৡや߹ซについてはʮ事業ৡຢは合ซを͏ߦにたͬてձࣾ等

がཹ意すき事߲にؔするࢦʯにより、使用者に対し労働合や労働者との事
前の協ٞ等をଅしています。

休৬制

ձࣾによͬては、පؾ休৬、事ۈܽނ休৬、ىૌ休৬、ग़休৬など༷ʑなཧ
༝による休৬の制度をஔいている場合があります。これらは、Կらかのཧ༝で、
労働者がܖどおりに働͘ことができなかͬたり、働かせることができない場合
に、一定のظ間を定Ίて、その間、ै業һのҐをܧଓ͞せたままその就労のٛ
を໔除またはࢭېするのです。
ձ͕ࣾ休৬のાஔΛとるͨΊに、ब業نଇͰͦのཁ݅खଓΛ定Ίるか、

労働ऀとのݸผの߹ҙ͕ඞཁͰす。休৬ظ間の賃金の取ѻい就業規則等で定Ί
ることになりますが、ձࣾٴͼ休৬事༝によͬて、賃金がશ͘支払われない場合、
一෦支払われる場合などがあります。
なお、業外の事༝によるපؾやέΨで働͘ことができず、ྍཆのたΊに࿈ଓ

して̏日を超えて休み、賃金が支払われない場合、݈߁อݥのඃอݥ者であれば、
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企業࠶ฤと労働ܖのঝܧ企業࠶ฤと労働ܖのঝܧ

休৬制休৬制

පؾ休৬者等について、厚生労働省ではྍ࣏と事のཱ྆や休৬からの෮ؼを支ԉするたΊ
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IUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�DPOUFOU�11���������1�������QEG
˓৺の݈߁によりۀٳした労働者の৬෮ࢧؼԉの手Ҿき（��������൛）
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賃金ࢧのݪଇ、休業ख、ฏۉ賃金

ɹ賃金や給ྉといͬた໊শにかかわらず、労働のରঈと͠て用ऀ͕労働ऀに
、͏すてのもの労働基४法上のʮ賃金ʯです。ୀ৬金や結ࠗॕ金などࢧ
労働ܖ、就業規則、労働協等であらか͡Ί支給条݅が明らかなのは、労
働基準法上の賃金となります。
ɹ労働者の生׆を支える賃金が֬実に支払われるよ͏に、労働基४法ୈùûͰ
、賃金ݪଇと͠て、ᶃ௨՟Ͱ、ᶄ働いているຊਓに、ᶅͦのશֹΛ、
ᶆຖ月１ճ以上、ᶇҰ定のظ日にࢧわͳ͚れͳらͳい（賃金ࢧの５ݪଇ）
としています。なお、࣍のとおり例外事߲あります。

◆௨՟いのݪଇと例外
ɹ賃金は、通՟（ݱ金）で支払͏のがݪ則です。
ɹ˓法ྩまたは労働協でผに定Ίがある場合は、通՟Ҏ外で支払͏ことできます。
ɹ˓ۜߦの༬ஷ金࠲ޱまたはূ݊૯߹࠲ޱのৼࠐは、ᾇݸʑの労働者の意思に基ͮき

労働者ࢦ定の本人໊ٛの࠲ޱにৼりࠐまれること、ᾈ賃金の計算ॻをަ付すること、
ᾉ支払日の午前10時ࠒまでに引きग़せること等の要݅をຬたす場合はՄです。これ
にՃえ、ྩ５݄̐よりްੜ労働େਉのࢦ定Λड͚ͨࢿ金Ҡಈ業ऀの࠲ޱのࢧ
い（いわゆるσδλϧい）Մとなりました。σδλϧ払いを適用するには、労
使協定の締結の΄か、使用者が労働者に対し、ॴ定の事߲をઆ明した͏えでݸผのಉ
意を得ること等の要݅があります。

ɹ˓ୀ৬खについては、労働者のಉ意がある場合は、上هの࠲ޱৼࠐ等の΄かۜߦৼग़
খख、༣ศҝ替等で支払͏ことができます。

◆いのݪଇと例外
賃金は、労働者本人に支払͏のがݪ則です。労働者が意にཔんだ代ཧ人や法定代
ཧ人（ݖ者等）には支払えません。たとえະ者であͬて、や後ݟ人が代わͬ
てडけ取ることはできません。
ɹ˓労働者のපۈܽؾதに、Ոが使者（代ཧ等の法ݶݖを࣋たない者）として賃金を

डけ取るなど、例外としてೝΊられる場合があります。
◆શֹいのݪଇと例外
ɹ賃金は、支払ظが౸དྷしているのについて、શ額支払͏のがݪ則です。
ɹ˓੫金、ࣾձอݥྉ、ޏ用อݥྉなど法ྩでผに定Ίがある場合や、ກձඅ等のఱ引

きにؔする労使協定がある場合は、賃金の一෦を差し引͘ことができます。
◆ຖ月１ճ以上いのݪଇと例外
与などྟ時ののを除き、賃金はຖ݄１日から݄までの間にগな͘と１回Ҏ上支
払わなければなりません。
◆Ұ定ظ日いのݪଇと例外
与などྟ時ののを除き、賃金はʮ݄の日ʯのよ͏にपظతに౸དྷする特定ظ日をܾ
Ίて支払わなければなりません。ʮຖ݄1�日から�0日までの間ʯやʮຖ݄第༵̎日ʯなど
。日が特定しない、あるいは݄̓日のൣғでมಈするよ͏な定Ίをすることはできませんظ
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す͖休業と休業खؼ用ऀのに

ɹ使用者のܦӦ・ཧ上の合で労働者を休業͞せる場合、使用者のにؼす
き事༝がނ意・աࣦによるのであれば、労働者には、その間の賃金શ額を
求するݖརがあります（ຽ法第�3�条第߲̎）。
ɹ労働基準法第��条では、休業खとして、গな͘とฏۉ賃金（Լࢀهর）
の̒割以上を支払͏よ͏規定していますが、これはあ͘まで࠷基準を定Ί
るのであり、労働者によるશ額求のݖརを否定するのではありません。
ɹなおʮ使用者のにؼすき事༝ʯについて、ຽ法ではނ意・աࣦ（または
৴ٛ則上これとಉ一ࢹすき事༝）と͞れていますが、労働基準法第��条では
それよりܦ、͘Ӧ・ཧ上のোをؚみ、ఱࡂมなどෆՄޮྗによる
のはؚまないと͞れています。

◆ग़དྷߴいのอোڅ
ɹग़དྷߴ払制そのଞのෛ制で使用͞れる労働者の賃金については、使用者は
労働時間にԠ͡、一定額の賃金のอোをしなければなりません。อো給の額に
ついての規定はありませんが、ৗに通ৗの実ऩ賃金とあまりִたらないఔ度の
ऩೖがอো͞れるよ͏にอো給の額を定Ίることと͞れています。

す͖休業と休業खؼ用ऀのにす͖休業と休業खؼ用ऀのに

ฏۉ賃金の計算ํ法

平均金　�　

˞金క日がある場合は、事由ൃ生日のલの金క日から起算します。
˗金૯ֹからআ外されるの

臨時にࢧわれた金（ୀ৬金）、３か月を超える期間ごとにࢧわれる金（
༩）なͲ

˗金૯ֹ及び૯日数（算定期間）からআ外されるの
業務上のইපによる休業期間、࢈લޙ࢈休業期間、༻者のめによる休業期間、
ҭࣇ・հޢ休業期間、ࢼ༻期間

保োについて࠷˗
日څ、時間څ、ग़དྷߴ制ͦのଞのෛ制の場合は、࣍により࠷保োֹを算定します。

ˋ保োֹ　ʹ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ʷ　60࠷

なお、月、िͦのଞҰ定の期間によͬて定められた金とのซڅの場合、いわΏる
月څ日څ制でܽۈによりֹݮされる場合は、これとҟなります。

事由ൃ生日（˞）以લ３か月間にࢧわれた金૯ֹ
事由ൃ生日（˞）以લ３か月間の૯日数

事由ൃ生日以લ３か月間にࢧわれた金૯ֹ
事由ൃ生日以લ３か月間の労働日数
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賃金͕ࢧわれͳい

賃金は、労働基準法で定Ίる５つのݪ則（1�ϖʔδ参র）に基ͮき支払
われます。労働者がୀ৬したり、͘なͬた場合の࠷後の給ྉは、本人や
૬ଓ人から求があͬた場合、求から̓日Ҏに支払わなければなりま
せん（労働基準法第�3条）。ただし、ୀ৬金について、就業規則等で支給ظ
日が定Ίられている場合は、その定Ίによります。
しかし、ݱ実には、ձࣾのܦӦなどのཧ༝から賃金等が支払われない

場合があります。このよ͏な賃金ະ払に対しては、賃金のछྨ、金額、
ཧ༝、支払ࠜڌなどをे分֬ೝ（࣍のʮओなνΣοΫϙΠϯτʯ参র）し、
まずはձࣾଆとし合ͬてみましΐ͏。また、ӈϖʔδのよ͏な対ॲ方法
ありますので、ղܾの参考にして͘だ͞い。

˓賃金が支払われたら、金額や計算がਖ਼しいかを給与明ࡉॻ等で֬ೝしま
しΐ͏。また、給与明ࡉॻ等はগな͘と̏はอしましΐ͏。
˓いわΏる固定残業代制（3�ϖʔδ参র）の場合、実際に働いた残業等
の時間数について労働基準法や就業規則等の割増率を適用して計算し、
その額が固定残業代の支給額を上回る場合には、差額をະ払賃金として
求できます。

◆ओͳνΣοΫϙΠϯτ
ɹ˘�ະ払の金額、支払時ظはʁ
ɹ˘�支払のࠜڌ規定（就業規則、賃金規定、労働ܖॻなど）はʁ
ɹ˘�時ޮになͬていないかʁ
ɹɹ・賃金（令和２（ù0ù0）年４月１日以ޙに支払ظ日が౸དྷしたの）のফ໓

時ޮは３年です。
ɹɹ・ୀ৬金のফ໓時ޮは５です。
ɹ˘�ະ払のཧ༝・ݪҼはʁ
ɹ˘�賃金ମܥ、賃金߲はど͏なͬているかʁ
ʲ残業代の場合ʳ
ɹ˘�賃金の୯Ձや割増率などの計算方法に૪いはないかʁ
ɹ˘�残業時間ははͬきりしているかʁ
ʲϘʔφεやୀ৬金の場合ʳ
ɹ˘�支給条݅は、労働協、就業規則、労働ܖ等ではͬきりしているかʁ
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賃金ະのରॲํ法

１ 労働ηϯλʔの૬ஊ
使用者とし合͏前に、労働ηϯλʔに૬ஊすれば、をཧし、ঢ়گに

Ԡ͡たΞυόΠεをडけることができます。
２ɹ労働基४ಜॺのਃࠂ
賃金ະ払は、労働基準法ҧになるので、労働基準ಜॺにਃࠂし、έʔεに

Ԡ͡て使用者にࢦಋ等をしてら͏ことができます。
３ ࢈の߹のཱସ制
ɹˠ7�、7�ϖʔδ参র
４ ௐఀ
ɹະ払になͬている一定の金額の支払などを求Ίること（ਃཱのझࢫ）やਃཱの
ཧ༝をௐఀਃཱॻにࡌهして、؆қࡋॴにఏग़します。ࡋॴは、ௐఀظ日を
ܾΊて૬ख方をݺग़し、方の合意による支払ができるかど͏か、ௐのྗを
して͘れます。
５ɹ労働৹
ɹ労働৹（ࡋ）１໊と労働৹һ໊̎で৫͞れた労働৹ҕһձが、
み、合いがつかࢼ日で、合いによるղܾ（ௐఀ）をظ則として̏回Ҏのݪ
ない場合は、ݖརؔ౿まえた৹をߦいます。৹にҟٞਃཱがあれば、通
ৗૌুのखଓにҠߦします。本人だけでは׆用しに͘͘、ห࢜ޢ等のґཔが
ましいखଓです。
̒ ಜଅࢧ
、がਃཱॻを৹ࠪし、૬ख方に支払ಜଅをૹ付します。૬ख方がهॴॻࡋ

ಜଅにしたがͬて支払えばతはୡ͞れますが、ҟٞਃཱがあれば、通ৗૌু
のखଓにҠߦします。૬ख方がਃཱॻの༰等について૪ͬている場合などには
ར用しに͘いखଓです。
̓ গֹૌু
�0ສԁҎԼの金મ支払求について、通ৗૌুより؆қ・ਝなղܾをਤる

制度です。の؆қࡋॴには、給ྉ支払求のૌঢ়のͻなܗあり、本人で
ૌুによる求がしやすいよ͏になͬています。ݪ則として１回の৹ཧで結
（ղまたはܾ）がग़͞れますので、৹ཧ前にূڌॻྨをえ、日は必要な
ূ人を࿈れてい͘など、ೖ೦な準උが必要です。૬ख方がこのखଓによることに
対した場合等には、通ৗૌুのखଓにҠߦします。
̔ ௨ৗૌু
求金額が140ສԁҎԼの事݅を取りѻ͏場合は؆қࡋॴ、140ສԁを超える

場合は方ࡋॴ（または支෦）で取ѻいます。

賃金ະのରॲํ法賃金ະのରॲํ法
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賃金と࠷

、限Λ定Ί࠷賃金の͕ࠃ賃金法に基͖ͮ࠷、賃金制度とは࠷
わͳ͚れͳらͳࢧ賃金ֹ以上の賃金Λ労働ऀに࠷用ऀ、ͦの
いとする制度です。
で߁賃金をܾ定する際には、労働者が݈࠷賃金法では、Ҭผ࠷

จԽతな࠷ݶ度の生׆をӦΊるよ͏に、生׆อޢにるࡦࢪとの合
ੑにྀすることと͞れています。
賃金額よりい賃金を労使合意の上で定Ίて、それは法によ࠷

りແޮと͞れ、࠷賃金額とಉ༷の定Ίをしたのと͞れます。
ɹҬผ࠷賃金は、ηʔϑςΟωοτとしてݝのすての使用者ٴ
ͼそのҬの事業場で働͘すての労働者（ৗ用、ύʔτλΠϜ労働者、
ྟ時・ୗなどޏ用ܗଶのผな͘）に適用͞れます。ಓ͝ݝとに定
Ίられますが、ا業の本ࣾがあるಓݝではな͘、֤事業場がある
ಓ͝ݝとに定Ίられた額が適用͞れます。ݣ労働者の場合は、実際
に働いているݣઌ事業ॴのॴࡏの࠷賃金が適用͞れます。
また、特定の࢈業に適用͞れるʮ特定（࢈業ผ）࠷賃金ʯあります。
なお、࠷賃金の適用をडける使用者は、厚生労働省ྩで定Ίるとこ

Ζにより、࠷賃金の֓要を、ৗ時࡞業場のݟやすい場ॴにܝ示するな
どの方法で、労働者にप͞せるたΊのાஔをとらなければなりません。

賃金とのൺֱํ法࠷ྉとڅのࡍ࣮
。金とൺֱします࠷、算しの金ֹを時間あたりの金ֹにࡍ࣮˗
　日څ制の場合：日څʸ１日の所定労働時間数ʾ࠷金 （ֹ時間ֹ）
（日によͬて所定労働時間数がҟなる場合には、１ि間における１日平均所定労働時間数）

　月څ制の場合：月څʸ１か月の所定労働時間数ʾ࠷金 （ֹ時間ֹ）
（月によͬて所定労働時間数がҟなる場合には、１年間における１か月平均所定労働時間数）

金の計算からআ外されるの࠷˗
①ਫ਼օۈख当、௨ۈख当、Ոख当、②臨時にࢧわれる金、ᶅ１か月を
超える期間ごとにࢧわれる金、ᶆ時間外・休日労働に対する金、ਂ 
ׂ૿金
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ਆಸݝの࠷賃金
（令和̒年４月１日ࡏݱ）

ਆಸݝの࠷賃金ਆಸݝの࠷賃金

金の݅名࠷ ࠷   金 ֹ
（ 時 間 ֹ ）

効ྗൃ生
年 月 日 ద　　༻

ਆಸ࠷ݝ金
（地Ҭ別） ���2ԁ ྩ５年

10月１日

ਆಸݝの事業場で༻
されるすての労働者にద
༻されます。

特定（࢈業別）࠷金

ਆಸݝでは、࣍の̓つの࢈業についてʮ特定（࢈業別）࠷金ʯが設定されて
いますが、ྩ５年度はվ定されなかͬたため、શ࢈業に地Ҭ別࠷金ʮ時間ֹ
1112ԁʯがద༻されます。
○ృྉ製造業　　○మ߯業　　○ඇమ金属・ಉ合金ѹ延業、電ઢ・έーϒϧ製造業
○ボΠϥ・原ಈ機、ϙϯϓ・ѹॖ機ث、Ұൠ࢈業༻機械・ஔ、ݐ設機械・߭ࢁ機械、

金属Ճ工機械製造業
○電ࢠ෦品・σόΠス・電ࢠճ࿏、電ؾ機械ث具、情ใ௨৴機械ث具製造業
○༌ૹ༻機械ث具製造業　　○ࣗಈंখച業

ʲ参考ʳۙྡݝの࠷賃金（Ҭผ） （令和̒年４月１日ࡏݱ）

౦ژ ੩Ԭݝ ݝསࢁ ݝۄ࡛ ઍ༿ݝ

���3ԁ ��4ԁ �3�ԁ �02�ԁ �026ԁ
（注）特定（࢈業別）࠷金はݝにより設定および金ֹがҟなります。地Ҭ別࠷金よ

りߴい࢈業ありますので、ৄしくは֤ݝの労働ہにおい合わせください。

。賃金額については、ຖվ定͞れています࠷˗
ɹৄし͘は厚生労働省の特設αΠτを͝参র͘だ͞い。
ʮඞͣνΣοΫɹ࠷賃金ʯIUUQT���QD�TBJUFJDIJOHJO�JOGP�
˓一ൠの労働者と労働ྗなどがҟなるたΊ、࠷賃金を一に適用する
と、かえͬてޏ用ػձをڱΊるՄੑがある労働者等については、使用
者がಓݝ労働ہのڐՄをडけることを条݅として、ݸผに࠷賃
金のݮ額の特例がೝΊられています（࠷賃金法第̓条）。

ۚ
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１िû0時間、１日̔時間以͕ݪଇ

法定労働時間、ݪଇ１िû0時間、１日̔時間（休ܜ時間Λ除い࣮ͨ働時間）で
す（労働基準法第3�条）。ただし、事業場の労働者がৗ時10人ະຬの業、өըŋԋ
ܶ業（өը࡞の事業を除͘）、อ݈Ӵ生業、ָޘ٬業は、特例ાஔとして１週44
時間、１日８時間と͞れています。ෳ数の事業場で労働する場合は、労働時間を通
算します（労働基準法第3�条第１߲。෭業・݉業における労働時間ཧは41ϖʔδ
参র）。
労働時間とは、一ൠతに使用者のྩ໋شࢦԼにある時間をい͏ので、࡞業の準උ

や後ยͮけなど、使用者のࢦ示による場合は、労働基準法上の労働時間となります。
なお、この労働時間のݪ則とはผに、労働時間のॊೈな設定を༰қにする制度と

して、ӈϖʔδのよ͏なมܗ労働時間制が定Ίられています。
また、労働時間の算定がࠔな事業場外労働や労働者のྔࡋによる労働について

実際に働いた時間とؔな͘、一日に一定時間働いたとみなして、その時間を基準
にして賃金を支払͏Έͳ͠労働時間制（37ϖʔδ参র）があります。

◆労働時間のن定͕適用されͳい労働ऀ
労働基準法第41条では、ಉ法で定Ίる労働時間、休ܜ、休日の規定が適用͞れない労働者を࣍

のとおり定Ίています（深夜業の規制にؔする規定は適用͞れます）。
ᶃ業（ྛ業を除͘）、ச࢈・ཆࢋ・ਫ࢈業ै事者、ᶄཧಜ者、ີػの事を取りѻ͏者、

ᶅࢹ・அଓత労働ै事者、ᶆ॓日ۈ者
なお、ᶅとᶆについては、労働基準ಜॺのڐՄを条݅に労働時間等の規制を適用除外して
います。また、ᶄのཧಜ者の第41条第̎߸֘ੑについては、ݞॻきや໊শにとらわれず実ଶ
にଈしてஅ͞れます。
ʻཧಜऀの֘ੑのஅ基४ʼ
ɹ˘ 。事をし、ॏ要な৬とを有しているӦ者と一ମతなཱ場でܦ
ɹ˘ ग़ࣾ、ୀࣾやۈ時間について֨ݫな制ݶをडけていない。
ɹ˘ そのҐに;͞わしい۰がな͞れている。

このଞߴ、 度ϓϩϑΣογϣφϧ制度（3�ϖʔδ参র）適用者労働時間の規定が適用͞れません。

使用者には労働時間を適ਖ਼にѲするがあり、厚生労働省ではʮ労働時間の
適ਖ਼ͳѲのͨΊに用ऀ͕ͣߨ͖ાஔにؔするΨΠυϥΠϯʯを定Ίています
（40ϖʔδ参র）。
また、労働҆શӴ生法では、݈߁ཧの؍からཧಜ者やみなし労働時間制

が適用͞れる労働者をؚΉすての労働者（ߴ度ϓϩϑΣογϣφϧ制度適用者を
除͘）の労働時間のঢ়گをλΠϜΧʔυやύιίϯ等の使用時間のه等の؍٬త
な方法そのଞの適な方法でѲするよ͏にٛ付けています（117ϖʔδ参র）。
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４つのมܗ労働時間制（ྗతͳ労働時間制）の͋らま͠４つのมܗ労働時間４つのมܗ労働時間

種　類 １ か 月 単 位 の
変 形 労 働 時 間 制 １年単位の変形労働時間制 １ि間単位のඇ定ܕ

的変形労働時間制 ϑϨックスλΠム制

制 度 の
あ ら ま し

○１か月以の期間
を平均して֤िの所
定労働時間を決める
制度です。
○変形期間を平均し
て１ि間の労働時間
がि40時間（特例事
業場は44時間）以下
になるようにします。
○労協定により、
変形期間における֤
日、֤ िの労働時間
を具体的に特定しま
す。

○１か月を超え、１年以の
期間の中で、休日のྀをؚ
め、変形期間を平均して１ि
間の労働時間がि40時間以
下になるように֤日、֤ िの
労働時間をྗ的に決める
制度です。
○対期間を１か月以上の
期間ごとに۠して定める
場合は、࠷ॳの期間について
のΈ労働日及び労働日ごと
の労働時間を特定、２期以
߱は、૯労働時間と労働日数
を決めることできます。

○日ごとに業務の
ൟؓがେきく生͡
る業種のΈを対
とした制度です。
○ͦのिの։始日
લまでにͦのिの
֤日の労働時間を
決め、労働者にॻ
໘で௨します。
○１ि間の労働時
間が40時間以下に
なるようにします。

○働く人ࣗが֤日
の始業・終業時刻を
ࣗ由にબできる制
度です。
○３か月以の期間
の中で、平均して１
ि間の労働時間が
ि40時間（ਗ਼算期間
が１か月以の場
合、特例事業場は44
時間）以下になるよ
うにͦの期間の૯
労働時間を決めま
す。

ಋ ೖ ํ 法
（˞） ब業ن則または

労協定（届ग़必要） 労協定（届ग़必要） 労協定（届ग़必要）
ब業ن則及び労協定

（ਗ਼算期間が１か月を超える
場合は労協定の届ग़必要）

制 限 事 項
（1日、1ि）

（休日）

ˎ時間外労働
については
2 � ペ ー ジ
下ஈ参照　

制限なし

１ि１休
（または４ि４休）

１日：10時間
１ि：52時間
１年の場合：280日
࿈ଓ労働日数６日以

（ただし、特定期間の場合は
１ि間に１日の休日が֬保で
きる日数）
対期間が３か月を超える
場合は、①労働時間が48時間
を超えるिを࿈ଓできるの
は３ि以下であること、②対
期間を３か月ごとに۠し
た֤期間で、労働時間が48時
間を超えるिは、िのॳ日で
数えて３ճ以下であること

１日10時間

１ि１休
（または４ि４休）

制限なし
１ि１休

（または４ि４休）
ਗ਼算期間が１か月を
超える場合、当該ਗ਼
算期間શ体の労働
時間がि平均40時
間を超えないൣғ
で、当該ਗ਼算期間を
１か月ごとに۠し
た֤期間ごとに当該
֤期間を平均し、１
ि間あたりの労働時
間が50時間を超え
ないこと

対  事 業
の ൣ ғ すての事業 すての事業 30人未満のখച業、

ཱྀؗ、ྉ理ళ、ҿ৯ళ すての事業

ϙ Π ϯ τ ຖि決まͬて40時間
にならなくて１か月
を平均してि40時間

（特例事業場は44時
間）を֬保できるا業
にいています。

࿈ଓして休日をऔಘする
ことができるا業しさ
がҰ定の期間にのΈ集中す
るようなا業にいていま
す。期間の్中でೖୀ社し
た人にద༻できます。

༵日によͬてདྷ٬
数しさがେき
く変わるおళなͲ
にいています。

ϫークŋϥΠϑŋό
ϥϯス௨ࡶࠞۈ
؇にいてい
ます。

法のࠜڌ 労ج法第32条の２ 労ج法第32条の４ 労ج法第32条の５ 労ج法第32条の３

˞労協定は変形労働時間制をద法にಋೖする上での労働ج४法上の要݅にす͗ませΜ。労協定の༰が労働者を߆
ଋするには、別్ब業ن則による定めが必要になります。

มܗ労働時間制
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休ܜ

̔、用ऀ、労働時間͕１日̒時間Λ͑ると͖ûü分以上 時間Λ
͑ると͖１時間以上の休ܜ時間Λ、労働時間の్中Ͱ༩͑ͳ͚れͳり
まͤΜ（労働基準法第34条）。この休ܜ時間は、一෦の৬छ・業छ（Լਤ参র）
や労使協定（30ϖʔδ参র）を締結した場合を除いて、すての労働者に一
੪に与えなければなりませんし（Ұ੪休ܜのݪଇ）、ࣗ ༝にར用͞せなけれ
ばなりません（ࣗ༝ར用のݪଇ）。ただし、休ܜのతをଛなわないൣғで、
৬場の規อ࣋やࢪ設ཧ上必要な制ݶを設けることはՄです。
ɹなお、ன休みにి൪を͞せたりした場合、それは休ܜ時間ではな͘
労働時間となり、賃金の支払いٛが生͡ますので意が必要です（40ϖʔ
δʮ労働時間の適ਖ਼なѲのたΊに使用者がߨずきાஔにؔするΨΠυ
ϥΠϯʯ参র）。

休ܜ時間にؔするྫ外（労働基準法第40条、第41条）休ܜ時間にؔするྫ外休ܜ時間にؔするྫ外

休ܜ時間の原則が
ద ༻ さ れ な い 者

①理ಜ者、機ີの事務をऔりѻう者
（Մが必要ڐ）またはஅଓ的労働ै事者ࢹ②
ᶅ労働ج४法別ද第１第６号（業（ྛ業をআく））、̓ 号（ச࢈・ཆࢋ・ਫ࢈業）
ᶆۈ務者30人未満の༣ศہ
ᶇӡ༌、༣ศ事業のྻंの長ڑ務һ
ᶈ上記ᶇに該当しない務һで、ఀ ं合わせ時間の合計が休ܜ時間に

૬当する場合
ᶉߴ度ϓϩϑェッγϣφϧ制度ద༻者

休 ܜ 時 間 の ࣗ 由
ར ༻ の ద ༻ আ 外

ᶊܯ、ফལһ、ৗۈফஂһ、ࣇಐととに生׆するࣇಐࣗ立ࢧԉ
務者ۈ設ࢪ

ᶋೕࣇӃ、ࣇಐཆࢪޢ設、োࣇೖ所ࢪ設でࣇಐととに生׆するۈ務者
（Մが必要ڐ）

ᶌډ๚ܕ保ҭ事業において保ҭを行うՈఉ的保ҭ者
ᶍ।ୂٸٹһ

Ұ ੪ 休 ܜ の ద ༻
আ外（協定不要）

ᶎ労働ج४法別ද第１第４号（ӡ༌ަ௨）、̔ 号（業）、９号（金༥・ࠂ）、
10号（өը・ԋܶ）、11号（௨৴）、13号（保݈Ӵ生）、14号（ָޘ٬）、
（る事業をআく͛ܝಉදに）ॺެ

協 定 に よ る Ұ ੪
休 ܜ の ద ༻ আ 外 ᶏ上記ᶎの事業以外は労協定のక݁によりՄ

。（४法第38条第２項ج労働）の原則・ࣗ由ར༻の原則のద༻はありませΜܜ労働、Ұ੪休ˎ
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休ܜ

̔、用ऀ、労働時間͕１日̒時間Λ͑ると͖ûü分以上 時間Λ
͑ると͖１時間以上の休ܜ時間Λ、労働時間の్中Ͱ༩͑ͳ͚れͳり
まͤΜ（労働基準法第34条）。この休ܜ時間は、一෦の৬छ・業छ（Լਤ参র）
や労使協定（30ϖʔδ参র）を締結した場合を除いて、すての労働者に一
੪に与えなければなりませんし（Ұ੪休ܜのݪଇ）、ࣗ ༝にར用͞せなけれ
ばなりません（ࣗ༝ར用のݪଇ）。ただし、休ܜのతをଛなわないൣғで、
৬場の規อ࣋やࢪ設ཧ上必要な制ݶを設けることはՄです。
ɹなお、ன休みにి൪を͞せたりした場合、それは休ܜ時間ではな͘
労働時間となり、賃金の支払いٛが生͡ますので意が必要です（40ϖʔ
δʮ労働時間の適ਖ਼なѲのたΊに使用者がߨずきાஔにؔするΨΠυ
ϥΠϯʯ参র）。

休ܜ時間にؔするྫ外（労働基準法第40条、第41条）

休ܜ時間の原則が
ద ༻ さ れ な い 者

①理ಜ者、機ີの事務をऔりѻう者
（Մが必要ڐ）またはஅଓ的労働ै事者ࢹ②
ᶅ労働ج४法別ද第１第６号（業（ྛ業をআく））、̓ 号（ச࢈・ཆࢋ・ਫ࢈業）
ᶆۈ務者30人未満の༣ศہ
ᶇӡ༌、༣ศ事業のྻंの長ڑ務һ
ᶈ上記ᶇに該当しない務һで、ఀ ं合わせ時間の合計が休ܜ時間に

૬当する場合
ᶉߴ度ϓϩϑェッγϣφϧ制度ద༻者

休 ܜ 時 間 の ࣗ 由
ར ༻ の ద ༻ আ 外

ᶊܯ、ফལһ、ৗۈফஂһ、ࣇಐととに生׆するࣇಐࣗ立ࢧԉ
務者ۈ設ࢪ

ᶋೕࣇӃ、ࣇಐཆࢪޢ設、োࣇೖ所ࢪ設でࣇಐととに生׆するۈ務者
（Մが必要ڐ）

ᶌډ๚ܕ保ҭ事業において保ҭを行うՈఉ的保ҭ者
ᶍ।ୂٸٹһ

Ұ ੪ 休 ܜ の ద ༻
আ外（協定不要）

ᶎ労働ج४法別ද第１第４号（ӡ༌ަ௨）、̔ 号（業）、９号（金༥・ࠂ）、
10号（өը・ԋܶ）、11号（௨৴）、13号（保݈Ӵ生）、14号（ָޘ٬）、
（る事業をআく͛ܝಉදに）ॺެ

協 定 に よ る Ұ ੪
休 ܜ の ద ༻ আ 外 ᶏ上記ᶎの事業以外は労協定のక݁によりՄ

。（४法第38条第２項ج労働）の原則・ࣗ由ར༻の原則のద༻はありませΜܜ労働、Ұ੪休ˎ
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労働基準法第3�条では、使用者は、労働者に週１回Ҏ上の休日（ि休制のݪଇ）
を与えなければならないと定Ίています（週休制によることがࠔな場合には、例
外として̐週間を通͡て̐日Ҏ上でՄですが、その場合就業規則等でى算日の特
定が必要）。これを法定休日といいます。労働基準法では、Կ༵日を休みにするか
についての定Ίはありませんが、通ୡでは、労働者が計ըతに休Ίるよ͏に۩ମత
に休日を定Ίるよ͏ਪしています。
就業規則等により定Ίる休日のことをॴ定休日といい、法定休日と۠ผ͞れるこ

とがありますが、１週１休（または̐週̐休）の法定休日の要݅をຬたせば、ॴ定休
日に働いたとして労働基準法37条に定Ίる休日労働にはなりません。
事の合で休日に働いてらわなければならないときに、定Ίられた休日を事

前に労働日にมߋし、その代わりにଞの労働日を休日にৼり替えてお͘ことをʮ休
日ৼସʯといいます。これにはあらか͡Ί就業規則などにʮ˓˓の場合には、休日
をৼり替えることがあるʯࢫを定Ίた上で、ৼ替日を事前に労働者に通してお͘
ことが必要です。休日ৼ替により週の法定労働時間を超えて労働͞せるよ͏な場合
には、時間外労働にかかる3�協定（��ϖʔδ参র）と割増賃金の支払いが必要です。
一方ʮ代休ʯは、休日に労働͞せた後で、ผの労働日に休ませることをいいます。
代休について特に法上の定Ίはありませんが、休日に働いた代わりに後日休んで
ら͏ことは、労働者の݈߁をकるたΊにେです。代休をとらせる場合には、
そのखଓきや賃金の支払い方法等について就業規則などに規定が必要です。なお、
法定休日に働いた場合、代休をとらせて休日労働にかかる割増賃金の支払いは
必要です。
ʲ休日ৼସと代休のҧいʳ

۠　　 休日ৼସ
（休日の事લ変更）

　　休
（休日に働いたޙ、わりに休Ή）

ब 業 ن 則 な Ͳ の 定 め 必　要 खଓき金についてن定が必要

休 日 の 事 લ の 特 定 必　要 必要なし

休 日 労 働 に  る36協 定 必要なし 法定休日に働かせるには
必　要

ׂ ૿  金
必要なし

˞िをまたがͬてৼりସえることによ
り、当該िの労働時間が１ि間の法定
労働時間を超えるときは、時間外労働
の２ׂ５以上のׂ૿金が必要

法定休日に働いた場合
３ׂ５以上のׂ૿金が必要

休日
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残業（時間外ɾ休日労働）、ú6ڠ定（労ڠ定）

ɹ労働基準法では、用ऀ、֘ࣄ業の労働ऀのաΛ代දするऀ
（ա労働߹͕͋れͦの߹）とॻ໘によるڠ定（労ڠ定ɾӈϖʔ
δࢀর）Λక݁͠、ͦれΛ労働基४ಜॺにಧ͚ग़ͳ͚れ、法定労働時
間Λ͑て働かͤͨり、休日労働Λさͤる͜とͰ͖ͳいと定Ίています。
労働基準法第3�条で定Ίているので、この協定のことをú6ڠ定（௨শαϒ
ϩΫڠ定）といいます（協定ಧのࡌه例は33ϖʔδ参র）。
3�協定の締結・ಧग़がな͘、使用者が（法定）時間外労働や休日労働を

͞せた場合、േ則が設けられており（̒か݄ҎԼのまたは30ສԁҎԼ
のേ金。労働基準法第11�条）、割増賃金（3�ϖʔδ参র）支払わなけれ
ばなりません。
また、3�協定のޮՌは、労働基準法の基準（例えば１日８時間）を超え

て働かせて使用者がॲേ͞れないとい͏໔േతޮՌにとどまるたΊ、実
際にݸʑの労働者に時間外労働を໋͡るには、労働協や就業規則、ݸผ
の労働ܖ等において、業上の必要があるときは3�協定のൣғで時間
外労働や休日労働を͞せることができるࢫを明らかにしてお͘など、時間
外・休日労働の໋ྩのࠜڌが必要です。
なお、්࢈が求した場合や、1ࡀ�ະຬのগ者には、時間外・休日

労働を͞せてはなりません。ҭࣇまたはհޢを͏ߦ労働者については、時
間外労働を制ݶする制度が設けられています（��ϖʔδ参র）。

˗１か݄୯Ґや１୯Ґのมܗ労働時間制を࠾用している場合には、࣍の
時間が時間外労働となり、3�協定を締結することが必要です。

①１日については、̔時間を超える時間を定めた日はͦの時間を超えて、ͦれ以外
の日は̔時間を超えて労働した時間

②１ि間については、法定労働時間（˞）を超える時間を定めたिはͦの時間を超え
て、ͦれ以外のिは法定労働時間を超えて労働した時間（①で時間外労働となる
時間をআく）

ᶅ変形労働時間制の変形対期間については、ͦの期間における法定労働時間（˞）
の૯を超えて労働した時間（①または②で時間外労働となる時間をআく）

˞１年単位の変形労働時間制の場合は、法定労働時間は特例ાஔ対事業場でि
40時間で計算します。
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残業（時間外ɾ休日労働）、ú6ڠ定（労ڠ定）

ɹ労働基準法では、用ऀ、֘ࣄ業の労働ऀのաΛ代දするऀ
（ա労働߹͕͋れͦの߹）とॻ໘によるڠ定（労ڠ定ɾӈϖʔ
δࢀর）Λక݁͠、ͦれΛ労働基४ಜॺにಧ͚ग़ͳ͚れ、法定労働時
間Λ͑て働かͤͨり、休日労働Λさͤる͜とͰ͖ͳいと定Ίています。
労働基準法第3�条で定Ίているので、この協定のことをú6ڠ定（௨শαϒ
ϩΫڠ定）といいます（協定ಧのࡌه例は33ϖʔδ参র）。
3�協定の締結・ಧग़がな͘、使用者が（法定）時間外労働や休日労働を

͞せた場合、േ則が設けられており（̒か݄ҎԼのまたは30ສԁҎԼ
のേ金。労働基準法第11�条）、割増賃金（3�ϖʔδ参র）支払わなけれ
ばなりません。
また、3�協定のޮՌは、労働基準法の基準（例えば１日８時間）を超え

て働かせて使用者がॲേ͞れないとい͏໔േతޮՌにとどまるたΊ、実
際にݸʑの労働者に時間外労働を໋͡るには、労働協や就業規則、ݸผ
の労働ܖ等において、業上の必要があるときは3�協定のൣғで時間
外労働や休日労働を͞せることができるࢫを明らかにしてお͘など、時間
外・休日労働の໋ྩのࠜڌが必要です。
なお、්࢈が求した場合や、1ࡀ�ະຬのগ者には、時間外・休日

労働を͞せてはなりません。ҭࣇまたはհޢを͏ߦ労働者については、時
間外労働を制ݶする制度が設けられています（��ϖʔδ参র）。

˗１か݄୯Ґや１୯Ґのมܗ労働時間制を࠾用している場合には、࣍の
時間が時間外労働となり、3�協定を締結することが必要です。

①１日については、̔時間を超える時間を定めた日はͦの時間を超えて、ͦれ以外
の日は̔時間を超えて労働した時間

②１ि間については、法定労働時間（˞）を超える時間を定めたिはͦの時間を超え
て、ͦれ以外のिは法定労働時間を超えて労働した時間（①で時間外労働となる
時間をআく）

ᶅ変形労働時間制の変形対期間については、ͦの期間における法定労働時間（˞）
の૯を超えて労働した時間（①または②で時間外労働となる時間をআく）

˞１年単位の変形労働時間制の場合は、法定労働時間は特例ાஔ対事業場でि
40時間で計算します。
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によるྟ時のඞཁ͕͋る߹の時間外労働（労働基準法第33条）ࡂ◆
ఱࡂ、େ規なϦίʔϧ対Ԡ、事業ӡӦをෆՄにするよ͏なಥൃతな

によるγεςϜμϯなどにより、ྟ時の必ܸ߈ো・αʔόʔのނցのػ
要がある場合、使用者は労働基準ಜॺの事前のڐՄをडけた͏えで、時
間外労働や休日労働を͞せることができます。事ଶがٸഭしていて、労働
基準ಜॺのڐՄをडける時間がない場合は、事後にな͘ಧけग़る必
要があります。

労ڠ定と
ɹその事業場に、労働ऀのաͰ৫する労働߹͕͋る߹ͦの߹と、
そのよ͏な合がない場合は労働ऀのաΛ代දするऀと使用者との、ॻ໘に
よる協定をいいます。
ʮ労働者のա数を代දする者ʯとは、࣍の条݅をຬたす者をいいます。

　・労働基準法第41条第２号に規定する監督または管理の地位にある者（実質的
な権限がある者）でないこと

　・労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、
挙手等の方法による民主的な手続により選出された者であること

　・使用者の意向に基づき選出されたものでないこと
ɹなお、使用者は、ա数代ද者がその事をԁにߦすることができるよ͏
必要なྀをߦわなければなりません（労働基準法ߦࢪ規則第̒条の̎第߲̐）。
ɹ労使協定は、いわΏる3�協定の΄か、賃金を一෦߇除して支払͏場合、มܗ労
働時間制やみなし労働時間制を࠾用したり、休ܜを一੪に与えないこととする場
合、休の計ըత付与をܾΊる場合等に必要となります。使用者は、これらの労
使協定の༰を労働者にपすることがٛ付けられています。
ɹまた、労使協定には、3�協定のよ͏に労働基準ಜॺにಧग़が必要なのと、
そ͏でないのとがあります。
ɹ労使協定は、使用者と労働合との間で締結しているʮ労働協ʯ（107ϖʔδ
参র）とはҟなり、労使協定はその事業場のશての労働者に適用がٴͿのと͞
れています（労働協の規ൣతޮྗは、ݪ則としてその合にՃೖしている合
һにのみ適用）。
ɹただし、労働者のա数で৫する労働合と労使協定を結んだ場合、それは
合һにとͬては労働協としてのޮྗあわせてٴͿことになります。
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時間外労働の上限ن制

時間労働の制のたΊ、労働基準法では࣍のとおり時間外労働の上ݶ
を規定しており、このൣғで3�協定を締結しなければなりません（��ϖʔ
δ参র、協定ಧのࡌه例は33ϖʔδ参র）。
3�協定で定Ίた時間を超えて時間外労働を͞せた場合、使用者は労働基

準法第3�条ҧ（˞）となり、േ則適用͞れます。
˞ݣ労働者にؔする3�協定は、労働者ݣ法の規定により、اݩݣ業が締結・ಧग़をߦいますが、
ݩݣの3�協定で定Ίた上ݶを超えて労働͞せた場合には、ݣઌا業が法ҧとなります。

˗時間外労働の上限は、ݪ則１か月ûü時間、１年ú60時間です。
ただし、対象ظ間が̏か݄を超える１୯Ґのมܗ労働時間制の場合、１か݄4�時間、
１3�0時間の例外が適用となります。

期 間
時間外労働の上限（原則）

Ұൠの労働者 対期間が３か月を超える１年
単位の変形労働時間制の対者

１か月 45時間 42時間
１ 年 360時間 320時間

時間外労働（法定労働時間（１日８時間・１週40時間、特例事業場は１週44時間）を
超えて労働した時間）と、休日労働（法定休日（１週１日または̐週̐日）に労働し
た時間）は、ผʑにѲし、計算します。ここでい͏ʮ時間外労働の上ݶ（ݪ則）ʯ
には、休日労働の時間はؚまれません。

˗通ৗ༧ݟすることのできない業ྔのେ෯な増Ճ等にい、ྟ時తに上
度時間を超えて労働͞せる特ผの事があͬて、労使が合意してಛݶه
ผ߲͖の労ڠ定を締結する場合で、時間外労働ٴͼ休日労働Ͱ
͖る時間の上限は࣍のとおりとなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも守らなければならない項目
①時間外労働が年720時間以
②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
ᶅ ʯ均平月か５ʮʯ均平月か４ʮʯ均平月か３ʮʯ均平月か２ʮ、ていつに計合の働労日休と働労外間時
ʮ６か月平均ʯがすて１か月あたり80時間以

ᶆ時間外労働が月45時間を超えることができるのは１か月単位で年６ճが限度
ᶄᶅについては、時間外労働と休日労働を合計した実際の労働時間に対する上ݶであ
り、休日労働ؚΊたཧをする必要があります。
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時間外労働の上限ن制

時間労働の制のたΊ、労働基準法では࣍のとおり時間外労働の上ݶ
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単位の変形労働時間制の対者
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①時間外労働が年720時間以
②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
ᶅ ʯ均平月か５ʮʯ均平月か４ʮʯ均平月か３ʮʯ均平月か２ʮ、ていつに計合の働労日休と働労外間時
ʮ６か月平均ʯがすて１か月あたり80時間以

ᶆ時間外労働が月45時間を超えることができるのは１か月単位で年６ճが限度
ᶄᶅについては、時間外労働と休日労働を合計した実際の労働時間に対する上ݶであ
り、休日労働ؚΊたཧをする必要があります。
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˗特ผ条߲の対象݄か否かにؔわらず、１を通して、時間外労働と休日
労働の合計について、ʮ݄100時間Ҏ上となͬた場合ʯ、ʮ̎から̒か݄ฏ
のいずれかが１か݄あたり�0時間を超えた場合ʯ、使用者は労働基準法ۉ
第3�条第߲̒ҧとなります（˞）。
˞例えば時間外労働が4�時間Ҏにऩまͬて特ผ条߲にはならない場合であͬて
、時間外労働が݄44時間、休日労働が݄��時間、のよ͏に合計が݄100時間Ҏ
上になると法ҧとなります。

はいずれ適用除外となりまݶϖʔδの上ࠨ、։ൃ業についてはڀݚ˗
すが、ҩࢣによる໘ࢦಋの実ࢪ（117ϖʔδ参র）は必要です。

制نの上限ࢣ業、ࣗಈंӡస業、ҩࣄઃݐ◆
ɹこれらの事業は上ݶ規制の適用が༛༧͞れていましたが、༛༧ظ間ऴྃ
につ͖令和 （̒ù0ùû）年４月１日より࣍のと͓り適用されています。

ݐ 設 事 業

原則、月45時間、年360時間
臨時的な特別な事情がある場合で、年720時間、単月100時間未満（休日労働ؚΉ）、
ෳ数月平均80時間（休日労働ؚΉ）を限度に設定する必要があります。また、時間
外労働が月45時間を超えることができるのは年６か月までとなります。

ʲࡂの෮چ・෮ڵにるݐ設事業の例外ʳ
時間外労働と休日労働の合計について
・月100時間未満
・２～６か月平均80時間以
とするن制はద༻されませΜ。

ࣗ ಈ ं
ӡ స 業 務

原則、月45時間、年360時間
臨時的な特別な事情がある場合で、年�60時間（休日労働をؚまず）を限度に設定
する必要があります。

ˎ時間外労働と休日労働についてʮ月100時間未満ʯʮ２～６か月平均80時間以ʯ
とするن制はద༻されませΜ。

ˎʮ時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６か月までʯのن制はద༻
されませΜ。

ҩ ࢣ

ෳ数のਫ४別に上限を設定するととに、໘ࢦಋ΄か݈֬߁保のためのાஔٛ務
が定められています。
○Ұൠ的なҩ業にै事するҩࢣの時間外労働の上限ਫ४（"ਫ४）

原則、月45時間、年360時間
臨時的な特別な事情がある場合、月100時間未満かつ年�60時間（いずれ休日労
働ؚΉ）ˎ例外あり

○地Ҭҩྍ֬保の定特例ਫ४（#ਫ४・࿈ܞ#ਫ४）および
○集中的ٕ上ਫ४（$ਫ४）

36協定に定めることのできる上限時間として、月100時間未満かつ年1860時間（い
ずれ休日労働ؚΉ）ˎ例外あり
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༷ࣜ第̕߸（第1�条第１߲ؔ） 時間外労働
休 日 労 働�にؔ

事業の種類 事業の名称

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場

時

間

外

労

働

時間外労働をさせる
必要のある具体的事由 業務の種類

労働者数
満  18 歳
以上の者

① 下記②に該当しない労働者

受注の集中 設計 10人
臨時の受注、納期変更 機械組立 20人
製品不具合への対応 検査 10人

② １年単位の変形労働時間制
により労働する労働者

月末の決算事務 経理 ５人
棚卸 購買 ５人

休
日
労
働

休日労働をさせる必要のある具体的事由 業務の種類
労働者数
満  18 歳
以上の者

受注の集中 設計 10人

臨時の受注、納期変更 機械組立 20人

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について

協定のཱ݄日ɹɹɹ˓˓˓˓ɹ�̏�ɹ݄ɹɹ１̎ɹɹ日
協定の事者である労働合（事業場の労働者のա数で৫する労働合）の໊শຢは労働者のա数
協定の事者（労働者のա数を代දする者の場合）のબग़方法（ɹɹɹථによるબڍɹɹɹ）
上ه協定の事者である労働合が事業場のશての労働者のա数で৫する労働合であるຢは上ه協定

上ه労働者のա数を代දする者が、労働基準法第41条第̎߸に規定するಜຢはཧのҐにある者
によるखଓによりબग़͞れた者であつて使用者の意に基ͮきબग़͞れたのでないこと。☑（νΣο
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ˓˓˓˓ɹ�̏�ɹ݄ɹɹ１５ɹɹ日
ɹɹɹɹɹɹ˓˓˓ɹ労働基準ಜॺ఼

ú6ڠ定ಧのྫࡌه
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༷ࣜ第̕߸（第1�条第１߲ؔ） 時間外労働
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休
日
労
働
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協定のཱ݄日ɹɹɹ˓˓˓˓ɹ�̏�ɹ݄ɹɹ１̎ɹɹ日
協定の事者である労働合（事業場の労働者のա数で৫する労働合）の໊শຢは労働者のա数
協定の事者（労働者のա数を代දする者の場合）のબग़方法（ɹɹɹථによるબڍɹɹɹ）
上ه協定の事者である労働合が事業場のશての労働者のա数で৫する労働合であるຢは上ه協定

上ه労働者のա数を代දする者が、労働基準法第41条第̎߸に規定するಜຢはཧのҐにある者
によるखଓによりબग़͞れた者であつて使用者の意に基ͮきબग़͞れたのでないこと。☑（νΣο
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ú6ڠ定ಧのྫࡌه
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する協定ಧのࡌه例

事業の所在地（電話番号） 協定の有効期間
（〒○○○―○○○○）
○○市○○町１－２－３（電話番号：○○○－○○○○－○○○○） ○○○○年４月１日から１年間

所定労働時間
（１日）
（任意）

延長することができる時間数

１日
１箇月（①については45時
間まで、②については42時
間まで）

１年（①については360時間ま
で、②については320時間まで）
起算日

（年月日）○○○○年４月１日

法定労働時間を
超 え る 時 間 数

所定労働時間を
超 え る 時 間 数

（任意）
法定労働時間を
超 え る 時 間 数

所定労働時間を
超 え る 時 間 数

（任意）
法定労働時間を
超 え る 時 間 数

所定労働時間を
超 え る 時 間 数

（任意）
7.5時間 ３時間 3.5時間 30時間 40時間 250時間 370時間
7.5時間 ２時間 2.5時間 15時間 25時間 150時間 270時間
7.5時間 ２時間 2.5時間 15時間 25時間 150時間 270時間

7.5時間 ３時間 3.5時間 20時間 30時間 200時間 320時間
7.5時間 ３時間 3.5時間 20時間 30時間 200時間 320時間

所定休日
（任意）

労働させることができる
法 定 休 日 の 日 数

労 働させることが できる法 定
休日における始業及び終業の時刻

土日祝日 １か月に１日 8：30～17：30

土日祝日 １か月に１日 8：30～17：30

100時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して80時間を超過しないこと。☑
（チェックボックスに要チェック）

を代දする者の

の事者である労働者のա数を代දする者が事業場のશての労働者のա数を代දする者であること。☑
（νΣοΫϘοΫεに要νΣοΫ）

でな͘、かつ、ಉ法に規定する協定等をする者をબग़することを明らかにして実͞ࢪれるථ、ڍख等の方法
ΫϘοΫεに要νΣοΫ）
使用者ɹɹɹɹɹ৬໊ɹ�場�
ɹɹɹɹɹɹɹɹ໊ࢯɹాதଠ

労働保険番号
法人番号

৬໊ɹࠪݕ՝ओ
ࢠՖాࢁɹ໊ࢯ

臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間（月45時間・
年360時間）を超えて時間外労働を行う必要がある場合は、特別条項付き協定
届（様式第９号の２）の記載例を、厚生労働省ホームページよりご参照ください。
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時間外労働、深夜労働、休日労働の割増賃金

法定の割増賃金（労働基準法第37条）

◆時間外労働と割増賃金
１週間の労働時間が40時間（特例対象事業場は44時間）を超え、または１日の
労働時間が８時間を超えた労働（時間外労働）に対して、使用者は普通に労働し
たときの２割５分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。

月60時間を超える時間外労働には、５割増以上の割増賃金を支払わなければな
りません。この法定割増賃金率の引上げは、中小企業についても令和５年４月１
日より適用されています。
なお、労使協定を締結すれば、引上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休

暇を付与する制度（代替休暇）を設けることができます。ただし、代替休暇を取
得するか否かは労働者の意思によります。
◆深夜労働と割増賃金
午後10時から午前５時までの間に労働した場合（深夜労働）は、２割５分増以

上の割増賃金を支払わなければなりません。
◆休日労働と割増賃金
法定休日に労働した場合（休日労働）は、３割５分増以上の割増賃金を支払わ

なければなりません。

○いわゆる固定残業代制について
固定残業代制（定額残業代、みなし割増賃金等）は、実際に残業したか否かに

かかわらず、一定時間の残業等（時間外・深夜・休日労働など）の割増賃金を定
額で支給する制度をいいます。
使用者は求人募集の段階で、固定残業代を除いた基本給の額や、固定残業代にあ

たる労働時間数と金額等の計算方法を明示する必要があります（参考：厚生労働省
IUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�pMF����4FJTBLVKPVIPV�11�������4IPLVHZPVBOUFJLZPLV�����1�4����QEG）。
また、実際に働いた残業等の時間数について労働基準法や就業規則等の割増率

を適用して計算した金額が、固定残業代の支給額を上回る場合には、その差額を
支払わなければなりません。

法定の割増賃金法定の割増賃金

割増賃金の計算の基礎から除外されるもの（限定列挙）
①Ոख当、②௨ۈख当、ᶅ別ډख当、ᶆڭঁࢠҭख当、ᶇॅख当、ᶈ臨時にࢧわれた金（݁ࠗ
祝金なͲ）、ᶉ１か月を超える期間ごとにࢧわれる金（༩なͲ）
　ただし、Ոख当、௨ۈख当、ॅख当であͬて、Ͳの労働者にҰに決まͬた金ֹがࢧわれ
る場合には、ׂ૿金のૅجとして算ೖします。
˞在ۈ務をする労働者に༻者からڅࢧされる、いわΏる在ۈ務ख当について、ׂ૿金の算定ج

ૅからআ外することができる場合の௨ୡ（ྩ６年４月５日0405ൃج第６号）がある。
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時間外労働、深夜労働、休日労働の割増賃金
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祝金なͲ）、ᶉ１か月を超える期間ごとにࢧわれる金（༩なͲ）
　ただし、Ոख当、௨ۈख当、ॅख当であͬて、Ͳの労働者にҰに決まͬた金ֹがࢧわれ
る場合には、ׂ૿金のૅجとして算ೖします。
˞在ۈ務をする労働者に༻者からڅࢧされる、いわΏる在ۈ務ख当について、ׂ૿金の算定ج

ૅからআ外することができる場合の௨ୡ（ྩ６年４月５日0405ൃج第６号）がある。
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残業（時間外労働）、深夜労働、休日労働の割増

◆ॴ定労働時間̓時間、時څøù00ԁ、ཌ日͕ॴ定労働日の߹

残残業業

法定労働࣌ （ؒ࣌�ؒ）
���� 1���� 1���� ����� ���� ཌே����

ॴఆ労働ʢ休ؒ࣌̍ܜʣ

1څ࣌���ԁ

ॴఆ֎労働

�ׂ�૿Ҏ্
（�ׂ૿Ҏ্）

1څ࣌���ԁҎ্
1څ࣌）���ԁҎ্）

1څ࣌���ԁҎ্
1�څ࣌）��ԁҎ্）

�ׂ૿Ҏ্
（�ׂ�૿Ҏ্）

（法ۀ）
意˞1

˞1

ׂ૿߹ܭ

ɹɹɹɹɹɹɹ業

労働　�ׂ�૿Ҏ্（�ׂ૿Ҏ্˞�）֎ؒ࣌

ਂ労働　�ׂ�૿Ҏ্

���� ����� ���� ཌே����

๏ఆ休

�ׂ�૿Ҏ্

1څ࣌���ԁҎ্ 1څ࣌���ԁҎ্
1�څ࣌）��ԁҎ্）

1څ࣌���ԁҎ্

�ׂ૿Ҏ্
（�ׂ�૿Ҏ্）�ׂ૿Ҏ্

労働　�ׂ�૿Ҏ্ٳ

ॴఆ労働ʢؒ࣌֎ʣ

労働　�ׂ�૿Ҏ্֎ؒ࣌
（�ׂ૿Ҏ্）

ਂ労働　�ׂ�૿Ҏ্ׂ૿߹ܭ

・ཌ日が法定休日の場合、0：00ʙཌே�：00までは休日労働（̏割５分増Ҏ上）と深夜労
働（̎割５分増Ҏ上）の計̒割増Ҏ上の割増賃金が必要です。

◆休日労働、時څøù00ԁ、ཌ日͕ॴ定労働日の߹

法定労働࣌ （ؒ࣌�ؒ）
���� 1���� 1���� ����� ���� ཌே����

ॴఆ労働ʢ休ؒ࣌̍ܜʣ

1څ࣌���ԁ

ॴఆ֎労働

�ׂ�૿Ҏ্
（�ׂ૿Ҏ্）

1څ࣌���ԁҎ্
1څ࣌）���ԁҎ্）

1څ࣌���ԁҎ্
1�څ࣌）��ԁҎ্）

�ׂ૿Ҏ্
（�ׂ�૿Ҏ্）

（法ۀ）
意˞1

˞1

ׂ૿߹ܭ

ɹɹɹɹɹɹɹ業

労働　�ׂ�૿Ҏ্（�ׂ૿Ҏ্˞�）֎ؒ࣌

ਂ労働　�ׂ�૿Ҏ্

���� ����� ���� ཌே����

๏ఆ休

�ׂ�૿Ҏ্

1څ࣌���ԁҎ্ 1څ࣌���ԁҎ্
1�څ࣌）��ԁҎ্）

څ࣌
1���ԁ

Ҏ্

�ׂ૿Ҏ্
（�ׂ�૿Ҏ্）

�ׂ૿
Ҏ্

労働　�ׂ�૿Ҏ্ٳ

ॴఆ労働ʢؒ࣌֎ʣ

労働　�ׂ�૿Ҏ্֎ؒ࣌
（�ׂ૿Ҏ্）

ਂ労働　�ׂ�૿Ҏ্ׂ૿߹ܭ

˞１ 法定労働時間Λ͑ͳい残業
１日のॴ定労働時間が̓時間の事業場の場合、１時間残業したときなどのよ͏に、法定労働
時間（１日８時間）を超えない分の残業（いわΏる法残業）については、使用者は割増賃金
の支払ٛはありませんが、その取ѻいや割増率を労働ܖ、就業規則、労働協で定Ίて
お͘必要があります。
˞２ 月60時間Λ͑る時間外労働にରする割増賃金
ਤத（ ）は、݄�0時間を超える時間外労働に対する賃金の割増率ٴͼその割増率によ

り計算した時給額
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Έͳ͠労働時間制（ࣄ業外労働ɾྔࡋ労働制）と

ɹみなし労働時間制とは、外ۈのӦ業৬など労働時間のѲがࠔな業や労働
者のྔࡋによる労働について、その日の実際の労働時間にかかわらず、あらか͡
Ί定Ίておいた時間労働したのとみなす制度です。
業外労働にؔするΈͳ͠労働時間制（労働基準法第úÿ条の̎）ࣄ◆
ɹ労働者が業のશ෦または一෦を事業場外で労働し、労働時間の算定がࠔな
場合に、ݪ則としてॴ定労働時間労働したのとみなす制度です。
ɹただし、ॴ定労働時間を超えて事業場外で労働することが必要な場合には、ʮそ
の業のߦに通ৗ必要と͞れる時間ʯ（労使協定がある場合は協定で定Ίた時
間）労働したのとみなします。みなし労働時間が法定労働時間を超える場合は、
労働基準ಜॺに3�協定のಧग़を͏ߦ必要があり、割増賃金の支払必要です。
ɹなお、事業場外の労働であͬて、ਵ時使用者のࢦ示をडけながら労働してい
る場合や事業場外での業の۩ମతࢦ示をडけて業にै事し、その後にࣾؼす
る場合など、使用者のྩ໋شࢦがٴんでいる場合には、労働時間の算定がՄな
ので、みなし労働時間制は適用できません。
労働制（ӈϖʔδ参র）ྔࡋ◆
ɹ業のߦख段や時間分について、労働者のྔࡋにҕͶ、労使の合意で定Ί
た時間を労働したのとみなす制度です。この制度をಋೖする場合は、定Ίられ
た要݅のとで一定のखଓをܦる必要があります。
ᶃઐ業ྔࡋܕ労働制
ɹ�ɹ業のੑ࣭上、業ߦのख段や方法、時間分等をେ෯に労働者のྔࡋに
ҕͶる必要がある業として厚生労働省ྩ等で定Ίる業が対象です。労使協
定の締結・ಧग़が必要で、その業にै事する労働者は、協定で定Ίた時間を
労働したのとみな͞れます。
ᶄ企ը業ྔࡋܕ労働制
ɹ�ɹ事業ӡӦにؔするاը、ཱҊ、ௐࠪٴͼ分ੳの業であͬて、業のੑ࣭上
そのߦ方法をେ෯に労働者のྔࡋにҕͶる必要がある場合にಋೖでき、労使
ҕһձܾٞで定Ίた時間を労働したのとみな͞れます。

のࡌهについては、ӈϖʔδ（ߦࢪ݄̒̐１日ྩ）示のվਖ਼ࠂ・労働制にかかる省ྩྔࡋ
΄か、ৄࡉは厚生労働省ϗʔϜϖʔδ等を͝参র͘だ͞い。
ʮྔࡋ労働制の֓要ʯ
IUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�TUG�TFJTBLVOJUTVJUF�CVOZB�LPZPV@SPVEPV�SPVEPVLJKVO�SPVEPV[JLBO�TBJSZP�IUNM
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種　類 ઐ業務ྔࡋܕ労働制 労働制ྔࡋܕը業務ا

法のࠜڌ 労働ج४法第38条の３ 労働ج४法第38条の４

対事業場 制限なし 対業務がଘ在する事業場

対  業 務 ①৽品・৽ٕज़のڀݚ։ൃ
②情ใॲ理γスςムのੳ設計
ᶅऔࡐ・ฤ集
ᶆ৽σβΠϯのߟҊ
ᶇϓϩσϡーαー・σΟϨクλー
ᶈ厚生労働େਉࢦ定業務

事業ӡӦにؔする事項についてのا
ը・立Ҋ・ௐ査・ੳ業務であͬて、
業務のੑ࣭上これをదに行するに
は、ͦの行ํ法を労働者のྔࡋにҕ
Ͷる必要があるため、業務行खஈ及
び時間の決定にؔし༻者が具
体的なࣔࢦをしないこととする業務

対労働者 対業務にৗଶとしてै事する者
˞対労働者のݸ別ಉ意がલఏ

対業務をదに行するためのࣝ・経
を（ݧ５年ఔ度の৬務経ޙେֶଔ業）ݧ
有し、対業務にৗଶとしてै事する者
ˎ対労働者のݸ別ಉ意がલఏ

ಋ ೖ 条 ݅ 過数労働組合または過数ද者と
の労協定のక݁と労働ج४ಜॺへ
の届ग़

労ҕһ会（労働者දҕһが数を
めている）のҕһの５の４以上のଟ数
による決ٞと労働ج४ಜॺへの届ग़

協定・決ٞ
事 項

ಋ ೖ 効 Ռ 対業務にबかせた場合は、労協定で
定める時間を労働したのとΈなす

労ҕһ会の決ٞで定める時間を労働
したのとΈなす

２つのྔࡋ労働制の͋らま͠２つのྔࡋ労働制の͋らま͠２つのྔࡋ労働制の͋らま͠

	ίϐーϥΠλー、γスςムίϯαϧλϯτ、ΠϯςϦΞ
ίーσΟωーλー、ήーム༻ιϑτェΞの࡞、ূ ݊Ξ
φϦスτ、金༥品։ൃ、େֶでのڭतڀݚ、.�"Ξυ
όΠβʔ、ެ ೝ会計࢜、หݐ、࢜ޢங࢜	Ұڃ、ೋڃ、
造
、不ಈؑ࢈定࢜、ห理࢜、੫理࢜、中খا業அ࢜


ଠࣈ੍վਖ਼に͍ྩ݄̒̐�よΓద用の事߲Ͱ͢ɻ

①対業務　
②Έなし労働時間
ᶅ対業務の行खஈ、時間の決定に

ؔし具体的なࣔࢦをしないこと
ᶆ対労働者のঢ়گに応͡た݈߁・֬ࢱ保のાஔ
ᶇ対労働者からのۤ情ॲ理のાஔ
ᶈ労働者のಉҙを得る͜と
ᶉಉҙ͠ͳ͍労働者にର͢るෆརӹ取ѻ͍のࢭې
ᶊಉҙのఫճのखଓ
˔ͦのଞ厚生労働省ྩで定める事項

①対業務
②対労働者のൣғ
ᶅΈなし労働時間
ᶆ対労働者のঢ়گに応͡た݈߁・֬ࢱ保のાஔ
ᶇ対労働者からのۤ情ॲ理のાஔ
ᶈ労働者のಉ意をಘること
ᶉಉ意しない労働者に対する不རӹऔѻいのࢭې
ᶊಉҙのఫճのखଓ
ᶋ賃金・ධՁ੍をม͢ߋる߹に労ҕһ
ձにઆ໌を行う͜と

˔ͦのଞ厚生労働省ྩで定める事項
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間Πϯλʔόϧ制ۈϓϩϑΣογϣφϧ制ʗߴ

ϓϩϑΣογϣφϧ制ߴ

働き方վֵؔ࿈法により、労働基準法第41条の̎において、ଟ༷でॊೈな働き
方の実ݱとしてʮߴ度ϓϩϑΣογϣφϧ制度ʯが規定͞れました。
のઐతࣝを有し、৬のൣғが明֬でҰ定の年ऩཁ݅（গな͘とߴ

107�ສԁҎ上であること）をຬたす労働者を対象に、労ҕһձのܾٞٴͼ労
働ऀຊਓのಉҙを前ఏとして、間104日Ҏ上の休日֬อાஔや݈߁ཧ時間の
ঢ়گにԠ͡た݈߁・֬ࢱอાஔ等をߨずることにより、労働基४法に定Ίられ
ͨ労働時間、休ܜ、休日ٴͼ深夜の割増賃金にؔするن定Λ適用͠ͳい制度です。
なお、࣍有給休暇の規定は適用͞れます。
対象業は、ߴ度のઐతࣝ等を必要とし、ैͨ͠ࣄ時間とՌとのؔ࿈ੑ

͕௨ৗ͘ߴͳいとೝΊられる業として、ᶃ金༥の։ൃ業、ᶄ金༥の
σΟʔϦϯά業、ᶅΞφϦετの業（ا業・ࢢ場等のߴ度な分ੳ業）、ᶆ
ίϯαϧλϯτの業（事業・業のاըӡӦにؔするߴ度な考Ҋまたはॿݴの
業）、ᶇڀݚ։ൃ業と規定͞れていますが、ै事する時間にؔし、使用者か
ら۩ମతなࢦ示をडけて͏ߦのはؚまれません。

間Πϯλʔόϧ制ۈ

働͘人が生׆時間やਭ時間を֬อできるよ͏、労働時間等設定վળ法では、
１日のۈऴྃ後、ཌ日の࢝業時ࠁまでの間に一定時間Ҏ上の休ଉ時間（Πϯλʔ
όϧ時間）を設けることを事業ओのྗٛとしています。

ϓϩϑΣογϣφϧ制ߴϓϩϑΣογϣφϧ制ߴ

間Πϯλʔόϧ制ۈ間Πϯλʔόϧ制ۈ

ʲ例　11時間以上の休ଉ時間を֬保するため、始業時刻を܁り下͛る場合ʳ
務終ྃ 20：00 ௨ৗの始業時刻 �：00ۈ

20：00に
務終ྃۈ
した日

務ۈ 休ଉ時間　13時間 務ۈ

始業時刻を܁り下͛
務終ྃ 24：00 11：00ۈ

24：00に
務終ྃۈ
した日

務ۈ 休ଉ時間　11時間 務ۈ

務終ྃ時間にかかわらず、設定した時間以上の休ଉ時間を֬保ۈ˛

3� ��



3�

間Πϯλʔόϧ制ۈϓϩϑΣογϣφϧ制ʗߴ

ϓϩϑΣογϣφϧ制ߴ

働き方վֵؔ࿈法により、労働基準法第41条の̎において、ଟ༷でॊೈな働き
方の実ݱとしてʮߴ度ϓϩϑΣογϣφϧ制度ʯが規定͞れました。
のઐతࣝを有し、৬のൣғが明֬でҰ定の年ऩཁ݅（গな͘とߴ

107�ສԁҎ上であること）をຬたす労働者を対象に、労ҕһձのܾٞٴͼ労
働ऀຊਓのಉҙを前ఏとして、間104日Ҏ上の休日֬อાஔや݈߁ཧ時間の
ঢ়گにԠ͡た݈߁・֬ࢱอાஔ等をߨずることにより、労働基४法に定Ίられ
ͨ労働時間、休ܜ、休日ٴͼ深夜の割増賃金にؔするن定Λ適用͠ͳい制度です。
なお、࣍有給休暇の規定は適用͞れます。
対象業は、ߴ度のઐతࣝ等を必要とし、ैͨ͠ࣄ時間とՌとのؔ࿈ੑ

͕௨ৗ͘ߴͳいとೝΊられる業として、ᶃ金༥の։ൃ業、ᶄ金༥の
σΟʔϦϯά業、ᶅΞφϦετの業（ا業・ࢢ場等のߴ度な分ੳ業）、ᶆ
ίϯαϧλϯτの業（事業・業のاըӡӦにؔするߴ度な考Ҋまたはॿݴの
業）、ᶇڀݚ։ൃ業と規定͞れていますが、ै事する時間にؔし、使用者か
ら۩ମతなࢦ示をडけて͏ߦのはؚまれません。

間Πϯλʔόϧ制ۈ

働͘人が生׆時間やਭ時間を֬อできるよ͏、労働時間等設定վળ法では、
１日のۈऴྃ後、ཌ日の࢝業時ࠁまでの間に一定時間Ҏ上の休ଉ時間（Πϯλʔ
όϧ時間）を設けることを事業ओのྗٛとしています。

ʲ例　11時間以上の休ଉ時間を֬保するため、始業時刻を܁り下͛る場合ʳ
務終ྃ 20：00 ௨ৗの始業時刻 �：00ۈ

20：00に
務終ྃۈ
した日

務ۈ 休ଉ時間　13時間 務ۈ

始業時刻を܁り下͛
務終ྃ 24：00 11：00ۈ

24：00に
務終ྃۈ
した日

務ۈ 休ଉ時間　11時間 務ۈ

務終ྃ時間にかかわらず、設定した時間以上の休ଉ時間を֬保ۈ˛
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労働時間の適ਖ਼ͳѲのͨΊに用ऀ͕ͣߨ͖ાஔにؔする
ΨΠυϥΠϯについてʻཁࢫʼ ʻฏ��１݄�0日基ൃ01�0第̏߸ʼ

１ ΨΠυϥΠϯのରとͳる労働ऀ
ɹ労働基準法第41条に定Ίる者ٴͼみなし労働時間制が適用͞れる労働者を除
͘すての労働者。適用͞れない労働者について適な労働時間ཧを͏ߦ
があると͞れている。

２ 労働時間のํ͑ߟ
使用者のྩ໋شࢦԼにஔかれている時間のことで、؍٬తにݟて、労働者の

。ҝが使用者からٛ付けられたのといえるか否か等によͬてஅ͞れるߦ
労働時間に֘する例として、
ᾇ 業に必要な準උߦҝや業ऴྃ後の業にؔ࿈した後࢝を事業場で
た時間ͬߦ
ᾈ いわΏるख時間（使用者のࢦ示があͬた場合にはଈ時に業ै事が求Ί
られ、労働からのがอো͞れていないػ時間）
ᾉɹ参Ճが業上ٛ付けられているݚम・ڭҭ܇࿅のडߨ、使用者のࢦ示に
より業に必要なֶश等をͬߦていた時間

３ 労働時間の適ਖ਼ͳѲのͨΊに用ऀ͕ͣߨ͖ાஔ
ᾇ 使用者は、労働者の労働日͝との࢝業・ऴ業時ࠁを֬ೝし、هすること
ᾈ 方法は、ݪ則として使用者ࣗらݱೝするか、λΠϜΧʔυ・*$Χʔυ等の
を基ૅとすることهతな؍٬
ᾉ やΉを得ずࣗݾਃࠂ制をとる場合は、
˓労働者に、適ਖ਼にࣗݾਃࠂを͏ߦことなどについてे分なઆ明を͏ߦこと
˓実際に労働時間をཧする者に対して、本ΨΠυϥΠϯにैいߨずきા
ஔについてे分なઆ明を͏ߦこと
˓必要にԠ͡て実ଶௐࠪを実ࢪし、ॴ要の労働時間のิਖ਼をすること
した労働時間を超えて事業場にいる時間について、そのཧ༝等ࠂਃݾࣗ˓
を労働者にใ͞ࠂせる場合には、ใࠂが適ਖ਼にߦわれているかについて֬
ೝすること
を設けるなど労働時間の適ਖ਼なݶできる時間外労働の時間数に上ࠂਃݾࣗ˓
ਃࠂを્するાஔを͡ߨないこと

ᾊ 賃金ாの適ਖ਼なௐ
ᾋ 労働時間のهにؔするॻྨのอଘ
ᾌ 労働時間等設定վળҕһձ等の׆用

労働時間の適ਖ਼ͳѲのͨΊに用ऀ͕ͣߨ͖ાஔにؔす労働時間の適ਖ਼ͳѲのͨΊに用ऀ͕ͣߨ͖ાஔにؔす
ΨΠυϥΠϯについてʻཁࢫΨΠυϥΠϯについてʻཁࢫ

労働時間の適ਖ਼ͳѲのͨΊに
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෭業ɾ݉業ʗςϨϫʔΫ

෭業ɾ݉業に͓͚る労働時間ཧ

෭業・݉業をرする者が増Ճにあるத、厚生労働省では෭業ɾ݉業のଅ
ਐにؔするΨΠυϥΠϯ（࠷ऴվ定ྩ݄̐̓）により、෭業・݉業に҆৺し
て取りΊるよ͏、労働時間ཧや݈߁ཧについて示しており、労働者が事業
ओをҟにするෳ数の事業場で労働する場合には、֤用ऀ労働基४法ୈúÿୈ
１߲に基͖ͮ、労働時間Λ௨算͠てཧする͜と͕ඞཁͰ͋るとしています。
○労働時間の௨算にかかるཹҙ
・֤事業場においてʮ労働基準法に定Ίられた労働時間規制が適用͞れる労働者ʯ
に֘する場合に、労働時間が通算͞れる。
・法定労働時間、上ݶ規制（୯݄100時間ະຬ、ෳ数݄ฏ�0ۉ時間Ҏ）について、
労働時間を通算して適用͞れる。
○時間外労働の割増賃金のऔѻい
たとえば、̖ࣾのとで働͘労働者が、後から̗ࣾと労働ܖを結んだ場合、

̎ࣾのॴ定労働時間を通算して法定時間外労働に֘する෦分があれば、後から
労働ܖを結んだ̗ࣾに、法定の割増賃金の支払いٛがあります。
一方、෭業・݉業の։࢝後は、֤ࣾでॴ定外労働が生͡た場合に、法定時間外

労働に֘する෦分があれば、厚生労働省で定Ίるϧʔϧにैͬて、̖ࣾまたは
̗ࣾより法定の割増賃金が支払われます。
ΨΠυϥΠϯでは、上هの方法による΄か、より؆ศな労働時間ཧの方法（
ཧϞσϧ）ఏ示しています。

ςϨϫʔΫに͓͚る労働時間ཧ

ςϨϫʔΫ（労働者がใ通৴ٕज़をར用して͏ߦ事業場外ۈ）（˞）は、
働͘時間や場ॴをॊೈに׆用できる働き方として、ؔ৺がߴまͬています。
厚生労働省がࡦ定したςϨϫʔΫの適ͳಋೖٴͼ࣮ࢪのਪਐのͨΊのΨΠυ

ϥΠϯ（࠷ऴվ定ྩ݄̏̏）では、労働時間ཧについて、ʮ労働時間の適
ਖ਼なѲのたΊに使用者がߨずきાஔにؔするΨΠυϥΠϯʯ（40ϖʔδ参র）
౿まえた使用者の対Ԡとして、۩ମతな方法やཹ意、ςϨϫʔΫに特有の事
象（தൈけ時間、時間労働対ࡦ等）の取ѻいなどを示しています。
˞ʮࣗӦܕςϨϫʔΫʯ（ෛܖ等）と۠ผ͞れ、ʮޏ用ܕςϨϫʔΫʯとい͏場合あります。

෭業ɾ݉業に͓͚る労働時間ཧ෭業ɾ݉業に͓͚る労働時間ཧ

ςϨϫʔΫに͓͚る労働時間ཧςϨϫʔΫに͓͚る労働時間ཧ
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গ者（ຬ1ࡀ�ະຬの者）の場合には、݈ の໘で༷ʑなが生͡るたΊ、労ࢱや߁
働基準法第̒ষ（第��条ʙ第�4条）にอޢ規定を設けています。時間外労働の制ݶなど、
ओなのは࣍のとおりです。

年গऀの時間外ɾ休日労働の制限（労働基準法第�0条）
গ者には、ࡂ等によりྟ時の必要があり、労働基準ಜॺのڐՄをडける場合

などを除き、時間外・休日労働をߦわせることはできません。
なお、週44時間の特例ાஔ対象事業場においては、গ者は特例の適用除外となりま

す。休ܜ時間にؔする特例適用除外となる΄か、มܗ労働時間制、ϑϨοΫελΠϜ制、
。則適用できませんݪ度ϓϩϑΣογϣφϧ制度、みなし労働時間制ߴ
ただし、มܗ労働時間制の࣍の場合は特例としてՄです。
ຬ1ࡀ�Ҏ上でຬ1ࡀ�にຬたない者（ࣇಐを除͘গ者）が
ᶃ１週40時間を超えないൣғで、１週間の͏ͪ１日の労働時間を̐時間Ҏにॖする場合において、ଞの日
の労働時間を10時間までԆする場合
ᶄ１週4�時間、１日８時間を超えないൣғにおいて、１か݄または１୯Ґのมܗ労働時間制を適用する場合

年গऀの深夜業の制限（労働基準法第�1条）
の場合を除き、গ者を午後10時から午前５時までの深夜に労働͞せることはでき࣍

ません。
ᶃަ替制によͬて使用するຬ1ࡀ�Ҏ上のஉੑ
ᶄަ替制によͬて労働͞せる事業において、労働基準ಜॺのڐՄをडけて、午後10時30分まで労働͞せ
る場合
ᶅࡂ等によりྟ時の必要があり、労働基準ಜॺのڐՄをडけて、時間外労働・休日労働を͞せる場合
ᶆྛ、ਫ࢈、อ݈Ӵ生の事業またはిަの業にै事する場合

年গऀのݥة༗業のब業制限（労働基準法第��条、第�3条）
গ者を一定のݥة有業や労働に就かせることはできません。ただし、৬業

。࿅をडけるগ者については例外規定あります܇

年গऀのূ໌ॻ（労働基準法第�7条）

গ者をอޢするたΊ、使用者はগ者を使用する場合、そのྸをূ明するॅຽථ
。事߲のূ明ॻ等を事業場にඋえ付けることがٛ付けられていますࡌه

年গऀの時間外ɾ休日労働の制限年গऀの時間外ɾ休日労働の制限

年গऀの深夜業の制限年গऀの深夜業の制限

年গऀのݥة༗業のब業制限年গऀのݥة༗業のब業制限

年গऀのূ໌ॻ年গऀのূ໌ॻ

年গऀの労働基४法上のอنޢ定
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年࣍༗څ休Ջ

ॴ定労働日において、労働者がࣗ分の休みたいときに有給で休Ίる制度として、
労働基準法第3�条において年࣍༗څ休Ջ（休）を定Ίています。

◆年࣍༗څ休Ջのൃੜཁ݅と༩日
使用者は、そのޏೖれの日からى算して̒か月間ܧଓۈ͠、ब業نଇͰ定Ί

られͨશ労働日の̔割以上ग़ͨ͠ۈ労働ऀにର͠て、ø0日間の年休Λ༩͑ͳ͚れ
ͳらͣ、Ҏ後は、ӈϖʔδのදのとおり増えて�0ߴ࠷日まで与えなければなりません。
これは労働基準法で定Ίられた࠷付与日数なので、それҎ上の日数を与えている
ձࣾあります。休の時ޮは̎間で、そのに残ͬた分はཌで取得できます。
ཧಜ者や有ޏظ用労働者要݅をຬたせば休を取得できます。
また、休はॴ定労働日数にԠ͡て付与͞れ（ൺྫ༩）、ύʔτλΠϜ労働者で

あͬて要݅をຬたせば付与͞れます。なお、ॴ定労働時間が週30時間Ҏ上または
ॴ定労働日数が週５日（または�17日）Ҏ上の場合は、ύʔτλΠϜ労働者で一
ൠの労働者とಉ͡日数が与えられます（ӈϖʔδ参র）。

◆年࣍༗څ休Ջのऔಘํ法
休を取得するには労働者が前ͬて休Ή日を使用者にਃしग़なければなりませ

ん（時ࢦق定）。使用者は、労働者の休Ήཧ༝によͬて休を与えないことはできま
せんが、事業のਖ਼ৗなӡӦをげる場合にݶり、時قをมߋすることができます（時
。（ݖߋมق
休は日୯Ґで取得することがݪ則ですが、労使協定（30ϖʔδ参র）を締結し

た場合には、１に５日Ҏのൣғにおいて、時間୯Ґでの休を取得することがで
きます（時間୯Ґ年休）。日୯Ґの休は、使用者がಉ意すれば、時間୯Ґ休の
労使協定が結ばれていな͘て取得できます（日୯Ґ年休）。
また、休のফԽをଅਐするたΊ、５日を超える休日については、労使協定で

時قを定Ίて計ըతに付与することできます（計ը年休）。

◆年５日の年࣍༗څ休Ջの࣮֬ͳऔಘ
使用者は、年ø0日以上の年休（લ年からの܁ӽ日ؚまͳい）͕༩される

労働ऀにର͠て、༩日から１年以に、年休日の͏ͪ５日について、労働ऀ
のҙݟΛௌいて、用ऀ͕時قΛࢦ定͠てऔಘさͤる͜と͕ඞཁです。
労働者がࣗらਃしग़て取得した日数や計ը休については、上５ه日から߇除でき

ます。
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年࣍༗څ休Ջの༩日

िॴ定労働日͕５日以上まͨिॴ定労働時間͕ú0時間以上の労働ऀ

िॴ定労働日͕４日以Լかつिॴ定労働時間͕ú0時間ະຬの労働ऀʤൺྫ༩ʥ

年࣍༗څ休Ջの༩日年࣍༗څ休Ջの༩日

務年数ۈଓܧ 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

付༩日数 10 11 12 14 16 18 20

ि所定
労働日数

１年間の所定
労働日数

務年数ۈଓܧ

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

４日 16�日～216日 7 8 � 10 12 13 15

３日 121日～168日 5 6 6 8 � 10 11

２日 73日～120日 3 4 4 5 6 6 7

１日 48日～72日 １ 2 2 2 3 3 3

ˎද中のଠでғͬた෦に該当する労働者はʮ年５日の年休の࣮֬なऔಘʯ（ࠨページ参照）の対となります。
へのొ༻は、࣮࣭的には労働ؔ༺ޏنύーτ労働者のਖ਼༺ޏ࠶務年数について、定年ୀ৬者のۈଓܧˎ

。務年数を௨算しなければなりませΜۈଓしているとೝめられるので、ͦのܧが

金賃の日ಘऔ休年◆ は、使用者は就業規則等の定Ίによͬて、ᶃฏۉ賃金（�0ϖʔ
δ参র）、ᶄॴ定労働時間労働した場合に支払われる通ৗの賃金、ᶅ݈߁อݥ法に
規定するඪ準ใु݄額の30分の１に૬する金額（労使協定が必要）のいずれか
を支払͏ことと͞れています。
˗使用者は休を取得した労働者に対して、与のΧοτなどෆརӹͳऔѻいΛ͠
ͳいよ͏に͠ͳ͚れͳりまͤΜ（労働基準法ෟ則第13�条）。

˓休Ջにؔする߲ࣄब業نଇのઈରతඞཁ߲ࣄࡌهですから、使用者による休の時ࢦق
定を実ࢪする場合は、時ࢦق定の対象となる労働者のൣғٴͼ時ࢦق定の方法等について、
就業規則にࡌهしなければなりません。
ͼ基४日Λ労働ऀ͝とに໌らかにͨ͠ॻٴ日、ق用ऀ、時˓ （ྨ年࣍༗څ休Ջཧ）
Λ࡞͠ͳ͚れͳりまͤΜ。この࣍有給休暇ཧは、労働者໊や賃金ாと合わせ
て࡞することできます。
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ੑผによるࠩผのࢭې

ɹ働͘人がੑผにより差ผ͞れることな͘、そのྗをे分にൃشできるޏ用ڥ
をඋすることは、কདྷにわたͬてࣾࡁܦձのྗ׆をҡ࣋してい͘上で、ますます
ॏ要な՝となͬています。
労働基४法ୈ４Ͱ、ঁੑͰ͋る͜とΛཧ༝と͠て、賃金について、உੑとࠩ

ผతऔѻいΛ͠てͳらͳいと定Ίています。賃金にؔしては、૯合৬や一ൠ৬な
ど৬छによͬてҟなͬた賃金ମܥをとるなど、実際には、உঁ間の賃金֨差がঁੑ
であることをཧ༝とする差ผかど͏かஅしに͘い場合あります。賃金をܾΊる
ときには、事のқ度やٕज़などの؍٬త合ཧతな基準によͬて、֤労働者の
ྗがධՁ͞れるよ͏にしましΐ͏。
◆ʮஉঁの賃金のࠩҟʯのใެද（ྩ݄̐̓８日ߦࢪ）
༂にؔするใެදを一定の規の事業ओにٛ付׆༂ਪਐ法ではঁੑの׆ੑঁ

けていますが、その߲にஉঁ労働者の賃金の差ҟがՃ͞れています。
ৗ時ޏ用する労働ऀ͕ú0øਓ以上のࣄ業ओެද͕ඞཁです。

ʤ情ใެදのΠϝージʥ

۠ɹ
உঁのۚのࠩҟ
（உੑのۚʹରする
ঁੑのۚのׂ合）

ʮஉঁの賃金の差ҟʯは、உੑ労
働者の賃金のฏۉに対するঁੑ
労働者の賃金のฏۉを割合（ύʔ
ηϯτ）で示します。ʮશ労働者ʯ
ʮਖ਼規ޏ用労働者ʯʮඇਖ਼規ޏ用
労働者ʯの۠分でのެදが必要
です。

શ労働者 99.9�

　ਖ਼社һ ::.:�

　ύーτ・有期社һ ;;.;�

ɹまた、உঁޏ用ػձۉ法では、ੑผをཧ༝とする差ผ（ࠩผ）のࢭېや、
間ࠩผのࢭې（ӈϖʔδ）について、規定しています。

ࠩผのࢭې（உঁޏ用ػձۉ等法第５条、第̒条）

ɹޏ用ཧの֤εςʔδ（ӈද参র）にあたり、一のޏ用ཧ۠分（˞）͝ とにおいて、
ɹɹ・உঁのいずれかをഉ除する
ɹɹ・条݅や基準をஉঁでҟなるのとする
ɹɹ・உঁのいずれかを༏ઌする
ɹなどのાஔをとることはೝΊられません。
用ཧ۠分がಉ一か否かについては、֘۠分にଐする労働者のै事する৬の༰、సޏ˞
・త؍٬、をؚΊた人事ҟಈの෯やස度等について、ಉ一۠分にଐ͞ない労働者との間にۈ
合ཧతなҧいがଘࡏしているか否かによりஅ͞れるのであり、そのஅにあたͬては、
୯なるࣜܗではな͘、ا業のޏ用ཧの実ଶにଈして͏ߦ必要があります。

ࠩผのࢭېࠩผのࢭې

�5 �6



�5

ੑผによるࠩผのࢭې

ɹ働͘人がੑผにより差ผ͞れることな͘、そのྗをे分にൃشできるޏ用ڥ
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ผతऔѻいΛ͠てͳらͳいと定Ίています。賃金にؔしては、૯合৬や一ൠ৬な
ど৬छによͬてҟなͬた賃金ମܥをとるなど、実際には、உঁ間の賃金֨差がঁੑ
であることをཧ༝とする差ผかど͏かஅしに͘い場合あります。賃金をܾΊる
ときには、事のқ度やٕज़などの؍٬త合ཧతな基準によͬて、֤労働者の
ྗがධՁ͞れるよ͏にしましΐ͏。
◆ʮஉঁの賃金のࠩҟʯのใެද（ྩ݄̐̓８日ߦࢪ）
༂にؔするใެදを一定の規の事業ओにٛ付׆༂ਪਐ法ではঁੑの׆ੑঁ

けていますが、その߲にஉঁ労働者の賃金の差ҟがՃ͞れています。
ৗ時ޏ用する労働ऀ͕ú0øਓ以上のࣄ業ओެද͕ඞཁです。

ʤ情ใެදのΠϝージʥ

۠ɹ
உঁのۚのࠩҟ
（உੑのۚʹରする
ঁੑのۚのׂ合）

ʮஉঁの賃金の差ҟʯは、உੑ労
働者の賃金のฏۉに対するঁੑ
労働者の賃金のฏۉを割合（ύʔ
ηϯτ）で示します。ʮશ労働者ʯ
ʮਖ਼規ޏ用労働者ʯʮඇਖ਼規ޏ用
労働者ʯの۠分でのެදが必要
です。

શ労働者 99.9�

　ਖ਼社һ ::.:�

　ύーτ・有期社һ ;;.;�

ɹまた、உঁޏ用ػձۉ法では、ੑผをཧ༝とする差ผ（ࠩผ）のࢭېや、
間ࠩผのࢭې（ӈϖʔδ）について、規定しています。

ࠩผのࢭې（உঁޏ用ػձۉ等法第５条、第̒条）

ɹޏ用ཧの֤εςʔδ（ӈද参র）にあたり、一のޏ用ཧ۠分（˞）͝ とにおいて、
ɹɹ・உঁのいずれかをഉ除する
ɹɹ・条݅や基準をஉঁでҟなるのとする
ɹɹ・உঁのいずれかを༏ઌする
ɹなどのાஔをとることはೝΊられません。
用ཧ۠分がಉ一か否かについては、֘۠分にଐする労働者のै事する৬の༰、సޏ˞
・త؍٬、をؚΊた人事ҟಈの෯やස度等について、ಉ一۠分にଐ͞ない労働者との間にۈ
合ཧతなҧいがଘࡏしているか否かによりஅ͞れるのであり、そのஅにあたͬては、
୯なるࣜܗではな͘、ا業のޏ用ཧの実ଶにଈして͏ߦ必要があります。
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◆ࠩผతऔѻい͕ࢭېされるޏ用ཧの֤εςʔδとࠩผのྫ
ཧの༺ޏ
ε ς ʔ δ れるࠩ別のྫ͞ࢭې

ื集・࠾༻ Ӧ業৬はஉੑ、事務৬はঁੑに限定してื集すること。
社һを࠾༻するࡍ、உੑはਖ਼社һとして、ঁੑはύーτとして࠾༻すること。

 ஔ உੑは外ۈ業務に、ঁੑはۈ業務にै事させること。

ঢ ਐ ঁੑのΈ、Ұ定の年ྸにୡしたことを理由にҰ定の৬までしかঢਐできない
のとすること。

߱ ֨ உੑはӦ業が࠷の者のΈ߱֨対とするが、ঁੑはӦ業が平均以下の
者は߱֨対とすること。

ڭ ҭ ܇ ࿅ 。ଓ年数を条݅とすることۈ࿅の対者について、உঁでҟなる܇ҭڭ
 ར 厚 生 ঁੑについてのΈ、ࠗҽを理由として、社のି༩の対からഉআすること。

৬種の変更 ૯合৬からҰൠ৬への৬種の変更について、制度上はஉঁํを対としている
が、உੑ労働者については৬種の変更をೝめないӡ༻を行うこと。

形ଶの༺ޏ
変 更 経Ӧの合理Խに当たり、ঁੑのΈਖ਼社һからύーτへの変更をڧ要すること。

ୀ৬のק உੑより༏ઌしてঁੑに対してୀ৬のקをすること。

定 年 定年年ྸのҾ上͛にࡍし、厚生年金のڅࢧ։始年ྸに合わせてஉঁでҟなる定年
を定めること。

ղ ޏ
経Ӧ合理Խにうղޏに当たり、உੑは࠷のධՁがなされている者のΈղޏの
対とするが、ঁੑは特に༏लというධՁがなされている者以外はղޏの対と
すること。

労働ܖの
更 ৽ உঁのいずれかについてのΈ、労働ܖの更৽ճ数の上限を設けること。

間ࠩผのࢭې（உঁޏ用ػձۉ等法第̓条）

ɹ間差ผとは、ᶃੑผ以外のࣄ༝Λཁ݅とするાஔであͬて、ᶄଞのੑのߏ
һとൺֱ͠て、Ұํのੑのߏһに૬ఔのෆརӹΛ༩͑るのを、ᶅ߹ཧత
ͳཧ༝͕ͳいと͖にͣߨることをいいます。
厚生労働省ྩでは、
・労働者の募集または࠾用にあたͬて、労働者の、ମॏまたはମྗを要
݅とすること
・労働者の募集し͘は࠾用、ঢਐまたは৬छのมߋにあたͬて、సډを
͏సۈにԠ͡ることができることを要݅とすること
・労働者のঢਐにあたり、సۈのݧܦがあることを要݅とすること
の̏つのાஔについて、߹ཧతཧ༝͕ͳい߹は、間差ผとしています。

間ࠩผのࢭې間ࠩผのࢭې
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ੑผによるࠩผのࢭې

（લϖʔδからのつ͖ͮ）
◆உঁޏ用ػձۉ法ҧとͳらͳい߹（ްੜ労働লࢦによる）
・உঁ間֨差をղফするたΊに、ϙδςΟϒ・ΞΫγϣϯ（Լの߲参র）とし
て、ঁੑを༏ઌして募集・࠾用・ஔ・ঢਐ等を実ࢪする場合（ޏ用ཧ۠分
͝とにঁੑ労働者の割合が̐割をԼ回ͬている場合にݶる）
・ܳज़・ܳにおいて、දݱのਅ実ੑ等の要からஉঁのいずれかのみにै事͞
せることが必要である৬や、कӴ、ܯඋһ等の͏ͪ൜上の要からஉੑに
ै事͞せることが必要である৬、そのଞこれらとಉఔ度の必要ੑがあるとೝ
Ίられる৬
・労働基準法によりঁੑを就業͞せることができない場合（4�ϖʔδ参র）
・อ݈ࢣॿࢣޢࢣ࢈法によりஉੑを就業͞せることができない場合
・෩ଏ、෩श等の૬ҧによりஉঁのいずれかがྗをൃشしいւ外でのۈが
必要な場合等、特ผな事により労働者のੑผにかかわりな͘ۉ等なػձを与
えることやۉ等な取ѻいをすることがࠔであるとೝΊられる場合

ίʔεผޏ用ཧΛ͏ߦに͋ͨͬてࣄ業ओ͕ཹҙす͖߲ࣄにؔするࢦ

৬छ、֨ࢿ等に基ͮきෳ数のίʔεを設定し、ίʔε͝とにҟなる募集、࠾用、
ஔ、ঢਐ、ڭҭ܇࿅、৬छのมߋ等のޏ用ཧを͏ߦ場合に、一方のੑの労働
者のみを一定のίʔε等に分けてはならないなど、事業ओがཹ意すき事߲につ
いてࢦが設けられています。

ϙδςΟϒɾΞΫγϣϯと

Ңから、Ӧ業৬ܦのڈ業において、固定తなஉঁの割分୲意ࣝやաاʑのݸ
にঁੑは΄とんどஔ͞れていない、՝Ҏ上のཧ৬はஉੑがେをΊてい
るなどの֨差がஉঁ労働者の間に生͡ている場合があります。
ʮϙδςΟϒɾΞΫγϣϯʯは、このよ͏な֨差のղফをࢦしてݸʑのا業が
ਐΊるࣗओతかつੵۃతな取みです。
例えば、ۈଓ数がいঁੑ労働者がଟ数ۈしているにかかわらず、ཧ

৬のঁੑがগ数である場合、ʮ̏間でঁੑཧ৬�0ˋ増Ճʯなどのඪをܝげ、
ঁੑのཧ৬ީิ者対象のݚमやঁੑに対するঢਐ・ঢ֨ݧࢼडݧのྭ、ঢਐ・
ঢ֨基準の明֬Խ等の取みが考えられます。

ίίʔʔεε

ϙδςΟϒɾΞΫγϣϯとϙδςΟϒɾΞΫγϣϯと

�� ��
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ੑผによるࠩผのࢭې

（લϖʔδからのつ͖ͮ）
◆உঁޏ用ػձۉ法ҧとͳらͳい߹（ްੜ労働লࢦによる）
・உঁ間֨差をղফするたΊに、ϙδςΟϒ・ΞΫγϣϯ（Լの߲参র）とし
て、ঁੑを༏ઌして募集・࠾用・ஔ・ঢਐ等を実ࢪする場合（ޏ用ཧ۠分
͝とにঁੑ労働者の割合が̐割をԼ回ͬている場合にݶる）
・ܳज़・ܳにおいて、දݱのਅ実ੑ等の要からஉঁのいずれかのみにै事͞
せることが必要である৬や、कӴ、ܯඋһ等の͏ͪ൜上の要からஉੑに
ै事͞せることが必要である৬、そのଞこれらとಉఔ度の必要ੑがあるとೝ
Ίられる৬
・労働基準法によりঁੑを就業͞せることができない場合（4�ϖʔδ参র）
・อ݈ࢣॿࢣޢࢣ࢈法によりஉੑを就業͞せることができない場合
・෩ଏ、෩श等の૬ҧによりஉঁのいずれかがྗをൃشしいւ外でのۈが
必要な場合等、特ผな事により労働者のੑผにかかわりな͘ۉ等なػձを与
えることやۉ等な取ѻいをすることがࠔであるとೝΊられる場合

ίʔεผޏ用ཧΛ͏ߦに͋ͨͬてࣄ業ओ͕ཹҙす͖߲ࣄにؔするࢦ

৬छ、֨ࢿ等に基ͮきෳ数のίʔεを設定し、ίʔε͝とにҟなる募集、࠾用、
ஔ、ঢਐ、ڭҭ܇࿅、৬छのมߋ等のޏ用ཧを͏ߦ場合に、一方のੑの労働
者のみを一定のίʔε等に分けてはならないなど、事業ओがཹ意すき事߲につ
いてࢦが設けられています。

ϙδςΟϒɾΞΫγϣϯと

Ңから、Ӧ業৬ܦのڈ業において、固定తなஉঁの割分୲意ࣝやաاʑのݸ
にঁੑは΄とんどஔ͞れていない、՝Ҏ上のཧ৬はஉੑがେをΊてい
るなどの֨差がஉঁ労働者の間に生͡ている場合があります。
ʮϙδςΟϒɾΞΫγϣϯʯは、このよ͏な֨差のղফをࢦしてݸʑのا業が
ਐΊるࣗओతかつੵۃతな取みです。
例えば、ۈଓ数がいঁੑ労働者がଟ数ۈしているにかかわらず、ཧ

৬のঁੑがগ数である場合、ʮ̏間でঁੑཧ৬�0ˋ増Ճʯなどのඪをܝげ、
ঁੑのཧ৬ީิ者対象のݚमやঁੑに対するঢਐ・ঢ֨ݧࢼडݧのྭ、ঢਐ・
ঢ֨基準の明֬Խ等の取みが考えられます。
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ࠗҽ、৷、ग़࢈、ҭࣇɾհޢ休業Λཧ༝とするෆརӹऔѻいのࢭې

உঁޏ用ػձۉ等法第̕条の規定により、事業ओは、ঁੑ労働者がࠗҽ、
৷、ग़࢈したことをୀ৬ཧ༝として༧定する定Ίをすることはできません。
また、ঁੑ労働者がࠗҽしたことをཧ༝としてղޏすることはできません。
なお、৷தのঁੑ労働者ٴͼग़࢈後１をܦաしないঁੑ労働者のղޏ

は、事業ओが৷、ग़࢈をཧ༝とするղޏではないことをূ明しないݶりແ
ޮとなります。
また、உঁޏ用ػձۉ等法ٴͼҭࣇ・հޢ休業法において、事業ओは、
৷、ग़࢈したこと、࢈前࢈後休業やҭࣇ休業、հޢ休業等を取得したことな
どをཧ༝として、労働者に対して、ղޏそのଞෆརӹな取ѻい（ݮ給や与
等におけるෆརӹな算定、人事考՝におけるෆརӹなධՁ等）をしてはなら
ないと定Ίています。

৬場における৷・ग़࢈・ҭࣇ休業等にؔするϋϥεϝϯτについては、
ঁੑだけではな͘、உੑඃ者になり͏るです。事業ओはこ͏したϋ
ϥεϝϯτをࢭするたΊのાஔを͡ߨるٛがあります。ৄࡉは1��ϖʔδ
あわせて参রして͘だ͞い。

ࠗࠗҽҽ

ྫ͑ば͜Μな͜ͱΛཧ༝ͱ͠て ͜ΜなऔѻいΛडけͨらҧです

○৷した、ग़࢈した
○්݈のため事を休Μだ
○つわりで事を休Μだ
休業をऔͬたޙ࢈・લ࢈○
○ҭࣇ休業・ޙ࢈ύύҭ休をऔͬた
ύύҭ休期間中のब業Մ日ޙ࢈○

についてಉ意しなかͬた
休Ջをऔͬたޢのࢠ○
○ҭࣇのため業ۈの໔আをਃ

しग़た
　なͲ

○ղޏされた
○ୀ৬をڧ要された
更৽がされなかͬたܖ○
○ਖ਼社һからύーτになれとڧ要さ

れた
されたڅݮ○
○ී௨ありえないようなஔసを

された
　なͲ
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ঁੑの݈߁とੑอࢠ、ޢҭてࢧԉ

働͘ঁੑの݈߁と҆શをอޢするたΊ、労働基準法では一定のอޢ規定を
設けています。また、৷・ग़࢈のたΊのੑอޢのાஔが労働基準法やஉ
・ࣇஉঁ労働者のたΊのાஔがҭ͏ߦをޢհ・ࣇ等法等に、ҭۉձػ用ޏঁ
հޢ休業法等の法に定Ίられています。

৷ɾ࢈લޙ࢈のੑอޢ、बֶまͰのࢠҭてࢧԉ（ù0ùû�û�ø時Πϝʔδਤ）৷৷

労働基४法に定Ίるঁੑอنޢ定

事業ओは、生ཧ日の就業がஶし͘ࠔなঁੑが休暇を求したときは、そ
の労働者を生ཧ日に就業͞せてはなりません（第��条・ੜཧ休Ջ）。そのଞ、
業のब業制限（第�4条の̏）༗ݥة、業のब業制限（第�4条の̎）
があります。

労働基४法に定Ίるঁੑอنޢ定労働基४法に定Ίるঁੑอنޢ定

৷ લ࢈
̒िؒ

出ੜ ޙ࢈
̔िؒ

ࡀ1 ࡀ1
̒か݄

ࡀ1
２か݄

ࡀ� ࡀ� খֶߍ
ೖֶ

ܰқۀのస（��1）

ۀٳલ࢈
（1��）

ۀٳޙ࢈
（1��）

ҭ࣌ࣇ （ؒ1��）

Ջ（1��）ٳޢのࢠ

ਂ・（労働֎ؒ࣌法定）労働֎ؒ࣌ ۀの੍限	1��


ྗٛ

ॴ定労働ؒ࣌のॖ等、ॴ定֎労働の੍限（1�����） ྗٛ

ҭ ࣇ ٳ ۀ
ٳύύҭޙ࢈

（1��）
（1�1）


ର
に
ڞ
ঁ
உ


ର
Έ
の
ੑ
ঁ

௨ӃٳՋ、ٳ・֎ؒ࣌・ਂ 労働の੍限、ੑ݈߁管理（1��）

ύύϚϚҭٳϓϥε（1�1）

อҭॴにೖॴできない等
によるҭ（1�1）ۀٳࣇ

ˎ੍の༰ରؒظ等はมߋになる߹がありますɻ
ˎྩ݄̓̐施ߦのものは��ϖʔδࢀরɻ
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ঁੑの݈߁とੑอࢠ、ޢҭてࢧԉ

働͘ঁੑの݈߁と҆શをอޢするたΊ、労働基準法では一定のอޢ規定を
設けています。また、৷・ग़࢈のたΊのੑอޢのાஔが労働基準法やஉ
・ࣇஉঁ労働者のたΊのાஔがҭ͏ߦをޢհ・ࣇ等法等に、ҭۉձػ用ޏঁ
հޢ休業法等の法に定Ίられています。

৷ɾ࢈લޙ࢈のੑอޢ、बֶまͰのࢠҭてࢧԉ（ù0ùû�û�ø時Πϝʔδਤ）

労働基४法に定Ίるঁੑอنޢ定

事業ओは、生ཧ日の就業がஶし͘ࠔなঁੑが休暇を求したときは、そ
の労働者を生ཧ日に就業͞せてはなりません（第��条・ੜཧ休Ջ）。そのଞ、
業のब業制限（第�4条の̏）༗ݥة、業のब業制限（第�4条の̎）
があります。
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௨Ӄ休Ջ（உঁޏ用ػձۉ等法第1�条）

ɹ事業ओは、ঁੑ労働者が、්࢈のたΊのอ݈ࢦಋまたは݈߁ࠪをडするた
Ίに必要な時間を֬อすることができるよ͏にしなければなりません。
ʲ࢈前の場合 �r৷�3週までは̐週間に１回、৷�4週から3�週までは̎週間に１
回、৷3�週からग़࢈までは１週間に１回。ただし、ҩࢣ等がこれとҟなるࢦ示を
したときは、そのࢦ示にしたがͬて、必要な時間を֬อすることができるよ͏にし
なければなりません。
ʲ࢈後（࢈後１Ҏ）の場合ʳҩࢣ等のࢦ示により、必要な時間を֬อすること
ができるよ͏にしなければなりません。

්࢈にରするอޢ、ੑ݈߁ཧ

ɹࠨϖʔδの就業制ݶ（業、ݥة有業）の΄か、事業ओは、৷தのঁ
ੑが求した場合には、ଞのܰқな業にస͞せなければなりません（労働基準
法第��条第߲̏）。また、්࢈が求した場合は、時間外、休日または深夜労働
を͞せてはなりません（労働基準法第��条第߲̎、第߲̏）。

休業（労働基準法第��条）ޙ࢈લ࢈

ɹग़࢈を༧定しているঁੑ労働者は、求すればग़࢈༧定の̒週間前（ଟ৷の
場合は14週間前）から࢈前休業（ग़࢈日をؚΉ）を取得することができます。
ɹग़࢈（৷��日Ҏ後のྲؚྀ࢈ࢮ・࢈Ή）後については、使用者は࢈後８週間をܦ
աしないঁੑを就業͞せてはなりません。ただし࢈後̒週間ܦա後は、本人が求
し、ҩࢣが支োないとೝΊた業に就かせることは差し支えありません。
ɹなお、࢈前࢈後休業ظ間தの賃金について、法で特に定Ίはありませんので、
賃金が支払われるかど͏かは、就業規則等の定Ίによります。（ग़࢈ख金につい
ては、�3ϖʔδٴͼ134ϖʔδ参র）

௨Ӄ休Ջ௨Ӄ休Ջ

්࢈にରするอޢ්࢈にରするอޢ

休業ޙ࢈લ࢈休業ޙ࢈લ࢈

˓ੑ݈߁ཧのৄࡉなどを、厚生労働省ҕୗαΠτで֬ೝできます。
ʮ働͘ঁੑの৺とからͩのԠԉαΠτ　৷出࢈・ੑ݈߁管理αϙʔτʯ

　IUUQT���XXX�CPTFJ�OBWJ�NIMX�HP�KQ�JOEFY@CPTFJ�IUNM

ɹ事業ओは、්࢈が݈߁ࠪ等に基ͮ͘ҩࢣ等からのࢦಋ事߲をकることができるよ
͏に、ۈ時間のมߋやۈのܰݮ等のાஔを͡ߨなければなりません（உঁޏ用ػձ
。ಋ事߲࿈བྷΧʔυʯを定Ίていますࢦཧ߁等法第13条）。厚生労働省はʮੑ݈ۉ
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ҭࣇ休業制とࡁܦతࢧԉ

ҭࣇ休業（ҭࣇ・հޢ休業法第５条、第̒条、第̕条΄か）

ɹஉঁ労働者は、事業ओにਃしग़ることにより、ҭࣇのたΊに事を休Ήこと（ҭ
。休業）ができますࣇ
˗対象者：ݪ則として１ࡀにຬͨͳいࢠΛཆҭするஉঁ労働ऀ（日ʑޏ用者を除͘）
（対象のࢠ：法上のؔࢠがあれば実ࢠ、ཆࢠをわない。また、特ผཆ
ԑཬにҕୗ͞れているࢠཆ・ࢠ間にあるظతなཆҭݧࢼԑのたΊのࢠ
（。をؚΉࢠに準͡るؔࢠなど法上のࢠ
˓有ܖظ労働者は、ਃग़時において、ࢠが１̒ࡀか݄（̎ࡀまでのҭࣇ休
業の場合には̎ࡀ）をܦաする日までに、労働ܖظ間がຬྃし、ߋ৽͞れ
ないことが明らかでないこと
˗労使協定で対象外にできる者：
ɹΞɹその事業ओにܧଓしてޏ用͞れたظ間が１ະຬの者
ɹΠɹҭࣇ休業ਃग़の日から１（１̒ࡀか݄までٴͼ̎ࡀまでのҭࣇ休業の

場合は̒か݄）Ҏにޏ用ؔがऴྃすることが明らかな者
ɹɹ１週間のॴ定労働日数が̎日ҎԼの者
˗ਃग़ݪ：ݶظ則、休業։࢝の１か݄前まで
˗休業できるظ間と回数：ࢠが１ࡀにୡする日まで、分割して̎回まで取得Մ

ɹ͞らに、要݅をຬたせば、࣍の特例があります。
ʲҭࣇ休業ظ間のಛྫʳ
ɹᶃ１２ࡀか月までのԆ（ύύ・ϚϚҭ休ϓϥε）
ɹ྆とにҭࣇ休業する場合で、一定の要݅をຬたすときは、ࢠのྸが
休業が取得できࣇ間をԆできます。ただし、ҭظ休業ࣇか݄までҭ̎ࡀ１
るظ間（ग़࢈したঁੑの場合は、ग़生日ٴͼ࢈後休業ظ間をؚΉ）は、１
間がݶ度です。
ɹᶄ１̒ࡀか月までのҭࣇ休業
ɹࢠが１ࡀにୡする時で、対象となるࢠがอҭॴにೖॴできないなどの一
定の要݅をຬたす場合は、１̒ࡀか݄までҭࣇ休業ظ間を取得できます。
ɹᶅ２ࡀまでのҭࣇ休業
ɹᶄで１̒ࡀか݄まで取得してอҭॴにೖॴできないなどの一定の要݅を
ຬたす場合は、̎ࡀまでҭࣇ休業ظ間を取得できます。

ҭࣇ休業ҭࣇ休業
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ҭࣇ休業制とࡁܦతࢧԉ

ҭࣇ休業（ҭࣇ・հޢ休業法第５条、第̒条、第̕条΄か）

ɹஉঁ労働者は、事業ओにਃしग़ることにより、ҭࣇのたΊに事を休Ήこと（ҭ
。休業）ができますࣇ
˗対象者：ݪ則として１ࡀにຬͨͳいࢠΛཆҭするஉঁ労働ऀ（日ʑޏ用者を除͘）
（対象のࢠ：法上のؔࢠがあれば実ࢠ、ཆࢠをわない。また、特ผཆ
ԑཬにҕୗ͞れているࢠཆ・ࢠ間にあるظతなཆҭݧࢼԑのたΊのࢠ
（。をؚΉࢠに準͡るؔࢠなど法上のࢠ
˓有ܖظ労働者は、ਃग़時において、ࢠが１̒ࡀか݄（̎ࡀまでのҭࣇ休
業の場合には̎ࡀ）をܦաする日までに、労働ܖظ間がຬྃし、ߋ৽͞れ
ないことが明らかでないこと
˗労使協定で対象外にできる者：
ɹΞɹその事業ओにܧଓしてޏ用͞れたظ間が１ະຬの者
ɹΠɹҭࣇ休業ਃग़の日から１（１̒ࡀか݄までٴͼ̎ࡀまでのҭࣇ休業の

場合は̒か݄）Ҏにޏ用ؔがऴྃすることが明らかな者
ɹɹ１週間のॴ定労働日数が̎日ҎԼの者
˗ਃग़ݪ：ݶظ則、休業։࢝の１か݄前まで
˗休業できるظ間と回数：ࢠが１ࡀにୡする日まで、分割して̎回まで取得Մ

ɹ͞らに、要݅をຬたせば、࣍の特例があります。
ʲҭࣇ休業ظ間のಛྫʳ
ɹᶃ１２ࡀか月までのԆ（ύύ・ϚϚҭ休ϓϥε）
ɹ྆とにҭࣇ休業する場合で、一定の要݅をຬたすときは、ࢠのྸが
休業が取得できࣇ間をԆできます。ただし、ҭظ休業ࣇか݄までҭ̎ࡀ１
るظ間（ग़࢈したঁੑの場合は、ग़生日ٴͼ࢈後休業ظ間をؚΉ）は、１
間がݶ度です。
ɹᶄ１̒ࡀか月までのҭࣇ休業
ɹࢠが１ࡀにୡする時で、対象となるࢠがอҭॴにೖॴできないなどの一
定の要݅をຬたす場合は、１̒ࡀか݄までҭࣇ休業ظ間を取得できます。
ɹᶅ２ࡀまでのҭࣇ休業
ɹᶄで１̒ࡀか݄まで取得してอҭॴにೖॴできないなどの一定の要݅を
ຬたす場合は、̎ࡀまでҭࣇ休業ظ間を取得できます。
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ग़ੜ時ҭࣇ休業（ޙ࢈ύύҭ休）（ҭࣇ・հޢ休業法第̕条の̎΄か）

ɹஉੑのҭࣇ休業取得ଅਐのたΊ、ྩ̐10݄１日より、௨ৗのҭࣇ休業（ࠨ
ϖʔδ）とผにग़生時ҭࣇ休業を取得できるよ͏になりました。ग़生時ҭࣇ
休業では、労ڠ定Λక݁͠ている߹に限り、労働ऀ͕߹ҙͨ͠ൣғͰ休業
中にब業する͜と͕Մです。

˗対象者：࢈後休業をしておらず、ࢠのग़生日またはग़࢈༧定日のいずれか
い方から８週間Ҏのࢠとಉډし、ཆҭするஉঁ労働者（日ʑޏ用者を除͘）
（対象のࢠ：通ৗのҭࣇ休業とಉ͡。ࠨϖʔδ参র。）
˓有ܖظ労働者は、ਃग़時において、ࢠのग़生日またはग़࢈༧定日のいず
れかい方からى算して８週間をܦաする日のཌ日から̒か݄をܦաする日
までに労働ܖظ間がຬྃし、ߋ৽͞れないことが明らかでないこと
˗労使協定で対象外にできる者：
ɹΞɹその事業ओにܧଓしてޏ用͞れたظ間が１ະຬの者
ɹΠɹ࢈後ύύҭ休ਃग़の日から８週間Ҏにޏ用ؔがऴྃすることが明らかな者
ɹɹ１週間のॴ定労働日数が̎日ҎԼの者
˗ਃग़ݪ：ݶظ則、休業։࢝の̎週間前まで
˗休業できるظ間と回数：ࢠのग़生後８週間Ҏに̐週間まで、̎回の分割取得Մ

ग़ੜ時ҭࣇ休ग़ੜ時ҭࣇ休

令和̓年４月ߦࢪのもの（ᶃٴͼᶇެの日からى算͠て１年̒月以に͓いて令Ͱ定Ίる日）
ᶃ̏ࡀҎ上のখֶߍ就ֶ前のࢠをཆҭする労働者にؔし、事業ओが৬場のχʔζをѲ
した上で、࢝業時ࠁ等のมߋ、ςϨϫʔΫ、時間ۈ、৽たな休暇の付与等労働者
がબしてར用できるよ͏にすることをٛ付ける。
ᶄॴ定外労働の制ݶ（残業໔除）の対象となる労働者のൣғを、খֶߍ就ֶ前のݱ）ࢠ
。をཆҭする労働者に֦େする（ࢠになるまでのࡀは̏ߦ
ᶅࢠのޢ休暇をࢠのߦ事参Ճ等の場合取得Մとし、対象となるࢠのൣғをখֶߍ
̏生（ߦݱはখֶߍ就ֶ前）まで֦େするととに、ۈଓ݄̒ະຬの労働者を労使
協定に基ͮき除外するみをഇࢭする。
ᶆ̏ࡀになるまでのࢠをཆҭする労働者にؔし事業ओがߨずるાஔ（ྗٛ）の༰
に、ςϨϫʔΫをՃする。
ᶇ৷・ग़࢈のਃग़時やࢠが̏ࡀになる前に、労働者の事とҭࣇのཱ྆にؔするݸผ
の意のௌ取・ྀを事業ओにٛ付ける。
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ҭࣇ休業制とࡁܦతࢧԉ

業ओのٛࣄ

ҭࣇ休業औಘঢ়گのެද

ग़࢈ɾҭࣇのͨΊのࡁܦతࢧԉ

ग़࢈ख金ɾग़࢈ҭࣇҰ時金（݈߁อݥ）

業ओのٛࣄ業ओのٛࣄ

ҭࣇ休業औಘঢ়گのެදҭࣇ休業औಘঢ়گのެද

ग़࢈ɾҭࣇのͨΊのࡁܦతࢧԉग़࢈ɾҭࣇのͨΊのࡁܦతࢧԉ

○ҭࣇ休業ɾޙ࢈ύύҭ休Λऔಘ͠すいޏ用ڥのඋ
ɹ事業ओは、ҎԼのいずれかのાஔを͡ߨなければなりません。
ᶃݚमの実ࢪ、ᶄ૬ஊମ制のඋ等、ᶅࣗࣾの労働者の取得事例のऩ集・ఏڙ、
ᶆ制度と取得ଅਐにؔする方のप
○労働ऀにରするݸผのपɾҙ֬ೝのાஔ
ɹ本人またはۮ者の৷・ग़࢈等をਃしग़た労働者に対して、ҭ休制度に
ؔするॴ定の事߲のपと、休業の取得意の֬ೝを、ݸผにߦわなければ
なりません。

ɹৗ時ޏ用する労働者数が1001人Ҏ上の事業ओは、உੑのҭࣇ休業のऔಘঢ়گ
を、Πϯλʔωοτなどにより、１回ެදしなければなりません。
ɹެද༰は、࣍のᶃまたはᶄいずれかの割合です。
ᶃҭࣇ休業・࢈後ύύҭ休等の取得割合
ᶄҭࣇ休業・࢈後ύύҭ休等とҭࣇత休暇（法定制度除͘）の取得割合
ɹྩ݄̓̐から、உੑ労働者のҭࣇ休業取得率等のެදがै業һが300人超
1000人ҎԼのا業にٛԽ͞れます。

１ɹग़࢈ख金
ɹඃอݥ者がग़࢈（৷��日Ҏ後のྲؚྀ࢈ࢮ・࢈Ή）のたΊձࣾを休み、賃金
が支払われない場合に支払われます。給付༰は134ϖʔδを͝参র͘だ͞い。
２ɹग़࢈ҭࣇҰ時金ɾՈग़࢈ҭࣇҰ時金
ɹग़࢈にかかるࡁܦతなෛ୲ܰݮのたΊ、ඃอݥ者やඃැཆ者がग़࢈（৷
��日Ҏ後のྲؚྀ࢈ࢮ・࢈Ή）した場合に、１ࣇにつき�0ສԁが支払われます
（ただし、࢈Պҩྍิঈ制度にՃೖしていないҩྍؔػ等でग़࢈した場合等
は、１ࣇにつき4�ສ�000ԁ）。
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ɹྩ݄̓̐から、உੑ労働者のҭࣇ休業取得率等のެදがै業һが300人超
1000人ҎԼのا業にٛԽ͞れます。

１ɹग़࢈ख金
ɹඃอݥ者がग़࢈（৷��日Ҏ後のྲؚྀ࢈ࢮ・࢈Ή）のたΊձࣾを休み、賃金
が支払われない場合に支払われます。給付༰は134ϖʔδを͝参র͘だ͞い。
２ɹग़࢈ҭࣇҰ時金ɾՈग़࢈ҭࣇҰ時金
ɹग़࢈にかかるࡁܦతなෛ୲ܰݮのたΊ、ඃอݥ者やඃැཆ者がग़࢈（৷
��日Ҏ後のྲؚྀ࢈ࢮ・࢈Ή）した場合に、１ࣇにつき�0ສԁが支払われます
（ただし、࢈Պҩྍิঈ制度にՃೖしていないҩྍؔػ等でग़࢈した場合等
は、１ࣇにつき4�ສ�000ԁ）。
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ҭࣇ休業څ金（ޏ用อݥ）
ҭࣇ休業தのޏ用อݥのඃอݥ者（˞）には࣍の給付制度があります。
શ݄が日前̎間に、賃金支払基ૅ日数が11日Ҏ上あるなど࢝則として休業։ݪ˞
1�か݄Ҏ上あるඃอݥ者が対象。ただし、࣬ ප等の場合は例外があります。

˗対象者：１ࡀ（ύύ・ϚϚҭ休ϓϥεの場合は１̎ࡀか݄、͞ らにอҭॴ等
におけるอҭの実ࢪがߦわれないなどの場合は１̒ࡀか݄または̎ࡀ）ະຬ
のࢠをཆҭするたΊにҭࣇ休業を取得したޏ用อݥの一ൠඃอݥ者ٴͼߴ
ྸඃอݥ者
˗支給額：ड給։࢝から1�0日は休業։࢝時の賃金日額ʷ支給日数ʷ�7ˋ、ड給
։࢝から1�1日Ҏ߱は�0ˋ
（休業給付金ࣇग़生時ҭ）後ύύҭ休の場合࢈˗
休業தに就業日がある場合は、休業ظ間தの就業日数が、࠷େ10日（10日を
超える場合は就業している時間数が�0時間）ҎԼの場合に支給͞れます。給
付については休業日数や就業日数によりҟなります。

ࣾձอݥྉ（݈߁อݥɾްੜ年金อݥ）の໔除
事業ओが金事ॴまたは݈߁อݥ合にਃग़をすることによͬて、࢈前࢈

後休業ظ間த、̏ 休業制度ࣇ間த（ҭظ休業ࣇをཆҭするたΊのҭࢠະຬのࡀ
に準ずるાஔによる休業ؚΉ）のࣾձอݥྉが事業ओ・ඃอݥ者分と໔除
͞れます。
ɹݪ則として݄時でҭࣇ休業தの場合、その݄にෛ୲すきࣾձอݥྉが໔
除͞れます。また、ظのҭࣇ休業等の取得に対Ԡして、ಉ݄に14日Ҏ上のҭ
。ྉが໔除͞れますݥ休業等を取得した場合には、その݄にෛ୲すきࣾձอࣇ
ただし与分の໔除については、与݄の日をؚΉ࿈ଓした１か݄超のҭ

休業等を取得する場ࣇられます。なお、࿈ଓするೋҎ上のҭݶ休業取得時にࣇ
合は、一つのҭࣇ休業等とみなしてอݥྉ໔除の規定を適用します。

৽のใは࠷。となる場合がありますߋ後มࠓ、のཱ྆支ԉ制度についてޢհ・ࣇ事とҭ
厚生労働省ϗʔϜϖʔδ等を͝参র͘だ͞い。



੍
ۀ
ٳ
ޢ
հ
ɾ
ࣇ
ҭ


ฏ
༻
ޏ
ঁ
உ

ɺ

53 5�



55

ۈ休Ջ、時ޢのࢠ

（休業法第1�条の̎、第1�条の̏ޢհ・ࣇҭ）休Ջޢのࢠ

පؾやけがをしたࢠのޢまたはࢠに༧छ、݈߁அをडけ͞せるたΊの
休暇を、࣍有給休暇とはผに取得することができます。
˗対象者：খֶߍ就ֶ前のࢠをཆҭするஉঁ労働者（日ʑޏ用者を除͘）
˗労使協定で対象外にできる者：
ɹΞ その事業ओにܧଓしてޏ用͞れたظ間が̒か݄ະຬの者
Π １週間のॴ定労働日数が̎日ҎԼの者
˗取得できる日数：１度において５日（খֶߍ就ֶ前のࢠが̎人Ҏ上であれば
10日）
˗取得୯Ґ：１日または時間୯Ґで、࢝業時ࠁから࿈ଓまたはऴ業時ࠁまで࿈ଓ
して取得することができます。

ҭࣇ時間（労働基準法第�7条）

生後１ະຬのࢠをҭてるঁੑ労働者は、１日̎回それͧれগな͘と30分の
ҭࣇ時間を求できます。なお、これはԼهのॴ定労働時間のॖાஔとはผに
与えられます。

ҭࣇのͨΊのॴ定労働時間のॖાஔ（ҭࣇ・հޢ休業法第�3条第１߲、第߲̎）

事業ओは、உঁ労働者がرすればར用できるॴ定労働時間のॖそのଞのા
ஔを͡ߨなければなりません。
˗対象者：̏ 休業をしていない者（１ࣇにҭݱをཆҭするஉঁ労働者でࢠະຬのࡀ
日のॴ定労働時間が̒時間ҎԼである労働者ٴͼ日ʑޏ用者を除͘）
˗ાஔ：１日のॴ定労働時間をݪ則として̒時間とするાஔ等
˗労使協定で対象外にできる者：
ɹΞ その事業ओにܧଓしてޏ用͞れたظ間が１ະຬの者
Π １週間のॴ定労働日数が̎日ҎԼの者
 業のੑ࣭または業の実ࢪମ制にরらして、ॴ定労働時間のॖાஔを
（˞）とೝΊられる業にै事する労働者ࠔずることがߨ
˞労使協定で対象外としたの労働者については、ᶃҭࣇ休業にؔする制度に準ずるા
ஔ、ᶄϑϨοΫελΠϜ制度、ᶅ࢝業・ऴ業時ࠁの܁上げ・܁Լげ、ᶆอҭࢪ設の設
ஔӡӦ等のいずれかのાஔを͡ߨなければなりません。

休Ջޢのࢠ休Ջޢのࢠ

ҭࣇ時間ҭࣇ時間

ҭࣇҭࣇ
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ۈ休Ջ、時ޢのࢠ

（休業法第1�条の̎、第1�条の̏ޢհ・ࣇҭ）休Ջޢのࢠ

පؾやけがをしたࢠのޢまたはࢠに༧छ、݈߁அをडけ͞せるたΊの
休暇を、࣍有給休暇とはผに取得することができます。
˗対象者：খֶߍ就ֶ前のࢠをཆҭするஉঁ労働者（日ʑޏ用者を除͘）
˗労使協定で対象外にできる者：
ɹΞ その事業ओにܧଓしてޏ用͞れたظ間が̒か݄ະຬの者
Π １週間のॴ定労働日数が̎日ҎԼの者
˗取得できる日数：１度において５日（খֶߍ就ֶ前のࢠが̎人Ҏ上であれば
10日）
˗取得୯Ґ：１日または時間୯Ґで、࢝業時ࠁから࿈ଓまたはऴ業時ࠁまで࿈ଓ
して取得することができます。

ҭࣇ時間（労働基準法第�7条）

生後１ະຬのࢠをҭてるঁੑ労働者は、１日̎回それͧれগな͘と30分の
ҭࣇ時間を求できます。なお、これはԼهのॴ定労働時間のॖાஔとはผに
与えられます。

ҭࣇのͨΊのॴ定労働時間のॖાஔ（ҭࣇ・հޢ休業法第�3条第１߲、第߲̎）

事業ओは、உঁ労働者がرすればར用できるॴ定労働時間のॖそのଞのા
ஔを͡ߨなければなりません。
˗対象者：̏ 休業をしていない者（１ࣇにҭݱをཆҭするஉঁ労働者でࢠະຬのࡀ
日のॴ定労働時間が̒時間ҎԼである労働者ٴͼ日ʑޏ用者を除͘）
˗ાஔ：１日のॴ定労働時間をݪ則として̒時間とするાஔ等
˗労使協定で対象外にできる者：
ɹΞ その事業ओにܧଓしてޏ用͞れたظ間が１ະຬの者
Π １週間のॴ定労働日数が̎日ҎԼの者
 業のੑ࣭または業の実ࢪମ制にরらして、ॴ定労働時間のॖાஔを
（˞）とೝΊられる業にै事する労働者ࠔずることがߨ
˞労使協定で対象外としたの労働者については、ᶃҭࣇ休業にؔする制度に準ずるા
ஔ、ᶄϑϨοΫελΠϜ制度、ᶅ࢝業・ऴ業時ࠁの܁上げ・܁Լげ、ᶆอҭࢪ設の設
ஔӡӦ等のいずれかのાஔを͡ߨなければなりません。
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ҎԼの規定は、ҭࣇの΄かհޢのたΊに適用͞れる労働時間の制ݶについて
まとΊたのです。（հޢ休業等の֓要は�7、��ϖʔδ参র）

ॴ定外労働の制限（ҭࣇ・հޢ休業法第1�条の８、第1�条の̕）

事業ओは、対象となるஉঁ労働者が求した場合は、事業のਖ਼ৗなӡӦをげ
る場合を除き、ॴ定労働時間を超えて労働͞せてはなりません。
˗対象者：̏ࡀະຬのࢠをཆҭまたは要հޢঢ়ଶにある対象Ոをհޢするஉঁ
労働者（日ʑޏ用者を除͘）
˗労使協定で対象外にできる者：
ɹΞ その事業ओにܧଓしてޏ用͞れたظ間が１ະຬの者
Π １週間のॴ定労働日数が̎日ҎԼの者

時間外労働（法定時間外労働）の制限（ҭࣇ・հޢ休業法第17条、第1�条）

事業ओは、対象となるஉঁ労働者が求した場合は、事業のਖ਼ৗなӡӦをげる場
合を除き、１か݄�4時間、１1�0時間を超える時間外労働を͞せてはなりません。
˗対象者：খֶߍ就ֶ前のࢠをཆҭまたは要հޢঢ়ଶにある対象Ոをհޢする
உঁ労働者（日ʑޏ用者を除͘）
˗求できない労働者：
ɹΞ その事業ओにܧଓしてޏ用͞れたظ間が１ະຬの者
Π １週間のॴ定労働日数が̎日ҎԼの者

深夜業の制限（ҭࣇ・հޢ休業法第1�条、第�0条）

事業ओは、対象となるஉঁ労働者が求した場合は、事業のਖ਼ৗなӡӦをげ
る場合を除き、深夜（午後10時から午前５時まで）に労働͞せてはなりません。
˗対象者：খֶߍ就ֶ前のࢠをཆҭまたは要հޢঢ়ଶにある対象Ոをհޢする
உঁ労働者（日ʑޏ用者を除͘）
˗求できない労働者：
ɹΞ その事業ओにܧଓしてޏ用͞れたظ間が１ະຬの者
Π 深夜においてৗଶとしてอҭまたはհޢできる1ࡀ�Ҏ上のಉډのՈがいる者
 １週間のॴ定労働日数が̎日ҎԼの者
Τ ॴ定労働時間のશ෦が深夜にある者
৽のใは࠷。となる場合がありますߋ後มࠓ、のཱ྆支ԉ制度についてޢհ・ࣇ事とҭ
厚生労働省ϗʔϜϖʔδ等を͝参র͘だ͞い。
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հޢのͨΊのཱ྆ࢧԉ制

հޢ休業（ҭࣇ・հޢ休業法第11条、第1�条΄か）

உঁ労働者は、事業ओにਃしग़ることにより、対象ՈのհޢのたΊに
休業することができます。
˗対象者：要հޢঢ়ଶにある対象Ո（ۮ者、、ࢠ、ۮ者の、
、ܑఋ࢞ຓٴͼଙ）をհޢするஉঁ労働者（日ʑޏ用者を除͘）

˓有ܖظ労働者は、ਃग़時において、հޢ休業取得༧定日からى算し
て�3日をܦաする日から̒か݄をܦաする日までに、労働ܖظ間がຬ
ྃし、ߋ৽͞れないことが明らかでないこと
˗労使協定で対象外にできる者：
ɹΞ その事業ओにܧଓしてޏ用͞れたظ間が１ະຬの者
Π ਃग़の日から�3日Ҏにޏ用ؔがऴྃすることが明らかな者
 １週間のॴ定労働日数が̎日ҎԼの者
˗休業できるظ間：対象Ո１人につき通算�3日まで、̏回を上ݶとして
分割して取得することができます。

հޢ休業څ金
հޢ休業தのޏ用อݥのඃอݥ者（˞）には࣍の給付制度があります。
日前̎間に、賃金支払基ૅ日数が11日Ҏ上あるなど࢝則として休業։ݪ˞
者が対象。ただし、࣬ප等の場合は例外がݥશ݄が1�か݄Ҏ上あるඃอ
あります。

˗対象者：要հޢঢ়ଶにある対象ՈをհޢするたΊにհޢ休業を取得し
たޏ用อݥの一ൠඃอݥ者ٴͼߴྸඃอݥ者
˗支給額：休業։࢝時の賃金日額ʷ支給日数ʷ�7ˋ
対象Ո１人につき、�3日をݶ度に̏回までの休業が対象となります。

հޢ休業հޢ休業
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հޢのͨΊのཱ྆ࢧԉ制

հޢ休業（ҭࣇ・հޢ休業法第11条、第1�条΄か）

உঁ労働者は、事業ओにਃしग़ることにより、対象ՈのհޢのたΊに
休業することができます。
˗対象者：要հޢঢ়ଶにある対象Ո（ۮ者、、ࢠ、ۮ者の、
、ܑఋ࢞ຓٴͼଙ）をհޢするஉঁ労働者（日ʑޏ用者を除͘）

˓有ܖظ労働者は、ਃग़時において、հޢ休業取得༧定日からى算し
て�3日をܦաする日から̒か݄をܦաする日までに、労働ܖظ間がຬ
ྃし、ߋ৽͞れないことが明らかでないこと
˗労使協定で対象外にできる者：
ɹΞ その事業ओにܧଓしてޏ用͞れたظ間が１ະຬの者
Π ਃग़の日から�3日Ҏにޏ用ؔがऴྃすることが明らかな者
 １週間のॴ定労働日数が̎日ҎԼの者
˗休業できるظ間：対象Ո１人につき通算�3日まで、̏回を上ݶとして
分割して取得することができます。

հޢ休業څ金
հޢ休業தのޏ用อݥのඃอݥ者（˞）には࣍の給付制度があります。
日前̎間に、賃金支払基ૅ日数が11日Ҏ上あるなど࢝則として休業։ݪ˞
者が対象。ただし、࣬ප等の場合は例外がݥશ݄が1�か݄Ҏ上あるඃอ
あります。

˗対象者：要հޢঢ়ଶにある対象ՈをհޢするたΊにհޢ休業を取得し
たޏ用อݥの一ൠඃอݥ者ٴͼߴྸඃอݥ者
˗支給額：休業։࢝時の賃金日額ʷ支給日数ʷ�7ˋ
対象Ո１人につき、�3日をݶ度に̏回までの休業が対象となります。

ɹհޢ休Ջ（ҭࣇ・հޢ休業法第1�条の５、第1�条の̒）

ɹ要հޢঢ়ଶにある対象ՈのհޢやੈのたΊの休暇を、հޢ休業や࣍有給
休暇とはผに取得することができます。
˗�対象者：要հޢঢ়ଶにある対象Ոをհޢやੈするஉঁ労働者（日ʑޏ用者
を除͘）
˗労使協定で対象外にできる者：
ɹΞɹその事業ओにܧଓしてޏ用͞れたظ間が̒か݄ະຬの者
ɹΠɹ１週間のॴ定労働日数が̎日ҎԼの者
˗取得できる日数：１度において５日（対象Ոが̎人Ҏ上であれば10日）
˗�取得୯Ґ：１日または時間୯Ґで、࢝業時ࠁから࿈ଓまたはऴ業時ࠁまで࿈ଓ
して取得することができます。

ɹհޢのͨΊのॴ定労働時間のॖのાஔ（ҭࣇ・հޢ休業法第�3条第߲̏）
ɹ事業ओは、உঁ労働者がرすればར用できるॴ定労働時間のॖそのଞのા
ஔを͡ߨなければなりません。
˗�対象者：要հޢঢ়ଶにある対象Ոをհޢするஉঁ労働者（日ʑޏ用者を除͘）
˗�ાஔ：ᶃ時間ۈ制度、ᶄϑϨοΫελΠϜ制度、ᶅ࢝業・ऴ業時ࠁの܁上
げ・܁Լげ、ᶆհޢαʔϏεඅ用のॿ等のいずれかを、対象Ո１人につき、
ར用։࢝から࿈ଓする̏間Ҏ上のظ間で、̎回Ҏ上（ᶆは除͘）ར用できる
ાஔ
˗労使協定で対象外にできる者：
ɹΞɹその事業ओにܧଓしてޏ用͞れたظ間が１ະຬの者
ɹΠɹ１週間のॴ定労働日数が̎日ҎԼの者

令和̓年４月ߦࢪのもの
˗հޢ休暇について、ۈଓ݄̒ະຬの労働者を労使協定に基ͮき除外するみのഇࢭ
˗Ոをհޢする労働者事業ओがߨずるાஔ（ྗٛ）の༰に、ςϨϫʔΫをՃ

等

ˎこの΄か、ҭࣇ・հޢのたΊの労働時間の制ݶ等について��ϖʔδ͝参র͘だ͞い。

৽のใは࠷。となる場合がありますߋ後มࠓ、のཱ྆支ԉ制度についてޢհ・ࣇ事とҭ
厚生労働省ϗʔϜϖʔδ等を͝参র͘だ͞い。
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ɹ労働ܖがऴྃする場合には、େき͘分けて、ᶃ労働者の意思でऴྃ͞
せる場合、ᶄ使用者の意思でऴྃ͞せる場合、ᶅ就業規則や労働ܖ等の
定ΊにԊͬてऴྃする場合等があります。
労働ऀのҙࢥͰ労働ܖΛऴྃさͤる߹は、ࣙ৬（使用者との合意な

しに一方తにऴྃ͞せる場合）と߹ҙୀ৬（ղ）（使用者との合意でऴ
ྃ͞せる場合）があります。ࣙ৬か合意ୀ৬かはஅがしい場合があり
ます。ɹɹ
ɹなお、合意ୀ৬には、使用者からʮࣙΊて͘れʯとഭられて労働者が
ʮわかりましたʯとฦ事をした場合ؚみます。ձࣾのܦӦ上の合によ
る場合のرୀ৬ืूɾୀ৬ק、࠷ऴతには労働者との合意により߹
ҙୀ৬となります。使用者からの合意ղのఏҊに労働者がいͬたんಉ意
してからそれを૪͏のはかなりしいので、৻ॏな対ॲが必要です。
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のී௨ղޏ（ۈෆྑ等の事༝など）とռղޏ（労働者のඇߦをཧ
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いては��ϖʔδ参রして͘だ͞い。

ղޏとୀ৬のҧい
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ղޏとୀ৬のҧいղޏとୀ৬のҧいղޏとୀ৬のҧい

労働ܖが終ྃする場合

労働者の事情

ॏେな
業டا
ংҧ
の任
　

ී ௨
ղ　ޏ

務ۈ
不ྑ
の事
由

　ռ
ղ　ޏ

者の経༺
Ӧ上の合

者༺
の意ࢥ
のΈで
　ࢪ࣮

労働ܖ
期間
の満ྃ


ब業ن則
におけ
る条݅に
合கした
場合

 理
ղ　ޏ

①労働者の意
で終ྃさࢥ　
　せる

ᶄ༻者の意
で終ྃさࢥ　
　せる

者༺
との合
意あり

者༺
との合
意なし

ࣙ 期ܖ
間満ྃ

（めࢭޏ）

　৬

ʮղɹޏʯ ʮୀɹ৬ʯɹ

合意ୀ৬
（合意ղ）

ୀ৬ر
ื集・
ୀ৬ק

労働者との
合意あり

ᶅब業ن則労働
の定めにܖ

　Ԋͬて終ྃする

定　年

ࢮ

休৬期
間満ྃ

ʮղޏʯ
·ͨ
ʮୀ৬ʯ

（ब業ن則の
定めによる）
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ղޏ༧ࠂ制、法Ͱࢭېされているղޏ

使用者の意思で労働ܖを一方తにऴྃ͞せることをղޏといいます。
ɹ労働ܖ法第1�条では、ղޏ、؍٬తに߹ཧతͳཧ༝Λ͖ܽ、ࣾձ௨
೦上૬Ͱ͋るとೝΊられͳい߹、ͦのݖརΛཞ用ͨ͠ものと͠て、
ແޮとすると定Ίています（ৄし͘は�3ϖʔδ参র）。また、労働基準法第
�0条では、用ऀ労働ऀにগͳ͘ともú0日લにղޏΛ༧͠ࠂͳ͚れͳ
らͣ、ú0日લに༧͠ࠂͳい߹、用ऀղޏ༧ࠂखと͠てú0日分以上
のฏۉ賃金（ù0ϖʔδࢀর）Λࢧわͳ͚れͳらͳいと定Ίています。
ただし、ఱࡂ事มそのଞやΉを得ないཧ༝で事業をやΊる場合や労働者のによるղ

ख等は必ࠂ༧ޏ除外ೝ定をडければ、ղࠂ༧ޏ労働基準ಜॺのղの場合は、ॴޏ
要ありません。
なお、日ޏいの人（１か݄を超えて引きଓき使用͞れている場合を除͘）、̎か݄Ҏの

間を超えて引きଓظ用͞れている人（そのޏでܖઅత業に̐か݄Ҏのقまたはܖ
き使用͞れている場合を除͘）、ೖࣾから14日Ҏのࢼ用ظ間தの人には、このղޏ༧ࠂ制
度は適用͞れません（労働基準法第�1条）。

用をޏ間தのظܖ則として使用者にݪ、の場合はܖ間の定Ίのある労働ظ
༝͕͋るࣄ法第17条第１߲では、ΉΛಘͳいܖଓするがあり、労働ܧ
߹Ͱͳ͚れ、ܖظ間͕ຬྃするまͰ労働ऀΛղޏする͜と͕Ͱ͖ͳいと定Ί
ています。ظ間్தの労働ܖのղ除について、使用者にաࣦがある場合、労働
者は使用者に対して、残りのܖظ間に対する࠴ෆཤߦのଛഛঈを求する
ことできます。
そのଞ、法で一定の時ظのղޏや一定のཧ༝によるղޏが͞ࢭېれています。

͜の時ظのղޏҧ法Ͱす

間とその後30日間をա͗てظをしてྍཆするたΊに休業するؾ事でέΨやප˗
いないの（労働基準法第1�条）
˗ঁੑ労働者の࢈前࢈後休業のظ間とその後30日間をա͗ていないの（労働基
準法第1�条）
˗৷தのঁੑ労働者ٴͼग़࢈後１をܦաしないঁੑ労働者のղޏで、事業ओ
が৷、ग़࢈をཧ༝とするղޏではないことをূ明できないの（உঁޏ用ػ
ձۉ等法第̕条第߲̐）

͜の時ظのղޏҧ法Ͱす͜の時ظのղޏҧ法Ͱす
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͜れΛཧ༝とするղͦޏのଞෆརӹऔѻいҧ法Ͱす

ੑ、੶、৴条またはࣾձత分（労働基準法第̏条）ࠃ˗ ผ（உঁޏ用ػձۉ等法第̒条）
˗労働合にՃೖしたり、労働合をつ͘Ζ͏としたり、ਖ਼な労働合׆ಈをし
たこと（ෆ労働ߦҝ、10�ϖʔδ参র）（労働合法第̓条）
˗労働ҕһձにෆ労働ߦҝࡁٹのਃཱ等をしたこと（労働合法第̓条）
˗ঁੑ労働者のࠗҽ、৷、ग़࢈、࢈前࢈後休業の取得等（உঁޏ用ػձۉ等法第̕条）
˗ҭࣇ休業、հޢ休業、ࢠのޢ休暇、հޢ休暇等のਃग़や取得等（ҭࣇ・հޢ休業
法第10条、第1�条、第1�条の̐、第1�条の̓）
˗ઐ業ྔࡋܕ労働制、اը業ྔࡋܕ労働制に就͘ことにಉ意しなかͬたこと
（労働基準法第3�条の̐）
度ϓϩϑΣογϣφϧ制度の対象となることにಉ意しなかͬたこと（労働基準ߴ˗
法第41条の̎）
˗事業場の法ҧを労働基準ಜॺ等にਃࠂしたこと（労働基準法第104条）
˗ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者またはݣ労働者が、通ৗの労働者との۰差
やཧ༝についてઆ明を求Ίたこと（ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法第14条、労働者ݣ
法第31条の̎）
˗ݣ労働者が厚生労働େਉに事業ओ等の労働者ݣ法ҧをਃࠂしたこと（労
働者ݣ法第4�条の̏）
˗৬場のύϫʔϋϥεϝϯτ、ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ、৷・ग़࢈・ҭࣇ休業
等にؔするϋϥεϝϯτにؔして、事業ओに૬ஊ等したこと（労働ࡦࢪ૯合ਪਐ法
第30条の̎΄か）
˗ಓݝ労働ہにݸผ労働ฆ૪ղܾのԉॿ等を求Ίたこと（ݸผ労働ؔฆ૪の
ղܾのଅਐにؔする法第̐条΄か）
˗ެӹ通ใしたこと （˞ެӹ通ใ者อޢ法第̏条、第５条）
など

˞ެӹ௨ใऀのอޢ
や外෦のしかるきޱ業の通ใ૭اҝなどを、労働者等がߦ業による一定のҧ法ا

。に通ใすることをʮެӹ通ใʯといいますؔػ
ެӹ௨ใऀอޢ法では、通ใ者が、どこどのよ͏な༰の通ใをߦえばอ͞ޢれる

のかとい͏ϧʔϧを定Ίており、通ใしたことをཧ༝に、通ใ者に対してղޏ等のෆརӹ
な取ѻいをすることは͞ࢭېれています。
ɹྩ݄̐̒より、事業者に対し、෦通ใ૭ޱを設ஔする等のମ制උがٛͮけら
れています（ৗ時ޏ用する労働者数が300人ҎԼの事業者はྗٛ）。
ʻࢀরʼফඅ者ிϗʔϜϖʔδ
IUUQT���XXX�DBB�HP�KQ�QPMJDJFT�QPMJDZ�DPOTVNFS@QBSUOFSTIJQT�XIJTMFCMPXFS@QSPUFDUJPO@TZTUFN�

͜れΛཧ༝とするղͦޏのଞෆརӹऔѻいҧ法Ͱす͜れΛཧ༝とするղͦޏのଞෆརӹऔѻいҧ法Ͱす
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ղޏに߹ཧతͳཧ༝͕ඞཁ

ղ͞ޏれるとい͏ことは、労働者にとͬてେมॏେなことです。そこで
ղޏに、ʮ؍٬తに߹ཧతͳཧ༝ʯと、ࣾձৗࣝからΈてʮͳる΄Ͳもͬ
ともͩʯとい͑るʮࣾձ௨೦上の૬ੑʯ͕ ඞཁͰす。ͦれ͕ͳ͚れ、ʮղ
のཞݖޏ

らΜ

用
よ ͏

ʯと͠てແޮとされます（労働ܖ法第1�条）。したがͬて、法
で͞ࢭېれたղޏにあたらず、ղޏ༧ࠂ制度（労働基準法第�0条、�1ϖʔ
δ参র）をकͬていたとして、それだけでղޏが有ޮになるとはݶりま
せん。このは、ޡղが͞れやすいので、特に意が必要です。
合ཧతཧ༝があるか、ղݖޏのཞ用ではないかをஅするにあたͬては、

就業規則のղޏにؔする定Ί（ղޏ事༝）とその合ཧੑ、ղޏ事༝֘ੑ、
労働者ଆの事༝の有ແ・ఔ度、ղޏにいたるまでの使用者のଶ度、業
上の必要ੑ、΄かの例とのߧۉ、そのଞの事を૯合してஅすること
になります（ࢼ用ظ間ຬྃ時の本࠾用ڋ否については、̓ϖʔδ参র）。
ռॲ分のதで࠷ॏい制ࡋとしてߦわれるռղޏは、労働者のকདྷ

にॏେなӨڹを与えるので、労働者のނ意によるஶしいا業டংҧなど
があͬたときに࠷後のख段として͏ߦきのです。ռॲ分が有ޮとな
るたΊには、就業規則等でռ規定が定Ίられていること、ռ事༝に֘
する合ཧతなཧ༝があること、ॲ分の૬ੑやखଓの૬ੑなどの要݅
をຬたすことが必要です（ռについては1�、1�ϖʔδ参র）。

ʲղޏのࡋྫʳ

ແ
ޮ
ྫ

˗৸により์ૹ事ނをىこしたΞφϯαʔの普通ղޏは、い͞͞かࠅにす͗、合ཧ
ੑをܽいて必ずしࣾձతに૬とはೝΊられないのでແޮ（ࡋߴ࠷ত���1�31）
˗労働率がྼり、上のࠐݟみがない、ࣗݾத৺తなどをཧ༝とする普通ղޏは、使
用者がମܥతなڭҭ、ࢦಋを実ࢪすることで֘労働者の労働率の上をਤる༨
があるのでແޮ（౦ژࡋฏ11�10�1�）

༗
ޮ
ྫ

˗ձ໊ࣾٛのΫϨδοτΧʔυのΫʔϙϯ݊を集Ί、̒間にわたり݊等を取得し
たࣾһの普通ղޏは、ղݖޏのཞ用にはあたらないので有ޮ（౦ژࡋฏ����11）
˗̐回にわたるけんॲ分に省することな͘、࢝ॻをఏग़しなかͬたことなどを
ཧ༝とする普通ղޏは、ղݖޏのཞ用にはあたらないので有ޮ（౦ࡋߴژฏ14���30）
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ཧղޏの߹の༗ޮੑஅの基४

使用者がෆگやܦӦ等のཧ༝で、人һཧのたΊに͏ߦղޏをཧղ
については、ձࣾのӡӦについてޏといいます。このよ͏なཧղޏ
のない労働者を٘ਜ਼にし、ܦӦ上の合で҆қにߦわれたかど͏かが
૪われることから、ଟ͘のࡋ例では、࣍の４つのཁ݅（ཁૉ）Λ༗ޮੑ
அの基४と͠て͖まͨ͠。

ᶃਓһݮにे分ͳඞཁੑ͕͋る。
ɹ人һのݮがෆگやܦӦػةなどܦӦ上のे分な必要ੑに基ͮいた
のでなければなりません。必要ੑのఔ度はӦ業ঢ়ଶŊ Ŋگঢ়࢈ࢿ 人݅අ
のಈ、人һஔ等からஅします。

ᶄղޏΛճආするྗΛे分ਚͨ͘͠。
ɹղޏをආけるたΊにとり͏るख段をे分ਚ͘͞なければなりません。
回ආするख段としては労働時間ॖ、స、ग़、一時ؼ休、৽規࠾用
のఀر、ࢭୀ৬の募集などが考えられます。

ᶅղޏରऀのબͼํ͕ެਖ਼ɾଥͰ͋る。
ɹղޏ対象者を؍٬త、合ཧతな基準に基ͮきެਖ਼にબ定しなければな
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༗ظ労働ܖのࢭޏΊ

。が対となりますܖの①、②のいずれかに該当する有期労働࣍　
① 過ڈに෮更৽された有期労働ܖで、ͦのࢭޏめがແ期労働ܖ

のղޏと社会௨೦上ಉࢹできるとೝめられるの
② 労働者において、有期労働ܖのܖ期間の満ྃ時に当該有期労働

が更৽されるのと期することについて合理的な理由があるܖ
とೝめられるの

対  と な る
有期労働ܖ

要 ݅ と 効 Ռ

必 要 な ख ଓ

　上記の①、②のいずれかに該当する場合に、༻者がࢭޏめをする
ことが、ʮ؍٬的に合理的な理由をܽき、社会௨೦上૬当であるとೝめら
れないときʯは、ࢭޏめがೝめられませΜ。ैલとಉҰの労働条݅で、
有期労働ܖが更৽されます。

　労働者からの有期労働ܖの更৽のਃࠐΈが必要です（ܖ期間満ྃ
。（Έをすれば条จԽされたϧーϧの対となりますࠐでなくਃޙ
こうしたਃࠐΈは༻者によるࢭޏめの意ࢥදࣔに対して、ʮݏだ、ࠔるʯ
とݴうなͲ、労働者によるԿらかの対の意ࢥදࣔが༻者にわる
のでかまわないとされています。

ɹ有ظ労働ܖ（ظ間の定Ίのある労働ܖ）は、ύʔτλΠϜ労働者、ݣ労
働者、ΞϧόΠτ、ܖࣾһ、ୗなどでଟ͘ݟられます。
ɹ有ظ労働ܖは、ܖظ間のຬྃによりޏ用がऴྃします。しかし、労働者が
否することがありまڋ৽をߋしているにؔわらず、使用者がظ৽をߋのܖ
す。これをʮࢭޏΊʯ（といͲΊ）といいます。
ɹաڈの例で、有ظ労働ܖのࢭޏΊに、一定の場合にはղޏにؔする考え
方が適用͞れるとするʮࢭޏΊ法ཧʯがཱ֬していましたが、ࡏݱでは労働ܖ
法第1�条に有ظ労働ܖのߋ৽等として規定͞れています。
ʲࢭޏΊ法ཧとʳ

ɹ厚生労働省では、ࢭޏΊをΊ͙るτϥϒϧのࢭやղܾをਤるたΊ、ʮ༗ظ労働
ࠂΊの༧ࢭޏ、Ίにؔする基४ʯ（ӈϖʔδ）においてࢭޏ、৽ߋ、のక݁ܖ
（第̎条）や、ࢭޏΊཧ༝の明示（第̏条）など、一定のϧʔϧを示しています。
ɹなお、基準は労働条݅明示にかかる制度վਖ਼にい、第１条ٴͼ第５条が৽
設͞れています（ྩ݄̒̐１日適用）。
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༗ظ労働ܖのక݁、ߋ৽、ࢭޏΊにؔする基४
（ฏøü年ްੜ労働লࣔࠂୈúüþ߸、࠷ऴվਖ਼令和�年�月ú0日ްੜ労働লࣔࠂୈøøû߸）

（有ظ労働ܖのมߋ等に際してߋ৽上ݶを定Ίる場合等のཧ༝のઆ明）
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法第ඦೋेീ߸）第ेീ条第一߲に規定する通算ܖظ間をい͏。）ຢは有ظ労働ܖ
のߋ৽回数について、上ݶを定Ί、ຢはこれを引きԼげよ͏とするときは、あらか͡Ί、
そのཧ༝を労働者にઆ明しなければならない。

（ࠂΊの༧ࢭޏ）
第ೋ条ɹ使用者は、有ظ労働ܖ（֘ܖをࡾ回Ҏ上ߋ৽し、ຢはޏೖれの日からى算
して一を超えてܧଓۈしている者にるのにݶり、あらか͡Ί֘ܖをߋ৽しな
いࢫ明示͞れているのを除͘。࣍条第ೋ߲においてಉ͡。）をߋ৽しないこととしよ͏
とする場合には、গな͘と֘ܖのظ間のຬྃする日のेࡾ日前までに、その༧ࠂを
しなければならない。

（Ίのཧ༝の明示ࢭޏ）
第ࡾ条ɹ前条の場合において、使用者は、労働者がߋ৽しないこととするཧ༝についてূ
明ॻを求したときは、な͘これをަ付しなければならない。
̎ɹ有ظ労働ܖがߋ৽͞れなかͬた場合において、使用者は、労働者がߋ৽しなかͬた
ཧ༝についてূ明ॻを求したときは、な͘これをަ付しなければならない。

（間についてのྀظܖ）
第࢛条ɹ使用者は、有ظ労働ܖ（֘ܖを一回Ҏ上ߋ৽し、かつ、ޏೖれの日からى
算して一を超えてܧଓۈしている者にるのにݶる。）をߋ৽しよ͏とする場合に
おいては、֘ܖの実ଶٴͼ֘労働者のرにԠ͡て、ܖظ間をできるݶり͘す
るよ͏Ίなければならない。

（ແظస後の労働条݅にؔするઆ明）
第ޒ条ɹ使用者は、労働基準法（তೋेೋ法第े࢛߸）第ेޒ条第一߲の規定によ
り、労働者に対して労働基準法ߦࢪ規則（তೋेೋ厚生省ྩ第ೋेࡾ߸）第ޒ条第߲ޒ
に規定する事߲を明示する場合においては、֘事߲（ಉ条第一߲֤߸にܝげるのを除͘。）
にؔする定Ίをするにたͬて労働ܖ法第ࡾ条第ೋ߲の規定のझࢫを౿まえて就業の実ଶに
Ԡ͡てߧۉを考ྀした事߲について、֘労働者にઆ明するよ͏Ίなければならない。
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6�

ղޏɾࢭޏΊにೲಘいかͳいと͖

ղࢭޏ・ޏΊにೲ得いかないときは、そのࢫを使用者にえ、す͙に労
働ηϯλʔやห࢜ޢ等に૬ஊして͘だ͞い。
その際、使用者に求してӈϖʔδのよ͏なୀ৬ূ明ॻ（ղࢭޏ・ޏΊ

ཧ༝ূ明ॻ）をडけ取り、用ऀ͕ओுするղޏɾࢭޏΊのཧ༝Կかはͬ
きり͞せてお͘ことがେです。ղޏの場合、労働基準法第��条により、
労働者がղޏの༧ࠂ日からୀ৬日までの間において、ղޏのཧ༝について
のূ明ॻを求したときは、使用者はな͘ަ付しなければなりません。
。Ίの場合、ಉ༷の基準の定Ίがあります（��ϖʔδ参র）ࢭޏ
なお、ୀ৬ಧは労働者からୀ৬のਃग़を͏ߦ場合にఏग़するのであり、
使用者からのղࢭޏ・ޏΊに際して労働者がこれをఏग़するٛはありま
せん。
労働ηϯλʔͰ、ղܾํ法Λ૬ஊऀとҰॹに、͑ߟ用ऀからࣄΛ

ௌ͘ͳͲ、ղܾに͓͚ͨखいΛ͠ます。
ɹまͨ、労働基४法ҧのղޏ労働基४ಜॺに૬ஊする͜ともͰ͖ま
す͠、ෆ労働ߦҝ（ø0Āϖʔδࢀর）によるղޏ労働ҕһձにࡁٹΛਃ
ཱ͠てる͜ともͰ͖ます。ͪΖん、ࡋॴにૌুをىこすことできます。

　ղࢭޏ・ޏめをされたり、されようとしている場合、ࣗ がͲうしたい
のか、ͦ の場合に必要な対ॲはԿかをまずߟえる必要があります。
　①未金・ୀ৬金ղޏ༧ࠂख当をきͪΜとࢧわせたい
　②上記①以上の金મ的ิঈをٻめたい
　ᶅղࢭޏ・ޏめの不当ੑをはͬきりさせたい
　ᶆݩの৬場で働きଓけられるようにしたい
ˎ①の場合は金がࢧわれないときの対ॲ（21、22ページ参照）とجຊ

的にはಉ͡です。

ʤղޏɾࢭޏΊのରॲํ法ʥ

ղޏのޮྗを૪ͬている場合には、ࡋॴ等のূ明があればޏ用อݥの求৬者給付の
基本खの条݅付給付（Ծ給付）がडけられます。この場合は、求৬׆ಈ等をしな͘て
給付が͞れます。
また、ղޏにより݈߁อݥ・厚生金อݥのඃอݥ者֨ࢿのࣦಧがఏग़͞れた場合

で、労働ҕһձまたはࡋॴがղޏແޮの定をし、そのޮྗがൃ生したときには、
。ࣦを取りফすखଓきがあります֨ࢿ
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ୀ৬ࣄ༝にるϞσϧୀ৬ূ໌ॻ（ղޏɾࢭޏΊཧ༝ূ໌ॻ）

（労働者໊）఼
ҎԼの事༝により、あなたはࣾをɹ�ɹ�݄ɹ�日にୀ৬したことをূ明します。

ɹɹ݄ɹɹ日
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹ事業ओ໊ࢯຢは໊শ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ使用者৬໊ࢯ
ᶃあなたのࣗݾ合によるୀ৬（ᶄを除͘。）
ᶄࣾのקによるୀ৬
ᶅ定によるୀ৬
ᶆܖظ間のຬྃによるୀ৬
ᶇҠ੶ग़によるୀ৬
ᶈそのଞ（۩ମతにはɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ）によるୀ৬
ᶉղࢭޏ・ޏΊ（ผࢴのཧ༝による。）

ผࢴ
ΞɹఱࡂそのଞやΉを得ないཧ༝
（۩ମతには、

によͬてࣾの事業のܧଓがෆՄになͬたこと。）によるղࢭޏ・ޏΊ
Πɹ事業ॖখ等ࣾの合
（۩ମతには、ࣾが、 となͬたこと。）によるղࢭޏ・ޏΊ
ɹ৬໋ྩに対するॏେなҧߦҝ
（۩ମతには、あなたが、 したこと。）によるղࢭޏ・ޏΊ
Τɹ業についてෆਖ਼なߦҝ
（۩ମతには、あなたが、 したこと。）によるղࢭޏ・ޏΊ
Φɹ૬ظ間にわたるແஅܽۈをしたこと等ۈෆྑであること
（۩ମతには、あなたが、 したこと。）によるղࢭޏ・ޏΊ
Χɹそのଞ（۩ମతには、

）によるղࢭޏ・ޏΊ

˞֘するのに˓を付け、۩ମతなཧ༝等を（ɹɹ）のதにهೖすること。

˞֘する൪߸に˓を付けること。
˞ղ͞ޏれた労働者がղޏのཧ༝を求しない場合には、ᶉのʮ（ผࢴのཧ༝による。）ʯ
をೋॏઢでফし、ผࢴはަ付しないこと。
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ձࣾΛΊると͖

ɹ労働ܖにおいては、労働者から使用者にୀ৬ئをఏग़してঝ͞れれ
ば、合意ղにより労働ܖはऴྃします。使用者がୀ৬をঝしたあと
になͬて、労働者がୀ৬のਃग़をఫ回することは、ݪ則としてできません。
ɹ労働者がʮす͙ࣙΊたいʯとਃしग़て、事引ܧ等のたΊに使用者が
ʮまだいて΄しいʯとい͏ことあるかしれません。その際はे分に
し合͏ことがましいでしΐ͏。
ɹ一方、ظ間の定Ίのͳい労働ܖでは、労働者の意思ද示だけでࣙΊる
こと（ࣙ৬）できます。その場合、ਃग़（ޱ಄で有ޮですが、ʮୀ৬
ಧʯといͬたॻ໘によることがましい）によりୀ৬でき、ୀ৬Λਃ͠ग़
ͨ日から２ि間Λܦաすると用ऀのঝ͕ͳ͘ても労働ܖऴྃ͠ま
す（ຽ法ୈ6ùþୈ１߲）。ただし、τϥϒϧࢭのたΊには、ຽ法の規定
を೦಄に、就業規則等でࣙ৬にؔする規定の有ແや༰を֬ೝした方がよ
いでしΐ͏。
ଓできないやΉをܧの場合、労働者に就労をܖ間の定Ίの͋る労働ظ

得ないཧ༝があれば、ظ間్தのୀ৬はՄです。ただし、そのཧ༝が労働
者ଆのաࣦによͬて生͡、ձࣾにଛがग़た場合などには、使用者が労働者
にଛഛঈを求することあるので、意が必要です（ຽ法第���条）。
ɹなお、ܖظ間が１を超える有ظ労働ܖの場合、１をܦա後は使
用者にਃしग़ることにより、いつでୀ৬することができます（一定の事
業のྃに必要なظ間を定Ίるの、ߴ度ઐ৬、�0ࡀҎ上のߴྸ者を
除͘）。
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ୀ৬時にؾΛ͚る͜とୀୀ৬৬

˗労働者は、ձࣾからआりているҥやࣾһষ等をฦ͞なければなりません。
金賃に以日̓て͠とଇݪ、ऀ用、߹͕ͨͬ͋ٻらかऀ働労ͨ͠৬ୀ◆

Λࢧい、まͨ、ੵ ཱ金、ஷ金ͳͲ労働ऀのݖརにଐする金Λฦさͳ͚れ
ͳりまͤΜ（労働基準法第�3条）。
˗ະ賃金（ୀ৬खΛ除͘）のফ໓時ޮ、３年Ͱす（ྩ （̎�0�0）݄̐１日
Ҏ後に支払ظ日が౸དྷしたの）。
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ୀ৬金Λड͚औるに

ୀ৬金は、法で支給がٛ付けられているわけではありません。ただし、
ୀ৬ख等の制度がある場合は、就業規則に支給条݅、支払方法、支払ظ
日等を規定することが労働基準法第��条でٛ付けられています。
ɹこのよ͏に就業規則や労働協に規定がある場合はͪΖん、労働ܖ
ॻで支給が定Ίられていたり、定ணした支給ߦ׳があれば、その規定等にし
たがͬて、ୀ৬金は支払われなければなりません。
ɹୀ৬金制度が定Ίられている場合で、ୀ৬の事༝（ࣗݾ合ୀ৬か、
ձࣾ合ୀ৬か）やۈଓ数によͬてୀ৬金の支給額に差を設けることが
あります。
また、労働ܖのऴྃがռղޏ等による場合、ୀ৬金をݮ額またはෆ

支給とするୀ৬金規定ありますが、ୀ৬金の賃金後払తੑ֨、ޭ労ใঈ
తੑ֨、生׆อোతੑ֨から、ୀ৬金のݮ額またはෆ支給規定を適用でき
るのは、労働者のそれまでのۈଓのޭ労をࡴݮまたはຣফしてしま͏΄ど、
ஶし͘৴ٛにするߦҝがあͬた場合にݶられると考えられています（খ
మ（ୀ৬金求）事݅ిٸా ౦ࡋߴژฏ1��1��11など）。
なお、ୀ৬金の時ޮについては、労働基準法第11�条において、支給͞れ

るはずの日から５間と定Ίています。

　この制度は、中খا業において単ಠではୀ৬金制度をつことがࠔで
ある࣮情をྀߟしてࠃのԉॿでୀ৬金制度を֬立し、中খا業のै業һの
ࢱの૿ਐとޏ༻の҆定をਤることなͲを的としています。
　中খا業の事業ओが制度にՃೖし、࠲ޱৼସによͬてֻ金を納付します。
　ͦして、ै 業һのୀ৬時に、中ୀڞからୀ৬金がै業һにࢧわれ
ます（ただしֻ金の納付が12月未満の場合、ୀ৬金はࢧわれませΜ）。
　なお、్ 中でస৬した場合で条݅を満たせば、લのا業でのֻ金納付
࣮をͦのまま৽しいܖに௨算することができます。
事業ຊࡁڞ業ୀ৬金ا中খߏ機ࡁڞ労者ୀ৬金ۈは、ಠ立行法人ࡉৄ　

ʤ中小企業ୀ৬金ࡁڞ制についてʥ
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中小企業ୀ৬金ࡁڞ制の֓ཁ� （令和̒年４月１日ࡏݱ）

◆ՃೖͰ͖る企業（中小企業）
Լهのいずれかに֘するا業であればՃೖできます。

業 種 の૯ֹࢿຊ金のֹまたはग़ࢿ

または

ৗ時ޏ༻するै業һ数

Ұൠ業種（製造・ݐ設業） ３ԯԁ以下 300人以下

卸ച業 １ԯԁ以下 100人以下

αーϏス業 5000ສԁ以下 100人以下

খച業 5000ສԁ以下 50人以下

。するै業һ数によります༺ޏ業ެӹ法人の場合は、ৗ時ا人ݸˎ

◆Ճೖさͤるै業һ
則、ै業һはશһՃೖ͞せて͘だ͞い。ただし、事業ओ、һ等はՃೖݪ

できません。
◆Ճೖのखଓ
ॴ定のਃࠐॻを取ѻ金༥ؔػ、ҕୗ事業ओஂମまたはҕୗอݥձࣾにఏग़

して͘だ͞い。
ˎਃࠐॻは、தୀڞ本෦、取ѻ金༥ؔػまたはҕୗ事業ओஂମ等に求し
て͘だ͞い。

◆ຖ月のֻ金
ֻ金݄額は�000ԁから30000ԁまでの1�छྨからै業һ͝とにબできま

す。ύʔτλΠϜै業һは�000ԁ、3000ԁ、4000ԁの特例ֻ金݄額બで
きます。ຖ݄のֻ金は、事業ओがࢦ定した༬金࠲ޱからৼり替えられます。
ॳΊてՃೖする事業ओに対して、ֻ金݄額の̎分の１（ै業һ͝とに上ݶ

�000ԁ）をՃೖ後̐か݄から１間、ࠃがॿし、特例ֻ金݄額は͞らに
上せしてॿします。また、1�000ԁҎԼのֻ金݄額を増額มߋする事業
ओに対して、増額分の̏分の１の額を増額した݄から１間、ࠃがॿします。
（ただし一෦対象外あり）
◆ୀ৬金のडྖ
ୀ৬金額はֻ金݄額とֻ金ೲ付݄数にԠ͡て法ྩで定Ίられています。ୀ

৬したै業һの求に基ͮき、தୀڞ本෦からୀ৬金が支払われます。

ʲ主なؔ条จʳதখا業ୀ৬金ࡁڞ法第̏条、第̐条、第10条、第��条

中小企業ୀ৬金ࡁڞ制の֓ཁ�中小企業ୀ৬金ࡁڞ制の֓ཁ�
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ձ͕ࣾ͠࢈て͠まͬͨら

ɹෆにして、ձࣾが࢈した場合や、ݸ人ܦӦの事業ओがࣗ࢈ഁݾした
場合は、労働ݖ࠴額の֬定など、ਝかつత֬なॲஔをとる必要がありま
す（Լه参র）。
ɹなお、࢈のखଓ（ഁ࢈、ձࣾߋ生、意ཧなど）によͬては、対ॲ
の方法がҟなる場合あります（ӈϖʔδ参র）。
（）࢈Πίʔϧ労働ܖのऴྃではありません。

１ɹ労働ݖ࠴のࠜڌとͳるࢿྉूΊ
˗給ྉ明ࡉॻ、賃金ா、ݯઘऩථ、༬ஷ金通ா（࠲ޱৼࠐの場合）
˗就業規則（賃金規定、ୀ৬金規定をؚΉの）
˗労働協、ݸʑの労働者の労働ܖॻ・労働条݅通ॻ
˗ै業һ໊、ॅॴ、労働時間ཧهなどをೖखする。
˗�法人の場合は、ొه事߲ূ明ॻなどを法ہでೖखする（法人の代ද者
やһのॅ໊ࢯॴなどのใऩ集）。

２ɹ労働ݖ࠴とޏ用Λ֬อするͨΊのखஈ
。のよ͏な֬ೝॻ（֮ॻ、労働合であれば協定）を締結する࣍˗
ɹ˓労働ݖ࠴（賃金Ŋ ୀ৬金Ŋ ղޏ༧ࠂख等）֬ೝॻ（ӈϖʔδ参র）
ɹ˓ձࣾ࢈ࢿৡ協定、ݖ࠴ৡ協定、ݖ࠴ৡ通ॻ
˗�ձࣾ事業ॴを֬อする（労働合であれば合事ॴを֬อし、事業ॴ
使用協定を締結）。
ɹ˓ձࣾ࢈ࡒのࢄҳを͗、֬ݖ࠴อ׆ಈのڌになる。

３ɹࡋखଓによる労働ݖ࠴の֬อとճऩのखஈ
˗ઌ取特ݖに基ͮ͘差ԡ
˗Ծ差ԡ
˗賃金Ծॲ分のਃཱ、؆қࡋॴの支払ಜଅなどのਃཱ

４ɹ賃金のࢧの֬อにؔする法に基ཱͮ͘ସ（þüϖʔδࢀর）
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労働֬ݖ࠴ೝॻ

ઌऔಛݖ

ɹ労働ݖ࠴には、一ൠઌ取特ݖとい͏ଞのݖ࠴者に༏ઌしてหࡁをडける
。があります（の一छݖ୲อ）རݖ
˗ઌ取特ݖを実ߦする（ਖ਼ࣜなૌুはෆ要）には、給ྉ明ࡉॻなどޏ用ؔ
差ԡ໋ݖ࠴ྉをఏग़します（数日でࢿとະ払賃金額をূ明するࡏのଘ
ྩがग़ることあります）。
˗ただし、ݖ等の୲อݖ、੫金・ࣾձอݥྉが༏ઌします。

࢈खଓのछྨ

労働֬ݖ࠴ೝॻ労働֬ݖ࠴ೝॻ

ઌऔಛݖઌऔಛݖ

࢈खଓのछྨ࢈खଓのछྨ

֬ೝॻ
ɹࣾのԼैه業һに対するະ払賃金ٴͼୀ৬金の額は࣍のとおりであることを֬ೝします
（ୀ৬前であれば、ʮࡏݱのະ払額ٴͼຖ݄ʷʷ日に支払͏賃金額は֤人ཝࡌهの額に૬ҧあ
りません。ʯ等とॻ͘）。
ɹ˓˓݄˓日
ɹɹɹɹɹɹࣜגձࣾʷʷʷʷ
ɹɹɹɹɹɹ代ද取締ɹɹɹʷʷʷʷɹɹɹҹ

൪ɹ߸ ɹ໊ࢯ ॅɹॴ ະ払賃金額 ୀ৬金額

（）ূ明者は、代ද取締やܦཧ՝など、ձࣾଆでূ明できるཱ場にある者ならよい。
ɹɹ�また、Կຕの用ࢴになるときは、ূ明者のܖҹをすること。

所がؔ༩するࡋ
法的࢈खଓ

（種　　　類）
ਗ਼算ܕ

ܕݐ࠶

࢈ഁ
特別ਗ਼算
ຽ事࠶生
会社更生

（労働ݖ࠴のѻい）
人とのަব必要ですࡒ࢈ഁ
われることありますࢧՄで༏ઌ的にڐ所のࡋ
ຽ事࠶生खଓにؔなく༏ઌしてࢧわれます
更生खଓ։始決定લ６か月間の未金は௨ৗͲおり
われますࢧ

決まͬたखଓのない任意理 労働ݖ࠴が֬保される保ূはありませΜ、ਝな対ॲ
が必要です
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ͨ͠࢈߹のະ賃金

ະ賃金のཱସ制は、ا業の࢈にい、賃金が支払われないまま
ୀ৬した労働者に対してʮ賃金の支払の֬อ等にؔする法ʯに基ͮき、
そのະ払賃金の͏ͪ一෦をが事業ओに代わͬてཱ替払する制度です。
ಠཱߦ法ਓ労働ऀ݈҆߁શߏػが本制度を実ࢪし、ཱ替払をͬߦた時

は、ߏػはそのཱ替払金に૬する額について賃金求ݖを代Ґ取得し、
事業ओ等に求ঈします。
ୀ৬後̒か݄Ҏに、ࡋॴのഁ࢈खଓ։࢝等のਃཱてまたは労働基

準ಜॺの事実上の࢈のೝ定ਃがな͞れていることが必要です。
ձࣾが࢈して賃金のະ払がൃ生した場合は、できるだけૣ͘労働基準
ಜॺにߦき、૬ஊしましΐ͏。

ཱସのखଓ

˗ະ払賃金૯額等について、ഁࡒ࢈人等のূ明（法上の࢈の場合）、
または労働基準ಜॺの֬ೝ（事実上の࢈の場合）をडけます。
˗法上の࢈の場合は、ࡋॴのഁ࢈खଓ։࢝等のܾ定日または໋ྩ日
のཌ日から̎Ҏに、事実上の࢈の場合は、労働基準ಜॺが
のೝ定をした日のཌ日から̎Ҏにະ払賃金のཱ替払求ॻを労働࢈
者݈҆߁શߏػにఏग़します。

１　労ࡂ保険のద༻事業で１年以上事業׆ಈを行ͬていた事業ओ（法人、
にい金が࢈業のا、され༺ޏ人はいませΜ）に労働者としてݸ
（४法第９条の労働者に限るج労働）われないままୀ৬した人ࢧ

または労働（の場合࢈法上の）खଓ։始のਃ立日࢈所へのഁࡋ　２
（の場合࢈事࣮上の）のೝ定ਃ日࢈४ಜॺ長に対する事࣮上のج
の６か月લの日から２年の間に、ͦのا業をୀ৬した人

３　未金ֹについて、ഁࡒ࢈人のূ໌（法上の࢈の場合）、
または労働ج४ಜॺ長の֬ೝ（事࣮上の࢈の場合）を受けた人

４　未金の૯ֹが２ສԁ以上

ཱସΛड͚る͜と͕Ͱ͖るਓ（࣍のཁ݅ΛຬͨすਓͰす。）

ཱସのखଓཱସのखଓ
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または労働（の場合࢈法上の）खଓ։始のਃ立日࢈所へのഁࡋ　２
（の場合࢈事࣮上の）のೝ定ਃ日࢈४ಜॺ長に対する事࣮上のج
の６か月લの日から２年の間に、ͦのا業をୀ৬した人

３　未金ֹについて、ഁࡒ࢈人のূ໌（法上の࢈の場合）、
または労働ج४ಜॺ長の֬ೝ（事࣮上の࢈の場合）を受けた人

４　未金の૯ֹが２ສԁ以上

ཱସΛड͚る͜と͕Ͱ͖るਓ（࣍のཁ݅ΛຬͨすਓͰす。）

৬
ୀ
ɾ
ޏ
ղ

��

ཱସのରとͳるʮະ賃金ʯのྫ

ཱସの上限ֹ

ɹཱ替払͞れる金額は、ະ払賃金૯額（定ظ賃金とୀ৬ख）の100分の
�0の額です。ただし、ະ払賃金૯額には、ୀ৬日のྸによる࣍のよ͏な
度額を超えるときは、ཱ替払͞れる金額ݶ度額があり、ະ払賃金૯額がݶ
は、ݶ度額の100分の�0となります。

ະ賃金のཱସ制にؔする૬ஊɾ߹ͤ
○͓ۙ͘の労働基४ಜॺ（øûúϖʔδࢀর）
○ φʔίஊ૬ସཱ金賃ະ（ػߏશ҆ऀ݈߁働労）ಠ ʔ）�ί� 0ûû ûúø ÿ66ú

ཱସのରとͳཱସのରとͳ

ཱସの上限ֹཱସの上限ֹ

ʤ例ʥ　ୀ৬日に48歳で࣮ࡍの未金ֹが470ສԁの場合、
　　　45歳以上の限度ֹ370ສԁを超えているので、立ସされる金ֹは、
　　　370ສԁʷ80ˋ 2́�6ສԁとなります。

ୀ৬に͓͚るྸ ະۚ૯ֹの限ֹ ཱସの্限（限ֹのׂ̔）

45歳以上
30歳以上45歳未満
30歳未満

370ສԁ
220ສԁ
110ສԁ

2�6ສԁ
176ສԁ
88ສԁ

ୀ৬日の６か月લの日
（例 2024.10.12）

定期金క日：ຖ月20日

期日：当月26日ࢧ ୀ৬日
（例 2025.4.12）

労働者݈҆߁શ機
に対する立ସߏ
ٻの日のલ日

この期間にࢧ期日が౸དྷしている未の定期金及び
ୀ৬ख当が立ସの対になります。ただし、未金૯
ֹが２ສԁ未満のときは対外です。

�月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
26
日

26
日

26
日

26
日

26
日

26
日

26
日

26
日（日ׂ）

金

期
定

金

期
定

金

期
定

金

期
定

金

期
定

金

期
定

金

期
定 定期金 ୀ৬ख当

3月21日から
4月12日まで
の金

���4 ����
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༗ظ労働ܖの労働݅、ແظసϧʔϧ

ɹ有ظ労働ܖ（ظ間の定Ίのある労働ܖ）は、ύʔτλΠϜ労働者、ݣ労働者、Ξϧ
όΠτ、ܖࣾһ、ୗなどでଟ͘ݟられます

◆１ճのܖظ間の上限（労働基४法ୈøû）
ɹ労働ܖのظ間を定Ίる場合、ݪ則̏を超えるظ間とすることはできません。ただし、
特例としてᶃまたはᶄの場合は５、ᶅの場合はその必要なظ間を上ݶとすることができます。
ᶃ�ઐతなࣝ、ٕज़またはݧܦであͬてߴ度ののを有する労働者が、そのߴ度なઐత
ࣝ等を必要とする業に就͘場合
ᶄຬ�0ࡀҎ上の労働者をޏいೖれる場合
ᶅ一定の事業のྃに必要なظ間を定Ίる労働ܖの場合（有ظのݐ設事等）

৽上限にؔする໌ࣔʲ令和̒年４月１日制վਖ਼ʳߋ、৽の基४ߋ◆
ɹ労働基準法第1�条では、労働ܖ締結（ߋ৽ؚΉ）時の労働条݅の明示を使用者にٛ付
けていますが（１ɼ̎ ϖʔδ参র）、ܖظ間の定Ίがある場合は、ߋ৽の༗ແ、ߋ৽͋りの
߹のஅ基४、ߋ৽上限（௨算ܖظ間まͨߋ৽ճの上限）の༗ແとͦの༰につい
て明示が必要です（労働基準法ߦࢪ規則第５条第１߲第１߸の̎）。
ɹまた、ߋ৽上限Λ৽ͨにઃ͚ͨり、ॖͨ͠りする߹、ͦのཧ༝Λ͋らか͡Ίઆ໌す
ることが必要です（ࢭޏΊ等にؔする基準第１条、��ϖʔδ参র）。
ɹなお、ࠓൠのվਖ਼によりߋ৽上ݶを定Ίなければならないとい͏ことではありません。ߋ
৽上ݶ等を設ける場合の明示ٛを定Ίたのです。

ɹʮແظసϧʔϧʯと
ɹಉ一の使用者との間で有ظ労働ܖが௨算５年Λ͑て෮ߋ৽͞れた場合は、労働者の
ਃࠐみにより、ظ間の定Ίのない労働ܖにసします（労働ܖ法第1�条）。労働者がແظ
సをਃしࠐんだ場合、使用者はそれをڋ否することができません。

6�

ແظ労働ܖのస

ʮແظసϧʔϧʯと（労働ܖ法第1�条）

ಉ一の使用者との間で有ظ労働ܖが通算５を超えて෮ߋ৽͞れた場合は、
労働者のਃࠐみにより、ظ間の定Ίのない労働ܖにసします。労働条݅はผ段
の定Ίがないݶり、前の条݅とಉ͡となります。５のΧϯτはฏ��݄̐
１日Ҏ後に։࢝する有ظ労働ܖからが対象です。

◆௨算͠ͳいܖظ間の計算について
ಉ一の使用者のとで、１Ҏ上の有ظ労働ܖとその࣍の有ظ労働ܖの間に

̒か݄Ҏ上のܖがないظ間（ۭനظ間）があるときは、そのۭനظ間より前の有
。は５のΧϯτにはؚΊません（いわΏるΫʔϦϯά）ܖ労働ظ
前の有ظ労働ܖのܖظ間（̎つҎ上の有ظ労働ܖがあるときは通算した

間で１ظ間とし、そのظ間はその̎分の１Ҏ上のظ間）が１ະຬの場合、ۭനظ
か݄にຬたない数は１か݄となります。

˓େֶٴͼڀݚ։ൃ法ਓのऀڀݚについては、ແظ労働ܖのసのਃࠐみ
には、有ظ労働ܖが通算10を超えることが必要です。
˓ಓݝ労働ہからೝ定をडけた事業ओは、ᶃʮ５年Λ͑るҰ定のظ間に
ྃする業ʯにैࣄする、ߴऩೖかつߴのઐతࣝΛ༗する༗ޏظ用労働
ऀ（上限ø0年）͕、ͦの業にै͠ࣄているظ間、ᶄ定年ޙҾ͖ଓいてޏ用され
る༗ޏظ用労働ऀ͕、ͦのࣄ業ओに定年ޙҾ͖ଓいてޏ用されるظ間について、
ແظసਃݖࠐがൃ生しない特例ાஔがあります。

なお、有ܖظ労働者がແظసϧʔϧをるػձがগないことから、制度がվ
ਖ਼͞れ、ྩ （̒�0�4）݄̐１日より、ແظసਃݖࠐがൃ生するܖߋ৽時にਃ
。ձを明示すること等が使用者ଆにٛͮけられます（ӈϖʔδ参র）ػのࠐ

̍̍̍̍̍̍

ʲܖ期間が１年の場合の例ʳ　　
５年

‑

݁
క

‑

৽
更

‑

৽
更

‑

৽
更

‑

৽
更

‑

৽
更

‑


స

無期労働契約

‑

Έ
ࠐ
ਃ
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◆௨算͠ͳいܖظ間の計算について
ɹಉ一の使用者のとで、１Ҏ上の有ظ労働ܖとその࣍の有ظ労働ܖの間
に̒か݄Ҏ上のܖがないظ間（ۭനظ間）があるときは、そのۭനظ間より前
の有ظ労働ܖは５のΧϯτにはؚΊません（いわΏるΫʔϦϯά）。
ɹ前の有ظ労働ܖのܖظ間（̎つҎ上の有ظ労働ܖがあるときは通算し
たظ間）が１ະຬの場合、ۭനظ間はその̎分の１Ҏ上のظ間とし、そのظ間
で１か݄にຬたない数は１か݄となります。

○େֶٴͼڀݚ։ൃ法ਓのऀڀݚについては、ແظ労働ܖのసのਃࠐ
みには、有ظ労働ܖが通算10を超えることが必要です。

˓事業ओがಓݝ労働ہからೝ定をडけた場合は、ᶃʮ５年Λ͑るҰ定のظ
間にྃする業ʯにैࣄする、ߴऩೖかつߴのઐతࣝΛ༗する༗ظ
Ҿ͖ଓいてޙ間、ᶄ定年ظている͠ࣄ用労働ऀ（上限ø0年）͕、ͦの業にैޏ
間にظ用されるޏҾ͖ଓいてޙ業ओに定年ࣄ用労働ऀ͕、ͦのޏظ用される༗ޏ
ついて、ແظసਃݖࠐがൃ生しない特例ાஔがあります。

◆ແظసにかかる労働݅໌ࣔʲ令和̒年４月１日制վਖ਼ʳ
ɹ対象となる労働者がແظసϧʔϧをるػձがগないことから、ແظసਃ
、৽のλΠϛϯά͝とに、ॴ定の労働条݅明示にՃえߋܖがൃ生するݖࠐ
ᶃແظసΛਃࠐΉ͜と͕Ͱ͖るࢫ（ແظసਃػࠐձ）
ᶄແظసޙの労働݅
をॻ໘ަ付（対象労働者がرした場合にݶりϑΝΫγϛϦまたはిࢠϝʔϧ等
Մ）により明示することが必要となりました（労働基準法ߦࢪ規則第５条ٴͼ
ಉ条第５߲・第߲̒）。
ɹまた、ແظస後の労働条݅を明示する際は、その労働条݅をܾ定するにあた
り就業の実ଶにԠ͡てଞのʮ通ৗの労働者ʯ（�0ϖʔδ参র）とのόϥϯεを考ྀ
した事߲について、対象労働者にઆ明するよ͏Ίることと͞れています（ࢭޏ
Ί等にؔする基準第５条、��ϖʔδ参র）。
ɹなお、ແظస後の労働条݅は、ผ段の定Ίがないݶり、ແظస前とಉ一の
のが適用͞れることにཹ意して͘だ͞い。
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༗ظ労働ܖの労働݅、ແظసϧʔϧ

ɹແظ労働ܖసਃࠐॻɾडཧ௨ॻのྫ

ແ期労働ܖసਃࠐॻ

　　　　　　　　　　　఼

ਃग़日　　　　　年　　月　　日

ਃग़者ࢯ名　　　　　　　　　ҹ

期間ܖ期間の末日までに௨算ܖのܖ在の有期労働ݱ、はࢲ　
が５年を超えますので、労働ܖ法第18条第１項にͮجき、期間
の定めのない労働ܖ（ແ期労働ܖ）へのసをਃしࠐΈます。

ແ期労働ܖసਃࠐΈ受理௨ॻ

　　　　　　　　　　　఼

受理日　　　　　年　　月　　日

৬ࢯ名　　　　　　　　　　　ҹ

　あなたから　　　　年　　月　　日にఏग़されたແ期労働ܖస
。ॻについて受理しましたので௨しますࠐਃ

�� ��



ύʔτ༗ޏظ用Ͱ働͘ਓのͨΊに

ʮ時間労働ऀٴͼ༗ޏظ用労働ऀのޏ用ཧのվળにؔする法ʯ（ύʔτ
λΠϜɾ༗ޏظ用労働法）では、ύʔτや有ޏظ用で働͘人の۰差ผのղফと
。していますࢦ۰をߧۉ等ۉ
ɹʮ時間労働者ʯ（ύʔτλΠϜ労働者）とは、１週間のॴ定労働時間がಉ一の
事業ओにޏ用͞れるʮ通ৗの労働者ʯ（˞）にൺてい労働者をࢦし、ʮ有ޏظ
用労働者ʯとは、事業ओとظ間の定Ίのある労働ܖを締結している労働者をࢦ
します。したがͬて、ύʔτλΠϚʔ、ΞϧόΠτ、ୗ、ܖࣾһ、準ࣾһな
ど、ݺͼ方はҧͬていて前ड़の条݅をຬたせば、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働
法のอޢ対象となります。

˞ʮ通ৗの労働者ʯとは、ಉ一の事業ओにޏ用͞れるਖ਼規ޏ用労働者（ແޏظ用ϑϧλΠϜ
労働者）をいいます。ແޏظ用ϑϧλΠϜ労働者とは、事業ओとظ間の定Ίのない労働ܖ
を締結しているϑϧλΠϜ労働者をいいます。通ৗの労働者のதに、૯合৬、一ൠ৬、
。用ཧ۠分がありますޏ定ਖ਼ࣾһなど༷ʑなݶ

◆労働݅の໌ࣔ
ɹ事業ओは、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者をޏいೖれたとき（ܖのߋ৽時を
ؚΉ）は、労働基準法における労働条݅にؔするॴ定の事߲（１、̎ϖʔδ参র）
にՃえて、ʮঢ給の有ແʯ、ʮୀ৬खの有ແʯ、ʮ与の有ແʯ、ʮޏ用ཧのվળ
等にؔする૬ஊ૭ޱʯをจॻのަ付等により明示しなければなりません（ύʔτ
λΠϜ・有ޏظ用労働法第̒条、ಉ法ߦࢪ規則第̎条）。

◆ύʔτλΠϜɾ༗ޏظ用労働ऀにରする۰にؔするઆ໌ٛ
ɹ事業ओは、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者をޏいೖれͨと͖（ܖのߋ৽時を
ؚΉ）は、やかにෆ߹ཧͳ۰ࠩのࢭې、۰のࠩผతऔѻいのࢭې、賃金の
ܾ定ํ法、ڭҭ܇࿅の࣮ࢪ、རްੜࢪઃのར用、௨ৗの労働ऀのసΛਪਐ
するͨΊのાஔのޏ用ཧ上のાஔの༰についてઆ໌しなければなりません
（ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法第14条第１߲）。
ɹまた、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者からٻΊ͕͋ͬͨと͖は、௨ৗの労働ऀ
との間の۰ࠩの༰ɾཧ༝、۰のܾ定に͠ࡍて߲ࣄྀͨ͠ߟΛઆ໌しなけれ
ばなりません（ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法第14条第߲̎）。
ɹなお、આ明を求Ίたことをཧ༝としてղޏそのଞෆརӹな取ѻいをしてはなり
ません。
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ύʔτ༗ޏظ用Ͱ働͘ਓと௨ৗの労働ऀとのෆ߹ཧͳ۰ࠩのࢭې

ɹಉ一ا業におけるʮ通ৗの労働者ʯ（�0ϖʔδ参র）とύʔτλΠϜ・有ޏظ
用労働者との間のෆ合ཧな۰の差をな͘し、どのよ͏なޏ用ܗଶをબして
۰にೲ得して働きଓけることができるよ͏、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法や
労ݣͼٴ用労働者ޏظ規則、ಉ一労働ಉ一賃金ΨΠυϥΠϯ（時間・有ߦࢪ
働者に対するෆ合ཧな۰のࢭې等にؔするࢦ）等が定Ίられています。

◆ෆ߹ཧͳ۰ࠩのࢭې
ɹಉ一ا業において、通ৗの労働者とύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者との間で、
基本給や与等あらΏる۰についてෆ合ཧな۰差を設けることは͞ࢭېれて
います。
ɹᶃ৬༰（業の༰ٴͼのఔ度）、ᶄ৬༰・ஔのมൣߋғ、ᶅ
そのଞの事の༰の͏ͪ֘۰のੑ࣭・తにরらして適とೝΊられる
のを考ྀしてෆ合ཧとೝΊられる۰差を設けてはなりませんʪߧۉ۰ن定ʫ
（ύʔτλΠϜɾ༗ޏظ用労働法ୈ̔）。

◆ࠩผతऔѻいのࢭې
ɹ৬༰（業の༰ٴͼのఔ度）が通ৗの労働者とಉ一で、શޏ用ظ間
தの৬༰ٴͼஔのมൣߋғが通ৗの労働者のมൣߋғとಉ一とࠐݟまれる
場合、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者であることをཧ༝として、差ผత取ѻいを
してはなりませんʪۉ۰ن定ʫ（ύʔτλΠϜɾ༗ޏظ用労働法ୈ̕）。

۰Λ֬อするͨΊにߧۉ業ओ͕ࣄ◆
ɹ厚生労働省では、事業ओがύʔτλΠϜ労働者・有ޏظ用労働者の۰վળに
けて取みをਐΊられるよ͏、खॱॻや法対ԠνΣοΫπʔϧ等をެදしてい
ます。
˓ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法対ԠのたΊの取खॱॻ（ྩ５݄̒൛）
ɹIUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�DPOUFOU�001133�77�QEG
ʻ参রʼଟ༷な働き方の実ݱԠԉαΠτɹIUUQT���QBSU�UBOKJLBO�NIMX�HP�KQ�
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ಉҰ労働ಉҰ賃金ΨΠυϥΠϯの֓ཁ

◆ಉҰ労働ಉҰ賃金ΨΠυϥΠϯの֓ཁ
（時間ɾ༗ޏظ用労働ऀٴͼݣ労働ऀにରするෆ߹ཧͳ۰のࢭېにؔするࢦ）
このΨΠυϥΠϯ（ࢦ）は、ਖ਼ࣾһ（ແޏظ用ϑϧλΠϜ労働者）とඇਖ਼規ࣾһ（ύʔ

τλΠϜ労働者・有ޏظ用労働者・ݣ労働者）との間で、۰差がଘࡏする場合に、
いかなる۰差がෆ合ཧなのであり、いかなる۰差がෆ合ཧなのでないのか、ݪ
則となる考え方ٴͼ۩ମ例を示したのです。ݪ則となる考え方が示͞れていない۰
や۩ମ例に֘しない場合については、֤ࣾの労使でݸผ۩ମの事にԠ͡てٞして
い͘ことがまれます。

˞۰ࠩが不合理か൱かは、࠷終的に࢘法においてஅされることにごཹ意ください。

ॻࡉ༩明څ
基ຊڅ

ԁ
৬手

ԁ
௨ۈ手

ԁ
༩

ԁ
手֎ؒ࣌

ԁ
ਂ出ۈ手

ԁ
手ۈ出ٳ

ԁ
Ո手

ԁ
ॅ手

ԁ

家族手当・住宅手当等

賞 与

役職手当等

基 本 給

通勤手当等

時間外手当等

労働者のʮ①ྗຢは経ݧに応͡てʯ、ʮ②業ຢはՌに応͡てʯ、ʮᶅۈଓ年数に応͡
てʯڅࢧする場合は、①、②、ᶅに応͡た෦について、ಉҰであればಉҰのڅࢧをٻめ、
Ұ定のҧいがあͬた場合には、ͦ の૬ҧに応͡たڅࢧをٻめている。

ਖ਼社һとಉҰの時間外、休日、ਂ 労働を行ͬたύーτλΠム労働者・有期ޏ༻労働者
には、ಉҰのׂ૿でڅࢧをしなければならない。

ύーτλΠム労働者・有期ޏ༻労働者にはਖ਼社һとಉҰのڅࢧをしなければならない。
˞ಉ様のख当・・・単ෝ任ख当（ಉҰのڅࢧ要݅を満たす場合）

ਖ਼社һとύーτλΠム労働者・有期ޏ༻労働者の金の決定ج४・ϧーϧにҧいがある
ときは、ʮকདྷのׂ期がҟなるためʯというओ؍的・ந的આ໌ではりず、金の
決定ج४・ϧーϧのҧいについて、৬務༰、৬務༰・ஔの変更ൣғ、ͦ のଞの事情
の؍٬的・具体的な࣮ଶに照らして不合理なのであͬてはならない。

会社の業への労働者のݙߩに応͡てڅࢧするのについては、ਖ਼社һとಉҰのݙߩ
であるύーτλΠム労働者・有期ޏ༻労働者には、ݙߩに応͡た෦につき、ಉҰのࢧ
ͦ、にҰ定のҧいがある場合においてはݙߩ、をしなければならない。またڅ の૬ҧに応
͡たڅࢧをしなければならない。

労働者の৬の༰に対してڅࢧするのについては、ਖ਼社һとಉҰの৬にबくύー
τλΠム労働者・有期ޏ༻労働者には、ಉҰのڅࢧをしなければならない。
また、৬の༰にҰ定のҧいがある場合においては、ͦ の૬ҧに応͡たڅࢧをしなけ
ればならない。
˞ಉ様のख当・・・特घ࡞業ख当（ಉҰのة険度ຢは࡞業ڥの場合）
　　　　　　　　特घۈ務ख当（ಉҰのۈ務形ଶの場合）
　　　　　　　　ਫ਼օۈख当（ಉҰの業務༰の場合）　　　　　

Ոख当、ॅ ख当はΨ
ΠυϥΠϯにはࣔされていな
いが、均ߧ・均۰の対
となͬており、֤ 社の労で
別具体の事情に応͡てٞݸ
していくことがまれる。
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ύʔτ༗ޏظ用Ͱ働͘ਓと௨ৗの労働ऀとのෆ߹ཧͳ۰ࠩのࢭې

˗ύʔτλΠϜɾ༗ޏظ用労働ऀに適用されるब業نଇの࡞ɾมߋ時に
ύʔτλΠϜɾ༗ޏظ用労働ऀのա代දऀのҙݟΛௌऔ͠ま͠ΐ͏
ɹ就業規則を࡞またはมߋしよ͏とするときは、使用者は労働者のա
数で৫する労働合、それがない場合は労働者のա数を代දする者の
意ݟをௌ͘ことが必要ですが、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者にる事߲
について、৽たに࡞またはมߋしよ͏とするときは、ύʔτλΠϜ・有
をௌ͘よ͏にΊݟ用労働者のա数を代දするとೝΊられる者の意ޏظ
なければなりません（ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法第̓条）。

◆ύʔτλΠϜɾ༗ޏظ用労働ऀから௨ৗの労働ऀసするνϟϯεΛ
ɹ事業ओは、通ৗの労働者のసをਪਐするたΊ、࣍のいずれかのાஔ
を͡ߨなければなりません（ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法第13条）。
ʓ�通ৗの労働者を募集する場合、その募集༰をطにޏ用しているύʔτ
λΠϜ・有ޏظ用労働者にपする。
ʓ�通ৗの労働者のϙετをࣾެ募する場合、طにޏ用しているύʔτλ
ΠϜ・有ޏظ用労働者にԠ募するػձを与える。
ʓ�ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者が通ৗの労働者సするたΊのݧࢼ制
度を設ける。
ʓそのଞ通ৗの労働者のసをਪਐするたΊのાஔをߨずる。

◆ύʔτλΠϜɾ༗ޏظ用労働ऀからの૬ஊۤのਃग़にରԠΛ
˓�事業ओは、ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働者からの૬ஊにԠ͡、適に対
ԠするたΊのମ制をඋしなければなりません（ύʔτλΠϜ・有ޏظ
用労働法第1�条）。
˓�また、ۤのਃग़をडけたときは、ࣗओతなղܾをਤるよ͏にΊなけ
ればなりません（ύʔτλΠϜ・有ޏظ用労働法第��条）。
˓�ฆ૪をૣظにղܾするたΊに、ಓݝ労働ہを通͡てʮฆ૪ղܾԉ
ॿʯやʮௐఀʯの制度をར用できる場合あります（ߧۉ۰や۰差
の༰・ཧ༝にؔするઆ明について対象となります）。
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◆ύʔτλΠϜ労働ऀと੫金

ʲύʔτλΠϜ労働ऀの年ऩと੫金ʳ

ύーτλΠム労働者の年ऩ ˞１
ຊ人に੫金がかかるかͲうか ຊ人のۮ者の所ಘから߇আが受け

られるかͲうか（所ಘ੫・ॅຽ੫）
所ಘ੫ ॅຽ੫（所ಘׂ） ۮ者߇আ ۮ者特別߇আ

100ສԁ以下 ʷかからない ʷかからない ○受けられる ˞2 ʷ受けられない
100ສԁ超 103ສԁ以下 ʷかからない ○かかる ○受けられる ˞2 ʷ受けられない
103ສԁ超 201.6ສԁ未満 ○かかる ○かかる ʷ受けられない ○受けられる ˞2

201.6ສԁ以上 ○かかる ○かかる ʷ受けられない ʷ受けられない

˞１ 年ऩはऩೖがڅ༩ऩೖだけの場合を定しています。
˞２ ύーτλΠム労働者のۮ者の年ऩが11�5ສԁ（˞３）を超えると、ۮ者߇আ及びۮ者特別߇আ

は受けられませΜ。
˞３ ύーτλΠム労働者のۮ者の年ऩの要݅は、23歳未満のැཆを有するなͲのҰ定の場合は変更

されます。

◆ύʔτλΠϜ労働ऀと߇ऀۮ除ɾऀۮಛผ߇除

ʲύʔτλΠϜ労働ऀの年ऩと߇ऀۮ除ֹɾऀۮಛผ߇除ֹʳ

制度の種類 ύーτλΠム労働者の年ऩ ˞１
ύーτλΠム労働者のۮ者の年ऩ ˞１・３

10�5ສԁ以下 10�5ສԁ超
1145ສԁ以下

1145ສԁ超
11�5ສԁ以下

ۮ者߇আ 103ສԁ以下 38（33）ສԁ 26（22）ສԁ 13（11）ສԁ

 ۮ 者
特別߇আ

103ສԁ超 150ສԁ以下 38（33）ສԁ 26（22）ສԁ 13（11）ສԁ
150ສԁ超 155ສԁ以下 36（33）ສԁ 24（22）ສԁ 12（11）ສԁ
155ສԁ超 160ສԁ以下 31（31）ສԁ 21（21）ສԁ 11（11）ສԁ
160ສԁ超 166.8ສԁ未満 26（26）ສԁ 18（18）ສԁ �（�）ສԁ

166.8ສԁ以上 175.2ສԁ未満 21（21）ສԁ 14（14）ສԁ 7（7）ສԁ
175.2ສԁ以上 183.2ສԁ未満 16（16）ສԁ 11（11）ສԁ 6（6）ສԁ
183.2ສԁ以上 1�0.4ສԁ未満 11（11）ສԁ 8（8）ສԁ 4（4）ສԁ
1�0.4ສԁ以上 1�7.2ສԁ未満 6（6）ສԁ 4（4）ສԁ 2（2）ສԁ
1�7.2ສԁ以上 201.6ສԁ未満 3（3）ສԁ 2（2）ສԁ 1（1）ສԁ
201.6ສԁ以上 0（0）ԁ 0（0）ԁ 0（0）ԁ

ˎද中の߇আֹは、所ಘ੫の߇আֹ、（　）は、ॅ ຽ੫の߇আֹです。

ύʔτの੫金

ɹ１間の給与ऩೖ（ऩ）が100ສԁを超えるとॅຽ੫	ॴ得割
が、103ສԁを超えるとॴ得
੫が՝੫͞れます（ॅຽ੫（ۉ等割）の՝੫については、おॅまいのࢢொଜなどにお合せ
͘だ͞い）。通ۈख（通ৗの給与にՃ算して支給͞れるのにݶる）は、ަ通ؔػ等をར用
している人については１か݄あたりの合ཧతなӡ賃等の額（ݶߴ࠷度1�ສԁ）がඇ՝੫と͞
れます。ࣾձอݥྉ、一定額の生໋อݥྉ、一定のอݥྉ等はॴ得から߇除できます。

ɹύʔτλΠϜ労働者のۮ者のऩが11��ສԁ（˞̏）ҎԼの場合は、ύʔτλΠϜ労働者
のऩٴͼύʔτλΠϜ労働者のۮ者のऩによͬて、࣍のදのとおりとなͬています。
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ύʔτのࣾձอ߁݈、ݥஅ

◆ࣾձอݥ（݈߁อݥɾްੜ年金อݥ）
ɹすての法人事業ॴと、ৗ時５人Ҏ上の労働者をޏ用するݸ人事業ॴ（αʔϏε業等の一
定の業छを除͘）は、ࣾձอݥのڧ制適用事業ॴとなり、そこで働͘労働者はݪ則としてඃ
อݥ者となります。
ɹܖظ間が̎か݄Ҏの労働者などはݪ則除外͞れますが、ޏ用ظ間のࠐݟみが̎か݄を
超える場合（ॳのޏ用ظ間が̎か݄Ҏであͬて、ܖߋ৽͞れる場合があるࢫが明示
͞れている場合等）は、ܖظ間のॳからඃอݥ者と͞れます。

ɹύʔτλΠϜ労働者については、就業規則やޏ用ܖॻ等で定Ίられたʮ１ि間のॴ定労
働時間ٴͼ１か月のॴ定労働日͕ಉ͡事業ॴでಉ༷の業にै事している௨ৗの労働ऀの
４分の３以上ʯとい͏要݅をຬたす場合はඃอݥ者となります。
ɹまた、上ه要݅をຬた͞ない場合で、࣍のશての要݅をຬたすύʔτλΠϜ労働者はඃ
อݥ者となります（ࣾձอݥの適用֦େ）。

（1）�厚生金อݥのඃอݥ者数が101人Ҏ上ʲ˞üøਓ以上ʳのا業（特定適用事業ॴ）に
Ίていること（˞ྩۈ （̒�0�4）10݄より�1人Ҏ上にվਖ਼）

（�）週のॴ定労働時間が�0時間Ҏ上
（3）ܾまͬた賃金の݄額が��000ԁҎ上（ऩ算で10�ສԁҎ上）
ɹɹ（࠷賃金法で࠷賃金に算ೖしない賃金（通ۈखやՈखなど）等は算ೖせず）
まれるࠐݟ間が̎か݄を超えてظ用ޏ（4）
（�）ֶ生（休ֶதや夜間ֶ生を除͘）でないこと

˓上（1）هに֘しない場合で、労使合意（労働者の̎分の１Ҏ上と事業ओがࣾձอݥに
Ճೖすることについて合意すること）に基ͮきਃग़をする法人・ݸ人の事業ॴ、または方
から（�）までの要݅をすてຬたすύʔτλΠϜ労働（�）هମにଐする事業ॴで、上ஂڞެ
者は、ࣾձอݥのඃอݥ者となります。

◆ʮ年ऩのนʯରࡦについて
ɹύʔτ・ΞϧόΠτで働͘方が、いわΏるʮऩのนʯを意ࣝして、ࣾձอݥまたはࠃຽ
金・ࠃຽ݈߁อݥのอݥྉෛ୲をආけ、就業ௐしてしま͏ことがあります。厚生労働省
では、こ͏したʮऩのนʯを意ࣝせずに働けるͮ͘ڥりを後ԡしするたΊ、事業ओの
ॿ金支給や、ඃැཆ者ೝ定のԁԽなどを実ࢪしています。
ʻ参রʼऩのน・支ԉڧԽύοέʔδɹIUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�TUG�UBJPV@001@0000��IUNM
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１ि間の所定
労働時間及び
１か月の所定
労働日数が௨
ৗの労働者の
４の３以上
である人

߁務ઌの݈ۈ
保険にՃೖ

厚生年金保険
にՃೖ

労働者数101人（51人ʪ˞1ʫ）以上
かつ年ऩ106ສԁ以上、

ͦのଞ要 を（ページࠨ݅）
શて満たす人

ʲ社会保険のద༻֦େʳ

保険にՃೖ߁務ઌの݈ۈ

厚生年金保険にՃೖ

ۮ者のۈ務ઌの
保険のඃැཆ者߁݈

ʪ˞3ʫ

ຽ年金の第３号ࠃ
ඃ保険者	保険ྉ不要


ʪ˞3、4ʫ

原則として年ऩ130ສԁ
（180ສԁʪ˞2ʫ）未満で

ओにۮ者のऩೖで
生計をҡ࣋している人

原則として年ऩ130ສԁ
（180ສԁʪ˞2ʫ）以上

ある人

保険にՃೖ߁ຽ݈ࠃ

ຽ年金にՃೖࠃ
第１号ඃ保険者

ʪ˞4ʫ

１ि間の所定労働時間または１か月の所定労働日数が
௨ৗの労働者の４の３未満である人

労働者数101人（51人）未満または
ʲ社会保険のద༻֦େʳに当てはまらない人

࿑
ಇ
࣌
ؒ
ỏ
年
ऩ


݈
߁
อ
ݥ

年
ۚ

ʲࣾձอݥの適用ཁ݅と年ऩʳ

˞１　厚生年金保険のඃ保険者数で算定。ྩ６（2024）年10月より51人以上にվਖ਼。
˞２　 ೝ定対者が60歳以上の場合（݈߁保険のΈ）またはおおΉͶ厚生年金保険法によるো厚生年金の受څ要

݅に該当するఔ度のোがい者である場合
˞３　 ۮ者が݈߁保険・厚生年金保険にՃೖしていない場合は、ࠃຽ݈߁保険のඃ保険者・ࠃຽ年金の第１号ඃ

保険者となります。
˞４　ೝ定対者が20歳未満または60歳以上の場合は、ࠃຽ年金の第１号または第３号ඃ保険者になりませΜ。

◆ύʔτλΠϜ労働ऀの݈߁அ
ɹ事業ओは、࣍のいずれの要݅ຬたすύʔτλΠϜ労働者に対して、労働҆શӴ生法に基
ͮき、݈߁அを実ࢪしなければなりません（11�ϖʔδ参র）。
によܖ間の定Ίのある労働ظ用͞れる人、またはޏによりܖ間の定Ίのない労働ظ�（1）

りޏ用͞れる人の͏ͪ、ܖظ間が１Ҏ上（特定業にै事する場合には̒か݄Ҏ上）
である人、ܖߋ৽により１Ҏ上ޏ用͞れることが༧定͞れている人、ܖߋ৽によ
り１Ҏ上引きଓきޏ用͞れている人

（�）�１週間のॴ定労働時間がその事業ॴでಉछの業を͏ߦ通ৗの労働者の̐分の̏Ҏ上で
ある人

ʲ࣮͠ࢪͳ͚れͳらͳいओͳ݈߁அʳ
˓�ৗ時ޏ用するύʔτλΠϜ労働者に対するޏೖれ時の݈߁அ、１Ҏ͝とに１回の定
அ߁݈ظ
˓�深夜業等にৗ時ै事するύʔτλΠϜ労働者に対するஔえ時の݈߁அٴͼ̒か݄Ҏ
͝とに１回の定߁݈ظஅ など
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ݣ労働と

労働ऀࣄݣ業とは、ݩݣ事業ओ（ҎԼʮݩݣʯとい͏。）がࣗݾの
ઌのたΊに労働にैݣのと、このྩ໋شࢦઌのݣ用する労働者をޏ
事͞せることを業として͏ߦことをいいます。
ɹݩݣが労働者ݣ事業をӦΉたΊには、厚生労働େਉのڐՄをडけな
ければなりません（労働者ݣ法第５条）。

ݣとෛのҧい
ɹෛとは、ෛ業者がจओとෛܖを結んで事を引きडけ、
ෛ業者がޏ用する労働者をྩ໋شࢦして、ෛ業者のでܖした
とҟなり、業のݣ結͞せるのです。ෛの場合は労働者事を
ߦにؔするࢦ示、労働時間ཧにؔするࢦ示等はෛ業者ࣗらがߦい
ます。

用する労働者に、ޏと͞れていて、ෛ業者のܖతにෛࣜܗ
จओがྩ໋شࢦ等を͏ߦと、事実上はʮݣʯとなり、ʮِෛʯと
みな͞れることがあります（�7ϖʔδʮҧ法ݣʯ参র）。

労働ऀݣ法に基͖ͮ、労働ऀݣΛ͜͏ߦと͕Ͱ͖ͳい業
（労働者ݣ法第̐条）
ᶃߓӡૹ業、ᶄݐ設業、ᶅܯඋ業、ᶆҩࢣޢ、ࢣ等ҩྍؔの
業（ࣾձࢪࢱ設等ٴͼհ༧定࢈、ݣ前࢈後・ҭࣇ・հޢ休業等の
代替などを除͘）、ᶇ人事労ؔの͏ͪݣઌにおけるஂମަবまたは労
働基準法に規定する協定の締結等のたΊの労使協ٞの際に使用者ଆの
事者として͏ߦ業、ᶈห࢘・࢜ޢ法ॻ・࢜ཧݐங࢜等の業

　ݣ 　ෛ

労働者ܖݣ
　ݩ　ݣ

ݣ労働者

　ݣ　ઌ
ෛܖ

用ؔޏ
・用ؔޏ
ؔྩ໋شࢦؔྩ໋شࢦ

 ෛ ۀ 者 　จ　主

労　働　者

労働ऀݣ法に基͖ͮ労働ऀݣ法に基͖ͮ
（（労労
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ݣ労働と

労働ऀࣄݣ業とは、ݩݣ事業ओ（ҎԼʮݩݣʯとい͏。）がࣗݾの
ઌのたΊに労働にैݣのと、このྩ໋شࢦઌのݣ用する労働者をޏ
事͞せることを業として͏ߦことをいいます。
ɹݩݣが労働者ݣ事業をӦΉたΊには、厚生労働େਉのڐՄをडけな
ければなりません（労働者ݣ法第５条）。

ݣとෛのҧい
ɹෛとは、ෛ業者がจओとෛܖを結んで事を引きडけ、
ෛ業者がޏ用する労働者をྩ໋شࢦして、ෛ業者のでܖした
とҟなり、業のݣ結͞せるのです。ෛの場合は労働者事を
ߦにؔするࢦ示、労働時間ཧにؔするࢦ示等はෛ業者ࣗらがߦい
ます。

用する労働者に、ޏと͞れていて、ෛ業者のܖతにෛࣜܗ
จओがྩ໋شࢦ等を͏ߦと、事実上はʮݣʯとなり、ʮِෛʯと
みな͞れることがあります（�7ϖʔδʮҧ法ݣʯ参র）。

労働ऀݣ法に基͖ͮ、労働ऀݣΛ͜͏ߦと͕Ͱ͖ͳい業
（労働者ݣ法第̐条）
ᶃߓӡૹ業、ᶄݐ設業、ᶅܯඋ業、ᶆҩࢣޢ、ࢣ等ҩྍؔの
業（ࣾձࢪࢱ設等ٴͼհ༧定࢈、ݣ前࢈後・ҭࣇ・հޢ休業等の
代替などを除͘）、ᶇ人事労ؔの͏ͪݣઌにおけるஂମަবまたは労
働基準法に規定する協定の締結等のたΊの労使協ٞの際に使用者ଆの
事者として͏ߦ業、ᶈห࢘・࢜ޢ法ॻ・࢜ཧݐங࢜等の業

　ݣ 　ෛ

労働者ܖݣ
　ݩ　ݣ

ݣ労働者

　ݣ　ઌ
ෛܖ

用ؔޏ
・用ؔޏ
ؔྩ໋شࢦؔྩ໋شࢦ

 ෛ ۀ 者 　จ　主

労　働　者

ݣ


��

労働ऀܖݣのక݁に͋ͨり定Ίͳ͚れͳらͳい͜と

ݩݣとݣઌは、労働者ܖݣの締結にあたり、࣍の事߲を定Ίなければな
りません（労働者ݣ法第��条）。

◆ඞͣ定Ίͳ͚れͳらͳい͜と
ᶃ業༰
ᶄݣ労働者がै事する業に͏
のఔ度
ᶅݣઌの事業ॴ໊শ・ॴࡏ、就業の
場ॴ、৫୯Ґ
ᶆྩ໋شࢦ者にؔする事߲
ᶇظݣ間・ݣ就業をする日
ᶈ࢝業ٴͼऴ業時ࠁ、休ܜ時間
ᶉ҆શٴͼӴ生にؔする事߲
ᶊݣ労働者からのۤॲཧにؔする事߲
ᶋ労働者ܖݣのղ除にあたͬてߨずる
ݣ労働者のޏ用の҆定をਤるたΊに必
要なાஔにؔする事߲（৽たな就業ػձ
の֬อ、休業ख等のඅ用ෛ୲等）

ᶌݩݣ者ٴͼݣઌ者にؔす
る事߲
ᶍݣઌが労働者ݣのऴྃ後にݣ労
働者をޏ用する場合のฆ૪ࢭાஔ
ᶎݣ労働者を協定対象ݣ労働者にݶ
定するか否かのผ
ᶏݣ労働者をແޏظ用ݣ労働者また
は�0ࡀҎ上の者にݶ定するか否かのผ
ᶐݣ労働者の人数の定Ί

◆ඞཁにより定Ίる͜と（ओͳ߲ࣄ）
ᶑݣ就業日Ҏ外の就業Մ日・時間外労働の時間数
ᶒݣ労働者のࢱの増ਐのたΊのศٓڙ与にؔする事߲
ᶓݣՄظ間の制ݶをडけない業にる労働者ݣにؔする事߲
ᶔհ༧定ݣの場合の業༰や労働条݅等にؔする事߲

հ༧定ݣと

ظݣ間ऴྃまでにݩݣからݣઌにݣ労働者を৬業հすることを༧定
してݣ就業͞せるので、ظ間は࠷で̒か݄です。ݣઌでのޏ用がෆௐ
にऴわͬた場合は、ݩݣはݣ労働者からの求ΊにԠ͡てݣઌにཧ༝を֬ೝし、
ݣ労働者にॻ໘等で明示しなければなりません。

労働ऀܖݣのక݁に͋ͨり定Ίͳ͚れͳらͳい͜と労働ऀܖݣのక݁に͋ͨり定Ίͳ͚れͳらͳい͜と

հ༧定ݣとհ༧定ݣと

ݩݣ

ݣ労ಇऀ 労ಇऀ

ओ༺ޏ

৬ۀհྩ໋شࢦ ܖ用ޏܖ用ޏ

労働者ܖݣ

˞৬業հ事業の
Մซせて必ڐ　
　要になります。

ݣઌ

ݣ
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ݣ労働とޏ用ܗଶにかかわらͳいެਖ਼ͳ۰の֬อ

ෆ߹ཧͳ۰ࠩΛղফするͨΊの۰の֬อ（労働者ݣ法第30条の̏΄か）

ݩݣは、ෆ合ཧな۰差をղফするたΊ、ʮݣઌۉ等・ߧۉ方ࣜʯ、ʮ労使協定方ࣜʯ
のいずれかの方ࣜにより、ݣ労働者の۰を֬อしなければなりません。
◆ʮݣઌۉɾࣜํߧۉʯݣઌの௨ৗの労働ऀとのۉɾߧۉ۰

۰の༰ۉ○
ᶃ৬༰、ᶄ৬༰・ஔのมൣߋғがಉ͡場合には、ࠩผతͳऔѻいΛࢭې

۰の༰ߧۉ○
ɹɹᶃ৬༰、ᶄ৬༰・ஔのมൣߋғ、ᶅそのଞの事の૬ҧを考ྀしてෆ߹
ཧͳ۰ࠩΛࢭې

◆ʮ労ڠ定ํࣜʯҰ定のཁ݅Λຬͨす労ڠ定による۰

ա数労働合またはա数代ද者とݩݣとの間で一定の事߲を定Ίた労使協定を
ॻ໘で締結し、労使協定で定Ίた事߲を९कしているときは、一෦の۰を除き、この
労使協定に基ͮき۰がܾ定͞れることになります。賃金は、ݣ労働者がै事する業
とಉछの業にै事する一ൠ労働者のฏۉతな賃金の額（厚生労働省がެදし、ຖ
。৽͞れる༧定）とಉ等Ҏ上にしなければなりませんߋ

˗ݩݣからؔ者に対して、۰ܾ定方ࣜについて、ᶃ労使協定を締結しているか否
か、ᶄ労使協定を締結している場合には、労使協定の対象となるݣ労働者のൣғ、
労使協定の有ޮظ間のऴظをใఏڙしなければなりません。

ෆෆ߹߹

ݩݣ

ݣઌ

ۉݣ等ʗߧۉ
ʪ௨ৗの労働者ʫ ʪݣ労働者ʫ

۰ใのఏٛڙ

ݣઌ ݣ 労使協定の締結

ʪ使用者ʫա労働߹
PS

աද者
ݣ労働者ؚΉ

ݩݣ

ݩݣ

ݣઌ

ۉݣ等ʗߧۉ
ʪ௨ৗの労働者ʫ ʪݣ労働者ʫ

۰ใのఏٛڙ

ݣઌ ݣ 労使協定の締結

ʪ使用者ʫա労働߹
PS

աද者
ݣ労働者ؚΉ

ݩݣ
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ݣ労働とޏ用ܗଶにかかわらͳいެਖ਼ͳ۰の֬อ

ෆ߹ཧͳ۰ࠩΛղফするͨΊの۰の֬อ（労働者ݣ法第30条の̏΄か）

ݩݣは、ෆ合ཧな۰差をղফするたΊ、ʮݣઌۉ等・ߧۉ方ࣜʯ、ʮ労使協定方ࣜʯ
のいずれかの方ࣜにより、ݣ労働者の۰を֬อしなければなりません。
◆ʮݣઌۉɾࣜํߧۉʯݣઌの௨ৗの労働ऀとのۉɾߧۉ۰

۰の༰ۉ○
ᶃ৬༰、ᶄ৬༰・ஔのมൣߋғがಉ͡場合には、ࠩผతͳऔѻいΛࢭې

۰の༰ߧۉ○
ɹɹᶃ৬༰、ᶄ৬༰・ஔのมൣߋғ、ᶅそのଞの事の૬ҧを考ྀしてෆ߹
ཧͳ۰ࠩΛࢭې

◆ʮ労ڠ定ํࣜʯҰ定のཁ݅Λຬͨす労ڠ定による۰

ա数労働合またはա数代ද者とݩݣとの間で一定の事߲を定Ίた労使協定を
ॻ໘で締結し、労使協定で定Ίた事߲を९कしているときは、一෦の۰を除き、この
労使協定に基ͮき۰がܾ定͞れることになります。賃金は、ݣ労働者がै事する業
とಉछの業にै事する一ൠ労働者のฏۉతな賃金の額（厚生労働省がެදし、ຖ
。৽͞れる༧定）とಉ等Ҏ上にしなければなりませんߋ

˗ݩݣからؔ者に対して、۰ܾ定方ࣜについて、ᶃ労使協定を締結しているか否
か、ᶄ労使協定を締結している場合には、労使協定の対象となるݣ労働者のൣғ、
労使協定の有ޮظ間のऴظをใఏڙしなければなりません。

ݩݣ

ݣઌ

ۉݣ等ʗߧۉ
ʪ௨ৗの労働者ʫ ʪݣ労働者ʫ

۰ใのఏٛڙ

ݣઌ ݣ 労使協定の締結

ʪ使用者ʫա労働߹
PS

աද者
ݣ労働者ؚΉ

ݩݣ

ݩݣ

ݣઌ

ۉݣ等ʗߧۉ
ʪ௨ৗの労働者ʫ ʪݣ労働者ʫ

۰ใのఏٛڙ

ݣઌ ݣ 労使協定の締結

ʪ使用者ʫա労働߹
PS

աද者
ݣ労働者ؚΉ

ݩݣ

ݣ
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◆ݣઌからݩݣの۰ใのఏڙ
۰ܾ定方ࣜがʮݣઌۉ等・ߧۉ方ࣜʯ、ʮ労使協定方ࣜʯのいずれの場合、

ݣઌはあらか͡Ίݩݣに対し、ݣ労働者がै事する業͝とにൺֱ対象者の
賃金等۰にؔする一定のใをఏڙする必要があります。
ɹݩݣは、ݣઌから上هのใఏڙがないときは、労働者ܖݣを締結して
はなりません。

ݣ労働ऀにରするઆ໌ٛ（労働者ݣ法第31条の̎）

ͼઆ໌ٴ時の労働݅の໌ࣔݣೖれ時ޏ◆
ɹݩݣは、ݣ労働者のޏೖれ時に、労働基準法における労働条݅にؔするॴ定
の事߲（１、̎ϖʔδ参র）にՃえ、ᶃঢ給の有ແ、ᶄୀ৬खの有ແ、ᶅ与の
有ແ、ᶆ労使協定の対象となるݣ労働者であるか否か（対象である場合には、労
使協定の有ޮظ間のऴظ）、ᶇݣ労働者からਃग़をडけたۤのॲཧにؔする事߲、
ᶈΩϟϦΞΞοϓાஔ（ڭҭ܇࿅やΩϟϦΞίϯαϧςΟϯάの༰）をจॻのަ
付等により明示しなければなりません。
ɹݣ時には、上هᶃからᶆの事߲にՃえ、賃金（ୀ৬खٴͼྟ時に支払われる
賃金を除͘）のܾ定等にؔする事߲、休暇にؔする事߲をจॻのަ付等により明示
しなければなりません。労使協定方ࣜの場合は、上هᶆのみ明示することが必要で
す（あわせて就業条݅の明示必要です。�1、��ϖʔδ参র）。

◆ෆ߹ཧͳ۰ࠩΛղফするͨΊにͣߨるાஔのઆ໌
ɹݩݣは、ݣ労働者のޏೖれ時やݣ時に、ᶃݣઌۉ等・ߧۉ方ࣜによりど
のよ͏なાஔをߨずるか、ᶄ労使協定方ࣜによりどのよ͏なાஔをߨずるか、ᶅ৬
༰、৬のՌ、意ཉ、ྗまたはݧܦそのଞの就業の実ଶにؔする事߲をצ
Ҋしてどのよ͏に賃金（一෦のखを除͘）ܾ定するかについて、ॻ໘の׆用その
ଞの適な方法によりઆ明しなければなりません。

◆ݣ労働ऀからٻΊ͕͋ͬͨ߹のઆ໌
ݩݣ、ݣ労働ऀからٻΊ͕͋ͬͨ߹に、۰の૬ҧの༰ٴͼཧ༝

について、ʮݣઌۉɾࣜํߧۉʯ、ʮ労ڠ定ํࣜʯ͝とに定ΊられͨҰ定のࣄ
߲Λઆ໌しなければなりません。
また、ݩݣは、આ明を求Ίたことをཧ༝として、ղޏそのଞෆརӹな取ѻいを

してはなりません。

ݣ労働ऀにରするઆ໌ٛݣ労働ऀにରするઆ໌ٛ

ݣ
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ݣ労働ऀのब業݅の໌ࣔ

ݣ労働ऀのब業݅の໌ （ࣔ労働者ݣ法第34条΄か）

˗ݩݣは、ݣ労働者に対して、あらか͡Ίݣઌに͓͚るब業 （݅業༰・就業
場ॴ等）を、ॻ໘（֘ݣ労働者がرした場合にݶりϑΝΫγϛϦまたはిࢠϝʔ
ϧ等Մ）により明示しなければなりません（Ϟσϧ༷ࣜ：ӈϖʔδ参র）。
˗ݩݣは、ݣ労働者としてޏ用しよ͏とする労働者に対し、ݣ労働ܖ締結前に、
ᶃޏ用した場合の賃金のࠐݟみ額等の۰にؔすること、ᶄݩݣの事業ӡӦにؔす
ること、ᶅ労働者ݣ制度の֓要等について、આ明しなければなりません。
˗ݩݣは、ΠϯλʔωοτなどによりݩݣのϚʔδϯ率やڭҭ܇࿅等にؔするใ
ఏڙをしなければなりません。
˗ݩݣは、ޏいೖれよ͏とする場合等に、ݣ労働者に対し、労働者ݣにؔするྉ金
の額をॻ໘等により明示しなければなりません。

άϧʔϓ企業ݣの̔割ن制（労働者ݣ法第�3条の̎）

ݩݣがଐするάϧʔϓا業のݣはશମの８割ҎԼに制͞ݶれます。

日ޏݣのݪଇࢭې（ú0日以のظ間Λ定Ίてޏ用する労働ऀݣ）
（労働者ݣ法第3�条の̐）
の場合を除き࣍、です。ただし、例外としてࢭې則ݪはݣޏ間が30日Ҏの日ظ用ޏ

ます。
○ྩ第４条第１項で定める࣍の業務についてݣする場合

①情ใॲ理γスςム։ൃ、②機械設計、ᶅ事務༻機࡞ૢث、ᶆ௨༁、༁、記、ᶇൿॻ、ᶈ
ϑΝΠϦϯά、ᶉௐ査、ᶊࡒ務、ᶋқ、ᶌσϞϯスτϨーγϣϯ、ᶍఴ、ᶎ受付・Ҋ、
ᶏڀݚ։ൃ、ᶐ事業の࣮ࢪ体制のاը、立Ҋ、ᶑॻ੶の制࡞・ฤ集、ᶒࠂσβΠϯ、ᶓ
̤̖Πϯスτϥクγϣϯ、ᶔηーϧスΤϯジχΞのӦ業、金༥品のӦ業、ᶕ社会ࢪࢱ
設においてࢣޢが行うޢ業務

○ྩ第４条第２項で定める࣍のいずれかに該当する人をݣする場合
①60歳以上、②ޏ༻保険のద༻を受けないֶ生、ᶅ෭業として日ޏݣにै事（生業ऩೖ
が500ສԁ以上）、ᶆओたる生計者でない（ੈଳऩೖが500ສԁ以上）

৬１ޙ年以のݩのۈઌのݣのࢭې（労働者ݣ法第3�条の５΄か）

ݩݣが৬後１Ҏの労働者と労働ܖを結ͼ、ݣ労働者としてݩのۈઌに
ݣすることはできず、ݩのۈઌが֘者をݣ労働者としてडけೖれることࢭې
͞れます。ただし、�0ࡀҎ上の定ୀ৬者はࢭې対象から除外͞れます。

ݣ労働ऀのब業݅の໌ࣔݣ労働ऀのब業݅の໌ࣔ

άϧʔϓ企業ݣの̔割ن制άϧʔϓ企業ݣの̔割ن制

日日ޏޏ
（（労労

৬৬
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ݣ労働ऀのब業݅の໌ࣔ

ݣ労働ऀのब業݅の໌ （ࣔ労働者ݣ法第34条΄か）

˗ݩݣは、ݣ労働者に対して、あらか͡Ίݣઌに͓͚るब業 （݅業༰・就業
場ॴ等）を、ॻ໘（֘ݣ労働者がرした場合にݶりϑΝΫγϛϦまたはిࢠϝʔ
ϧ等Մ）により明示しなければなりません（Ϟσϧ༷ࣜ：ӈϖʔδ参র）。
˗ݩݣは、ݣ労働者としてޏ用しよ͏とする労働者に対し、ݣ労働ܖ締結前に、
ᶃޏ用した場合の賃金のࠐݟみ額等の۰にؔすること、ᶄݩݣの事業ӡӦにؔす
ること、ᶅ労働者ݣ制度の֓要等について、આ明しなければなりません。
˗ݩݣは、ΠϯλʔωοτなどによりݩݣのϚʔδϯ率やڭҭ܇࿅等にؔするใ
ఏڙをしなければなりません。
˗ݩݣは、ޏいೖれよ͏とする場合等に、ݣ労働者に対し、労働者ݣにؔするྉ金
の額をॻ໘等により明示しなければなりません。

άϧʔϓ企業ݣの̔割ن制（労働者ݣ法第�3条の̎）

ݩݣがଐするάϧʔϓا業のݣはશମの８割ҎԼに制͞ݶれます。

日ޏݣのݪଇࢭې（ú0日以のظ間Λ定Ίてޏ用する労働ऀݣ）
（労働者ݣ法第3�条の̐）
の場合を除き࣍、です。ただし、例外としてࢭې則ݪはݣޏ間が30日Ҏの日ظ用ޏ

ます。
○ྩ第４条第１項で定める࣍の業務についてݣする場合

①情ใॲ理γスςム։ൃ、②機械設計、ᶅ事務༻機࡞ૢث、ᶆ௨༁、༁、記、ᶇൿॻ、ᶈ
ϑΝΠϦϯά、ᶉௐ査、ᶊࡒ務、ᶋқ、ᶌσϞϯスτϨーγϣϯ、ᶍఴ、ᶎ受付・Ҋ、
ᶏڀݚ։ൃ、ᶐ事業の࣮ࢪ体制のاը、立Ҋ、ᶑॻ੶の制࡞・ฤ集、ᶒࠂσβΠϯ、ᶓ
̤̖Πϯスτϥクγϣϯ、ᶔηーϧスΤϯジχΞのӦ業、金༥品のӦ業、ᶕ社会ࢪࢱ
設においてࢣޢが行うޢ業務

○ྩ第４条第２項で定める࣍のいずれかに該当する人をݣする場合
①60歳以上、②ޏ༻保険のద༻を受けないֶ生、ᶅ෭業として日ޏݣにै事（生業ऩೖ
が500ສԁ以上）、ᶆओたる生計者でない（ੈଳऩೖが500ສԁ以上）

৬１ޙ年以のݩのۈઌのݣのࢭې（労働者ݣ法第3�条の５΄か）

ݩݣが৬後１Ҏの労働者と労働ܖを結ͼ、ݣ労働者としてݩのۈઌに
ݣすることはできず、ݩのۈઌが֘者をݣ労働者としてडけೖれることࢭې
͞れます。ただし、�0ࡀҎ上の定ୀ৬者はࢭې対象から除外͞れます。

ݣ
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ब業݅໌ࣔॻの༷ࣜྫ

Ϟσϧबۀ条݅໌ࣔॻ
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　఼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所　名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
名 ҹࢯ者　৬༺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
。を行いますݣの条݅で労働者࣍

業 務  ༰

ब 業 場 所 事業所、෦ॺ名
所在地 （電話番号　　　　　　　　　　　　　）

組 ৫ 単 位

ࢦ ش ໋ ྩ 者 ৬名　　　　　　　　　ࢯ名

 ݣ 期 間

　　　　　年　　　月　　　日から　　　　　年　　　月　　　日まで
（ݣઌの事業所における期間制限に৮する日） 年　　月　　日
（組৫単位における期間制限に৮する日） 年　　月　　日

　なお、ݣઌの事業所におけるݣՄ期間の延長について、当該खଓをదਖ਼に
行ͬていない場合ݣ労働者ݸ人単位の期間制限の৮日を超えて労働者ݣ
の務のఏڙを受けた場合は、ݣઌは労働ܖਃࠐΈΈなし制度の対となる。

ब 業 日 及 び
ब 業 時 間

ब業日
ब業時間 　　時　　　から　　　時　　　まで
（うͪ休ܜ時間　　　時　　　から　　　時 まで）

҆ શ 及 び Ӵ 生

時 間 外 労 働 及 び
休 日 労 働

時間外労働（ແʗ有）　ˠ （１日　　　時間�ि　　　時間�月　　　時間）
休 日 労 働（ແʗ有）　ˠ （１月　　　ճ）

 ݣ ݩ  任 者 ৬名　　　　　　　ࢯ名 （電話番号　　　　　　　）

 ݣ ઌ  任 者 ৬名　　　　　　　ࢯ名 （電話番号　　　　　　　）

 ར 厚 生 ࢪ 設 の
ར ༻ 

ۤ情のॲ理・ਃग़ઌ ਃग़ઌ　ݩݣ：৬名　　　　　ࢯ名 （電話番号　　　　　　　）
　　　　ݣઌ：৬名　　　　　ࢯ名 （電話番号　　　　　　　）

 ݣ ܖ  ղ আ の
場 合 の ા ஔ

ݣઌがݣ労働者をޏ༻
する場合のฆ૪ࢭાஔ

උ ߟ

ʮ˞業務༰ʯཝには、ݣઌにおいてै事する業務の༰、ͦの業務に必要とされるྗ、任のఔ度を
具体的に記載します。

ब業݅໌ࣔॻの༷ࣜྫब業݅໌ࣔॻの༷ࣜྫ

ݣ


�� ��



�3

ݣ労働のظ間制限

ݣઌࣄ業ॴ୯Ґのظ間制限（労働者ݣ法第40条の̎΄か）
（ӈϖʔδɾਤ１ࢀর）
ಉ一のݣઌの事業ॴ等͝との業に対して、ݣできるظ間は̏がݶ度で

す。ݣઌが̏を超えてडけೖれよ͏とする場合は、事業ॴ୯Ґのظ間制ݶの
৮日の１か݄前までに、ݣઌの事業ॴ等のա数労働合等に対して、ݣ
Մظ間をԆしよ͏とする事業ॴ等やԆしよ͏とするظ間をॻ໘で通し、
意ݟをௌ͘必要があります。ҟٞがあͬた場合には、ݣઌは対Ԡ方等をઆ明
するٛがあります（１回の意ݟௌ取でԆできるظ間は̏まで、その後ಉ
༷に意ݟௌ取खଓを͏ߦことで、͞らにडけೖれがՄ）。
（）ݣઌの事業ॴ等͝との業について、労働者ݣのऴྃ後に࠶ͼݣする場合、

ଓしてܧはݣ間が̏か݄を超えないときは、労働者ظの間の࢝։ݣの࣍ऴྃとݣ
いるのとみな͞れます。

ʲࣄ業ॴと৫୯Ґの定ٛʳ
事　業　所 組　৫　単　位

①工場・事務所・ళฮなͲ場所的にଞの事務所からಠ立し
ていること

②経Ӧの単位として、人事・経理・ࢦಋಜ・働きํなͲがあ
るఔ度ಠ立していること

ᶅࢪ設として、Ұ定期間ܧଓするのであること
なͲの؍から、࣮ ଶにଈしてஅされます。
。ຊ的にはಉ͡جえํとߟ保険のద༻事業所にؔする༺ޏˎ

いわΏるʮ՝ʯʮάϧーϓʯ
なͲ、業務としての類ੑࣅ、
ؔ࿈ੑがあり、組৫の長が業
務、労務理上のشࢦ
ಜݖ限を有するのとし
て、࣮ଶにଈしてஅされま
す。

ʲա労働߹にରするҙݟௌऔのྲྀれʳ

ݣݣ
（ӈϖ（ӈϖ

過数
労働組合

ݣઌ

ᶅݣՄ期間の
　延長（３年以）

②対応ํ
　のઆ໌

①意ݟௌऔ

ॻ໘௨
σーλఏڙ

ҟٞ

２年 11 か月 ３年

ݣ։始

ॻ໘の保ଘ・प
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ݣ労働のظ間制限
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ݣ労働ऀݸਓ୯Ґのظ間制限（労働者ݣ法第40条の̏΄か）
（上هɾਤ２ࢀর）
ಉ一のݣ労働者を、ݣઌの事業ॴ等におけるಉ一の৫୯Ґ͝との業に
対して、ݣできるظ間は̏がݶ度となります。ݸ人୯Ґのظ間制ݶのԆは
できません。৫୯Ґをมえればಉ一の事業ॴ等に引きଓきಉ一のݣ労働者を
̏をݶ度としてݣできますが、事業ॴ୯Ґのظ間制ݶによるݣՄظ間が
Ԇ͞れていることが前ఏとなります。
（）ݣઌの事業ॴ等におけるಉ一の৫୯Ґ͝との業について、労働者ݣのऴྃ後

にಉ一のݣ労働者を࠶ͼݣする場合、ݣऴྃと࣍のݣ։࢝の間のظ間が̏か
݄を超えないときは、労働者ݣはܧଓしているのとみな͞れます。

。はありませんݶ間制ظ人୯Ґのݸͼٴは、例外として事業ॴ୯Ґݣの࣍˝
・ݩݣにແޏظ用͞れるݣ労働者をݣする場合
する場合ݣ労働者をݣҎ上のࡀ�0・
・ऴظが明֬な有ظϓϩδΣΫτ業にݣ労働者をݣする場合
・日数ݶ定業（ݣઌの通ৗの労働者の１か݄間のॴ定労働日数の分ҎԼかつ݄10
日ҎԼしかߦわれない業）にݣ労働者をݣする場合
ݣ労働者をݣ休業等を取得する労働者の業にޢ休業、հࣇ後休業、ҭ࢈前࢈・
する場合

ݣ労働ݣ労働
（（上上

ਤ̍ɹۀࣄॴ୯Ґͷݶ੍ؒظ ਤ̎ɹݸਓ୯Ґͷݶ੍ؒظ
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用の҆定とΩϟϦΞΞοϓޏ

（法第30条ݣ労働者）ࢪ用҆定ાஔの࣮ޏ

◆ݩݣのٛ
ɹݩݣには、そのޏ用する有ޏظ用ݣ労働者がݣऴྃ後引きଓき
就業をرしている場合は、࣍のよ͏なݣऴྃ後のޏ用ܧଓのたΊのા
ஔを͡ߨる必要があります。

ᶃݣઌのޏ用のґཔ
ᶄ৽たなݣઌのఏڙ（就業条݅がྗやݧܦ等にরらして合ཧతな
のにݶる）
ᶅݩݣでのݣ労働者Ҏ外の労働者としてのແޏظ用
ᶆそのଞ҆定したޏ用のܧଓをਤるたΊに必要なાஔ（ޏ用をҡ࣋した
ままの有給のڭҭ܇࿅、հ༧定ݣ等、省ྩで定Ίるの）

なお、֘ޏ用҆定ાஔを͡ߨるにあたͬて、ݩݣはあらか͡Ίݣ
労働者からرする֘ાஔの༰をௌ取するととに、ௌ取した༰を
ݩݣཧாにࡌهしておかなければなりません。

定ાஔの対者҆༺ޏ ݩݣの務の༰

ಉҰの組৫単位にܧଓして３年間ݣされるࠐݟΈがある人 ①～ᶆのいずれかを͡ߨるٛ務（˞）

ಉҰの組৫単位にܧଓして１年以上３年未満ݣされるࠐݟΈがある人 ①～ᶆのいずれかを͡ߨるྗٛ務

（上記以外の人で）ݩݣにޏ༻された期間が௨算１年以上の人 ②～ᶆのいずれかを͡ߨるྗٛ務
˞ಉҰの組৫単位にܧଓして３年間ݣされるࠐݟΈがある人に対して、ޏ༻҆定ાஔとして①を͡ߨ

た݁Ռ、ޏ༻にࢸらなかͬたときは、別్②～ᶆのいずれかのાஔを͡ߨなければなりませΜ。

ΩϟϦΞΞοϓાஔの࣮ࢪ（労働者ݣ法第30条の̎）

◆ݩݣのٛ
˓ΩϟϦΞΞοϓをਤるたΊの段階తかつମܥతなڭҭ܇࿅
特にແޏظ用ݣ労働者に対しては、その৬業生׆のશظ間を通͡てそ
の有するྗを有ޮにൃشできるよ͏にྀしなければなりません。
者に対するΩϟϦΞ・ίϯαϧςΟϯά等ر˓

用用ޏޏ

ΩΩϟϟ
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ݣઌによる適ਖ਼ͳݣब業の֬อ（労働者ݣ法第40条）

˗ݣઌは、ݣྉ金について、ʮݣઌۉ等・ߧۉ方ࣜʯまたはʮ労使協定方ࣜʯ
による۰վળがߦわれるよ͏ྀしなければなりません。
˗ݣઌの労働者に対して業ߦに必要なྗを付与するたΊのڭҭ܇࿅を実
Մな場合等を除ࢪが実ݩݣから求Ίがあͬたときは、ݩݣする場合に、ࢪ
き、ݣ労働者に対して実ࢪするなど必要なાஔを͡ߨなければなりません。
˗ݣઌの労働者がར用する給৯ࢪ設・休ߋ・ࣨܜҥࣨについては、ݣ労働者
に対してར用のػձを与えなければなりません。
˗ݣઌが設ஔ・ӡӦし、ݣઌの労働者が通ৗར用しているྍॴ、ਤॻؗ等の
。ずるよ͏ྀしなければなりませんߨ与のાஔをڙ設のར用にؔするศٓのࢪ
˗ݩݣの求Ίがあͬたときは、ݣઌにޏ用͞れる労働者にؔするใ、ݣ
労働者の業ߦঢ়گそのଞのใであͬて必要なのをఏڙするなど必要な
協ྗをするよ͏ྀしなければなりません。

ݣઌのޏೖれྗٛɾਖ਼ࣾһのืूใのप
（労働者ݣ法第40条の̐΄か）
˗ݣઌの৫୯Ґのಉ一の業に、ಉ一のݣ労働者をܧଓして１Ҏ上डけ
ೖれており、ݩݣからそのݣ労働者をޏ用するよ͏ґཔがあり、ݣ
ऴྃ後に引きଓきಉ一の業にै事͞せるたΊに労働者をޏ用しよ͏とする場
合、ݣઌはडけೖれていたݣ労働者をޏいೖれるよ͏にΊなければなり
ません。
˗ਖ਼ࣾһ等（ਖ਼ࣾһにݶらずそのଞのޏ用ؚΉ）の募集ใをݣ労働者にप
しなければならない場合があります。

ݣઌに͓͚るϋϥεϝϯτରࡦ（労働者ݣ法第47条の̎΄か）

ϋϥεϝϯτ対ࡦについて、ݣઌは֘ݣ労働者をޏ用する事業ओとみな
͞れることから、ࣗ ࣾの労働者とಉ༷の対Ԡが必要になります。
ݣઌは、ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ、৷・ग़࢈・ҭࣇ休業等にؔするϋϥε

ϝϯτ、ύϫʔϋϥεϝϯτなどݣ労働者からのۤに対して、適かつਝ
な対Ԡをਤることが必要です。

ݣݣ

ݣઌのޏೖれྗٛݣઌのޏೖれྗٛ
（（労労

ݣݣ

ݣઌ͕ͣߨ͖ાஔ

ݣ
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ݩݣɾݣઌのओͳ

労働ܖਃࠐΈΈͳ͠制（労働者ݣ法第40条の̒）

ɹݣઌがҧ法ݣをडけೖれた時で、ݣઌがݣ労働者に対して、
ݩݣにおける労働条݅とಉ一の労働条݅を༰とする労働ܖのਃࠐみ
をしたのとみなす制度です。ݣઌがҧ法とらず、かつ、らなかͬ
たことにաࣦがなかͬた場合（ળ意ແաࣦ）は適用͞れません。

労働ܖਃࠐΈΈͳ͠制のରとͳるʮҧ法ݣʯ
˗ݣのࢭې業にݣ労働者をै事͞せた場合（ߓӡૹ業・ݐ設業・
（උ業等ܯ
˗ແڐՄの事業ओから労働者ݣをडけೖれた場合
をडけೖれた場合ݣにҧして労働者（�4ϖʔδ参র、�3）ݶ間制ظ˗
˗労働者ݣ法等の規定の適用を໔れるతで、ෛ等の໊で労働者ܖݣ
を締結せずに労働者ݣをडけೖれた場合（いわΏるِෛの場合）

労働ऀܖݣ͕ղ除されͨと （͖労働者ݣ法第��条の̎）

ʮݩݣとݣઌとの間の労働者ܖݣʯとʮݩݣとݣ労働者との
間の労働ܖʯはผであり、労働者ܖݣがղ除͞れたからといͬて、
ݣ労働者をղޏできるのではありません。労働者ܖݣが్தでղ
除͞れてʮݩݣとݣ労働者との間の労働ܖʯはޏ用ظ間ຬྃまで
はܧଓし、その間、ݩݣは賃金を支払͏必要があります。ݩݣには
。ձを֬อすることが求Ίられますػし、৽たな就業ܞઌと࿈ݣ
使用者の合でݣ労働者を休業͞せる場合は、労働基準法に基ͮき、

ݩݣはฏۉ賃金の̒割Ҏ上の休業ख（�0ϖʔδ参র）を支払͏などの
があります。
また、ݣઌに、ݣઌの合による労働者ܖݣղ除にあたͬては、
৽たな就業ػձの֬อや休業ख等のඅ用をෛ୲するなど、ݣ労働者の
。なければなりません͡ߨ用の҆定に必要なાஔをޏ

労働ܖ労働ܖ

労働労働
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ݩݣɾݣઌのओͳ

労働ܖਃࠐΈΈͳ͠制（労働者ݣ法第40条の̒）

ɹݣઌがҧ法ݣをडけೖれた時で、ݣઌがݣ労働者に対して、
ݩݣにおける労働条݅とಉ一の労働条݅を༰とする労働ܖのਃࠐみ
をしたのとみなす制度です。ݣઌがҧ法とらず、かつ、らなかͬ
たことにաࣦがなかͬた場合（ળ意ແաࣦ）は適用͞れません。

労働ܖਃࠐΈΈͳ͠制のରとͳるʮҧ法ݣʯ
˗ݣのࢭې業にݣ労働者をै事͞せた場合（ߓӡૹ業・ݐ設業・
（උ業等ܯ
˗ແڐՄの事業ओから労働者ݣをडけೖれた場合
をडけೖれた場合ݣにҧして労働者（�4ϖʔδ参র、�3）ݶ間制ظ˗
˗労働者ݣ法等の規定の適用を໔れるతで、ෛ等の໊で労働者ܖݣ
を締結せずに労働者ݣをडけೖれた場合（いわΏるِෛの場合）

労働ऀܖݣ͕ղ除されͨと （͖労働者ݣ法第��条の̎）

ʮݩݣとݣઌとの間の労働者ܖݣʯとʮݩݣとݣ労働者との
間の労働ܖʯはผであり、労働者ܖݣがղ除͞れたからといͬて、
ݣ労働者をղޏできるのではありません。労働者ܖݣが్தでղ
除͞れてʮݩݣとݣ労働者との間の労働ܖʯはޏ用ظ間ຬྃまで
はܧଓし、その間、ݩݣは賃金を支払͏必要があります。ݩݣには
。ձを֬อすることが求Ίられますػし、৽たな就業ܞઌと࿈ݣ
使用者の合でݣ労働者を休業͞せる場合は、労働基準法に基ͮき、

ݩݣはฏۉ賃金の̒割Ҏ上の休業ख（�0ϖʔδ参র）を支払͏などの
があります。
また、ݣઌに、ݣઌの合による労働者ܖݣղ除にあたͬては、
৽たな就業ػձの֬อや休業ख等のඅ用をෛ୲するなど、ݣ労働者の
。なければなりません͡ߨ用の҆定に必要なાஔをޏ

ݣ
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ɹ労働者ݣ法は、ಉ法に基ͮ͘ાஔٛٴͼ労働基準法、労働҆શӴ生
法、உঁޏ用ػձۉ等法に定Ίられたをٴݩݣͼݣઌに՝してい
ます。ओな༰は࣍の通りです。

ݩݣ事ۀओのͣߨ͖ાஔ ݣઌのͣߨ͖ાஔ
労ಇऀݣ๏ؔ
ஈ֊的かつ体ܥ的なڭҭ܇࿅、ݣઌの௨ৗの
労働者との均・均ߧ۰の֬保、Ұ定要݅を満た
す労協定にͮجく۰の֬保、৬務༰をצ
Ҋした金の決定、ब業ن則の࡞における
労働ݣௌऔ、ݟ労働者の過数ද者への意ݣ
者のࢱの૿ਐ、దਖ਼なݣब業の֬保、۰に
ؔする事項のઆ໌、ݣ労働者であることの໌
ࣔ、ݣ労働者にるޏ༻制限のࢭې、ब業条݅
の໌ࣔ、労働者ݣにؔするྉ金のֹの໌ࣔ、
労働者を特定することを的とݣ任者、ݩݣ
する行ҝに対する協ྗのࢭې

労働者ܖݣにؔするાஔ、దਖ਼なݣब業の
֬保、ݣՄ期間の制限、特定有期ޏ༻ݣ労
働者のޏ༻、ݣઌにޏ༻される労働者のื集に
ઌ理ாのݣઌ任者、ݣる事項のप、
労働者を特定することを的とするݣ、࡞
行ҝのࢭې

ݩݣ事ۀओのओな ݣઌのओな
労ಇج४๏ؔ
労働ܖ、金、変形労働時間制の協定のక݁・届
ग़、ϑϨックスλΠム制の協定のక݁・届ग़、時間
外・休日労働の協定のక݁・届ग़、事業場外労働に
ؔする協定のక݁・届ग़、ઐ業務ྔࡋܕ労働制に
ؔする協定のక݁・届ग़、時間外・休日・ਂのׂ
૿金、年࣍有څ休Ջ、࠷年ྸ、年গ者のূ໌ॻ、
則、法ྩのपنঈ、ब業ิࡂ、の休業ޙ࢈લ࢈
ٛ務

ެຽݖ行の保ো、労働時間、休ܜ、休日、年গ者
の労働時間及び休日・ਂ業・ة険有業務のब
業制限・労働のࢭې、්࢈の業務のब
業制限・ة険有業務のब業制限、࢈લޙ࢈の時間
外労働・休日労働・ਂ業、ҭࣇ時間、生理日のब
業がஶしくࠔなঁੑに対するાஔ、ब業ن則を
আく法ྩのपٛ務

労ಇ҆શӴੜ๏ؔ
҆શӴ生ڭҭ、中ߴ年ྸ者についてのྀ、Ұൠ
݈、அ߁݈ による保ࢣஅの݁Ռ௨、ҩ߁
ಋ、スτϨスチェッࢦによる໘ࢣಋ、ҩࢦ݈
クの࣮ࢪ

҆શӴ生ڭҭ、ब業制限、中ߴ年ྸ者についての
ྀ、࡞業の理、࡞業時間の制限、有業務に
る݈߁அ、労働時間のঢ়گのѲ、ප者のब業
ࢭ受ಈ٤Ԏの、ࢭې

உঁػ༺ޏձۉ๏ؔ
৷・ग़࢈を理由とする不རӹऔѻいのࢭې、
ηクϋϥ対ࡦાஔ、৷・ग़࢈にؔするϋϥスϝ
ϯτ対ࡦાஔ、ੑ݈߁理ાஔ

৷・ग़࢈を理由とする不རӹऔѻいのࢭې、
ηクϋϥ対ࡦાஔ、৷・ग़࢈にؔするϋϥスϝ
ϯτ対ࡦાஔ、ੑ݈߁理ાஔ

ҭࣇɾհۀٳޢ๏ؔ
ҭࣇ休業・հޢ休業を理由とする不རӹऔѻい
のࢭې、ҭࣇ休業に起Ҽするϋϥスϝϯτ対ࡦ
ાஔ

ҭࣇ休業・հޢ休業を理由とする不རӹऔѻい
のࢭې、ҭࣇ休業に起Ҽするϋϥスϝϯτ対ࡦ
ાஔ

労ಇࡦࢪ૯合ਪਐ๏ؔ
৬場における༏ӽ的なؔをഎܠとしたݴಈに起
Ҽするϋϥスϝϯτ対ࡦાஔ

৬場における༏ӽ的なؔをഎܠとしたݴಈに起
Ҽするϋϥスϝϯτ対ࡦાஔ

ݣ
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外ࠃਓ労働ऀと労働法

使用者は、ࠃ੶等をཧ༝として労働条݅等について差ผత取ѻいをして
はならないことになͬており（労働基準法第̏条）、労働ؔ法ྩについて
は、外ࠃ人労働者に日本人とಉ༷に適用͞れます。
ɹ外ࠃ人ٕ実श生（˞）についてೖࠃॳに実͞ࢪれるߨशظ間（ݪ則
１か݄間）を除き、労働基準法等の労働ؔ法ྩが適用͞れます（一෦は
ೖࠃ時から適用͞れる場合あります）。
ۙ、わがࠃで就労する外ࠃ人労働者数は増Ճしていますが、その就労

ঢ়گをみると、ޏ用がෆ҆定であること、ࣾձอݥのະՃೖがଟいことな
どのがある΄か、労働ࢢ場にѱӨڹをٴ΅すෆ法就労ґવとしてଟ
いঢ়گにあります。このよ͏なঢ়گのվળにけて、厚生労働省では、外
。る基本ϧʔϧをඋしています用にޏ人ࠃ
このதにおいて、事業ओに対し、外ࠃ人労働者のޏೖれٴͼ৬の際には、
外ࠃਓޏ用ঢ়گのಧग़（ཹࡏ、֨ࢿཹࡏ、໊ࢯΧʔυ൪߸等）をެڞ৬業
҆定ॴに͏ߦことをٛ付けています。また、ޏ用する外ࠃ人労働者のޏ
用ཧのվળٴͼ࠶就৬のԉॿにؔするાஔを͡ߨるྗٛを՝してい
ます。
なお、外ࠃ人が、わがࠃにおいて就労できるか否かはその有するࢿཹࡏ

֨によͬて定まͬており、֨ࢿ外の׆ಈڐՄをडけている場合を除いて、
その֨ࢿཹࡏに定Ίられた׆ಈҎ外の׆ಈを͏ߦことはできません。
ཝ、ཱྀ݊（ύεϙʔτ）にԡ͞ࡌه֨ࢿཹࡏΧʔυのཹࡏ、は֨ࢿཹࡏ

れた上ڐՄূҹ等により֬ೝすることができます。また、就労がೝΊら
れている׆ಈの༰をূするのとして、本人がਃした場合にަ付͞れ
るʮ就労ূ֨ࢿ明ॻʯあります。

˞ٕ実श制度については、ٕ実शに代わるʮҭ就労ʯを設するվਖ਼ೖ法
ɹとվਖ਼ٕ実श適ਖ਼Խ法がྩ݄̒̒14日にՄཱܾしました。ߦࢪはެの
ɹ日から̏Ҏです。
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外ࠃਓ労働ऀと労働法

使用者は、ࠃ੶等をཧ༝として労働条݅等について差ผత取ѻいをして
はならないことになͬており（労働基準法第̏条）、労働ؔ法ྩについて
は、外ࠃ人労働者に日本人とಉ༷に適用͞れます。
ɹ外ࠃ人ٕ実श生（˞）についてೖࠃॳに実͞ࢪれるߨशظ間（ݪ則
１か݄間）を除き、労働基準法等の労働ؔ法ྩが適用͞れます（一෦は
ೖࠃ時から適用͞れる場合あります）。
ۙ、わがࠃで就労する外ࠃ人労働者数は増Ճしていますが、その就労

ঢ়گをみると、ޏ用がෆ҆定であること、ࣾձอݥのະՃೖがଟいことな
どのがある΄か、労働ࢢ場にѱӨڹをٴ΅すෆ法就労ґવとしてଟ
いঢ়گにあります。このよ͏なঢ়گのվળにけて、厚生労働省では、外
。る基本ϧʔϧをඋしています用にޏ人ࠃ
このதにおいて、事業ओに対し、外ࠃ人労働者のޏೖれٴͼ৬の際には、
外ࠃਓޏ用ঢ়گのಧग़（ཹࡏ、֨ࢿཹࡏ、໊ࢯΧʔυ൪߸等）をެڞ৬業
҆定ॴに͏ߦことをٛ付けています。また、ޏ用する外ࠃ人労働者のޏ
用ཧのվળٴͼ࠶就৬のԉॿにؔするાஔを͡ߨるྗٛを՝してい
ます。
なお、外ࠃ人が、わがࠃにおいて就労できるか否かはその有するࢿཹࡏ

֨によͬて定まͬており、֨ࢿ外の׆ಈڐՄをडけている場合を除いて、
その֨ࢿཹࡏに定Ίられた׆ಈҎ外の׆ಈを͏ߦことはできません。
ཝ、ཱྀ݊（ύεϙʔτ）にԡ͞ࡌه֨ࢿཹࡏΧʔυのཹࡏ、は֨ࢿཹࡏ

れた上ڐՄূҹ等により֬ೝすることができます。また、就労がೝΊら
れている׆ಈの༰をূするのとして、本人がਃした場合にަ付͞れ
るʮ就労ূ֨ࢿ明ॻʯあります。

˞ٕ実श制度については、ٕ実शに代わるʮҭ就労ʯを設するվਖ਼ೖ法
ɹとվਖ਼ٕ実श適ਖ਼Խ法がྩ݄̒̒14日にՄཱܾしました。ߦࢪはެの
ɹ日から̏Ҏです。
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ผのब労のՄ൱֨ࢿཹࡏ

ʲब労のՄ൱のཝのຌ例ʳ
○：在ཹ֨ࢿごとに定められたൣғでब労がೝめられるの
˕：ब労に制限のないの
˚：ब労のՄ൱は、ݸʑのڐՄ༰によるの
ʷ：原則としてब労がೝめられないの

（注）ʮཹֶʯ及びʮՈ在ʯについては、ڐՄを受ければ１ि28時間までब労できるなͲの例外が
あります。

Մにؔする߹ͤڐಈの׆外֨ࢿ、間ظཹࡏ、֨ࢿཹࡏ
○外ࠃਓཹࡏ૯߹ΠϯϑΥϝʔγϣϯηϯλʔ ί�0üþ0 0ø úĀ0û

*1ి、1)4、ւ外から�ί� 0ú üþĀ6 þøøù
○౦ژग़ೖཹࡏࠃཧہԣہࢧ� ί� 0üþ0 0ûü ùüĀ
ɹɹɹɹɹɹɹ （ॴଐ෦ॺ൪߸） ૯՝ɿø0

ब労ɾӬॅ৹ࠪ෦ɿù0
ཹ ɾֶݚम৹ࠪ෦ɿú0

ཱྀླཹࡏࡏ

在　ཹ　ࢿ　֨ ब労のՄ൱

外 ަ ˓
ެ ༻ ˓
ڭ त ˓
ܳ ज़ ˓
फ ڭ ˓
ใ ಓ ˓
ߴ 度 ઐ  ৬ ˓
経 Ӧ ・  理 ˓
法  ・ 会 計 業 務 ˓
ҩ ྍ ˓
ݚ ڀ ˓
ڭ ҭ ˓
ٕज़ŋ人จࣝŋࡍࠃ業務 ˓
ا 業  స ۈ ˓
հ ޢ ˓

在　ཹ　ࢿ　֨ ब労のՄ൱

ڵ 行 ˓
ٕ  ˓
特 定 ٕ  １ 号 ˓
特 定 ٕ  ２ 号 ˓
ٕ  ࣮ श ˓
จ Խ ׆ ಈ ʷ
 期  在 ʷ
ཹ ֶ ʷ
ݚ म ʷ
Ո   在 ʷ
特 定 ׆ ಈ ˚
Ӭ ॅ 者 ˕
日 ຊ 人 の  ۮ 者  ˕
Ӭ ॅ 者 の  ۮ 者  ˕
定 ॅ 者 ˕

༻
ޏ
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ɹোがい者のޏ用については、ʮো者のޏ用のଅਐ等にؔする法ʯ（ো
用以ޏ業ओに、法定ࣄ用ଅਐ法）で定Ίられており、すてのޏ者
上の割߹Ͱো͕いऀ（ମো͕いऀ、తো͕いऀ、ਫ਼ਆো͕いऀ）Λޏ
用する͕ٛ͋ります。

事ۀओ۠
๏ఆޏ༻

ྩ6年3月末まで ྩ64݄�ΑΓ ྩ8年7月1日より

ຽ間ۀا 2.3ˋ 2�5ˋ 2.7ˋ
ମஂڞɺํެࠃ 2.6ˋ 2��ˋ 3.0ˋ
ಓݝのڭҭҕһձ 2.5ˋ 2��ˋ 2.�ˋ

ɹྩ݄̒̐１日時で、ৗ時40人Ҏ上の労働者をޏ用しているຽ間ا業
の事業ओは、োがい者を１人Ҏ上ޏ用しなければなりません。この法定ޏ用
率は段階తにվ定͞れており、ྩ８（�0��）に͞らに引き上げられます。
ɹޏ用率の算定にあたͬては、ॏ
度ମোがい者またはॏ度తো
がい者は１人につき̎人とΧϯ
τします。また、ৗ用労働者ٴͼ
用োがい者には、週ॴ定労働時ޏ
間が�0時間Ҏ上30時間ະຬの時
間労働者がؚまれ、ݪ則１人につ
き0��人とΧϯτします。なお、
用োがい者の算定方法は、োがいのछผや労働時間数によͬて、ӈදのとޏ
おり定Ίられています（ଠはྩ݄̒̐より適用）。
ɹো者ޏ用ଅਐ法では、োがい者ޏ用にؔする事業ओのࣾձ࿈ଳの
ཤߦを֬อするたΊ、ো者ޏ用ೲ付金制度を定Ίており、法定ޏ用Λ
ୡ͠ていͳい企業の͏ͪৗ用労働ऀ͕ø00ਓΛ͑る企業からೲ金
ΛऩするҰํ、法定ޏ用Λ上ճる企業のॿ͕ߦわれます。
ɹなお、ೲ付金の支払いによͬて、ޏ用ٛを໔れるのではありません
ので、ཹ意して͘だ͞い。

ো͕いऀޏ用と労働法

िॴఆ
労ಇ時間 30時間Ҏ্ 20時間Ҏ্

30時間ະຬ
�0時間Ҏ্
20時間ະຬ

体োがい者 １人 0.5人 －
ॏ度 ２人 １人 0.5人

的োがい者 １人 0.5人 －
ॏ度 ２人 １人 0.5人

ਫ਼ਆোがい者 １人 0.5人˞ 0.5人

˞当の間、0.5ではなく１とΧϯτされます。
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ো͕いऀにରするࠩผのࢭېと߹ཧతྀのఏٛڙについて

ো者ޏ用ଅਐ法では、事業ॴの規・業छにؔわらず、すての事業
ओに対して、ޏ用の分Ͱのো͕いऀࠩผΛ͠ࢭې、ো͕いऀ͕৬Ͱ働
͘に͋ͨͬてのࢧোΛվળするͨΊのાஔ（߹ཧతྀのఏڙ）Λͣߨる
͜とΛ͚ٛています。

ʤᶃࠩผのओͳ۩ମྫʥ

ʤᶄ߹ཧతྀのओͳ۩ମྫʥ

また、事業ओに、োがい者からの૬ஊに対Ԡするମ制のඋをٛ付け、
োがい者である労働者からのۤをࣗओతにղܾすることをྗٛとし
ています。

ো͕いऀのޏ用ɾब労にؔする૬ஊɾ߹ͤ
○ਆಸݝোޏऀ用ଅਐηϯλʔɹɹί�0ûü 6úú 6øø0
○ਆಸোऀ৬業ηϯλʔɹɹɹɹɹί�0ûù þûü úøúø
（রࢀøûúϖʔδ）৬業҆定ॴڞެ֤○

ো͕いऀにରするࠩผのࢭېと߹ཧతྀのఏٛڙについてো͕いऀにରするࠩผのࢭېと߹ཧతྀのఏٛڙについて

ื 集 ・ ࠾ ༻
の 機 会 　

○体োがい、的োがい、ਫ਼ਆোがい、ंいすのར༻、人工ثٵݺ
の༻なͲを理由として࠾༻をڋ൱すること　　なͲ

 金 の 決 定、
、ࢪ࿅の࣮܇ҭڭ
ར厚生ࢪ設の
ར༻なͲ

োがい者であることを理由として、࣍のような不当なࠩ別的औѻいを行うこと
○金をҾき下͛ること、い金を設定すること、ঢڅをさせないこと
場࣮शを受けさせないことݱ、मݚ○
○৯ಊ休ࣨܜのར༻をೝめないこと　　なͲ

ื 集 ・ ࠾ ༻
の  ྀ 　

○༻ࢴを༁・Ի༁すること、ݧࢼなͲで֦େಡॻثをར༻できる
ようにすること、ݧࢼのճ時間を延長すること・ճํ法を工す
ること　　なͲ

ࢪ 設 の  උ 、
ԉॿを行う者の
ஔなͲ　　

○ंいすをར༻する人に合わせて、ص࡞業のߴさをௐすること
○จࣈだけでなくޱ಄でのઆ໌を行うこと、ޱ಄だけでなくわかりすい

จॻ・ֆਤを༻いてઆ໌すること、චஊができるようにすること
○ख話௨༁者・要ච記者をஔ・ݣすること、ޏ༻ओとの間でௐす

る૬ஊһをஔくこと
○௨ۈ時のϥッγϡをආけるためۈ務時間を変更すること　　なͲ

༻
ޏ

��� ���



��3

年ྸऀと労働法ߴ

わがࠃは、ੈքで例をݟないগྸߴࢠԽがٸにਐߦしています。こ
のよ͏なதで、わがࠃのྗ׆ࡁܦをҡ࣋するたΊには、意ཉとྗのある
ձの支えखとしࣾࡁܦ、を生かしݧܦྸ者が、ഓͬてきたࣝやߴ
て働きଓけることができるڥඋが必要です。
このよ͏なഎܠを౿まえ、ʮߴྸ者等のޏ用の҆定等にؔする法ʯ（ߴ
ྸ者ޏ用҆定法）には、࣍の規定があります。

˘ 定年Λ定Ίる߹に、60ࡀΛԼճる͜と͕Ͱ͖ͳい（第８条）。

˘ 用Λ֬อするͨޏまͰのࡀະຬの定を定Ίている事業ओは、6üࡀ��
Ί、࣍のાஔ（ߴྸ者ޏ用֬อાஔ）のいずれかを͡ߨなければなら
ない（第̕条）。ʻٛʼ
ᾇ 6üࡀまͰの定年のҾ上͛
ᾈ （˞）用のରとする制のಋೖޏଓܧ年ྸ労働ऀશһߴするر
ᾉ 定年の定Ίのഇࢭ
˞ただし、ฏ��݄̏31日までにܧଓޏ用制度の対象者の基準を労使協定で定Ίてい
る場合は、�4ࡀҎ上の対象者に対してྩ （̓�0��）݄̏31日まで、その基準を適用
することができます。

˘ ޏଓܧまでのࡀ��ະຬの定を定Ίている事業ओまたはࡀҎ上70ࡀ��
用制度をಋೖしている事業ओは、࣍のાஔ（ߴྸ者就業֬อાஔ）の
いずれかを͡ߨることにより、6üࡀからþ0ࡀまͰの҆定ͨ͠ޏ用の֬อ
ब業の֬อにΊͳ͚れͳらͳい。ʻྗٛʼ
ᾇ�70ࡀまでの定の引上げ
ᾈ�70ࡀまでのܧଓޏ用制度等のಋೖ
ᾉ�定の定Ίのഇࢭ
ᾊ�業支ԉ等ાஔ（70ࡀまでܧଓతに業ҕୗܖを締結する制度や
ࣾձݙߩ事業にै事できる制度を労働者のա数代ද者等のಉ意を
得てಋೖ）

˘ɹ労働者の募集ٴͼ࠾用にあたͬて、ྸ制ݶをするときは、求৬者に
対し、ཧ༝を示͞なければならない（第�0条）。
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（ୡまͰ౸ࡀから6üࡀ60）څଓܧ用ޏ年ྸߴ

ɹ定後のܧଓޏ用またはޏ࠶用に際し、定前より賃金がԼする場合に、ऩೖ
のݮগをิてんするのとして、ޏ用อݥ制度によるߴ年ྸޏ用ܧଓ基ຊڅ金ま
たはߴ年ྸ࠶ब৬څ金があります。
ݥະຬの一ൠඃอࡀ��Ҏ上ࡀ間が５Ҏ上ある�0ظ者であͬたݥのඃอݥ用อޏ

者を対象として、ݪ則として�0ࡀҎ߱の֤݄に支払われる賃金が�0ࡀ౸ୡ時の賃
金݄額にൺて、7��ະຬにԼしたঢ়ଶで働きଓける場合に、要݅をຬたせば、
େ1�ˋ（ྩ࠷Ҏ後の֤݄の賃金のࡀ�0 （̓�0��）݄̐１日より࠷େ10ˋ）が、ݪ
則としてࡀ��にୡする݄まで支給͞れます。

6üࡀ以上のޏ用อݥՃೖ

。の適用の対象となりますݥ用อޏ、者ʯとしてݥྸඃอߴҎ上の労働者ʮࡀ��
৬した場合、要݅をຬたすときは、ߴ年ྸٻ৬ऀڅ金として࣍の日数分の基本
ख日額（130ϖʔδ参র）を一時金でड給できます。

ඃ保険者期間 １年未満 １年以上
付金څ৬者ٻ年ྸߴ 30日 50日

また、ྩ̐１݄１日から࢝まͬたʮޏ用อݥϚϧνδϣϒϗϧμʔ制ʯでは、
৬業҆ڞするެҎ上の労働者が、本人のॅॴをࡀ��のいずれの要݅ຬたす࣍
定ॴにਃग़を͏ߦことで、特例తにޏ用อݥのඃอݥ者（Ϛϧνߴ年ྸඃอऀݥ）
となることができます。ਃग़は労働者ࣗがߦいますが、อݥྉは労使でෛ୲します。

ᾇ�ෳのࣄ業ॴにޏ用͞れる6üࡀ以上の労働ऀ
ᾈ�̎つの事業ॴ（１事業ॴにおける１週間のॴ定労働時間が５時間Ҏ上�0時間ະຬ）の
労働時間を߹計͠て、１ि間のॴ定労働時間͕ù0時間以上

ᾉ ̎つの事業ॴのそれͧれのޏ用ࠐݟΈ͕úø日以上

Ϛϧνߴྸඃอݥ者の方は、̎ 事業ॴの͏ͪ１事業ॴのみを৬した場合で、
事業ॴҎ外の事業̎هྸ求৬者給付金をड給することができます。ただし、上ߴ
ॴで就労をしており、৬していない͏１つの事業ॴとその̏つの事業ॴをซ
せて、Ϛϧνߴྸඃอݥ者の要݅をຬたす場合は、ඃอݥ者ظ間がܧଓ͞れるた
Ί、ड給することができません。
ʮޏ用อݥϚϧνδϣϒϗϧμʔ制度ʯのৄࡉは、ॅॴをするެڞ৬業҆定ॴ

（143ϖʔδ参র）におい合わせ͘だ͞い。

څଓܧ用ޏ年ྸߴڅଓܧ用ޏ年ྸߴ

66üüࡀ以上のޏ用อݥՃೖࡀ以上のޏ用อݥՃೖ
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労働߹と

ɹྩ５のௐࠪによると、ਆಸݝには��40の労働合と�73�30人の合
һが、ޏ用の֬อや労働条݅のҡ࣋・վળをࢦして׆ಈしています。
ݖ法͕อোするஂ݁ݑ◆
ɹ労働者はʮޏわれるʯとい͏ऑいཱ場にあり、労働者ݸ人では使用者と対等な
ཱ場になることはࠔです。そこで、労働ऀまとまる（ஂ݁する）͜とͰ、
用ऀと࣮࣭తにରͳཱにͳることが必要になͬてきます。
このたΊにݑ法では、労働者が対等なཱ場で使用者とަবすることができるよ

͏に、労働ऀ͕労働߹Λ݁͠、ަবとஂମߦಈ（ετϥΠΩ）するݖར（労
働ݖࡾ）をอোしています（ݑ法第��条）。また、ݑ法で定Ίられたݖརを۩ମ
తにอোするతで、労働合法が制定͞れています。

◆労働߹法Ͱஂ݁ݖΛ۩ମతにอো
労働߹、労働ऀ͕ࣗओతにつ͘るものͰ͋り、労働ऀ͕２ਓ以上ूまれ

ࣗ༝につ͘る͜と͕Ͱ͖ます。労働߹の݁に͋ͨりிձࣾにಧग़Λͨ͠
り、ঝೝΛಘるඞཁ͋りまͤΜ。（労働߹のʮࣗ༝ઃཱओٛʯ）
わがࠃでは、ا業のै業һで৫するا業ผ労働合がத৺となりますが、৬
業ผや࢈業ผで結ͼ付いているܗଶあります。また、１人でՃೖできる労働
合として合ಉ労（˞）があります。

ɹ労働合を結するには、まず、労働者のԿ人かが集まͬて合をつ͘るたΊ
の準උҕһ（ൃى人）ձを設ஔして、Լ準උを͏ߦことがଟいよ͏です。このҕ
һձにおいて、合設ཱझࢫに基ͮき、合規Ҋやӡಈ方Ҋ（要求Ҋ（˞）ؚ
Ή）、༧算Ҋ（合අ）、һબग़の方法等を࡞し、合結େձでܾ定すれば、
労働合の結となります。
˞要求Ҋは結झࢫのத৺といえます。実ݱしやすい要求ؚΊて、結してྑかͬ
たと思える༰にしましΐ͏。
ͳ͓、以ޙの労ަবΛԁにਐΊるͨΊに、用ऀにର͠て、߹݁の
ͳͲΛ௨する͜と͕まれます（10�ϖʔ໊ࢯ߹һのൣғ、代දऀの、࣮ࣄ
δのʮ労働合結通ॻʯの例͝参র͘だ͞い）。

労ಉ߹˞ とは、一定のҬ等でا業のをӽえ、ओとしてا業に労働合がないதখ
、੶の人などがࠃ用ʯや外ޏࣾһ、ύʔτ、ΞϧόΠτなどʮඇਖ਼規ܖ、業のै業һやا
૬ஊ・Ճೖできる৫で、ϢχΦϯ、Ҭ合ಉ労等の໊শが使用͞れています。
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労働߹法上の労働߹のཁ݅

ɹ労働合の結はࣗ༝ですが、労働߹法上の労働߹と͠てのݖར、อޢΛड
͚るのにඞཁͳཁ͕݅͋ります。
労働合法では、࣍のᶃʙᶇの要݅（第̎条）をॆたすஂମを労働合と定Ί、

使用者のʮෆ労働ߦҝʯ（10�ϖʔδ）をࢭېしたり、労働合のਖ਼なʮ૪ٞߦҝʯ
（111ϖʔδ）に対するܐ事上、ຽ事上の໔を明示するなどのอޢを与えることと
しています。

ᶃ 上Ґతܦࡁଞのͦળվ࣋ҡの݅働労、にతओࣗてͬͳとମओ）͕˞（ऀ働労
Λਤる͜とをओたるతとしていること
ᶄһ、人事ݖをͬ࣋た上ڃཧ৬、労・人事෦ॺのཧ৬等、ࣾൿॻ、ܯඋ
୲のकӴ等（使用者のརӹを代දする者）の参Ճを͞ڐないこと
ᶅ使用者によるஂମのӡӦのたΊのܦཧ上のԉॿをडけないこと
ただし、࣍の場合は例外として͞ڐれます。
・労働時間தに賃金をࣦ͏ことな͘、使用者と協ٞまたはަবすること
・使用者からར厚生等のたΊの基金のد付をडけること
の事ॴを与えられること͞のݶখ࠷・
ᶆࡁڞ事業そのଞར事業のみをతとするのでないこと
ᶇओとして࣏ӡಈまたはࣾձӡಈをతとするのでないこと

なお、ᶃの要݅のみをຬたし、残りの要݅をຬた͞ない合は、ʮݑ法合ʯʮ法
外合ʯとݺばれますが、ݑ法合ݑ法上のอܐ）ޢ事上・ຽ事上の໔、ෆར
ӹ取ѻいの࢘法ࡁٹ）はडけられると͞れています。

◆労働߹法͕労働߹نにٻΊるま͠い߲
合規は合һのࣗओతなஅによͬてܾΊられるきのですが、労働合法

のอࡁٹ・ޢ等をडけるたΊには、労働合のຽओతӡӦを֬อするのとして、ಉ
法第５条にܝげる߲̕（114ϖʔδ参র）の༰を合規に定Ίることが必要です。

労働߹法上の労働߹のཁ݅労働߹法上の労働߹のཁ݅

ऀ働労の上法߹働労˞ とは、賃金、給ྉそのଞこれに準ずるऩೖで生׆する者（第̏条）
をいい、ا業࢈等ؚΊࣦ業した労働者ؚまれるととに、いわΏるϑϦʔϥϯε、
ΪάϫʔΧʔやෛܖ等で働͘者で、その働き方によͬては本条の労働者に֘す
る場合あり、労働合法上のݖརがೝΊられます（労働基४法上の労働ऀよりର
。（いと͞れています
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ஂମަবと労働ڠ

◆ஂମަবと
ɹ労働合の༷ʑな׆ಈのதでॏ要なことは、労働者の労働条݅をվળするた
Ί、労働߹とい͏ஂ݁のྗΛഎܠと͠て用ऀとަবするʮஂମަবʯです。
ɹஂମަবは一ൠతには労働合のଆは合һがあたりますが、ަবをଞの人
（上෦ஂମやห࢜ޢ等）にҕすることできます。使用者ଆは、ձࣾの代ද者（ࣾ
等）の΄か、代ཧ人（労୲һ、ห࢜ޢ等）の場合には、労ଆとಉ༷、
ަব（ଥ結）ݶݖを࣋つ者でなければなりません。

◆労働ڠのҙٛと༗ޮظ間、ޮྗのϧʔϧ
ɹஂମަবなどで߹ҙͨ͠༰Λจॻにͨ͠もの͕ʮ労働ڠʯです。労使ؔ
の҆定のたΊに、ަব後は労働協を締結してお͘ことがॏ要です。
ɹ労働協には、労働合と使用者の྆事者がॺ໊するか໊هԡҹすることが
必要です（労働合法第14条）。労働協に有ޮظ間を定Ίる場合は̏Ҏと
ܾΊられており、それを超えるظ間を定Ίて̏とみな͞れます。定Ίのない
ときは、労働合、使用者のどͪらからで、গな͘と�0日前にॺ໊またはه
໊ԡҹしたจॻで༧ࠂしてղすることができます（労働合法第1�条）。
労働ڠͰ定Ίられͨ労働݅ͳͲと労働ܖब業نଇの༰に૬ҧ͕͋

る߹に、労働ڠの༰͕༏ઌ͠ます（労働ڠのൣنతޮྗ）（労働合
法第1�条）。
ɹ労働協の͏ͪ、合һの労働条݅を定Ίた෦分はݪ則として֘合の合
һにのみ適用͞れます。ただし、一事業場でಉछの労働者の̐分の̏Ҏ上の数の
労働者に適用͞れる労働協は、その事業場のଞのಉछの労働者（ඇ合һ）に
、この協が֦ுして適用͞れます（労働合法第17条）。

ʤҰൠతͳ労働ڠの߲ʥ
˓賃金、労働時間等労働条݅にؔすること
˓ඇ合һのൣғにؔすること（必ਢではない） ˓合׆ಈにؔすること
˓ϢχΦϯ・γϣοϓ制（ձࣾに就৬したらそのձࣾの労働者のա数で৫する労働合
に必ずՃೖしなければならないとい͏制度）にؔすること（締結合意した場合のみ࡞）
˓ஂମަবにؔすること ˓ฏٛ（協有ޮظ間தの૪ٞߦҝࢭې等）にؔすること
˓ۤॲཧにؔすること ˓労使協ٞにؔすること

ˎ協のछྨとして、แׅ協（基ຊ的߲૯ׅ的༰）とݸผ協（߲͝と、また
はަব͝とに࡞）がありますɻ
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ஂମަবと労働ڠ

◆ஂମަবと
ɹ労働合の༷ʑな׆ಈのதでॏ要なことは、労働者の労働条݅をվળするた
Ί、労働߹とい͏ஂ݁のྗΛഎܠと͠て用ऀとަবするʮஂମަবʯです。
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等）の΄か、代ཧ人（労୲һ、ห࢜ޢ等）の場合には、労ଆとಉ༷、
ަব（ଥ結）ݶݖを࣋つ者でなければなりません。

◆労働ڠのҙٛと༗ޮظ間、ޮྗのϧʔϧ
ɹஂମަবなどで߹ҙͨ͠༰Λจॻにͨ͠もの͕ʮ労働ڠʯです。労使ؔ
の҆定のたΊに、ަব後は労働協を締結してお͘ことがॏ要です。
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ܾΊられており、それを超えるظ間を定Ίて̏とみな͞れます。定Ίのない
ときは、労働合、使用者のどͪらからで、গな͘と�0日前にॺ໊またはه
໊ԡҹしたจॻで༧ࠂしてղすることができます（労働合法第1�条）。
労働ڠͰ定Ίられͨ労働݅ͳͲと労働ܖब業نଇの༰に૬ҧ͕͋

る߹に、労働ڠの༰͕༏ઌ͠ます（労働ڠのൣنతޮྗ）（労働合
法第1�条）。
ɹ労働協の͏ͪ、合һの労働条݅を定Ίた෦分はݪ則として֘合の合
һにのみ適用͞れます。ただし、一事業場でಉछの労働者の̐分の̏Ҏ上の数の
労働者に適用͞れる労働協は、その事業場のଞのಉछの労働者（ඇ合һ）に
、この協が֦ுして適用͞れます（労働合法第17条）。

ʤҰൠతͳ労働ڠの߲ʥ
˓賃金、労働時間等労働条݅にؔすること
˓ඇ合һのൣғにؔすること（必ਢではない） ˓合׆ಈにؔすること
˓ϢχΦϯ・γϣοϓ制（ձࣾに就৬したらそのձࣾの労働者のա数で৫する労働合
に必ずՃೖしなければならないとい͏制度）にؔすること（締結合意した場合のみ࡞）
˓ஂମަবにؔすること ˓ฏٛ（協有ޮظ間தの૪ٞߦҝࢭې等）にؔすること
˓ۤॲཧにؔすること ˓労使協ٞにؔすること

ˎ協のछྨとして、แׅ協（基ຊ的߲૯ׅ的༰）とݸผ協（߲͝と、また
はަব͝とに࡞）がありますɻ
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◆労働߹݁௨ॻとஂମަবਃೖॻのྫ

労働合結通ॻ
˓�˓݄�˓日

ձࣾࣜג˓˓
ɹ代ද取締�˓˓˓˓�఼
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ˓˓˓労働合
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹࣥߦҕһ�˓˓˓˓
ɹࢲたͪ˓˓ࣜגձࣾで働͘労働者は、˓ ˓݄ ˓日、˓˓˓労働合を結しまし
たので、Լهのとおりһの໊ࢯをఴえ、͝通いたします。

ه
ɹɹɹɹࣥߦҕһ�˓˓˓˓ ɹɹɹɹɹɹɹɹࣥߦҕһ�˓˓˓˓
ɹɹɹɹ෭ࣥߦҕһ�˓˓˓˓ɹɹɹɹɹɹɹ ˓˓˓˓�ҕһߦࣥ
ɹɹɹɹॻɹهɹ�˓˓˓˓ ɹɹɹɹɹɹɹɹࣥߦҕһ�˓˓˓˓

ˎԼه、ஂަਃೖॻとあわせてఏग़するのが一ൠతです。

ஂମަবਃೖॻ
˓�˓݄�˓日

（あてઌ、໊ٛは、結通ॻにಉ͡）
ɹԼهのとおりஂମަবをਃしೖれますので、˓�˓݄�˓日までに否を͝回Լ
͞い。

ه
１ɽ日ɹ時ɹ˓�˓݄�˓日�˓時�または、˓�˓݄�˓日から�˓݄�˓日までの休日

を除͘ظ間தにおいて、労使方が合意し得る日時（̎時間ఔ度）
̎ɽ場ɹॴɹձࣾձٞࣨ
̏ɽग़੮者ɹ合�ࣥߦҕһ、෭ࣥߦҕһ、ॻه、ࣥߦҕһ�˓人
ɹɹɹɹɹɹٴͼձࣾһ
̐ɽަব事߲

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・）１（
。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・）̎（
。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・）̏（

ˎ要求等༰を؆ܿにՕ条ॻきでهすか、ผ్ৄしい要求ॻをఏग़する方法あります。
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ෆ労働ߦҝと

ɹ労働合法第̓条では、労働合のஂ結やਖ਼な׆ಈをげるよ͏な使
用者のߦҝをʮෆ労働ߦҝʯとして͡ې、労使ؔの基本తなϧʔϧを
อোしています。
ɹ通ৗ、ෆ労働ߦҝとは、࣍の５つのߦҝをࢦします。

ᶃ�労働者が労働合の合һであること、労働合にՃೖし、し͘は、
労働合を結しよ͏としたこと、または労働合のਖ਼なߦҝをͬߦ
たことをཧ༝としてղޏそのଞのෆརӹऔѻいをすること
ᶄ�労働者が労働合にՃೖしないこと、し͘は労働合からୀするこ
とをޏ用条݅とすること（ԫܖݘ）
ᶅޏ�用する労働者の代ද者とஂମަবする͜とΛਖ਼ͳཧ༝͕ͳ͘ڋ൱す
ること（˞ӈϖʔδ参র）
ᶆ�労働合の結、し͘はӡӦに対するࢧհೖまたはܦඅԉॿを͏ߦ
こと
ᶇ�労働者が労働ҕһձに対して、ෆ労働ߦҝのࡁٹਃཱてをしたこと等
をཧ༝としてղޏそのଞのෆརӹऔѻいをすること

ɹෆ労働ߦҝのࡁٹ
ɹෆ労働ߦҝがߦわれたときは、労働者・労働合は、労働ҕһձ（113
ϖʔδ参র）にࡁٹをਃしཱてることができます。
ɹࡁٹਃཱてがあͬた場合、労働ҕһձはෆ労働ߦҝの事実の有ແを৹
ࠪし、ෆ労働ߦҝに֘するとஅすれば、໋ྩをग़してࡁٹをਤります。
ෆ労働ߦҝのࡁٹਃཱて͕Ͱ͖るの、ෆ労働ߦҝ͕͋ͬͨとされ

る日（ܧଓするߦҝͰͦのޙ࠷の日）から１年以です。労働合は、
労働合法の֨ࢿ要݅をඋえていることをূ明するたΊのॻྨ必要です。
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˞�ʮਖ਼なཧ༝ʯの有ແは、ஂମަবの۩ମత事によりஅ͞れ
ますが、例えば、࣍のよ͏な場合、ਖ਼ͳཧ༝͕ͳいஂମަবڋ൱
にあたります。

˓�合ଆの要求がաେである、ܦӦঢ়ଶがྑ͘ない等のཧ༝でஂମ
ަবをڋ否する場合
˓�ҧ法・ෆな条݅を付けて、それをຬた͞なければԠ͡ないとす
る場合
˓合のަবҕһの֨ࢿの有ແをとしてڋ否する場合
˓�།一ަবஂମ（ձࣾが、この合をࣾで།一のަবஂମと
してೝΊ、ଞのいかなるஂମとஂମަবはߦわないとした取ܾ
Ί）や合һがগ数であるとい͏ཧ༝でڋ否する場合
˓�ஂ ମަবにはԠ͡たが、要求に対するだけでそのࠜڌや対ఏ
Ҋをग़͞ないなど、みせかけのަবにす͗ない場合
˓�ஂ ମަবのਐߦをނ意に引きԆばしたり、合意がཱしてจॻ
Խをڋ否したりする場合

ɹまた、合のަবਃೖれをແࢹしてݸผの労働者とަবする
ことは、一ൠతには支հೖ（ࠨϖʔδのᶆ）にあたります。
ɹなお、例によると、のޏ用ओではないݩձࣾなどがԼ
ձࣾの労働者の基本తな労働条݅をݱ実తかつ۩ମతに支、ܾ定
することができる場合には、ஂମަবにԠ͡なければならないとし
たのがあります。また、ݣઌは、労働者ݣ法上ݣઌが
をෛͬている෦分等については、ݣ労働者がՃೖする労働合か
らのஂମަবはڋ否できない場合あると考えられています。
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૪ٞߦҝと

ɹ労働合は、使用者とஂମަবをੵみॏͶて労働条݅等ののղܾを
ਤることが基本ですが、労使の意ݟがなかなか一கしない場合に、ओுを
ೝΊ͞せるख段として૪ٞߦҝを͏ߦことができます。
૪ٞߦҝには、労働ྗのఏڙをఀࢭするετϥΠΩ（ετ）やෆશな

ঢ়ଶで働͘ଵ業（αϘλʔδϡ）などがあります。

◆ਖ਼ͳ૪ٞߦҝにରするຽࣄ໔、ࣄܐ໔（労働合法第１条、第８条）
ਖ਼な૪ٞߦҝに対して、使用者はଛഛঈを求することはできませ

ん（ຽࣄ໔）し、൜ࡑとしてേせられることありません（ࣄܐ໔）。
しかし、૪ٞߦҝに͏ྗのߦ使は、どのよ͏な場合で͞ڐれません。
なお、ਖ਼な૪ٞߦҝをཧ༝として合һに対しෆརӹ取ѻいをするこ

とは、ෆ労働ߦҝ（10�ϖʔδ参র）となります。
◆૪ٞߦҝの࠷限の制限（労働ؔௐ法第3�条）
૪ٞߦҝにい͘つかの制ݶがあります。ετதで、事業ॴの人໋

の҆શやӴ生อ࣋のたΊに必要なࢪ設は、通ৗとಉ͡よ͏にҡ࣋͞れなけ
ればなりません。
◆ެӹࣄ業に͓͚る૪ٞ༧ࠂ௨（労働ؔௐ法第37条）
ిंやόε、පӃ、ిؾ、Ψεձࣾなど日ৗ生׆にෆՄܽなެӹ事業で

૪ٞߦҝを͏ߦ場合は、૪ٞߦҝを։࢝する日の10日前まで（通をఏग़
した日のཌ日から૪ٞߦҝの։࢝日の前日までのظ間が10日Ҏ上必要（
日ؚΉ））にあらか͡Ίಓݝ事（または厚生労働େਉ）とಓݝ労
働ҕһձ（またはதԝ労働ҕһձ）に通をしなければなりません。
◆૪ٞߦҝのಧग़（労働ؔௐ法第̕条）
実際に૪ٞߦҝをͬߦた場合は、ただͪにಓݝ事または労働ҕһ

ձにそのࢫをಧけग़ること必要です（ޱ಄あるいはి等によること
Մ）。
また、ਆಸݝの૪ٞߦҝの実ࢪঢ়گについて、かながわ労働ηϯλʔ
。ͼ労働ҕһձからい合わせをしますので、͝協ྗ͘だ͞いٴ
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૪ٞߦҝと

ɹ労働合は、使用者とஂମަবをੵみॏͶて労働条݅等ののղܾを
ਤることが基本ですが、労使の意ݟがなかなか一கしない場合に、ओுを
ೝΊ͞せるख段として૪ٞߦҝを͏ߦことができます。
૪ٞߦҝには、労働ྗのఏڙをఀࢭするετϥΠΩ（ετ）やෆશな

ঢ়ଶで働͘ଵ業（αϘλʔδϡ）などがあります。

◆ਖ਼ͳ૪ٞߦҝにରするຽࣄ໔、ࣄܐ໔（労働合法第１条、第８条）
ਖ਼な૪ٞߦҝに対して、使用者はଛഛঈを求することはできませ

ん（ຽࣄ໔）し、൜ࡑとしてേせられることありません（ࣄܐ໔）。
しかし、૪ٞߦҝに͏ྗのߦ使は、どのよ͏な場合で͞ڐれません。
なお、ਖ਼な૪ٞߦҝをཧ༝として合һに対しෆརӹ取ѻいをするこ

とは、ෆ労働ߦҝ（10�ϖʔδ参র）となります。
◆૪ٞߦҝの࠷限の制限（労働ؔௐ法第3�条）
૪ٞߦҝにい͘つかの制ݶがあります。ετதで、事業ॴの人໋

の҆શやӴ生อ࣋のたΊに必要なࢪ設は、通ৗとಉ͡よ͏にҡ࣋͞れなけ
ればなりません。
◆ެӹࣄ業に͓͚る૪ٞ༧ࠂ௨（労働ؔௐ法第37条）
ిंやόε、පӃ、ిؾ、Ψεձࣾなど日ৗ生׆にෆՄܽなެӹ事業で

૪ٞߦҝを͏ߦ場合は、૪ٞߦҝを։࢝する日の10日前まで（通をఏग़
した日のཌ日から૪ٞߦҝの։࢝日の前日までのظ間が10日Ҏ上必要（
日ؚΉ））にあらか͡Ίಓݝ事（または厚生労働େਉ）とಓݝ労
働ҕһձ（またはதԝ労働ҕһձ）に通をしなければなりません。
◆૪ٞߦҝのಧग़（労働ؔௐ法第̕条）
実際に૪ٞߦҝをͬߦた場合は、ただͪにಓݝ事または労働ҕһ

ձにそのࢫをಧけग़ること必要です（ޱ಄あるいはి等によること
Մ）。
また、ਆಸݝの૪ٞߦҝの実ࢪঢ়گについて、かながわ労働ηϯλʔ
。ͼ労働ҕһձからい合わせをしますので、͝協ྗ͘だ͞いٴ
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ެӹࣄ業に͓͚る૪ٞߦҝ༧ࠂ௨のྫެӹࣄ業に͓͚る૪ٞߦҝ༧ࠂ௨のྫެӹࣄ業に͓͚る૪ٞߦҝ༧ࠂ௨のྫ

૪ٞ行ҝ༧ࠂ௨ॻ
○○年○月○日

ਆಸݝ労働ҕһ会会長　఼
○○市○○町○○番地

○○○○○労働組合
ࣥ行ҕһ長　○○○○

　労働ؔௐ法第37条のن定により࣍のとおり௨します。
１　૪ٞ行ҝの的

　金Ҿ上͛、４月以߱組合һ１人平均ʷʷʷԁ（定ঢ別）֫
ಘのため

２　૪ٞ行ҝの日時
　　○月○日以߱ղ決の日まで
３　૪ٞ行ҝの場所
　　○○市○○町○○番地　○○පӃのશ৬場
４　૪ٞ行ҝの֓要

　લ項に͛ܝる場所において、શ໘的または෦的に࿈ଓまたは
அଓ的に業務をఀࢭする。ただし、保҆要һएׯ名は֬保する。

５　૪ٞ行ҝ࣮ࢪにࢸるまでの経過
　○月○日以߱数ճにわたりஂ体ަবをॏͶたが、いまだ具体的な
ֹがࣔされず、○月○日組合େ会の݁Ռ、スτ֬ݖ立（ʷˋ）、લ記の
期間、要ٻ؏పのため࣮ྗ行ࢪ࣮を決定した。

（注）ਆಸݝ事あてにಉҰจをఏग़することが必要です。
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労働ҕһձのࣄ

労働ҕһձは、ಓ͝ݝとに設けられているಠཱしてݶݖをߦ使する
、労働૪ٞのௐ（あͬせん、ௐఀ、ࡁٹ・ҝの৹ࠪߦで、ෆ労働ؔػ
ࡋ）、労働合の֨ࢿ৹ࠪなどの事をしています。
◆ෆ労働ߦҝの৹ࠪɾ໋ࡁٹ令
ɹ労働合からʮձࣾが合һに対してݏがらせやୀקをͬߦたʯな
どと、ෆ労働ߦҝ（10�ϖʔδ参র）のࡁٹਃཱてがあͬた場合、労働ҕ
һձはෆ労働ߦҝの事実の有ແを৹ࠪし、ෆ労働ߦҝに֘すると
அすれば、໋ྩをग़してࡁٹをਤります。
ෆ労働ߦҝのࡁٹਃཱて͕Ͱ͖るの、ෆ労働ߦҝ͕͋ͬͨとされ

る日（ܧଓするߦҝͰͦのޙ࠷の日）から１年以Ͱす。
◆労働૪ٞのௐ
ɹ労働૪ٞがൃ生し、ࣗओతなղܾがࠔな場合には、し合いによるղ
ܾのたΊのԉॿとして、あͬせんなどのௐをすることあります。
◆労働߹の֨ࢿ৹ࠪ
ෆ労働ߦҝのࡁٹਃཱてや、労働合が法人ొهのखଓをする場合な

どに、労働合法の֨ࢿ要݅をඋえているかど͏かの৹ࠪをしています（ӈ
ϖʔδ参র）。労働合は、労働合法の֨ࢿ要݅をඋえていることをূ明
するたΊのॻྨの用意が必要です。

˓労働૪ٞのௐ（あͬせんなど）については、労働者ݸ人のਃはでき
ません。ただし、ݸ人ので労働合が取り上げ、ਃした場合には、
取りѻ͏ことができます。
˓ਆಸݝ労働ҕһձでは、ݸผ労働ؔฆ૪（ݸʑの労働者と事業ओと
の間の労働条݅そのଞの労働ؔにؔするฆ૪）のあͬせんͬߦてい
ます。この場合のあͬせんのਃは労働ηϯλʔでडけ付けます。

ˎҎ上のৄࡉは、ʮかͳ͕わ労働ҕһձϋϯυϒοΫʯ（34�1�վగ൛）を͝ཡ͘だ͞い。
ਆಸݝ労働ҕһձϗʔϜϖʔδ IUUQT���XXX�QSFG�LBOBHBXB�KQ�EPDT�BO��SPVJ�JOEFY�IUNM
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労働ҕһձのࣄ

労働ҕһձは、ಓ͝ݝとに設けられているಠཱしてݶݖをߦ使する
、労働૪ٞのௐ（あͬせん、ௐఀ、ࡁٹ・ҝの৹ࠪߦで、ෆ労働ؔػ
ࡋ）、労働合の֨ࢿ৹ࠪなどの事をしています。
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ෆ労働ߦҝのࡁٹਃཱて͕Ͱ͖るの、ෆ労働ߦҝ͕͋ͬͨとされ
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どに、労働合法の֨ࢿ要݅をඋえているかど͏かの৹ࠪをしています（ӈ
ϖʔδ参র）。労働合は、労働合法の֨ࢿ要݅をඋえていることをূ明
するたΊのॻྨの用意が必要です。

˓労働૪ٞのௐ（あͬせんなど）については、労働者ݸ人のਃはでき
ません。ただし、ݸ人ので労働合が取り上げ、ਃした場合には、
取りѻ͏ことができます。
˓ਆಸݝ労働ҕһձでは、ݸผ労働ؔฆ૪（ݸʑの労働者と事業ओと
の間の労働条݅そのଞの労働ؔにؔするฆ૪）のあͬせんͬߦてい
ます。この場合のあͬせんのਃは労働ηϯλʔでडけ付けます。

ˎҎ上のৄࡉは、ʮかͳ͕わ労働ҕһձϋϯυϒοΫʯ（34�1�վగ൛）を͝ཡ͘だ͞い。
ਆಸݝ労働ҕһձϗʔϜϖʔδ IUUQT���XXX�QSFG�LBOBHBXB�KQ�EPDT�BO��SPVJ�JOEFY�IUNM
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߹نに定Ίる͜と͕ٻΊられる߲（労働合法第５条第߲̎）

ɹ労働合法では、労働合のຽओੑ・ࣗओੑを֬อするたΊ合規に
උえなければならない࠷খݶののとして̕つの߲をあげ、これらの߲
をඋえていないと、ෆ労働ߦҝのࡁٹਃཱてなど、法上に定Ίるखଓ
きができないとしています。
そのたΊ、労働ҕһձによる֨ࢿ৹ࠪͰ、߹نに࣍の定Ί͕͋る

かͲ͏か͕֬ೝされます。

ᶃ合の໊শ
ᶄओたる事ॴのॴࡏ
ᶅ合һは合のすてのに参Ճすることができ、また、ฏ等な取ѻい
をडけるݖརがあること
ᶆどんな人であらΏる場合に、その人の人छ、फڭ、ੑ ผ、または
分をཧ༝に合һの֨ࢿをୣわれないこと
ᶇ合のһは、合һ（または代ٞһ（࿈合ஂମである労働合等の場合））
のແ໊هථでબڍすること
ᶈ૯ձ（େձ）はຖ１回Ҏ上։͘こと
ᶉすてのݯࡒとその使్、ओなدෟ者の໊ࢯฒͼにࡏݱのܦཧঢ়گを示
すձ計ใࠂをຖ１回Ҏ上合һにެදすること、その際には合һに
よͬてҕ͞れたʮ৬業として、ձ計ࠪをすることができる人ʯのʮこ
のձ計ใࠂはਖ਼֬であるʯとい͏ূ明ॻをఴえなければならないこと
ᶊಉໍඁ業（ετϥΠΩ）は、合һ（または代ٞһ（࿈合ஂମである労働
合等の場合））のແ໊هථにより有ޮථ数のա数がࢍしな
ければ։࢝しないこと
ᶋ合規のվਖ਼には、ແ໊هථによる合һ（または代ٞһ（࿈合
ஂମである労働合等の場合））શһのա数のࢍが必要なこと

なお、労働合法上の労働合の要݅（労働合法第̎条）について、10�ϖʔδ
あわせて͝参র͘だ͞い。

߹نに定Ίる͜と͕ٻΊられる߲߹نに定Ίる͜と͕ٻΊられる߲
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労働ऀの҆શと݈߁ΛकるͨΊに

҆શな৬場ڥは、賃金や労働時間とฒͿॏ要な労働条݅です。
まず、労働ܖ法第５条において、用ऀ、労働ऀのੜ໋、ମの҆શΛ
֬อ͠つつ労働する͜と͕Ͱ͖るよ͏ྀす͖ٛ（҆શྀٛ）Λෛ͏と
規定しています。
また、৬場における労働者の҆શと݈߁を֬อするととに、շ適な৬場ڥ

のܗをతとしてʮ労働҆શӴ生法ʯが制定͞れています。͞らに、この法
に基ͮいた労働҆શӴ生規則等によͬて、۩ମతな基準が規定͞れています。
基࠷するͨΊに、労働҆શӴੜ法Ͱ定ΊられͨࢭΛࡂ業ऀ、労働ࣄ

४Λकる͚ͩͰͳ͘、շ適ͳ৬ڥΛつ͘り、労働݅Λվળする͜とͰ、労
働ऀの҆શと݈߁Λकらͳ͚れͳりまͤΜ。
ɹಉ༷に、労働者労働ࡂをࢭするたΊに必要な事߲をकり、事業者等が実
。のાஔに協ྗするよ͏にΊなければなりませんࢭࡂする労働ࢪ

ࡦ͖労働҆શӴੜ法に͓͚るओͳ҆શӴੜରͣߨ業ऀ͕ࣄ

◆҆શӴੜཧମ制のཱ֬（第10条ʙ第1�条の̎）
˓一定規Ҏ上の事業場等では૯ׅ҆શӴੜཧऀ、҆શཧऀ、Ӵੜཧऀ、
҆શӴੜਪਐऀ、࢈業ҩ等をબするととに҆શӴੜҕһձ等を設ஔするな
どにより、事業場の҆શӴੜཧମ制をཱ֬しなければなりません。
業ҩに対し、時間外・休日労働時間が１か݄あ࢈、業ҩをબした事業者は࢈˓
たり�0時間を超えた労働者の໊ࢯ・֘労働者にる֘超えた時間にؔする
ใなど、࢈業ҩが労働者の݈߁ཧ等を適に͏ߦたΊに必要なใをఏڙ
しなければなりません。

◆労働ऀのݥةま݈ͨ߁োΛࢭするͨΊのાஔ（第�0条ʙ第3�条）
˓事業者は労働者のݥةまたは݈߁োをࢭするたΊに必要なાஔを͡ߨなけ
ればならず、͞らに労働者を就業͞せるݐ設そのଞの࡞業場のอશฒͼに
のたΊに必要な࣋ͼ生໋のอٴل෩、߁র明、อԹ等、労働者の݈、ޫ࠾、ؾ
ાஔを͡ߨなければなりません。

ࡦ͖労働҆શӴੜ法に͓͚るओͳ҆શӴੜରͣߨ業ऀ͕ࣄࡦ͖労働҆શӴੜ法に͓͚るओͳ҆શӴੜରͣߨ業ऀ͕ࣄ

ˎࣾձঢ়گのมԽを౿まえ、ྩ̏1�݄に事ॴӴ生基準規則ٴͼ労働҆શӴ生規則がվਖ਼͞
れ、ྸ、ੑผ、োの有ແなどଟ༷な労働者にとͬて働きやすいڥをඋするたΊ、র度
やԹ度の基準、ศॴの設ஔ基準や休ཆॴ等の設උについてݟ͞れています。
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労働ऀの҆શと݈߁ΛकるͨΊに

҆શな৬場ڥは、賃金や労働時間とฒͿॏ要な労働条݅です。
まず、労働ܖ法第５条において、用ऀ、労働ऀのੜ໋、ମの҆શΛ
֬อ͠つつ労働する͜と͕Ͱ͖るよ͏ྀす͖ٛ（҆શྀٛ）Λෛ͏と
規定しています。
また、৬場における労働者の҆શと݈߁を֬อするととに、շ適な৬場ڥ

のܗをతとしてʮ労働҆શӴ生法ʯが制定͞れています。͞らに、この法
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働ऀの҆શと݈߁Λकらͳ͚れͳりまͤΜ。
ɹಉ༷に、労働者労働ࡂをࢭするたΊに必要な事߲をकり、事業者等が実
。のાஔに協ྗするよ͏にΊなければなりませんࢭࡂする労働ࢪ

ࡦ͖労働҆શӴੜ法に͓͚るओͳ҆શӴੜରͣߨ業ऀ͕ࣄ

◆҆શӴੜཧମ制のཱ֬（第10条ʙ第1�条の̎）
˓一定規Ҏ上の事業場等では૯ׅ҆શӴੜཧऀ、҆શཧऀ、Ӵੜཧऀ、
҆શӴੜਪਐऀ、࢈業ҩ等をબするととに҆શӴੜҕһձ等を設ஔするな
どにより、事業場の҆શӴੜཧମ制をཱ֬しなければなりません。
業ҩに対し、時間外・休日労働時間が１か݄あ࢈、業ҩをબした事業者は࢈˓
たり�0時間を超えた労働者の໊ࢯ・֘労働者にる֘超えた時間にؔする
ใなど、࢈業ҩが労働者の݈߁ཧ等を適に͏ߦたΊに必要なใをఏڙ
しなければなりません。

◆労働ऀのݥةま݈ͨ߁োΛࢭするͨΊのાஔ（第�0条ʙ第3�条）
˓事業者は労働者のݥةまたは݈߁োをࢭするたΊに必要なાஔを͡ߨなけ
ればならず、͞らに労働者を就業͞せるݐ設そのଞの࡞業場のอશฒͼに
のたΊに必要な࣋ͼ生໋のอٴل෩、߁র明、อԹ等、労働者の݈、ޫ࠾、ؾ
ાஔを͡ߨなければなりません。
ˎࣾձঢ়گのมԽを౿まえ、ྩ̏1�݄に事ॴӴ生基準規則ٴͼ労働҆શӴ生規則がվਖ਼͞
れ、ྸ、ੑผ、োの有ແなどଟ༷な労働者にとͬて働きやすいڥをඋするたΊ、র度
やԹ度の基準、ศॴの設ஔ基準や休ཆॴ等の設උについてݟ͞れています。
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◆労働ऀのब業に͋ͨͬてのાஔ（第��条ʙ第��条）
˓事業者は、労働者をޏいೖれたときまたは労働者の࡞業༰をมߋしたときに
は҆શӴ生ڭҭをߦわなければなりません。
˓ΫϨʔϯӡసなど一定の業については、໔ڐをडけた者、一定のٕߨशを
मྃした者等でなければ就業͞せてはなりません。
˓தߴྸ者など就業にあたͬて特にྀを必要とする者については、適ਖ਼な
ஔをするよ͏にΊなければなりません。

◆労働ऀの݈߁のอ࣋増ਐのͨΊのાஔ（第��条ʙ第70条）
ʻ݈߁அʼ
˓事業者は、労働者をޏいೖれるときやܧଓޏ用するときなどには、݈߁அを
な業である場合は、特ผな݈わなければなりません。事業場の業が有ߦ
わなければなりません（ύʔτλΠϜ労働者につߦを（அ߁特घ݈）அ߁
いては��ϖʔδ参র）。また、有ॴݟ者については、݈߁อ࣋のたΊに必要な
ાஔについてҩࢣ等の意ݟをௌき、労働者の実を考ྀして適なાஔを͡ߨ
なければなりません。
ʻडಈ٤Ԏࢭʼ
˓事業者は、ࣨまたはこれに準ずるڥにおける労働者のडಈ٤Ԏ（݈߁増ਐ
法にن定するもの）ΛࢭするたΊ、事業者ٴͼ事業場の実にԠ͡適なા
ஔを͡ߨるよ͏にΊなければなりません。
ʻࢀরʼ৬に͓͚るडಈ٤ԎࢭのたΊのΨΠυϥΠϯ（ྩݩ݄̓̍基ൃ���1第̍号）
IUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�DPOUFOU������4�1��QEG

ʻετϨενΣοΫ制ʼ
˓事業者は、ৗ時使用する労働者に対して、ҩࢣ、อ݈ࢣによる৺ཧతͳෛ୲
のఔΛѲするͨΊのࠪݕ（ετϨενΣοΫ）Λຖ年１ճ࣮͠ࢪͳ͚れ
ͳりまͤΜ（労働者数�0人ະຬの事業場は、分の間ྗٛ）。
、の結Ռ、一定の要݅に֘する労働者からਃग़があͬた場合、事業者はࠪݕ˓
ҩࢣによる໘ࢦಋを実ࢪし、その結Ռに基ͮき、ҩࢣの意ݟをௌき、必要に
Ԡ͡࡞業のస、労働時間のॖ等の就業上のાஔを͡ߨなければなりません。
なお、ҩࢣ等はࠪݕ結Ռを本人のಉ意な͘、事業者にఏڙすることはできませ
ん。また、事業者は労働者に対して、໘ࢦಋのਃग़等をཧ༝とするෆརӹな
取ѻいをしてはいけません。
ʻࢀরʼετϨενΣοΫ੍؆୯ಋೖϚχϡΞϧ（��1�݄̓ߋ৽）
IUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�DPOUFOU�����������QEG

ˎϝϯλϧϔϧε（ここΖの݈߁）にؔする૬ஊ૭ޱは、13�ϖʔδを͝参র͘だ͞い。
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労働ऀの҆શと݈߁ΛकるͨΊに

◆労働ऀの݈߁のอ࣋増ਐのͨΊのાஔ（લϖʔδよりつ͖ͮ）
ʻ時間労働ऀにରする໘ࢦಋʼ
˓事業者は、時間外・休日労働時間が１か݄あたり�0時間を超えた労働者
に対し、やかに֘超えた時間にؔするใを通しなければなりま
せん。
˓事業者は、時間外ɾ休日労働時間͕１か月͋ͨりÿ0時間Λ͑、かつർ
労のੵ͕ೝΊられる労働ऀ͕ਃग़Λͨ͠߹、ҩࢣによる໘ࢦಋ
をߦわなければなりません。
˓事業者は、時間外・休日労働時間が１か月͋ͨりø00時間Λ͑るڀݚ։
ൃ業にै事する労働者に対し、労働者のਃग़なしにҩࢣによる໘ࢦ
ಋをߦわなければなりません。
˓上هの໘ࢦಋを実ࢪするたΊ、事業者は、λΠϜΧʔυύιίϯ
の用時間のهの؍٬తͳํ法ͦのଞの適ͳํ法により、労働ऀ
（労働基४法ୈûøに定ΊるऀٴͼΈͳ͠労働時間制͕適用される労働
ऀΛؚΉ）の労働時間のঢ়گΛѲしなければなりません。
度ϓϩϑΣογϣφϧ制度適用者（3�ϖʔδ参র）について事業者ߴ˓
は݈߁ཧ時間をѲし、１週間あたりの݈߁ཧ時間が40時間を超え
た場合における、その超えた時間が１か݄あたり100時間を超える適用労
働者に対し、ҩࢣによる໘ࢦಋをߦわなければなりません。

ա労ࢮと労ࡂೝ定基४のվਖ਼

ۙ、わがࠃではա労ࢮ等がଟൃしてେきなࣾձとなͬています。
ա労ࢮ等は、本人やそのՈだけでな͘、ࣾ ձにとͬてେきなଛࣦです。
はա労ࢮࢭରࡦਪਐ法に基ͮき、ա労ࢮ等のないࣾձの実ݱを

ࢦしているとこΖですが、この法ではʮա労ࢮ等ʯをӈのとおり定ٛ
ͮけています。

ա労ࢮと労ࡂೝ定基४のվਖ਼ա労ࢮと労ࡂೝ定基४のվਖ਼

��� ���



���

労働ऀの҆શと݈߁ΛकるͨΊに
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度ϓϩϑΣογϣφϧ制度適用者（3�ϖʔδ参র）について事業者ߴ˓
は݈߁ཧ時間をѲし、１週間あたりの݈߁ཧ時間が40時間を超え
た場合における、その超えた時間が１か݄あたり100時間を超える適用労
働者に対し、ҩࢣによる໘ࢦಋをߦわなければなりません。

ա労ࢮと労ࡂೝ定基४のվਖ਼

ۙ、わがࠃではա労ࢮ等がଟൃしてେきなࣾձとなͬています。
ա労ࢮ等は、本人やそのՈだけでな͘、ࣾ ձにとͬてେきなଛࣦです。
はա労ࢮࢭରࡦਪਐ法に基ͮき、ա労ࢮ等のないࣾձの実ݱを

ࢦしているとこΖですが、この法ではʮա労ࢮ等ʯをӈのとおり定ٛ
ͮけています。

ʲա労ࢮ等ࢭ対ࡦਪਐ法におけるʮա労ࢮ等ʯr
・業におけるաॏͳෛՙによる݂ױ࣬ɾ৺ଁ࣬ױをݪҼとするࢮ
・業におけるڧい৺ཧతෛՙによるਫ਼ਆোΛݪҼとするࣗࡴによるࢮ
ױਫ਼ਆ࣬、ױ৺ଁ࣬・ױらないが、これらの݂࣬ࢸにはࢮ・

ɹ時間にわたるաॏな労働は、ർ労のੵをたらす࠷ॏ要な要Ҽと考
えられ、͞らには・৺ଁ࣬ױとのؔ࿈ੑがڧいとい͏ҩֶతݟが得られ
ています。
ɹ・৺ଁ࣬ױにかかる労ࡂอݥの適用については、ʮ݂පมΛஶ͘͠増
ѱさͤる業による݂ٴױ࣬ͼੑ݂ڏ৺࣬ױのೝ定基४ʯ（ྩ̏̕
݄14日基ൃ0�14第１߸）によりஅ͞れますが、時間外労働がいわΏるա労ࢮ
ϥΠϯ（˞）にୡしていな͘て、労働時間Ҏ外のෛՙ要Ҽ考ྀ͞れます。

ɹまた、ա労や業上のετϨεによりൃするਫ਼ਆো（͏つපなど）の
労ࡂೝ定については、ʮ৺ཧతෛՙによるਫ਼ਆোのೝ定基४ʯ（ྩ５̕
݄１日基ൃ0�01第̎߸）により、
ɹᶃೝ定基準の対象となるਫ਼ਆোをൃපしていること
ɹᶄ�ೝ定基準の対象となるਫ਼ਆোのൃප前おおΉͶ̒か݄の間に、業に
よるڧい৺ཧతෛՙがೝΊられること

ɹᶅ業Ҏ外の৺ཧతෛՙやݸମଆ要ҼによりൃපしたとはೝΊられないこと
のいずれの要݅ຬたす場合に、ೝ定͞れます。
ɹᶄのʮ業によるڧい৺ཧతෛՙʯについては、ೝ定基準におけるʮ業
による৺ཧతෛՙධՁදʯにより૯合తにஅ͞れます。
ɹ৺ཧతෛՙのධՁ対象としては、ύϫʔϋϥεϝϯτにՃえ、ྩ５̕
݄のೝ定基準վਖ਼により、いわΏるΧελϚʔϋϥεϝϯτ（1��ϖʔδ参
র）や、ײછ等のϦεΫのߴい業にै事すること、またੑతࢤ・ੑࣗ
ೝにؔするਫ਼ਆతܸ߈等ؚまれることが明͞هれました。

˞ա労ࢮϥΠϯとは
ɹ�පؾやࢮ、ࣗࡴにࢸるϦεΫが時間労働にىҼするのだとೝ定する基準のことを
いい、ʮൃલ１か月間に͓͓ΉͶø00時間ʯあるいはʮൃલ２ʙ̒か月間にわͨͬて
１か月ͨり͓͓ΉͶÿ0時間ʯを超える時間外労働がある場合は、業とൃとのؔ
ੑがڧいと͞れています。
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৬のϋϥεϝϯτڐされまͤΜɹ法తとରॲ法

৬場のい͡Ί、ݏがらせや、いわΏるηΫϋϥ、ύϫϋϥなど、ʮ৬場のϋϥ
εϝϯτʯがࣾձతなとなͬています。

૬खをইつける意ਤがある場合はͪΖん、意ਤ（ѱؾ）がな͘て場合によ
りϋϥεϝϯτとなります。また、తな૬खだけでな͘、ࣗ分のまわりにい
る人、間తな૬खؚまれます。
ʮ৬のϋϥεϝϯτʯ、働͘ਓのଚݫਓ֨Λ৵するڐされͳいߦҝͰす。
ϋϥεϝϯτのߦҝ者は、৬場ڥをѱԽ͞せたことでռॲ分をडけたり、

͞らに、ඃ者からෆ法ߦҝとしてଛഛঈٻをडける場合があります。ྗ
やڴഭについてはܐ法上のを͞ٴれることあります。
また、ا業（使用者）がをりながら์ஔしていた場合などは、࣍のよ͏

な法తをわれることがあります。

１ ഛঈ（ຽ法ୈþ0Ā）ҝによるଛߦ用ऀのෆ法
使用者のߦҝがそのݶݖ（業໋ྩݖ、人事ݖなど）のൣғをҳし、また、

ཞ用とධՁ͞れ、労働者のݖརの৵とଛのൃ生（人֨ݖの৵、ਫ਼ਆతۤ௧
など）がೝΊられれば、ෆ法ߦҝとして使用者のをわれることがあります。
２ 用ऀの（ຽ法ୈþøü）
労働者間のߦҝが使用者の事業のࣥߦにؔ࿈してߦわれたので、ଞの労働者

のෆ法ߦҝをߏするとೝΊられれば、そのෆ法ߦҝについて使用者のを
われることがあります。
３ （法ୈ５、ຽ法ୈûøüܖ労働）（҆શྀٛҧ）ߦෆཤ࠴
使用者がϋϥεϝϯτを์ஔしたり、ೝしたりしていると、使用者が労働者

に対して労働ܖ上ෛͬている࠴のෆཤߦ（҆શྀٛҧ）によりଛ
。ഛঈをわれることがあります

Ұൠ的にϋϥεϝϯτとは
　　ࣗの意ਤʹؔな͘、
　　　人に対して、不շײを༩えたり、ࠔらせたりするݴಈଶ度のこと

ʮˎϋϥスϝϯτʯについて、法的な定ٛはありませΜ。
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৬のϋϥεϝϯτڐされまͤΜɹ法తとରॲ法
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また、ا業（使用者）がをりながら์ஔしていた場合などは、࣍のよ͏

な法తをわれることがあります。
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など）がೝΊられれば、ෆ法ߦҝとして使用者のをわれることがあります。
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労働者間のߦҝが使用者の事業のࣥߦにؔ࿈してߦわれたので、ଞの労働者
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使用者がϋϥεϝϯτを์ஔしたり、ೝしたりしていると、使用者が労働者

に対して労働ܖ上ෛͬている࠴のෆཤߦ（҆શྀٛҧ）によりଛ
。ഛঈをわれることがあります

Ұൠ的にϋϥεϝϯτとは
　　ࣗの意ਤʹؔな͘、
　　　人に対して、不շײを༩えたり、ࠔらせたりするݴಈଶ度のこと

ʮˎϋϥスϝϯτʯについて、法的な定ٛはありませΜ。
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のͨΊのાஔ͕ٛ͋りますࢭ業ओにϋϥεϝϯτࣄ

事業ओはޏ用するすての労働者等に対し、৬場におけるϋϥεϝϯτについ
て、ޏ用ཧ上必要なાஔ等（1��ϖʔδ参র）を͡ߨる必要があります。
ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ（1�1ϖʔδ）、৷・ग़࢈・ҭࣇ休業等にؔするϋ

ϥεϝϯτ（1��ϖʔδ）、ύϫʔϋϥεϝϯτ（1�3ϖʔδ）について、適な
ાஔを͡ߨない事業ओに対しては、それͧれの法に基ͮき、ࠃからߦࢦಋの
対象と͞れる場合があります。また、τϥϒϧのૣظղܾのたΊには、ಓݝ
労働ہを通͡てʮฆ૪ղܾԉॿʯやʮௐఀʯの制度をར用できる場合あります。

৬のϋϥεϝϯτに͋ͬͨら ͻとりͰまͣに、まͣ૬ஊΛ

දࣔΛするࢥ൱のҙڋ◆
。て、はͬきりと૬खにえることがେですͬ࣋をؾだと༐ݏなことはݏ
◆૬खからされͨ͜と、ݴわれͨ͜とのهΛ残す
ࣗ分がྫྷ੩にஅしたり、第ࡾ者にཧղしてら͏たΊにはϋϥεϝϯτの事

実ؔをϝϞなどにより、日時・場ॴ・૬खの໊ࢯ・༰など؍٬తな事実につ
いて、できるだけஸೡにهすることがେです。
◆ಉ྅上࢘に૬ஊする
৬場のಉ྅や上࢘などで、ۙな৴པできる人に૬ஊしましΐ͏。
◆ࣾの૬ஊ૭ޱͳͲΛར用する
पғの人の૬ஊではղܾがしい場合は、ࣾの૬ஊ૭ޱのར用をݕ౼しま

す。また、ࣾに労働合があれば、労働者のཱ場からղܾをαϙʔτしてら
える場合あります。
◆かͳ͕わ労働ηϯλʔに͝૬ஊͩ͘さい
ࣾの૬ஊ૭ޱでは૬ஊしͮらかͬたり、૬ஊ૭ޱがないことあります。ݝ

̐かॴのʮかながわ労働ηϯλʔʯ本ॴ・支ॴでϋϥεϝϯτにؔする労働૬
ஊをおडけしています。
˗この΄か法తղܾをਤるたΊに、労働৹等をར用する方法があります。

のͨΊのાஔ͕ٛ͋りますࢭ業ओにϋϥεϝϯτࣄのͨΊのાஔ͕ٛ͋りますࢭ業ओにϋϥεϝϯτࣄ
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ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ

ʮ৬ʯとは、事業ओがޏ用する労働者が業をߦする場ॴをࢦし、֘労働者
が通ৗ就業している場ॴҎ外の場ॴであͬて、֘労働者が業をߦする場ॴ
であれば৬場にؚまれます（例えば、取引ઌ、ग़ுઌ、業で使用するंதなど）。
ʮ労働ऀʯとは、いわΏるඇਖ਼規労働者をؚΉ、事業ओがޏ用するすての労働者
をいいます。また、ݣ労働者については、ݩݣだけではな͘、ݣઌાஔを
。る必要があります͡ߨ
ʮੑతͳݴಈʯとは、ੑతな༰のൃٴݴͼੑతなߦಈをࢦします。
・ੑతな༰のൃݴ（例）ੑతな事実ؔをਘͶること、ੑతな༰のใをྲྀすることなど
・ੑతなߦಈ（例）ੑతなؔをڧ要すること、必要な͘ମ৮することなど
ಉੑಉ࢜、ঁੑからஉੑに対するのؚまれ、また、ඃをडける者のੑతࢦ

ಈʯであれば、ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτに֘ݴやੑࣗೝにかかわらず、ʮੑతな
します。
֘ݴಈを͏ߦ者には、ࣄ業ओ、上࢘、ಉ྅に限らͣ、औҾઌのଞのࣄ業ओま

ͨͦのޏ用する労働ऀ、ऀױ、٬ސまͨͦのՈ、ֶߍに͓͚るੜెؚま
れます。

ʲηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτのྨܕʳ
◆ରՁܕηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ
֘ੑతなݴಈに対する労働者の対Ԡ（ڋ否や߅）によͬて、労働者がղޏ、

。給等のෆརӹをडけることをいいますݮ、֨߱
ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτܕڥ◆
֘ੑతなݴಈにより労働者の就業ڥがෆշなのとなͬたたΊ、ྗのൃش

にॏେなѱӨڹが生͡るなど、その労働者が就業する上でաできない支োが生͡
ることをいいます。

உঁޏ用ػձۉ等法第11条に基ͮき、事業ओはʮ৬に͓͚るηΫγϡΞϧϋϥ
εϝϯτʯ͕ͳいよ͏、労働ऀからの૬ஊにԠ͡、適にରԠするͨΊにඞཁͳମ
制のඋͦのଞのޏ用ཧ上ඞཁͳાஔΛ͡ߨͳ͚れͳりまͤΜ。
ɹ労働者がηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτにؔして事業ओに૬ஊしたことなどをཧ༝と
したղͦޏのଞෆརӹͳऔѻい͞ࢭېれています。

৬場ʹ͓けるηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ（ηΫϋϥ）とは
　　৬場において行われる、労ಇऀの意にする
　　ੑ的なݴಈに対する労働者の対応により、ͦ の労働者が労働条݅について

不རӹを受けたり、ੑ 的なݴಈによりबڥۀが͞れる͜ͱ
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ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτ

ʮ৬ʯとは、事業ओがޏ用する労働者が業をߦする場ॴをࢦし、֘労働者
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֘ੑతなݴಈに対する労働者の対Ԡ（ڋ否や߅）によͬて、労働者がղޏ、
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にॏେなѱӨڹが生͡るなど、その労働者が就業する上でաできない支োが生͡
ることをいいます。

உঁޏ用ػձۉ等法第11条に基ͮき、事業ओはʮ৬に͓͚るηΫγϡΞϧϋϥ
εϝϯτʯ͕ͳいよ͏、労働ऀからの૬ஊにԠ͡、適にରԠするͨΊにඞཁͳମ
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　　৬場において行われる、労ಇऀの意にする
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ʲϚλχςΟϋϥεϝϯτͳͲに͓͚るྨܕʳ
◆制のར用の͕ݏらͤܕ
ᶃ対象となる制度またはાஔ
ɹɹ ಈによりݴ休業等のར用にؔするޢ休業、հࣇཧાஔ、ҭ߁前休業、ੑ݈࢈
就業ڥが͞れるのをいいます。
ᶄࢭાஔが必要となるϋϥεϝϯτ
・ղޏそのଞෆརӹな取ѻいを示ࠦするの
・制度等のར用の求等または制度等のར用を્するの
・制度等をར用したことによりݏがらせなどをするの

◆ঢ়ଶの͕ݏらͤܕ
ᶃ対象となる事༝
ɹɹɹঁੑ労働者が৷・ग़࢈したこと、࢈後休業を取得したことなどにؔするݴಈに
より就業ڥが͞れるのをいいます。
ᶄࢭાஔが必要となるϋϥεϝϯτ
・ղޏそのଞෆརӹな取ѻいを示ࠦするの
・৷等をしたことによりݏがらせなどをするの

なお、業分୲や҆શྀ等の؍から、؍٬తにみて、業上の必要ੑに基ͮ͘ݴ
ಈによるのはϋϥεϝϯτには֘しません。
உঁޏ用ػձۉ等法第11条の̏ٴͼҭࣇ・հޢ休業法第��条に基ͮき、事業ओはʮ৬

に͓͚る৷ɾग़࢈ɾҭࣇ休業にؔするϋϥεϝϯτʯ͕ͳいよ͏、労働ऀからの
૬ஊにԠ͡、適にରԠするͨΊにඞཁͳମ制のඋͦのଞのޏ用ཧ上ඞཁͳાஔ
Λ͡ߨͳ͚れͳりまͤΜ。
労働者がϚλχςΟϋϥεϝϯτなどにؔして事業ओに૬ஊしたことなどをཧ༝とし

たղͦޏのଞෆརӹͳऔѻい͞ࢭېれています。

৷ɾग़࢈ɾҭࣇ休業のࣄ༝Λػܖと͠てෆརӹऔѻいΛͨͬߦ߹は、例外に֘
する場合を除き、ݪଇと͠て法ҧとなります。ৄࡉは4�ϖʔδを参রして͘だ͞い。

৬場ʹ͓ける৷ɾग़࢈ɾҭۀٳࣇʹؔするϋϥεϝϯτ
（いΘΏるϚλχςΟϋϥεϝϯτɾύλχςΟϋϥεϝϯτɾέΞϋϥεϝϯτ）とは

৬場において行われる上࢘・ಉ྅からの
৷ɾग़ͨ͜͠࢈ͱɺҭࣇɾհۀٳޢのར༻ʹؔするݴಈにより、
৷・ग़࢈したঁੑ労働者ҭࣇ・հޢ休業をਃग़・औಘしたஉঁ労ಇऀ
のबڥۀが͞れる͜ͱ

৷ɾग़࢈ɾҭࣇ休業にؔするϋϥεϝϯτ
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ύϫʔϋϥεϝϯτ

とಈݴʯͨ͠とܠഎΛؔͳతӽ༏ʮᶃ 、֘事業ओの業をߦするにあたͬて、֘ݴ
ಈをडける労働者がߦҝ者に対して߅またはڋઈすることができない֖વੑがߴいؔ
をഎܠとしてߦわれるのをࢦし、例えば、࣍ののなどがؚまれます。
˓৬上のҐが上Ґの者によるݴಈ
˓ಉ྅または෦Լによるݴಈで、֘ݴಈを͏ߦ者が業上必要なࣝや๛なݧܦを有
しており、֘者の協ྗを得なければ業のԁなߦを͏ߦことがࠔであるの
˓ಉ྅または෦Լからの集ஂによるߦҝで、これに߅またはڋઈすることがࠔであるの

とಈݴʯͨ͑Λғൣͳ૬つかཁඞ上業ʮᶄ 、ࣾ ձ通೦にরらし、֘ݴಈが明らかに
֘事業ओの業上必要ੑがない、またはそのଶ༷が૬でないのをࢦします。

とʯるれさڥ͕業बのऀ働労ʮᶅ 、֘ݴಈにより労働者がମతまたはਫ਼ਆతにۤ
௧を与えられ、労働者の就業ڥがෆշなのとなͬたたΊ、ྗのൃشにॏେなѱӨڹ
が生͡るなど֘労働者が就業する上でաできないఔ度の支োが生͡ることをࢦしま
す。このஅにあたͬては、ʮฏۉతな労働者の͡ײ方ʯ、すなわͪ、ಉ༷のঢ়گで֘ݴಈ
をडけた場合に、ࣾ ձ一ൠの労働者が、就業する上でաできないఔ度の支োが生͡たと
。ಈであるかど͏かを基準とすることが適ですݴるよ͏な͡ײ

ผの事Ҋについて、その֘ੑをஅするにあたͬては、֘事Ҋにおける༷ʑな要ૉݸ˗
（త、ܦҢやঢ়گ、業छ・業ଶ、業の༰・ੑ࣭、֘ݴಈのଶ༷・ස度・ܧଓੑ、労
働者のଐੑや৺のঢ়ߦ、گҝ者のؔੑ、֘ݴಈにより労働者がडけるମతまたは
ਫ਼ਆతなۤ௧のఔ度等）を૯合తに考ྀしてஅすることが必要です。
˗அに際しては、૬ஊ૭ޱの୲者等が૬ஊ者の৺のঢ়گやडけࢭΊなどそのೝࣝに
ྀしながら、૬ஊ者ٴͼߦҝ者の方からஸೡに事実֬ೝ等を͏ߦことॏ要です。

労働ࡦࢪ૯合ਪਐ法第30条の̎に基ͮき、தখا業をؚΉすての事業ओはʮ৬に͓͚
るύϫʔϋϥεϝϯτʯ͕ ͳいよ͏、労働ऀからの૬ஊにԠ͡、適にରԠするͨΊにඞཁ
ͳମ制のඋͦのଞのޏ用ཧ上ඞཁͳાஔΛ͡ߨͳ͚れͳりまͤΜ。
労働者がύϫʔϋϥεϝϯτについての૬ஊをͬߦたことやޏ用ཧ上のાஔに協ྗして

事実をड़たことをཧ༝としたղͦޏのଞෆརӹͳऔѻい͞ࢭېれています。

৬場ʹ͓けるύϫʔϋϥεϝϯτ（ύϫϋϥ）とは
৬場において行われる、ᶃ༏ӽ的なؔΛഎܠͱͨ͠ݴಈであͬて、
ᶄۀ্ඞཁ͔ͭ૬なൣғΛ͑ͨものにより、ᶅ労ಇऀのबڥۀが
れるものであり、ᶃʙᶅ·でのཁૉΛすてຬͨすもの͞
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৬に͓͚るύϫϋϥに֘すると͑ߟられるྫʗ֘͠ͳいと͑ߟられるྫ৬৬にに

ද的なݴಈの類ܕ 該当するとߟえられる例 該当しないとߟえられる例

ᾇ体的なܸ߈
（行・ই）

・ԥଧ、ऽりを行う
・૬खにを͛つける

てͿつかるͬޡ・

ᾈਫ਼ਆ的なܸ߈
غഭ・名༪ڴ）
ଛ・ৱ・ͻͲ
いݴ）

・人֨を൱定するようなݴಈを行う（૬खのੑ
的ࢦ・ੑ ࣗೝにؔするৱ的なݴಈをؚΉ）

・業務の行にؔする必要以上に長時間にわ
たるݫしいࣤを܁りฦし行う

・ଞの労働者の໘લにおけるେでのҖѹ的
なࣤを܁りฦし行う

・૬खのྗを൱定し、ഃするような༰の
電ࢠϝーϧなͲを当該૬खをؚΉෳ数の労
働者Ѽてにૹ৴する

・刻なͲ社会的ϧーϧをܽいたݴಈがݟら
れ、ࡾ࠶注意してͦれがվળされない労働
者に対してҰ定ఔ度ڧく注意をする

・ͦのا業の業務の༰ੑ࣭に照らして
ॏେな行ಈを行ͬた労働者に対して、Ұ
定ఔ度ڧく注意をする

ᾉ人間ؔから
のりし（ִ
・間外し・
ແࢹ）

・ࣗの意にԊわない労働者に対して、事を
外し、長期間にわたり、別ࣨにִしたり、ࣗ
ݚमさせたりする

・Ұ人の労働者に対してಉ྅が集ஂでແࢹを
し、৬場でݽ立させる

・৽نに࠾༻した労働者をҭするために
期間集中的に別ࣨでݚमのڭҭを࣮ࢪす
る

・ռن定にͮجきॲを受けた労働者に対
し、௨ৗの業務に෮ؼさせるために、ͦ のલ
に、Ұ時的に別ࣨで必要なݚमを受けさせる

ᾊ過େな要ٻ（業
務上໌らかに
不要なこと
行不Մな
こ と の ڧ 制・
（事の

・長期間にわたる、体的ۤ௧をう過ࠅな
業を໋ずる࡞のない務にؔۈ下でのڥ

・৽ଔ࠾༻者に対し、必要なڭҭを行わないま
ま౸ఈ対応できないϨϕϧの業ඪを՝
し、ୡできなかͬたことに対しݫしくࣤ
する

・労働者に業務とはؔのないࢲ的なࡶ༻の
ॲ理をڧ制的に行わせる

・労働者をҭするためにݱঢ়よりগしߴ
いϨϕϧの業務を任せる

・業務のൟ期に、業務上の必要ੑから、当該
業務の୲当者に௨ৗ時よりҰ定ఔ度ଟい
業務のॲ理を任せる

ᾋ過খな要ٻ（業
務上の合理ੑ
なくྗ経
とかけれݧ
たఔ度のい
事を໋͡る
こと事を
༩えないこと）

・理৬である労働者をୀ৬させるため、୭で
行Մな業務を行わせる

がらせのたݏにいらない労働者に対してؾ・
めに事を༩えない

・労働者のྗに応͡て、Ұ定ఔ度業務༰
業務ྔをܰݮする

ᾌݸの৵ࢲ）的
なことに過度
に立ͪೖるこ
と）

・労働者を৬場外でܧଓ的にࢹしたり、ࢲ
のࣸਅࡱӨをしたりする

・労働者のੑ的ࢦ・ੑࣗೝපྺ、不ྍ࣏
の機ඍなݸ人情ใについて、当該労働者の
ྃղをಘずにଞの労働者に࿐する（˞）

・労働者へのྀを的として、労働者のՈ
のঢ়گについてώΞϦϯάを行う

・労働者のྃղをಘて、当該労働者の機ඍなݸ
人情ใについて、必要なൣғで人事労務෦
の୲当者にୡし、ྀをଅす

˞ϓϥΠόγー保ޢの؍から、機ඍなݸ人情ใを࿐することのないように労働者にप・ൃܒするなͲのા
ஔを͡ߨることが必要です。
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͖ાஔͣߨ業ओ͕ࣄ

৬場におけるϋϥεϝϯτࢭのたΊ事業ओがߨずきાஔ等について、それͧれの
ϋϥεϝϯτのࢦ等の༰に基ͮきཧすると࣍のとおりです。

１ ൃܒͼͦのपɾٴ業ओのํの໌֬Խࣄ
ᾇ ৬場におけるϋϥεϝϯτの༰・ϋϥεϝϯτをͬߦてはならないࢫの方等を明
֬Խし、労働者にप・ൃܒすること

ᾈ 、ͼ対ॲの༰を就業規則等に規定しٴの方ࢫਖ਼に対ॲするݫ、ҝ者についてはߦ
労働者にप・ൃܒすること

２ ૬ஊ（ۤΛؚΉ）にԠ͡、適にରԠするͨΊにඞཁͳମ制のඋ
ᾇ ૬ஊ૭ޱをあらか͡Ί定Ί、労働者にपすること
ᾈ ૭ޱ୲者が、༰やঢ়گにԠ͡適に対Ԡできるよ͏にすること、また、ൃ生のお
それがある場合、֘するかඍົな場合で͘૬ஊに対Ԡし、適な対Ԡを͏ߦよ
͏にすること

ᾉ あらΏるϋϥεϝϯτの૬ஊを一ݩతにԠ͡ることのできるମ制をඋすることが
ましいこと

３ɹޙࣄのਝかつ適ͳରԠ
ᾇ 事実ؔをਝかつਖ਼֬に֬ೝすること
ᾈ 事実が֬ೝできた場合には、やかにඃ者に対するྀのたΊのાஔを適ਖ਼にߦ
͏こと

ᾉ 事実が֬ೝできた場合には、ߦҝ者に対するાஔを適ਖ਼に͏ߦこと
ᾊ ずることߨけたાஔをにࢭൃ࠶
４ ৬に͓͚るϋϥεϝϯτのݪҼഎܠとͳるཁҼΛղফするͨΊのાஔ
（ᾇᾈはϚλχςΟϋϥεϝϯτなͲにͭいて、ᾉᾊはύϫʔϋϥεϝϯτにͭいて）
ᾇ 業ମ制のඋなど、事業ओや労働者の実にԠ͡、必要なાஔをߨずること
ᾈ 制度等のར用ができるとい͏ࣝを࣋つことやपғとίϛϡχέʔγϣϯをਤりなが
らࣗのମௐ・制度のར用ঢ়گ等にԠ͡て適に業をߦしてい͘とい͏意ࣝを࣋
つことなどを、৷等した労働者にप・ൃܒすることがましいこと

ᾉ ίϛϡχέʔγϣϯのੑ׆ԽやԁԽのたΊのݚम等の必要な取みを͏ߦことが
ましいこと

ᾊ 適ਖ਼な業ඪの設定等の৬場ڥのվળのたΊの取みを͏ߦことがましいこと
５ １から４まͰのાஔとซͤてͣߨ͖ાஔ
ᾇ ૬ஊ者・ߦҝ者等のϓϥΠόγʔをอޢするたΊに必要なાஔを͡ߨ、そのࢫを労働
者にपすること

ᾈ ૬ஊしたこと、事実ؔの֬ೝ等に協ྗしたことなどをཧ༝として、ෆརӹな取ѻい
を͞れないࢫを定Ί、労働者にप・ൃܒすること
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ࣗらのޏ用する労働ऀ以外にも、ඃऀΛग़さͳいͨΊに

事業ओは、৬場における֤छϋϥεϝϯτをͬߦてはならないࢫの方の明֬Խ
等を͏ߦ際に、֘事業ओがޏ用する労働者Ҏ外の者（ଞのࣄ業ओ͕ޏ用する労働
ऀ、就৬׆ಈதのֶ生等のٻ৬ऀٴͼ労働者Ҏ外の者（例えばݸਓࣄ業ओのϑϦʔ
ϥϯε、Πϯλʔϯγοϓੜ、ڭҭ࣮शੜ等））に対するݴಈについて、ಉ༷の方
をซせて示すことがましいと͞れています。
また、これらの者から૬ஊがあͬた場合には、その༰を౿まえて、必要にԠ͡

て適な対Ԡを͏ߦよ͏にΊましΐ͏。

ࣾ外にؔわるηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτのରԠ

ηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτについては、ଞࣾの労働者等のࣾ外の者がߦҝ者の場
合について、ޏ用ཧ上のાஔٛの対象となります。
ɹࣗࣾの労働者がଞࣾの労働者等からηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτをडけた場合には、
必要にԠ͡てଞࣾに事実ؔの֬ೝやൃ࠶ࢭの協ྗを求Ίる等、対Ԡを取らな
͘てはなりません。
また、事業ओは、ࣗ ࣾの労働者がଞࣾの労働者にηΫγϡΞϧϋϥεϝϯτをߦい、
ଞࣾが実ࢪする事実֬ೝ等のޏ用ཧ上のાஔの協ྗを求Ίられた場合、これに
Ԡ͡るよ͏Ίる必要があります。

ࣗࣗらら

ࣾࣾ外外

◆ΧελϚʔϋϥεϝϯτにؔ͠てま͠いऔ
ಈの͏ͪ、その要求のݴ・٬等からのΫϨʔϜސ場においては、ʮݱ業のا

༰のଥੑにরらして、要求を実ݱするたΊのख段・ଶ༷がࣾձ通೦上ෆ૬
なのであͬて、それにより労働者の就業ڥが͞れるのʯがΧελϚʔϋ
ϥεϝϯτであると考えられています。
事業ओは、ޏ用する労働者の就業ڥを͞れることのないよ͏、ޏ用ཧ

上のྀをすることがまれます。
˓૬ஊにԠ͡、適に対ԠするたΊに必要なମ制のඋ
˓ඃ者のྀのたΊの取み（ϝϯλϧϔϧεෆௐの૬ஊ対Ԡ、ߦҝ者
に対して１人で対Ԡ͞せないなど）
˓ඃࢭのたΊの取み（ϚχϡΞϧ࡞やݚमの実ࢪ等、業छ・業ଶ等の
ঢ়گにԠ͡た取み）

ʻࢀরʼްੜ労働লʮΧελϚʔϋϥεϝϯτରۀاࡦϚχϡΞϧʯ（����２݄ެද）
IUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�DPOUFOU�11�����������1�����QEG
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͖ાஔͣߨ業ओ͕ࣄ

৬場におけるϋϥεϝϯτࢭのたΊ事業ओがߨずきાஔ等について、それͧれの
ϋϥεϝϯτのࢦ等の༰に基ͮきཧすると࣍のとおりです。

１ ൃܒͼͦのपɾٴ業ओのํの໌֬Խࣄ
ᾇ ৬場におけるϋϥεϝϯτの༰・ϋϥεϝϯτをͬߦてはならないࢫの方等を明
֬Խし、労働者にप・ൃܒすること

ᾈ 、ͼ対ॲの༰を就業規則等に規定しٴの方ࢫਖ਼に対ॲするݫ、ҝ者についてはߦ
労働者にप・ൃܒすること

２ ૬ஊ（ۤΛؚΉ）にԠ͡、適にରԠするͨΊにඞཁͳମ制のඋ
ᾇ ૬ஊ૭ޱをあらか͡Ί定Ί、労働者にपすること
ᾈ ૭ޱ୲者が、༰やঢ়گにԠ͡適に対Ԡできるよ͏にすること、また、ൃ生のお
それがある場合、֘するかඍົな場合で͘૬ஊに対Ԡし、適な対Ԡを͏ߦよ
͏にすること

ᾉ あらΏるϋϥεϝϯτの૬ஊを一ݩతにԠ͡ることのできるମ制をඋすることが
ましいこと

３ɹޙࣄのਝかつ適ͳରԠ
ᾇ 事実ؔをਝかつਖ਼֬に֬ೝすること
ᾈ 事実が֬ೝできた場合には、やかにඃ者に対するྀのたΊのાஔを適ਖ਼にߦ
͏こと

ᾉ 事実が֬ೝできた場合には、ߦҝ者に対するાஔを適ਖ਼に͏ߦこと
ᾊ ずることߨけたાஔをにࢭൃ࠶
４ ৬に͓͚るϋϥεϝϯτのݪҼഎܠとͳるཁҼΛղফするͨΊのાஔ
（ᾇᾈはϚλχςΟϋϥεϝϯτなͲにͭいて、ᾉᾊはύϫʔϋϥεϝϯτにͭいて）
ᾇ 業ମ制のඋなど、事業ओや労働者の実にԠ͡、必要なાஔをߨずること
ᾈ 制度等のར用ができるとい͏ࣝを࣋つことやपғとίϛϡχέʔγϣϯをਤりなが
らࣗのମௐ・制度のར用ঢ়گ等にԠ͡て適に業をߦしてい͘とい͏意ࣝを࣋
つことなどを、৷等した労働者にप・ൃܒすることがましいこと

ᾉ ίϛϡχέʔγϣϯのੑ׆ԽやԁԽのたΊのݚम等の必要な取みを͏ߦことが
ましいこと

ᾊ 適ਖ਼な業ඪの設定等の৬場ڥのվળのたΊの取みを͏ߦことがましいこと
５ １から４まͰのાஔとซͤてͣߨ͖ાஔ
ᾇ ૬ஊ者・ߦҝ者等のϓϥΠόγʔをอޢするたΊに必要なાஔを͡ߨ、そのࢫを労働
者にपすること

ᾈ ૬ஊしたこと、事実ؔの֬ೝ等に協ྗしたことなどをཧ༝として、ෆརӹな取ѻい
を͞れないࢫを定Ί、労働者にप・ൃܒすること
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（ݥঈอิࡂ労働ऀ）に͋ͬͨらނࣄの͏͑Ͱࣄ

ɹ労働基準法は、労働者が事上でෛইし、または事がݪҼで࣬පにかかͬた
ときには、事業ओにྍཆඅのෛ୲や休業ิঈすることをٛ付けています。しか
し、େきな事ނなどがىこͬた場合、事業ओだけではे分なิঈができないおそ
れあるたΊŊ 労働ऀิࡂঈอݥ法（労ࡂอݥ法）が制定͞れています。
労ࡂอݥ法は、労働者（ΞϧόΠτ、ύʔτλΠϜ労働者等໊শのいかんを

わない）を使用するすての事業にڧ制తに適用͞れます（ただし、ݸ人ܦӦの
ྛਫ࢈業の一෦、ࠃのӦ事業等は除͘）。อݥྉについては、事業ओがશ額
ෛ୲します。
労ࡂอݥでは、業ࡂ（業上のࣄ༝によるෛই、࣬ප、ো͕いまͨࢮ）

まͨ௨ࡂۈ（௨ۈによるෛই、࣬ප、ো͕いまͨࢮ）Λඃͬͨ労働ऀ、
ͦのҨにର͠て、ඞཁͳอڅݥ͕ߦわれます。
このよ͏なิঈは、労働基準ಜॺが労働ࡂであるとೝ定した場合にݶら
れ、業ࡂの場合は、業ੑߦ（事業ओの支Լにあるঢ়ଶであること）ٴ
ͼ業ىҼੑ（業とইප等の間に一定のҼՌؔがあること）とい͏̎つの要
݅をຬたす必要があります。
事業ओは、労働者が労働ࡂ等でࢮまたは̐日Ҏ上休業した場合、な͘

ʯをఏग़しなければなりません（休ࠂইපใࢮの労働基準ಜॺにʮ労働者
業が̐日ະຬの場合ใٛࠂはありますが、ఏग़ظ日がҟなります）。明らか
に労ࡂであるにかかわらず、ใࠂをଵͬていた場合にはʮ労ࡂか͘しʯとして
。ਖ਼なॲ分が͞れますݫ
また、労ࡂอݥ給付等の求にあたͬて、ইප等の݄日やࡂのݪҼ・ൃ生
ঢ়گ等のূ明を͏ߦなど、事業ओにはਃखଓの協ྗٛが՝せられています。
なお、ෳ数の事業に使用͞れる労働者については、ෳのࣄ業の業ΛཁҼと
するইප（・৺ଁ࣬ױ、ਫ਼ਆো等）にؔするอݥ給付があります。また、
ෳ数の事業に使用͞れる労働者が給付をडける際の給付基ૅ日額（ӈϖʔδ参র）
は、一つの事業を要Ҽとするࡂであͬて、ݪ則として事業͝とに算定した給
付基ૅ日額に૬する額を合算した額を基ૅとして算定͞れます。

ʲ労ࡂอݥにؔする߹ͤʳۀࣄॴを管する労働基準監督ॺ（14�ϖʔδࢀর）
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に労ࡂであるにかかわらず、ใࠂをଵͬていた場合にはʮ労ࡂか͘しʯとして
。ਖ਼なॲ分が͞れますݫ
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労働ऀิࡂঈอݥのओͳڅ༰労働ऀิࡂঈอݥのओͳڅ༰労働ऀิࡂঈอݥのओͳڅ༰
（令和̒年４月１日ࡏݱ）

制のվਖ਼により༰͕มߋにͳる߹͕͋ります。

ていつに記දのʯ類種の付څʮ）注（
　　 ௨ࡂۈにおける保険څ付は業務ࡂにؔするのと΄΅ಉ様ですが、௨ࡂۈは༻者にิঈ任がない

ことから、௨ࡂۈにʮิঈʯのจࣈはわれませΜ。

こΜなとき 付の種類څ 付の༰څ
特別څࢧ金（社会෮ؼଅਐ事業）

定定ֹڅࢧ 特別څ༩（༩）がある場合

○労ࢦࡂ定පӃに
かかͬたとき

ྍཆ（ิঈ）څ付
（ྍཆのڅ付）

݈保のൣғでྍ
が受けられる（૭
でのҰ෦ෛ୲金ޱ
なし）

○上記以外のපӃ
にかかͬたとき

Ҡૹを要し・ޢ○
たとき

ྍཆ（ิঈ）څ付
（ྍཆのඅ༻のڅࢧ）

が必要とೝめ
るのに限る

○ইපのྍཆのため
休業し金を受け
ないとき

休業（ิঈ）څ付
休業４日（˞１）か
ら１日につきڅ付ج
ૅ日 （ֹ˞２）の60ˋ

休業４日から１
日につきڅ付ૅج
日ֹの20ˋ

○ྍཆ։始１ޙ年６
か月で࣏Ώせず、ই
පڃදのইප
に該当するときڃ

ইප（ิঈ）年金
1年間にڅ付ૅج日ֹの
313日　ڃ1
277日　ڃ2
245日　ڃ3

Ұ時金として
114ສԁ　ڃ１
107ສԁ　ڃ２
100ສԁ　ڃ３

算

定

ج

ૅ

日

ֹ

Ờ
３
˞
ớ

の

１年間に
313日　ڃ１
277日　ڃ２
245日　ڃ３

した場（定ݻঢ়）Ώ࣏○
合にোڃදのো
ڃに該当するোがい
がͬたとき

ো（ิঈ）څ付
（年金またはҰ時金）

（年金）1年間にڅ付ج
ૅ日ֹの1313 ڃ日
131日 ڃ7～

（Ұ時金）Ұ時金で8ڃ
503日～1456 ڃ日

Ұ時金として
～342ສԁ　ڃ１
8ສԁ　　ڃ14

１年間に
～313日　ڃ１
131日　ڃ̓
Ұ時金
～503日　ڃ̔
　ڃ14 56日

したときࢮ○

Ҩ（ิঈ）څ付
（年金）

1年間にڅ付ૅج日
ֹの153日～245
日

Ұ時金として
300ສԁ

１年間に
153日～245日

Ҩ（ิঈ）څ付
（Ұ時金）

Ұ時金でڅ付ૅج
日ֹの1000日

1000日
（Ұ時金）

ࡇྉ（څࡇ付）
日ֹの30ૅج付څ
日  ʴ315000ԁ
またはڅ付ૅج日
ֹの60日

○ো（ิঈ）年金またはই
ප（ิঈ）年金の受څ者
がҰ定のোがいによりݱ
にհޢを受けているとき

հޢ（ิঈ）څ付
ৗ時հޢは月ֹ177�50ԁ
ਵ時հޢは月ֹ 88�80ԁ
を上限

○定期݈で、・৺ଁ
にؔ࿈するҰ定項ױ࣬
にҟৗ所ݟがあるとき

ೋ߁݈࣍அڅ付 ೋ߁݈࣍அと特
定保݈ࢦಋ

˞１ 業務ࡂの場合、労働ج४法第76
条にͮجき休業３日までは༻
者にิࡂঈ任があります。

日ֹは、原則として労働ૅج付څ ２˞
४法の平均金に૬当するֹでج
す。

˞３ 算定ૅج日ֹは、原則として
　　 ইපのલ１年間の特別څ༩（

༩）の૯ֹを365でׂͬたֹです
が、上限があります。
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ࣦ業ͨ͠と͖（ޏ用อݥ）

࿅をडけた܇ҭڭは、労働者がࣦ業した場合や、৬業にؔするݥ用อޏ
場合、ҭࣇ・հޢのたΊの休業をした場合等に、必要な給付を͏ߦのです。
อݥྉについては、労使方がෛ୲します。
用ޏਓΛわͣ、１ਓͰもཁ݅に֘する労働ऀΛݸଇと͠て法ਓɾݪ

する߹、ࣄ業ओޏ用อݥにՃೖさͤͳ͚れͳりまͤΜ（一定のྛ
ਫ࢈業の͏ͪ労働者数５人ະຬのݸ人事業ॴはڧ制適用から除かれます
が、意Ճೖのखଓきあります）。
者となりますが、例ݥ用͞れている労働者は、ඃอޏ制適用事業ॴにڧ

外として、̐ か݄Ҏのظ間を定Ίてقઅతにޏ用͞れる人、法人の代ද者、
。者となりませんݥの、ன間ֶ生等は、ඃอډͼそのಉٴ人事業ओݸ

のཁ݅ऀݥඃอݥ用อޏ◆
１ úø日以上引きଓきޏ用͞れることがࠐݟまれる労働者であること
２ １ि間のॴ定労働時間͕ù0時間以上であること
上هのいずれの要݅ຬたす場合は、ύʔτλΠϜ労働ऀ対象となり

ます。また、6üࡀ以上の労働ऀʮߴྸඃอݥ者ʯとして、ޏ用อݥの
適用の対象となります。ෳ数の事業ओにޏ用͞れるࡀ��Ҏ上の労働者に
る特例（ޏ用อݥϚϧνδϣϒϗϧμʔ制）あります。ߴྸඃอݥ
者等のৄࡉは、104ϖʔδを参রして͘だ͞い。

ʲ令和̒年に͓͚るޏ用อݥྉについてʳ
ྩ݄̒̐１日からྩ݄̓̏31日までのޏ用อݥྉ率は、ҎԼの

とおりです（ྩ５度とಉ率です）。
Ұൠの事業（˞）における金૯ֹに対する保険ྉ

労働者ෛ୲ 者ෛ୲༺ 合計
ྩ６年４月１日から
ྩ̓年３月31日まで 0.6ˋ 0.�5ˋ 1.55ˋ

（参ߟ　ྩ５年度） （0.6ˋ） （0.�5ˋ） （1.55ˋ）
˞ྛਫ࢈業（Ұ෦をআく）、ਗ਼ञ製造業、ݐ設の事業はこれとҟなります。

ʲޏ用อݥにؔする߹ͤʳۀࣄॴまたはॅډ地を管するެڞ৬҆ۀ定ॴ（14�ϖʔδࢀর）
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ྩ݄̒̐１日からྩ݄̓̏31日までのޏ用อݥྉ率は、ҎԼの

とおりです（ྩ５度とಉ率です）。
Ұൠの事業（˞）における金૯ֹに対する保険ྉ

労働者ෛ୲ 者ෛ୲༺ 合計
ྩ６年４月１日から
ྩ̓年３月31日まで 0.6ˋ 0.�5ˋ 1.55ˋ

（参ߟ　ྩ５年度） （0.6ˋ） （0.�5ˋ） （1.55ˋ）
˞ྛਫ࢈業（Ұ෦をআく）、ਗ਼ञ製造業、ݐ設の事業はこれとҟなります。

ʲޏ用อݥにؔする߹ͤʳۀࣄॴまたはॅډ地を管するެڞ৬҆ۀ定ॴ（14�ϖʔδࢀর）
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用อޏ用อޏ༰څのओͳ（څ৬ऀٻ）ݥ用อޏ
（令和̒年４月１日ࡏݱ）

制のվਖ਼により༰͕มߋにͳる߹͕͋ります。

付のڅ
種類 付の事由څ 付　　༰　څ

ج

ຊ

ख

当

のいずれに該当する人࣍

・৬日以લ２年間にඃ保険
者期間（˞１）が12か月以上
ただし、特定受֨ࢿڅ者
（࢈・ղޏによる
৬者、有期労働ܖが更
৽されなかͬたことに
よる৬者）（˞２）につい
ては、৬日以લ１年間に
ඃ保険者期間が６か月以
上でՄ

と働けるঢ়ࢥब৬の意࠶・
ଶにある人

৬ٻ৬業҆定所にڞެ・
のਃࠐΈをすること

˞１ ඃ保険者期間
৬日がྩ２年̔月１日以
߱のํは、৬日から１か月
ごとに۠ͬていた期間に
金ࢧいのૅجとなる日数
が11日以上ある月、または
労働時間数が80時間以上あ
る月を１か月として計算しま
す。

˞２ 特定受֨ࢿڅ者
131ページを参照してくださ
い。

ʲجຊख当日ֹʳ

ˎただし、年ྸ別上限ֹ及び下限ֹあり

ʲ受څ期間ʳ原則として৬日のཌ日から１年間
ˎපؾέΨ、ग़࢈・ҭࣇ、հޢなͲで30日以上ब業できない場合、

期間を延長Մڅେ４年まで受࠷

ʲڅ付日数ʳ
①Ұൠ受֨ࢿڅ者（ࣗݾ合、定年ୀ৬による৬者）

②特定受֨ࢿڅ者（࢈、ղޏによる৬者）　˞２

ˎ65歳以上で৬した人に対してはجຊख当でなく、
　131ページのߴ年ྸٻ৬者څ付金をڅࢧ
ᶅब৬ࠔ者

　金　日　ֹ 付څ ຊख当日ֹج

45ˋ
～

80ˋ
金日ֹʷڅ付

ඃ保険者であͬた期間
৬時の年ྸ

10年未満 10年以上
20年未満 20年以上

65歳未満 �0日 120日 150日

ඃ保険者であͬた期間

৬時の年ྸ
1年未満 1年以上

5年未満
5年以上
10年未満

10年以上
20年未満 20年以上

30歳未満

�0日

�0日 120日 180日 ―

30歳以上35歳未満 120日
180日

210日 240日

35歳以上45歳未満 150日 240日 270日

45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日

60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

ඃ保険者であͬた期間
৬時の年ྸ

１年未満 １年以上

45歳未満
150日

300日

45歳以上60歳未満 360日

原則として、৬日のલの6か月に
われた金૯ֹを180日でׂͬてࢧ
算ग़したֹ

ݥ
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ࣦ業ͨ͠と͖（ޏ用อݥ）

༰（લϖʔδよりつ͖ͮ）څのओͳ（څ৬ऀٻ）ݥ用อޏ

ಛ定डऀ֨ࢿڅ、ಛ定ཧ༝৬ऀについて

特定ड給֨ࢿ者とは、࢈・ղޏ等のཧ༝により࠶就৬の準උをする時間త༨༟な͘
৬を༨ّな͘͞れた方です。
また、特定ཧ༝৬者とは、特定ड給֨ࢿ者Ҏ外の方で、ظ間の定Ίのある労働ܖ

においてʮܖをߋ৽する場合があるʯと͞れていて労働者がߋ৽をرしたにかか
わらずߋ৽͞れなかͬたこと、そのଞやΉを得ないཧ༝により৬した方です。
特定ड給֨ࢿ者または特定ཧ༝৬者に֘する場合、ड給֨ࢿ要݅が؇͞れたり、

ࣦ業等給付（基本ख）のॴ定給付日数がख厚͘なる場合があります。
特定ड給֨ࢿ者または特定ཧ༝৬者に֘するかど͏かのஅは、ड給֨ࢿにる

৬ཧ༝により、ॅॴまたはډॴをするެڞ৬業҆定ॴ等がߦいます。

ಛಛ定ड定ड

付の種類څ 付の事由څ 付　　༰　څ

ٻ

৬

者

څ

付

৬者ٻ年ྸߴ
څ 付 金

Ұ定の要݅を満
たすߴ年ྸඃ保
険者（65歳以
上のඃ保険者）
が৬した場合

ຊख当日جදの日数の࣍ （ֹ130ページ参照）をҰ時金でڅࢧ

ˎϚϧチߴ年ྸඃ保険者については、104ページ参照

特 例 Ұ 時 金

Ұ定の要݅を満
たすقઅ労働者
の期ޏ༻特
例ඃ保険者がࣦ
業した場合

څࢧຊख当日ֹの40日に૬当するֹをج
ˎこのʮ40日ʯは定ાஔ

日 ޏ 労 働
付金څ৬者ٻ

Ұ定の要݅を満
たす日ޏ労働ඃ
保険者がࣦ業し
た場合

納付したҹࢴ保険ྉに応͡て３ஈ֊に۠され、第１7ڃ500
ԁ、第２6ڃ200ԁ、第３4ڃ100ԁ、څࢧ日数はҹࢴష付ຕ
数に応͡13日から17日をڅࢧ

ʮٻ৬者څ付ʯには上記の΄か、Ұൠඃ保険者（受֨ࢿڅ者）を対に、ٕशಘख当（௨所ख当、
受ߨख当）、॓دख当、ইපख当があります。

ͦの΄͔のڅのछྨ ˎ͝ෆ໌公ڞ৬業҆ఆॴ͓߹͍ͤͩ͘͞ɻ
ब৬ଅਐڅ付（࠶ब৬ख当ʗब業ଅਐ定ணख当　）
（付金څԉࢧ࿅܇ҭڭ付金ʗڅ࿅܇ҭڭ）付څ࿅܇ҭڭ
104ページ参照（付金څब৬࠶年ྸߴ付金ʗڅຊجଓܧ༺ޏ年ྸߴ）付څଓܧ༺ޏ

照参ジーペ75）金付څ業休ޢհ（
ҭࣇ休業څ付（ҭࣇ休業څ付金）54ページ参照

ඃ保険者期間 １年未満 １年以上

付金څ৬者ٻ年ྸߴ 30日 50日
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څ 付 金

Ұ定の要݅を満
たすߴ年ྸඃ保
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ˎこのʮ40日ʯは定ાஔ
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Ұ定の要݅を満
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保険者がࣦ業し
た場合

納付したҹࢴ保険ྉに応͡て３ஈ֊に۠され、第１7ڃ500
ԁ、第２6ڃ200ԁ、第３4ڃ100ԁ、څࢧ日数はҹࢴష付ຕ
数に応͡13日から17日をڅࢧ

ʮٻ৬者څ付ʯには上記の΄か、Ұൠඃ保険者（受֨ࢿڅ者）を対に、ٕशಘख当（௨所ख当、
受ߨख当）、॓دख当、ইපख当があります。

ͦの΄͔のڅのछྨ ˎ͝ෆ໌公ڞ৬業҆ఆॴ͓߹͍ͤͩ͘͞ɻ
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照参ジーペ75）金付څ業休ޢհ（
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3�31

日
の
৬


受څ期間（原則として 1 年間）

4�1

日
ཌ
の
৬


4�16

日
の
ྃ
満
期


4�17

日
ཌ
の
ྃ
満
期


5�7

日
લ
の
日
定
ೝ
業
ࣦ

5�8

日
定
ೝ
業
ࣦ
ճ
１
第

6�4

日
લ
の
日
定
ೝ
業
ࣦ

6�5

日
定
ೝ
業
ࣦ
ճ
２
第̓日ޙ

4�17
～ 5�7

ࠐ
ৼ
の


4�10

日
定
決
֨
ࢿ
څ
受

日
の
Έ
ࠐ
ਃ
৬
ٻ

受څ期間（原則として 1 年間）

ೝ定・څࢧの対となりうる期間

ೝ定・څࢧの対となりうる期間

期期間

期期間 付制限期間څ

̓日間 ４ि間

̓日間 ２か月間（4�17 ～ 6�16） ４ि間

対څࢧ 対څࢧ

3�31

日
の
৬


4�1

日
ཌ
の
৬


4�16

日
の
ྃ
満
期


4�17

日
ཌ
の
ྃ
満
期


5�8

日
定
ೝ
業
ࣦ
ճ
１
第

6�16

日
ྃ
満
の
間
期
限
制
付
څ

6�17

日
ཌ
の
日
ྃ
満
間
期
限
制
付
څ

7�2

日
લ
の
日
定
ೝ
業
ࣦ

7�3

日
定
ೝ
業
ࣦ
ճ
２
第 ̓日ޙ

6�17
～ 7�2

ࠐ
ৼ
の


4�10

日
定
決
֨
ࢿ
څ
受

日
の
Έ
ࠐ
ਃ
৬
ٻ

対څࢧ対څࢧ

間̡ظڅࢧとظ時࢝։څࢧの（基ຊख）ݥ用อޏ Ұྫʳޏ用อޏ用อ

߹制限͕ͳいڅ◆

߹制限͕２か月間͋るڅ◆

ʻڅ付制限とはʼ
保険の༺ޏ、
˞	さらにҰ定の期間、ޙ合により৬した場合に、̓日間の期期間満ྃݾࣗ
。が行われないことをいいますڅࢧຊख当のج
　ྩ２年10月１日以߱にࣗݾ合により৬した場合のڅ付制限期間は２か月（５年間のう
ͪ２ճまで。３ճ以߱は３か月）。ࣗݾのめにؼすきॏେな理由で৬された場合のڅ付
制限期間は３か月。

˞ྩ̓年４月より、ࣗݾ合でୀ৬した者は、څ付制限期間が１か月にॖ༧定。
	注
日付は҆です。また、څ付制限期間खଓは変更になる場合があります。
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පؾέΨΛͨ͠と͖（݈߁อݥ）

ඃอݥ者（労働者）やඃැཆ者がපؾやέΨ（業ٴࡂͼ通ࡂۈҎ外）
をした場合、必要なҩྍ給付やख金などを支給する制度として、݈߁อ
。制がありますݥ
すての法ਓࣄ業ॴと、ৗ時５ਓ以上の労働ऀΛޏ用するݸਓࣄ業ॴ

（αʔϏε業のҰ定の業छΛ除͘）ڧ制適用ࣄ業ॴとͳり、ඞͣ労働
ऀΛ͜のอݥにՃೖさͤͳ͚れͳりまͤΜ。なお、ڧ制適用事業ॴでな
い場合で、ޏ用する労働者の̎分の１Ҏ上のಉ意を得て、事業ओがਃし、
厚生労働େਉのೝՄをडければ、適用事業ॴになることができます。
อݥྉについては、厚生金อݥྉとあわせて、事業ओとඃอݥ者（労

働者）がંしてෛ୲します。

◆ύʔτλΠϜ労働ऀの適用
ॻ等で定Ίられたʮ１週間のॴ定労働ܖ用ޏ則として、就業規則やݪ

時間ٴͼ１か݄のॴ定労働日数が、ಉ͡事業ॴでಉ༷の業にै事してい
る௨ৗの労働ऀの４分の３以上ʯとい͏要݅をຬたすύʔτλΠϜ労働者
は、ڧ制Ճೖとなります。
なお、これをຬた͞な͘て適用対象となる要݅があり、適用֦େがਐ

Ίられています。ৄ し͘は��、��ϖʔδを参রして͘だ͞い。

◆ইපख金
業外のέΨやපؾにより働͘ことができず、ྍཆのたΊに࿈ଓして̏

日を超えて休み、賃金が支払われない場合、ඃอݥ者はইපख金をड給
することができます（給付༰はӈϖʔδ参র）。
ইපख金は休৬の４日以߱、௨算͠て１年̒か月のൣғで支給͞

れます。ྩ̐１݄１日の法վਖ਼により、支給ظ間தに就労するなど、
ෆ支給となるظ間がある場合は、܁りӽして支給Մとなりました。これ
はྩ̏1�݄31日時で、支給։࢝日からى算して１̒か݄をܦաし
ていないইපख金（ྩ݄̎̓̎日Ҏ߱に支給։࢝͞れたの）が対
象です。

ʲ݈߁อݥにؔする߹ͤʳอڅݥのࣄ、อূݥのൃߦ等ɿՃೖதのશ߁݈ࠃอݥ協ձまたは݈߁อݥ߹
（রࢀ14�ϖʔδ）ॴࣄするۚॴを管ۀࣄྉ等ɿݥのऔಘ・ࣦ、ࣾձอ֨ࢿ
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පؾέΨΛͨ͠と͖（݈߁อݥ）
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働者）がંしてෛ୲します。

◆ύʔτλΠϜ労働ऀの適用
ॻ等で定Ίられたʮ１週間のॴ定労働ܖ用ޏ則として、就業規則やݪ

時間ٴͼ１か݄のॴ定労働日数が、ಉ͡事業ॴでಉ༷の業にै事してい
る௨ৗの労働ऀの４分の３以上ʯとい͏要݅をຬたすύʔτλΠϜ労働者
は、ڧ制Ճೖとなります。
なお、これをຬた͞な͘て適用対象となる要݅があり、適用֦େがਐ

Ίられています。ৄ し͘は��、��ϖʔδを参রして͘だ͞い。
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ෆ支給となるظ間がある場合は、܁りӽして支給Մとなりました。これ
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（令和̒年４月１日ࡏݱ）
制のվਖ਼により༰͕มߋにͳる߹͕͋ります。

˞　ඪ४ใु月ֹとは、原則としてຖ年̓月１日をج४として過３ڈか月間の金ࢧૅج日数が17日以上ある月
にࢧわれた金の１か月あたりの平均ֹをいいます。ただし、ೖ社時ݻ定的金の変ಈにͬてେ෯に金
が変わͬた場合ύーτλΠム労働者については、ҟなる場合があります。

付の種類څ 付の事由څ 付　　༰　څ

ྍཆのڅ付

Ոྍཆඅ

ඃ保険者ඃැཆ者が業務外の
事由によりපؾέΨをした場
合
ˎただし、࣍のような場合はප

とはΈなされず保険ྍはؾ
受けられませΜ。

　①ඒ༰形、ۙ のखज़ࢹ
　②༧注ࣹ、݈ அ߁
　ᶅਖ਼ৗな৷・ग़࢈

ඃ保険者、ඃැཆ者とに原則̓ 、ෛ୲は３ׂݾׂࣗ）
ただし、70歳以上の人は所ಘに応͡て２ׂまたは
３ׂ、未बֶࣇは２ׂ）
ˎҩྍ機ؔにࢧͬたҰ෦ෛ୲金（保険ద༻）が、

１か月（ྐྵ月）でҰ定 （ֹ年ྸ及び所ಘにより設
定される）を超えたときに、ٻによりྍֹߴཆඅ
がڅ付される。ʮଟ数該当ʯʮੈଳ合算ʯといͬた
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ཆඅྍޢ

在でྍཆしている人が、かか
りつけのҩࢣのࣔࢦで๚ޢ
スςーγϣϯの๚ޢを受け
た場合
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ೖӃ時
৯事ྍཆඅ

Ոྍཆඅ
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ग़࢈ख当金 ඃ保険者がग़࢈のため会社を休
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ޙのੜ׆のͨΊに（ްੜ年金อݥ）

ࠃະຬのすての方がՃೖするࡀҎ上�0ࡀのެత金制度は、�0ࠃのわがࡏݱ
ຽ金と、ձࣾ、ళ、ॴͳͲͰ働͘労働ऀ͕Ճೖするްੜ年金อݥの
̎階ݐてߏです。
厚生金อݥは、労働者の後の生׆のอোをすることがओなతですが、一

定のোがいのঢ়ଶになͬたときの給付や、労働者がࢮした場合にҨの生׆を
อোするたΊの給付あります。
すての法ਓࣄ業ॴと、ৗ時５ਓ以上の労働ऀΛޏ用するݸਓࣄ業ॴ（αʔϏ

ε業のҰ定の業छΛ除͘）ڧ制適用ࣄ業ॴとͳり、ඞͣ労働ऀΛ͜のอݥに
Ճೖさͤͳ͚れͳりまͤΜ。なお、ڧ制適用事業ॴでない場合で、ޏ用する
労働者の̎分の１Ҏ上のಉ意を得て、事業ओがਃし、厚生労働େਉのೝՄをड
ければ、適用事業ॴになることができます。ύʔτλΠϜ労働者の取ѻいは݈߁
อݥとಉ༷です（��、��、133ϖʔδ参র）。
อݥྉについては、݈߁อݥྉとあわせて、事業ओとඃอݥ者（労働者）がં

してෛ୲します。
にてޱொଜの૭۠ࢢにՃೖできない人は、ࣗ分でݥະຬでこのอࡀҎ上�0ࡀ�0

。ຽ金のՃೖखଓきをする必要がありますࠃ

ʲ࠾用、ୀ৬時のࣾձอݥ（݈߁อݥ、ްੜ年金อݥ）のอݥྉऩʳ
をࣦͨ͠ᶄの属する月のલ月までऩ֨ࢿ、を取得ͨ͠ᶃの属する月から֨ࢿ
をऔಘした日：ೖ社した日（ʹ社会保険にՃೖした日）֨ࢿ①
をࣦした日：ୀ৬した日のʮཌ日ʯ֨ࢿ②
例えば、３月31日にୀ৬した場合、֨ࢿをࣦした日は４月１日

◆ୀ৬日͕月の߹
ୀ৬した݄の給ྉから前݄分と݄分の̎か݄分のอݥྉが߇除͞れます。
◆ୀ৬日͕月以外の߹
ɹୀ৬した݄の給ྉから前݄分のอݥྉが߇除͞れます（݄分は࣍にՃೖしたอݥで
支払͏）。
◆ಉ͡月にೖࣾ、ୀ৬ͨ͠߹
݄分のอݥྉが߇除͞れます。ただし、厚生金อݥྉは、࠶就৬してಉ݄தに࠶

Ճೖした場合やಉ݄தにࠃຽ金にՃೖした場合はऩ͞れません。

ʲްੜۚอݥにؔする߹ͤʳۀࣄॴを管するۚࣄॴ（14�ϖʔδࢀর）
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ྸ

年

金

金
年
ૅ
ج
ྸ


受֨ࢿڅ期間（Ճೖ期間）が原則10年以上ある人に、65歳からڅࢧ
Մٻの（66歳～75歳）څ下͛受܁または（64歳～60）څ上͛受܁

ʲڅ付༰ʳ満ֹで年ֹ816000ԁ（ྩ６年度のֹ）
ˎ保険ྉの未納໔আの期間があͬた場合は、不する月数に応͡てֹݮ
まֹݮ時期により生֔にわたりҰ定のٻ下͛の場合、܁上͛または܁ˎ

たは૿ֹ

金

年

生

厚

ྸ


厚生年金保険のඃ保険者期間が１月以上あり、ྸૅج年金の受֨ࢿڅ期
間を満たす人に、ྸૅج年金に上せする形で65歳からڅࢧ
ˎ在৬中の場合、年金جຊ月ֹと૯ใु月ֹ૬当ֹに応͡て年金ֹのҰ෦

またはશֹがࢭఀڅࢧとなる場合がある
ʲڅ付༰ʳใुൺ例年金ֹʴՃڅ年金ֹʴ経過的Ճ算ֹ

特別څࢧのྸ厚生年金 ত36年（ঁੑはত41年）４月１日以લに生まれたํが対

ྸૅج年金の受֨ࢿڅ期間を満たし、かつ厚生年金保険のඃ保険者期間
が１年以上あるํについて、60歳から65歳になるまでの間څࢧ
付༰は、生年月日・ੑ別によりҟなるڅ։始年ྸڅࢧˎ
ˎࣦ業څ付受څ中の場合、年金はશֹがࢭఀڅࢧ


金
年

ো

োૅج
年金

Ұ定のڅࢧ要݅を満たすඃ保険者がোڃදに定める１ڃまたは２ڃ
に該当するとき

ো厚生
年金

Ұ定のڅࢧ要݅を満たす厚生年金ඃ保険者がোڃදに定める１ڃか
ら３ڃのいずれかに該当するとき

োख当金
（Ұ時金）

Ұ定のڅࢧ要݅を満たす厚生年金ඃ保険者がোڃදに定める３ڃに
らないҰ定のোがいに該当するときࢸ

金
年

Ҩ

Ҩૅج
年金

Ұ定のڅࢧ要݅を満たすඃ保険者がࢮしたときに、ͦの人に生計をҡ
څࢧされていたҰ定ൣғのҨに࣋

Ҩ厚生
年金

Ұ定のڅࢧ要݅を満たす厚生年金ඃ保険者がࢮしたときに、ͦの人に
生計をҡ࣋されていたҰ定ൣғのҨ（ૅج年金よりい）にڅࢧ

（令和̒年４月１日ࡏݱ）
制のվਖ਼により༰͕มߋにͳる߹͕͋ります。

年金อݥのछྨとڅࢧཁ݅年金อݥのछྨとڅࢧཁ݅年金อݥのछྨとڅࢧཁ݅
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ଟ༷ͳ働͖ （ํ労働ऀڠಉ߹、ϑϦʔϥϯε）

労働ऀڠಉ߹法について

ϑϦʔϥϯεのͨΊの法と૬ஊ૭ޱ

ˎこの΄か、（ެࡒ）ਆಸۀ࢈ৼڵηϯλʔ（14�ϖʔδࢀর）等でも૬ஊできる߹がありますɻ

労働ऀ労働ऀ

̋法ਓઃཱのಧग़ઌ、ओͨるࣄॴのॴࡏΛするಓݝとͳります。
（ਆಸݝの߹）ਆಸޏݝ用労՝ ߹ͤઌɹ0ûü ùø0 üþúü
ʮ労働者協ಉ組合法についてʯIUUQT���XXX.QSFG.LBOBHBXB.KQ�EPDT�[4S�SPVEPVLZPV.IUNM

ϑϦʔϥϯεのͨΊの法と૬ஊ૭ޱϑϦʔϥϯεのͨΊの法と૬ஊ૭ޱ

ϑϦʔϥϯεɾݸਓࣄ業ओ͚૬ஊ૭ޱʮϑϦʔϥϯεɾτϥϒϧ１１̌൪ʯ
ɹί 0øù0 üúù øø0 ϗʔϜϖʔδ IUUQT���GSFFMBODFøø0�KQ�

ۙ、ݸ人の働き方がଟ༷Խしており、その一つに、ޏ用とい͏働き方ではな͘ݸ
人で事業を͏ߦ、いわΏるʮϑϦʔϥϯεʯがあります。
ɹϑϦʔϥϯεはݪ則として労働法制の適用がな͘、労働อݥやࣾձอݥ適用外と
͞れますが、労ࡂอݥについては、一෦の事業についてʮ特ผՃೖ制度ʯによりิঈ
をडけられる場合がありますので、ৄし͘は労働基準ಜॺにお合せ͘だ͞い。
ɹϑϦʔϥϯεの方が҆৺して働けるڥをඋするたΊ、ʮ特定डୗ事業者にる取
引の適ਖ਼Խ等にؔする法ʯ（ϑϦʔϥϯε・事業者間取引適ਖ਼Խ等法）がྩ̒
（�0�4）11݄１日に͞ߦࢪれます。ಉ法のࢦ（ྩ̒５݄31日厚生労働者ࠂ示
�1�߸）がࡦ定͞れています。
ɹこの法では、ݸ人で働͘ϑϦʔϥϯεをอޢ対象として、業ҕୗをൃ͏ߦ事
業者（ا業等）に対し、取引条݅の明示、給付をडྖした日からݪ則�0日Ҏでのใ
ु支払、ϋϥεϝϯτ対ࡦのたΊのମ制උ等をٛ付けています。
ɹなお、この法のߦࢪの日に合わせて、労ࡂอݥの特ผՃೖの適用対象について
、制度վਖ਼によりશ業छ֦େ͞れることとなりました。

ɹ労働者協ಉ合は、合һがग़ࢿし、それͧれの意ݟをөして合の事業がߦわれ、
合һࣗらが事業にै事することを基本ݪཧとする৫です。
ɹこの基本ݪཧや合のӡӦϧʔϧ等を定Ίた労働者協ಉ合法（ྩ̐10݄１日ࢪ
、を結Ϳことをٛ付けており（一෦һを除͘）ܖでは、合に対し合һと労働（ߦ
合һが労働法制のอޢ対象となることを明示しています。
ɹ協ಉ合はඇӦར法人と͞れ、設ཱにあたͬては、̣̥̤法人やا業合とҟなり、
ҭてؔ࿈、Ҭͮ͘りؔ࿈、एࢠ、࿈ؔࢱやޢೝՄ等はෆ要です。հڐிによるߦ
者・ځࠔ者支ԉなど、あらΏる事業の実ࢪがՄです（労働者ݣ事業を除͘）。
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法とϚΠφϯόʔޢਓใอݸ

法についてޢਓใอݸ

ʮݸ人ใのอޢにؔする法ʯ（ݸ人ใอޢ法）は、ར用者等が҆৺できるよ͏に、
׆人ใ（˞）を適ਖ਼にѻͬてらͬた上で、有ޮにݸ等にؔػߦのࠃ、業やஂମا
用できるよ͏ڞ通のϧʔϧを定Ίたのです。

ر用࠾、用している労働者だけでな͘ޏにݱ、人ใ取ѻ事業者（使用者等）はݸ
者やୀ৬者のݸ人ใについて適ਖ਼な取ѻいをしなければなりません。
、り特定し、取得した場合はݶ人ใを取りѻ͏にあたͬては、ར用తをできるݸ

あらか͡Ίར用తをެදしている場合を除き、本人に通またはެද（ॻ໘で取得す
る場合は、本人に明示）する必要があります。取得したݸ人ใはར用తのൣғで
ར用し、特定したར用తҎ外のことにར用する場合は、ݪ則として本人のಉ意を得な
ければいけません。
また、使用者等は٬ސ等のݸ人σʔλの҆શཧのたΊに、労働者やҕୗઌ等に対し、
必要かつ適なಜを͏ߦ必要があります。

ۤ、法のղऍについての一ൠతな࣭やޢ人ใอݸ、ҕһձではޢਓใอݸ あͬ
せんにؔする૬ஊにԠ͡ています。
法૬ஊμΠϠϧɹίޢਓใอݸ̋ 0ú 6ûüþ ĀÿûĀ

ϚΠφϯόʔ制について

ʮߦखଓにおける特定のݸ人をࣝผするたΊの൪߸のར用等にؔする法ʯ（ϚΠφ
ϯόʔ法）にとͮき、ॅຽථを有するすての人に、１人１つのݸ人൪߸（ϚΠφϯ
όʔ）が付与͞れています。
ࣾձอো、੫、ࡂ対ࡦのߦखଓでϚΠφϯόʔのࡌهが必要と͞れますが、特に

ࣾձอো分では、ޏ用อݥ事、労ࡂอݥ事、金のಧॻ等でϚΠφϯόʔのࡌه
が必要です。
ʲϚΠφϯόʔにؔする߹ͤʳ
̋ϚΠφϯόʔ૯߹ϑϦʔμΠϠϧɹί 0øù0 Āü 0øþÿ（ແྉ）

ਓਓݸݸ

や生݄日等により特定໊ࢯ、人にؔするใであͬてݸ人ใとは、生ଘするݸ˞
のݸ人をࣝผすることができるのをいいます（ଞのใと༰қにর合することが
でき、それにより特定のݸ人をࣝผすることができるのをؚΉ）。
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ϝϯλϧϔϧε（͜͜Ζの݈߁）ɹ͝૬ஊͩ͘さい

らͨ͡ײにʮΈʯΛ৬のਓ間ؔࣄ

̋かͳ͕わ労働ηϯλʔʮ働͘ਓのϝϯλϧϔϧε૬ஊʯ（໘૬ஊ、ཁ༧）
ί 04�ʵ�33ʵ�110（ઢ�71�）第１ŋ̎ŋ̏ŋ̐Ր༵日 13時30分から1�時30分
（ॕ日、࢝を除͘）
̋ްੜ労働ল 働͘ਓのʮ͜͜Ζのࣖి૬ஊʯ
ί 01�0ʵ���ʵ4�� ݄・Ր༵日ɹ17時から��時ʗ・日༵日ɹ10時から1�時
（ॕ日、࢝を除͘）
̋ϝϯλϧϔϧεの૯߹ใαΠτʮ͜͜ΖのࣖʯIUUQT���LPLPSP�NIMX�HP�KQ�
事業者、労働者等を対象にϝϯλϧϔϧε対ࡦ等のใや、ർ労のੵ度についてη

ϧϑνΣοΫするたΊのπʔϧのใをࡌܝしています。

ʮ৬に͓͚るϝϯλϧϔϧεରࡦʯにؔする૬ஊ

̋ਆಸ࢈業อ݈૯߹ࢧԉηϯλʔ
ί 04�ʵ410ʵ11�0 ݄ʙ金༵日ʗ８時30分から17時1�分（ॕ日、࢝を除͘）

ɹதখ規事業場からの支ԉ要をडけて、৺の݈ͮ͘߁り計ըやετϨενΣοΫ制
度のಋೖのたΊのΞυόΠεٴͼ৬場෮ؼ支ԉϓϩάϥϜの࡞支ԉ、またཧಜ者・
ए労働者けのڭҭݚमなどをͬߦています。また、ϝϯλϧϔϧεのઐՈが、事
業ओまたは事業場の࢈業อ݈ελοϑなどに対し໘ஊ・ి・ϝʔϧ等で૬ஊにԠ͡て
います。
̋Ҭ࢈業อ݈ηϯλʔ

ԣೆҬ࢈業อ݈ηϯλʔɹ04�ʵ7��ʵ��70 業อ݈ηϯλʔɹ04�ʵ���ʵ30�3࢈ӜౡҬࡾ
ԣҬ࢈業อ݈ηϯλʔɹ04�ʵ4�1ʵ�7�1 ฏ௩Ҭ࢈業อ݈ηϯλʔɹɹɹ04�3ʵ��ʵ03��
ԣҬ࢈業อ݈ηϯλʔɹ04�ʵ�34ʵ4�01 ভೆҬ࢈業อ݈ηϯλʔɹɹɹ04��ʵ�7ʵ��3�
ݟҬ࢈業อ݈ηϯλʔɹɹ04�ʵ��1ʵ�73� 業อ݈ηϯλʔɹɹɹ04��ʵ��ʵ�040࢈Ҭݝ
࡚ೆҬ࢈業อ݈ηϯλʔɹ044ʵ�00ʵ0��� �業อ݈ηϯλʔɹɹɹ04�ʵ��3ʵ�07࢈ԝҬݝ
࡚Ҭ࢈業อ݈ηϯλʔɹ044ʵ3��ʵ0314 ૬ݪҬ࢈業อ݈ηϯλʔɹɹ04�ʵ707ʵ4���

͜͜ΖのෆௐΛͨ͡ײ時ɹͻとりͰまͣに ʵ͜͜ΖのػةΛ͑ࢧるి૬ஊʵ

ここΖのి૬ஊɹɹɹɹɹɹ01�0ʵ��1ʵ�0�（ຖ日�4時間）
ԣいのͪのిɹɹɹɹɹɹ04�ʵ33�ʵ4343（ຖ日�4時間）
࡚いのͪのిɹɹɹɹɹɹ044ʵ733ʵ4343（ຖ日�4時間）
༧いのͪのిɹɹɹɹ01�0ʵ7�3ʵ���（ຖ日1�時から�1時、ຖ݄10日は８時からཌ日８時）ࡴࣗ

ࣄࣄ

ʮʮ৬৬

͜͜͜Ζ͜Ζ

ɹ労働者数�0人ະຬのখ規事業場の事業者やখ規事業場で働͘人を対象に、݈߁
அの結Ռについてのҩࢣの意ݟௌ取をは͡Ί、時間労働者やߴετϨε労働者に対す
る໘ࢦಋなど、労働҆શӴ生法に基ͮ͘࢈業อ݈αʔϏεをແྉでఏڙしています。
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ί 04�ʵ410ʵ11�0 ݄ʙ金༵日ʗ８時30分から17時1�分（ॕ日、࢝を除͘）

ɹதখ規事業場からの支ԉ要をडけて、৺の݈ͮ͘߁り計ըやετϨενΣοΫ制
度のಋೖのたΊのΞυόΠεٴͼ৬場෮ؼ支ԉϓϩάϥϜの࡞支ԉ、またཧಜ者・
ए労働者けのڭҭݚमなどをͬߦています。また、ϝϯλϧϔϧεのઐՈが、事
業ओまたは事業場の࢈業อ݈ελοϑなどに対し໘ஊ・ి・ϝʔϧ等で૬ஊにԠ͡て
います。
̋Ҭ࢈業อ݈ηϯλʔ

ԣೆҬ࢈業อ݈ηϯλʔɹ04�ʵ7��ʵ��70 業อ݈ηϯλʔɹ04�ʵ���ʵ30�3࢈ӜౡҬࡾ
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ɹ労働者数�0人ະຬのখ規事業場の事業者やখ規事業場で働͘人を対象に、݈߁
அの結Ռについてのҩࢣの意ݟௌ取をは͡Ί、時間労働者やߴετϨε労働者に対す
る໘ࢦಋなど、労働҆શӴ生法に基ͮ͘࢈業อ݈αʔϏεをແྉでఏڙしています。
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ਆಸݝのࢢொଜ͕࣮ࢪする労働૬ஊ૭ޱ
ˎि１ճ以上実ࢪしている労働૬ஊ૭ޱについてࡌܝしています。 （令和̒年４月１日ࡏݱ）

。の方が対象ですֶࡏ・ۈࡏ・ॅࡏにࢢするࢪ則として、実ݪˎ

◆ԣࢢ（ԣٕࢢจԽձؗ�労働ใɾ૬ஊίʔφʔʮ働͘ਓの૬ஊࣨʯ0ûü 6ÿø 6üüú）
ʮ৬ͰのΈ૬ஊʯ月ʙ༵日 ̕時からøþ時（ॕ日、第̎ਫ༵日、࢝除͘）
ɹ�৬場の人間ؔ、労働ڥ、ΩϟϦΞܗ、ϋϥεϝϯτ、ϝϯλϧϔϧεなど
のみ等について、࢈業ΧϯηϥʔがղܾのたΊのおखいをします（ిま
たは໘ஊ）。
ʮ労働૬ஊʯՐɾ༵日 ̕時からøþ時（ॕ日、࢝除͘）ࣄલ༧制
ɹ�ղޏ・ୀ৬、賃金、労働時間、ϋϥεϝϯτ、労働ࡂ、ࣾձอ߁݈）ݥอݥ・
金）等の働͘人の༷ʑなについて、ࣾձอݥ労࢜が૬ஊにԠ͡ます（ి
または໘ஊ）。

ʮ͕ΜऀױのͨΊの労働૬ஊʯՐ༵日 ̕時からøþ時（ॕ日、࢝除͘）ࣄલ༧制
ɹ�がんྍ࣏をडけられている方やその͝Ոなどを対象に、事とྍ࣏のཱ྆等に
ついてࣾձอݥ労࢜が૬ஊにԠ͡ます（ిまたは໘ஊ（ΦϯϥΠϯՄ））。

◆࡚ࢢʮ労働૬ஊʯ（૬ஊํ法によりॴ時間͕ҟͳります。いͣれもॕ日、年年࢝除͘）

◆౻ࢢʮ労働૬ஊʯՐɾ༵日 øú時からø6時（ॕ日、࢝除͘）ࣄલ༧制
ղޏ、ύϫϋϥ、賃金ෆ払い、金、ࣾձอݥ、֤छ給付金などݸผの͝૬ஊに
ついて、ࣾձอݥ労࢜による労働૬ஊをͬߦています（໘ஊのみ）。༧・ৄࡉ
は࢈業労働՝（04��ʵ�0ʵ����）お合せ͘だ͞い。
・Ր༵日 （ॴࢢ౻）ຽ૬ஊࣨࢢຽ૬ஊใ՝ࢢ
・༵日 'ϓϨΠε（౻ࢢ౻ެຽؗ・労働ձؗ等ෳ合ࢪ設）ޏ用労働૬ஊࣨ

ˎ૬ࢢݪでは、労働ηϯλʔによるग़ு労働૬ஊを実ࢪしています（දࢴཪٴͼ141ϖʔδ参র）。
ˎଞに、ࢢொଜによͬては༧制の労働૬ஊ等を実ࢪしている場合があります。
。ொଜお合せ͘だ͞いࢢのۈࡏ・ॅࡏ

労働ܖや労働条݅にؔする、労働合やஂମަবにؔする、৬場の
ϋϥεϝϯτにؔするなど、労働を๊えたۈ労者をकるཱ場にཱͬ
て、対໘・ి・ΦϯϥΠϯによる労働૬ஊを実ࢪしています。
ɾର໘ɾΦϯϥΠϯ૬ஊ（༧制）
ɹ݄・ਫ༵日ɹ̕時から1�時、13時から1�時ɹத۠ݪॴҬৼڵ՝૬ஊ૭ޱ
ɹ（૬ஊ日の前週の༵日までに01�0ʵ110ʵ���ిにて͝༧͘だ͞い）
ɾి૬ஊ
ɹ݄ʙ金༵日ɹ̕時から17時ɹ01�0ʵ110ʵ���
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૬ஊ૭ޱ

Ұൠ労働૬ஊ શ労働ηϯλー：月から金༵日 දࢴཪ地ਤ参照 ９時から17時まで

９時から17時まで

９時から17時まで
（૬原市中ԝ۠所は16時まで）

17時から1�時30まで
（࡚はདྷ所૬ஊのΈ）

දࢴཪ地ਤ参照

045�633�6110᷄

045�662�6110

044�833�3141
（༧電話番号）

046�2�6�7311
（༧電話番号）

045�320�0335
045�662�6110
（༧電話番号）

දࢴཪ地ਤ参照

Ϛβーζϋϩーϫークԣ
ঁੑ৬һ対応：原則第1ŋ2ŋ3ŋ5金༵日
ঁੑห࢜ޢ対応：原則第４金༵日

Ϛβーζϋϩーϫーク૬原
ঁੑห࢜ޢ対応：原則第３༵日

ຊ所：日༵日
（12月28日から1月5日をআく）

ຊ所：Ր༵日

 ：࡚原則第３༵日（༧制）

ग़ு労働૬ஊ

日༵労働૬ஊ

間労働૬ஊ

ঁੑのための
労働૬ஊ
（ঁੑห࢜ޢ૬
ஊは༧制、৬һ
が༰をͬて
受付します。）

ঁੑ৬һによる૬ஊ
　９時から17時まで
ঁੑห࢜ޢによる૬ஊ
13時から16時まで
（དྷ所૬ஊのΈ）

ห࢜ޢ労働૬ஊ
（༧制ߴ、 度な
法に対応、
৬ һ が  ༰ を
て受付しまͬ
す。）

13時30から
16時30まで

（དྷ所૬ஊのΈ）

外ࠃ人労働૬ஊ
13時から16時まで

（ઐ૬ஊһ・৬һ
が対応、௨༁あり）

働く人の
ϝϯλϧϔϧス
૬ஊ（༧制）

13時30から
16時30まで

（དྷ所૬ஊのΈ、Χϯηϥーが対応）

࿈བྷઌ ૬ஊ対応時間૬ஊ日

ৗ

ઃ

ͷ

૬

ஊ

૭

ޱ

ຊ所：第1ŋ3ŋ5Ր༵日 045�662�6110
（༧電話番号）

 ：࡚原則第４Ր༵日 044�833�3141
（༧電話番号）

ԝ：原則第３ਫ༵日ݝ 046�2�6�7311
（༧電話番号）

ຊ所：第２༵日及び
第1ŋ2ŋ3ŋ4金༵日

中 ࠃ  045�662�1103 ޠ 
ϕτφム045�633�2030 ޠ
スペΠϯ045�662�1166 ޠ

ϙϧτΨϧ046�221�7��4 ޠスペΠϯݝޠԝ：༵日

ຊ所：第1ŋ2ŋ3ŋ4Ր༵日 045�633�6110᷄
（༧電話番号）

ভ ：ೆ原則第２ਫ༵日
	5ŋ�ŋ1月はখా原合ಉிࣷで࣮ࢪ


0463�22�2711᷄
（༧電話番号）

ɹ労働ηϯλʔの労働૬ஊ૭ޱ（૬ஊすてແྉ、ൿີݫक）
ˎ・ॕ・休日、࢝（1�݄��日から１݄̏日、日༵労働૬ஊはԼه）を除きます。
ˎ�1�時から13時を除いた時間が૬ஊ時間です。૬ஊऴྃ時ࠁのú0分લまͰにおిまたは͝དྷॴ͘
だ͞るよ͏おئいします。
ˎ本ॴ：かながわ労働ηϯλʔ本ॴ、࡚：࡚支ॴ、ݝԝ：ݝԝ支ॴ、ভೆ：ভೆ支ॴ

労働ηϯλʔの労働૬ஊ૭ޱʗਆಸ労働ہ
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ɹ◆労働ηϯλʔに࣍の૭ޱも͋ります（ৄࡉϗʔϜϖʔδΛ͝ཡͩ͘さい）。

ਆಸ労働ہ （令和̒年４月１日ࡏݱ）ਆಸ労働ہਆಸ労働ہ

෦名̡ ओな事ʳ ՝（ࣨ）名 電話番号 ிࣷ名

૯務෦
ʲ労働保険のద༻、労働保険ྉのऩʳ

૯ 務 ՝ 045 211 7350 ຊிࣷ̔֊

労働保険ऩ՝ 045 650 2803 ிࣷ９֊

均෦・ڥ༺ޏ
ʲ૯合ௐ、૯合労働૬ஊ、உঁޏ༻機
会均、ҭࣇ・հޢ休業、ύーτ・有期
労働、ϋϥスϝϯτ対ࡦʳ

ا ը ՝ 045 211 7357 ຊிࣷ13֊

ࢦ ಋ ՝ 045 211 7380 ຊிࣷ13֊

労働ج४෦
ʲ労働条݅、事業場のಜࢦಋ、̓ શ
Ӵ生、労働࠷、ࡂ金ʳ

 ಜ ՝ 045 211 7351 ຊிࣷ̔֊

҆ શ ՝ 045 211 7352 ຊிࣷ̔֊

݈ ߁ ՝ 045 211 7353 ຊிࣷ̔֊

 金 ࣨ 045 211 7354 ຊிࣷ̔֊

労 ࡂ ิ ঈ ՝ 045 211 7355 ຊிࣷ̔֊

労ิࡂঈ՝ࣨ 045 222 6625 労ิࡂঈ՝ࣨ

৬業҆定෦
ʲ৬業հ、ޏ༻保険ߴ、 年ྸ者・ো
がい者のޏ༻ଅਐ、労働者ݣ、৬
業܇࿅ʳ

৬ 業 ҆ 定 ՝ 045 650 2800 ிࣷ３֊

৬ 業 対 ࡦ ՝ 045 650 2801 ிࣷ3֊（ॿ金5֊・6֊）

धڅௐ事業՝ 045 650 2810 ிࣷ２֊

܇ ࿅ ՝ 045 277 8802 ிࣷ３֊
ຊிࣷ：〒231 8434 ԣ市中۠௨5 57 ԣ第２合ಉிࣷ
ிࣷ：〒231 0015 ԣ市中۠ඌ上町5 77 2 େ地所അंಓϏϧ
労ิࡂঈ՝ࣨ：〒231 0006 ԣ市中۠ೆ௨3 32 1 ΈなとϑΝϯλジΞϏϧ5֊

ˎਆಸݝにॅࡏまたはۈࡏの方、ݝで事業をӦΉ使用者の方が対象です。

ϝʔϧ労働૬ஊ ΦϯϥΠϯ労働૬ஊ のཱ྆Ԡԉࣇ事とҭ
ΧϯηϦϯά

労働ηϯλʔの労働૬ஊ૭ޱʗਆಸ労働ہ

૬
ஊ
૭
ޱ
・

߹
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��3

労働ؔߦؔػ


ݝ

ಸ
ਆ ˔労働ηϯλʔ 労働૬ஊなͲ（දࢴཪにҰཡがありますɻ）

˔労働ҕһձ 労使ฆ૪のղܾ、ෆ労働ߦҝからのࡁٹなͲ
　ਆಸݝ労働ҕһձ
˔地方ࡋॴ ແޮのఏૌなͲޏ、ղࢧྉڅ

　ԣຊி

　࡚ࢧ෦
　૬ࢧݪ෦
　ԣਢլࢧ෦
　খాࢧݪ෦
˔؆қࡋॴ なͲのௐఀਃཱ、ఏૌなͲࢧྉڅ
　ԣ
　ਆಸ
　อέ୩
ח　
　౻
　࡚
　૬ݪ
　ԣਢլ
　খాݪ
　ฏ௩
　ް
˔労働基準監督ॺなͲ 労働基準法ҧのਃࠂなͲ
　ݟ
　ԣೆ
　ԣ
　ԣ
　࡚ೆ
　࡚
　ԣਢլ
　౻
　ฏ௩
　খాݪ
　૬ݪ
　ް
　ਆಸ労働ہ૯߹労働૬ஊίʔφʔ
　ԣӺޱ૯߹労働૬ஊίʔφʔ

　ԣ（ຊிࣷɿࣄ୳し、ޏ用อݥ手続き）
　ԣ（ிࣷɿۀࣄॴのٻਓड等）

˟��1����1 ԣࢢத۠৽1���1ߓ よこはま৽ߓ߹ಉிࣷ1・�֊ �4����������
˟�������4 ԣࢢ۠1�11�1� ԣ45Ϗϧ4֊

　労働基準監督ॺ૯߹労働૬ஊίʔφʔ（্֤ه監督ॺにίʔφʔがઃஔされていますɻ）

ʏ

定ॴなͲ҆ۀ৬ڞެ˔ ৬ۀ૬ஊ、৬ۀհ、ࣦ のਃなͲڅۀ

　ԣߓ労働出ுॴ
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労働ؔߦؔػ


ݝ

ಸ
ਆ ˔労働ηϯλʔ 労働૬ஊなͲ（දࢴཪにҰཡがありますɻ）

˔労働ҕһձ 労使ฆ૪のղܾ、ෆ労働ߦҝからのࡁٹなͲ
　ਆಸݝ労働ҕһձ
˔地方ࡋॴ ແޮのఏૌなͲޏ、ղࢧྉڅ

　ԣຊி

　࡚ࢧ෦
　૬ࢧݪ෦
　ԣਢլࢧ෦
　খాࢧݪ෦
˔؆қࡋॴ なͲのௐఀਃཱ、ఏૌなͲࢧྉڅ
　ԣ
　ਆಸ
　อέ୩
ח　
　౻
　࡚
　૬ݪ
　ԣਢլ
　খాݪ
　ฏ௩
　ް
˔労働基準監督ॺなͲ 労働基準法ҧのਃࠂなͲ
　ݟ
　ԣೆ
　ԣ
　ԣ
　࡚ೆ
　࡚
　ԣਢլ
　౻
　ฏ௩
　খాݪ
　૬ݪ
　ް
　ਆಸ労働ہ૯߹労働૬ஊίʔφʔ
　ԣӺޱ૯߹労働૬ஊίʔφʔ

　ԣ（ຊிࣷɿࣄ୳し、ޏ用อݥ手続き）
　ԣ（ிࣷɿۀࣄॴのٻਓड等）

˟��1����1 ԣࢢத۠৽1���1ߓ よこはま৽ߓ߹ಉிࣷ1・�֊ �4����������
˟�������4 ԣࢢ۠1�11�1� ԣ45Ϗϧ4֊

　労働基準監督ॺ૯߹労働૬ஊίʔφʔ（্֤ه監督ॺにίʔφʔがઃஔされていますɻ）

ʏ

定ॴなͲ҆ۀ৬ڞެ˔ ৬ۀ૬ஊ、৬ۀհ、ࣦ のਃなͲڅۀ

　ԣߓ労働出ுॴ

���

˞ྩ݄̒̐̍ࡏݱの༰ですɻมߋされている߹がありますので͝意ͩ͘さいɻ　۠ࢢொଜ໊は管۠Ҭ、˓ ҹはۀ༰等

˓労働૪ٞのௐ、ෆ労働ߦҝの৹ࠪなͲ ̧̟ੴொ

˓労働৹ਃ （ཱਆಸݝશҬ）
˓ͦのଞఏૌなͲ（ԣח、ࢢࢢ、౻כ、ࢢϲ࡚ࢢ、େࢢ、ւ໊ࢢ、ҁߴࢢ、 （܊࠲ ΈなとΈらいઢຊେ௨り

（࡚ࢢ） ̧̟࡚
（૬ࢢؒ࠲、ࢢݪ） ̧̟૬ݪからόε

ԣਢլதԝٸژ
（ฏ௩ࢢ、த܊、খాࢢݪ、ਇࢢ、ೆ ฑࢢ、ฑ্܊、ฑԼ܊、ް ࢢ、ҏࢢݪ、Ѫ܊ߕ） ̧̟খాݪ

（த۠、ೆ ۚ、۠ࢠೆ۠、үߓ、۠ ۠） ΈなとΈらいઢຊେ௨り
（۠ݟ、ਆಸ۠、ߓ۠、۠、੨༿۠、ஜ۠） ̧̟౦ਆಸ
（อέ୩۠、۠、Ѵ۠、୩۠） ̧̟ԣからόε
（௩۠、ӫ۠、ઘ۠ށ、ࢢח） ח̧̟
（౻כ、ࢢϲ࡚ࢢ、େࢢ、ւ໊ࢢ、ҁߴࢢ、 （܊࠲ ̧̟౻
（࡚ࢢ） ̧̟࡚
（૬ࢢؒ࠲、ࢢݪ） ̧̟૬ݪからόε

ԣਢլதԝٸژ
（খాࢢݪ、ਇࢢ、ೆ ฑࢢ、ฑ্܊、ฑԼ܊） ̧̟খాݪ
（ฏ௩ࢢ、த܊） ̧̟ฏ௩からόε
（ްࢢ、ҏࢢݪ、Ѫ܊ߕ） খాٸຊް

（ݟ （۠ઔౡをআ͘）） ̧̟ݟ
（த۠、ೆ ۚ、۠ࢠೆ۠、үߓ、۠ ۠） ΈなとΈらいઢഅंಓ
（۠、ਆಸ۠、ߓ۠、۠、੨༿۠、ஜ۠） ̧̟৽ԣ
（୩۠、อέ୩۠、Ѵ۠、ށ௩۠、ӫ۠、ઘ۠） ̧̟อέ୩
（࡚۠、۠、۠ݟઔౡ） ̧̟࡚
（தߴ۠ݪ、 ۠、ଟຎ۠、ٶલ۠、ຑੜ۠） ̧̟ଂߔϊޱ

ԣਢլதԝٸژ
（౻ח、ࢢכ、ࢢϲ࡚ߴࢢ、 （܊࠲ ̧̟౻
（ฏ௩ࢢ、ਇࢢ、ҏࢢݪ、த܊） ̧̟ฏ௩
（খాࢢݪ、ೆ ฑࢢ、ฑ্܊、ฑԼ܊） ̧̟খాݪ
（૬ࢢݪ） ̧̟૬ݪからόε
（ްࢢ、ւ໊ࢢؒ࠲、ࢢ、େࢢ、ҁࢢ、Ѫ܊ߕ） খాٸຊް
˓૯߹労働૬ஊ、ݸผ労働ؔฆ૪なͲ ΈなとΈらいઢഅंಓ
　　　　　　　ʏ ̧̟ԣ
　　　　　　　ʏ

ʏ
（ਆಸ۠、۠、த۠、ೆ （۠ࢠೆ۠、อέ୩۠、Ѵ۠、үߓ、۠ ΈなとΈらいઢഅंಓ

̧̟ԣ
˓ޏ労働者の৬ۀհ等 ΈなとΈらいઢഅंಓ

૬
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૭
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労働ؔߦؔػ


ݝ

ಸ
ਆ 定ॴなͲ（લϖʔδよりͭづき）҆ۀ৬ڞެ˔

ߓ　
௩ށ　
　࡚
　࡚（ຊி ɿࣷۀࣄॴのਓ）
　࡚（ߔϊޱி ɿࣷࣄ୳しのਓ） ʏ
　ԣਢլ
　ฏ௩
　౻
　খాݪ
　૬ݪ
　ް
　େ
　দా
　ϋϩʔϫʔΫϓϥβভೆ
　ϋϩʔϫʔΫϓϥβよこはま
　ϋϩʔϫʔΫϓϥβ৽ඦ߹ϲٰ
　ϚβʔζϋϩʔϫʔΫԣ
　ϚβʔζϋϩʔϫʔΫ૬ݪ
　ҏࢢݪ;るさとϋϩʔϫʔΫ
るさとϋϩʔϫʔΫ;ࢢϲ࡚כ　
　ਇࢢ;るさとϋϩʔϫʔΫ
　૬େ৬ۀ૬ஊίʔφʔ
　ԣ৽ଔԠԉϋϩʔϫʔΫ
　࡚৽ଔԠԉϋϩʔϫʔΫ
　ԣΘかものϋϩʔϫʔΫ
　ো者ޏ用ଅਐηϯλʔ
　かながΘए者ब৬ࢧԉηϯλʔ
　γχΞ・δϣϒελΠϧ・かながΘ
˔৬ٕۀज़ߍなͲ ৬ۀྗの։ൃなͲ
ߍେֶظज़ٕۀ࢈　

ԉηϯλʔࢧҭࡐਓߍେֶظज़ٕۀ࢈
　౦෦૯߹৬ٕۀज़ߍ
（かなςΫΧϨοδ౦෦）

　౦෦૯߹৬ٕۀज़ߍೋມࢧॴ
　෦૯߹৬ٕۀज़ߍ
（かなςΫΧϨοδ෦）

ߴ ・ྸোٻ・৬者ޏ用ࢧԉߏػਆಸࢧ෦ʗؔ౦৬
ྗ։ൃଅਐηϯλʔ（ϙϦςΫηϯλʔؔ౦）ۀ

　ԣࢢதԝ৬܇ۀ࿅ߍ
　ਆಸো者৬ۀྗ։ൃߍ

　ԣೆ

˟��1����� ԣࢢத۠௨���� ԣ第�߹ಉிࣷ�֊

˟��1����1 ԣࢢத۠ສொ��4�� ԣٕࢢจԽձؗ�֊
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労働ؔߦؔػ


ݝ

ಸ
ਆ 定ॴなͲ（લϖʔδよりͭづき）҆ۀ৬ڞެ˔

ߓ　
௩ށ　
　࡚
　࡚（ຊி ɿࣷۀࣄॴのਓ）
　࡚（ߔϊޱி ɿࣷࣄ୳しのਓ） ʏ
　ԣਢլ
　ฏ௩
　౻
　খాݪ
　૬ݪ
　ް
　େ
　দా
　ϋϩʔϫʔΫϓϥβভೆ
　ϋϩʔϫʔΫϓϥβよこはま
　ϋϩʔϫʔΫϓϥβ৽ඦ߹ϲٰ
　ϚβʔζϋϩʔϫʔΫԣ
　ϚβʔζϋϩʔϫʔΫ૬ݪ
　ҏࢢݪ;るさとϋϩʔϫʔΫ
るさとϋϩʔϫʔΫ;ࢢϲ࡚כ　
　ਇࢢ;るさとϋϩʔϫʔΫ
　૬େ৬ۀ૬ஊίʔφʔ
　ԣ৽ଔԠԉϋϩʔϫʔΫ
　࡚৽ଔԠԉϋϩʔϫʔΫ
　ԣΘかものϋϩʔϫʔΫ
　ো者ޏ用ଅਐηϯλʔ
　かながΘए者ब৬ࢧԉηϯλʔ
　γχΞ・δϣϒελΠϧ・かながΘ
˔৬ٕۀज़ߍなͲ ৬ۀྗの։ൃなͲ
ߍେֶظज़ٕۀ࢈　

ԉηϯλʔࢧҭࡐਓߍେֶظज़ٕۀ࢈
　౦෦૯߹৬ٕۀज़ߍ
（かなςΫΧϨοδ౦෦）

　౦෦૯߹৬ٕۀज़ߍೋມࢧॴ
　෦૯߹৬ٕۀज़ߍ
（かなςΫΧϨοδ෦）

ߴ ・ྸোٻ・৬者ޏ用ࢧԉߏػਆಸࢧ෦ʗؔ౦৬
ྗ։ൃଅਐηϯλʔ（ϙϦςΫηϯλʔؔ౦）ۀ

　ԣࢢதԝ৬܇ۀ࿅ߍ
　ਆಸো者৬ۀྗ։ൃߍ

　ԣೆ

˟��1����� ԣࢢத۠௨���� ԣ第�߹ಉிࣷ�֊

˟��1����1 ԣࢢத۠ສொ��4�� ԣٕࢢจԽձؗ�֊
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（۠、۠、੨༿۠、ஜ۠ߓ） ̧̟৽ԣ
（௩۠、୩۠、ӫ۠、ઘ۠ށ） ௩ށ̧̟
（࡚۠、۠、۠ݟ） ̧̟࡚
（தߴ۠ݪ、 ۠、ଟຎ۠、ٶલ۠、ຑੜ۠） ̧̟ଂ৽
　　　　　　　　　　ʏ ̧̟ଂߔϊޱ

（ԣਢլࢢ（ʮԣೆʯ管をআ͘）、ࡾӜࢢ） େֶཱݝٸژ
（ฏ௩ࢢ、ҏࢢݪ、த܊） ̧̟ฏ௩
（౻ח、ࢢכ、ࢢϲ࡚ߴࢢ、 （܊࠲ ̧̟౻
（খాࢢݪ、ฑԼ܊） ̧̟খాݪ
（૬ࢢݪ） ̧̟૬ݪからόε
（ްࢢ、ւ໊ࢢؒ࠲、ࢢ、Ѫ܊ߕ） খాٸຊް
（େࢢ、ҁࢢ） খాٸେからόε
（ਇࢢ、ೆ ฑࢢ、ฑ্܊） খాٸ৽দా、̟ ̧দా
հۀ૬ஊ・৬ۀ৬・ڙਓใのఏٻられたͤدのϋϩʔϫʔΫにݝ˓ খాٸ・૬మ・ࢢӦ地Լమভೆ
　　　　　　　　　　　　　　　ʏ ̧̟ԣ
　　　　　　　　　　　　　　　ʏ খాٸ৽ඦ߹ϲٰ
　　　　　　　　　　　　　　　ʏ　　　　　　　　　　　　　　　　 （ҭてதのਓ等ࢠ） ̧̟ԣ
　　　　　　　　　　　　　　　ʏ　　　　　　　　　　　　　　　　 （ҭてதのਓ等ࢠ） খాٸ૬େ
　　　　　　　　　　　　　　　ʏ খాٸҏݪ
　　　　　　　　　　　　　　　ʏ ϲ࡚כ̧̟
　　　　　　　　　　　　　　　ʏ খాٸਇ
　　　　　　　　　　　　　　　ʏ খాٸ૬େ
˓େֶ等ֶࡏ者ٴͼطଔ者のब৬ࢧԉ ̧̟ԣ
　　　　　　　　　　　　　　　ʏ ̧̟࡚
˓ਖ਼ࣾһでब৬をࢦしているए者（ֶੜはআ͘）のब৬ࢧԉ ΈなとΈらいઢഅंಓ
˓োがい者ޏ用をݕ౼しているۀاとোがい者ब労ࢧԉؔػの૬ஊ・ࢧԉ ̧̟ੴொ
ԉࢧまでのए者にରするब৬ࡀ��˓ ̧̟ԣ
հۀ૬ஊ・৬ۀした৬ܞと࿈ࠃ、ԉࢧχʔζにԠ͡たۀྸ者のଟ༷なबߴҎ্のதࡀ�4˓ 　 ʏ

˓ੜٕ࢈ज़、੍ ి、ज़ٕޚ σβΠϯ、ใٕज़ۀ࢈、ज़ٕࢠ ૬మೋມ
ԉࢧ・ҭにؔする૬ஊࡐ࿅なͲਓ܇৬者ࡏ˓ 　　ʏ
˓ίϯϐϡʔλࠐΈ։ൃ、ࣗ ಈंඋ、ਫ਼ີՃΤϯδχΞ、̏ ి、ϞσϦϯάˍ̙̖̘ݩ࣍ 、Ԃ、νϟϨϯδϓϩμΫτ、ܭஙઃݐ、ؾ

ηϨΫτϓϩμΫτ、ػց̘̖̙、༹ ・൘ۚ、έΞϫʔΧʔ、څ৯ௐ理、ॅ Ϧϊϕʔγϣϯ、Ϗϧઃඋ管理、ఉԂ管理αʔϏεڥ ̧̟҆ળ

˓民ؒڭҭ܇࿅ؔػ等にҕୗして実施するٻ৬者向͚৬܇ۀ࿅ ૬మೋມ
˓ࣗಈंඋ、ᶗ̘̩ΤϯδχΞ、ਫ਼ີՃΤϯδχΞ、ػց̘̖̙γεςϜ、ి ࣨ、ؾ ઃܭ施、ࡐՃ、νϟϨϯδϓϩ

μΫτ、ηϨΫτϓϩμΫτ、༹ ・൘ۚ、έΞϫʔΧʔ、հޢௐ理、ݐங̘̖̙、ఉԂΤΫεςϦΞ施、Ϗϧϝϯςφϯε খాٸਇ

࿅なͲ܇ۀ৬者向͚৬ٻすࢦब৬を࠶˓ ૬మرϲٰ

࿅܇ۀ৬者向͚৬ٻ˓ ̧̟ؔ
˓૯߹̘̖̙、ᶗ̩νϟϨϯδ、̬ Ϗδωεαϙʔτ、ϏδωεΩϟϦΞ、૯߹実、Ϗδωε実、αʔϏε実、࡞੍̥̩̙・̴̱ খాٸ૬ݪ

˞ྩ݄̒̐̍ࡏݱの༰ですɻมߋされている߹がありますので͝意ͩ͘さいɻ　۠ࢢொଜ໊は管۠Ҭ、˓ ҹはۀ༰等

ݿจۚٸژ
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労働ؔߦؔػ


ݝ

ಸ
ਆ ˔ۚࣄॴ等 ۚのద用、อݥྉのऩなͲ

　ݟ
ߓ　
　ԣத
　ԣ

　ԣೆ˞

　࡚
ߴ　
　ԣਢլ
　ฏ௩
　౻
　খాݪ
　૬ݪ
　ް
　શ߁݈ࠃอݥ協ձਆಸࢧ෦

˔ͦのଞのؔػ

　ԣ地方法ہਓ権༴ޢ՝

ਆಸݝห࢜ޢձؔ法૬ஊηϯλʔ ԣࢢத۠ຊେ௨� ਆಸݝห࢜ޢձؗ1֊
　　ԣӺޱ法૬ஊηϯλʔ
　　࡚法૬ஊηϯλʔ
　　ԣਢլ法૬ஊηϯλʔ
　　ւ໊法૬ஊηϯλʔ
　　૬ݪ法૬ஊηϯλʔ
　　খాݪ法૬ஊηϯλʔ
　　ฆ૪ղܾηϯλʔ ԣࢢத۠ຊେ௨� ਆಸݝห࢜ޢձؗ�֊
　法ςϥεਆಸ ԣࢢத۠ࢁԼொ� ۀ࢈қηϯλʔϏϧ1�֊
　法ςϥε࡚
　法ςϥεখాݪ
ηϯλʔڵৼۀ࢈ਆಸ（ࡒެ）

˔労働૬ஊใηϯλʔ
　౦ژΖ͏Ͳ͏11�൪
　౦ژ労働૬ஊใηϯλʔ
　　େ࡚ࣄॴ
　　ାࣄॴ
ॴࣄށُ　　

　　ଟຎࣄॴ
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労働ؔߦؔػ


ݝ

ಸ
ਆ ˔ۚࣄॴ等 ۚのద用、อݥྉのऩなͲ

　ݟ
ߓ　
　ԣத
　ԣ

　ԣೆ˞

　࡚
ߴ　
　ԣਢլ
　ฏ௩
　౻
　খాݪ
　૬ݪ
　ް
　શ߁݈ࠃอݥ協ձਆಸࢧ෦

˔ͦのଞのؔػ

　ԣ地方法ہਓ権༴ޢ՝

ਆಸݝห࢜ޢձؔ法૬ஊηϯλʔ ԣࢢத۠ຊେ௨� ਆಸݝห࢜ޢձؗ1֊
　　ԣӺޱ法૬ஊηϯλʔ
　　࡚法૬ஊηϯλʔ
　　ԣਢլ法૬ஊηϯλʔ
　　ւ໊法૬ஊηϯλʔ
　　૬ݪ法૬ஊηϯλʔ
　　খాݪ法૬ஊηϯλʔ
　　ฆ૪ղܾηϯλʔ ԣࢢத۠ຊେ௨� ਆಸݝห࢜ޢձؗ�֊
　法ςϥεਆಸ ԣࢢத۠ࢁԼொ� ۀ࢈қηϯλʔϏϧ1�֊
　法ςϥε࡚
　法ςϥεখాݪ
ηϯλʔڵৼۀ࢈ਆಸ（ࡒެ）

˔労働૬ஊใηϯλʔ
　౦ژΖ͏Ͳ͏11�൪
　౦ژ労働૬ஊใηϯλʔ
　　େ࡚ࣄॴ
　　ାࣄॴ
ॴࣄށُ　　

　　ଟຎࣄॴ
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（۠ݟ、ਆಸ۠） ̧̟ݟ
（۠、۠、੨༿۠、ஜ۠ߓ） ̧̟৽ԣ
（த۠、۠） ̧̟ؔ
（อέ୩۠、Ѵ۠、ށ௩۠、ӫ۠、ઘ۠、୩۠） ̧̟౦ށ௩
（ೆ۠、ߓೆ۠、ү۠ࢠ、ۚ ۠）
˞ԣೆۚࣄॴのްੜۚอݥ等のಧ出のडۀ等はԣதۚࣄॴが管していますɻ Ӧ地Լమࣘాࢢ

（࡚۠、۠） ̧̟ ࡚ٸژ࡚・
（தߴ۠ݪ、 ۠、ٶલ۠、ଟຎ۠、ຑੜ۠） ̧̟ଂߔϊޱ

ԣਢլதԝٸژ
（ฏ௩ࢢ、ਇࢢ、ҏࢢݪ、த܊） ̧̟ฏ௩
（౻ח、ࢢכ、ࢢϲ࡚ߴࢢ、 （܊࠲ ̧̟౻
（খాࢢݪ、ೆ ฑࢢ、ฑ্܊、ฑԼ܊） ̧̟খాݪ
（૬ࢢݪ、େࢢ） খాٸ૬େ
（ްࢢ、ւ໊ࢢؒ࠲、ࢢ、ҁࢢ、Ѫ܊ߕ） খాٸຊް
（߹をআ͘ݥอ߁݈）ؔڅのݥอ߁݈˓ ΈなとΈらいઢΈなとΈらい

˓৬のい͡Ί、ηΫϋϥなͲのਓ権の૬ஊなͲ
　　　　　　　　　　ʏ　　　　　　　　　　　 （શڞࠃ௨ਓ権૬ஊμΠϠϧ） ΈなとΈらいઢഅंಓ

˓法૬ஊ（༗ྉ）、労働ฆ૪理ਓห࢜ޢのհ、ห࢜ޢのडなͲ ΈなとΈらいઢຊେ௨り
˓法૬ஊ（༗ྉ）、ห࢜ޢのडなͲ ̧̟ԣ
　　　　　　　　　ʏ ̧̟ ࡚ٸژ࡚・
　　　　　　　　　ʏ ԣਢլதԝٸژ
　　　　　　　　　ʏ খాٸ・૬మւ໊
　　　　　　　　　ʏ ̧̟૬ݪからόε
　　　　　　　　　ʏ ̧̟খాݪ
˓ห࢜ޢによるฆ૪のあͬͤΜ・ࡋ ΈなとΈらいઢຊେ௨り
˓法的τϥϒϧのղܾにཱͭใఏڙ、法૬ஊ	ແྉ
・ห࢜ޢඅ用等のཱସ͑	たͩしར用条݅あり
なͲ ʏ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ʏ ̧̟࡚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ʏ ̧̟খాݪ
˓தখۀاのܦӦશൠにؔする૬ஊ、Լか͚こΈࣉ、ใఏڙなͲ ̟ Ӧ地Լమؔࢢ̧・

˓ి૬ஊઐ用
˓དྷॴ༧ి（ઍా۠、தԝ۠、৽॓۠、ौ୩۠、த۠、ਿฒ۠、ౡしΐ） ൧ాڮ、ਫಓڮ
˓དྷॴ༧ి（۠ߓ、۠、۠ࠇ、େా۠、ੈ ా୩۠） ̧̟େ࡚
˓དྷॴ༧ి（จ۠ژ、๛ౡ۠、۠、ߥ۠、൘۠ڮ、࿅അ۠） ା、地Լమ౦ା
˓དྷॴ༧ి（౦۠、ా۠、ߐ౦۠、ཱ۠、০۠、ށߐ۠） ށُ̧̟
˓ དྷॴ༧ి（ീԦࢢࢠ、ཱ ࢢ、ଂࡾ、ࢢୋࢢ、੨കࢢ、தࢢ、তౡࢢ、ௐࢢ、ொాࢢ、খۚҪࢢ、খฏࢢ、ࢢ、౦ଜࠃ、ࢢࢁ

ࢢཱࠃ、ࢢࣉ、ੜࢢߐࠏ、ࢢ、౦େࢢ、ਗ਼ࢢ、౦ཹٱถࢢ、ଂଜࢢࢁ、ଟຎࢢ、Ҵࢢ、Ӌଜࢢ、あきるࢢ、౦ࢢژ、ଟຎ܊）
ཱ̧̟、ଟຎࢢϞ
ϊϨʔϧཱೆ

˞ྩ݄̒̐̍ࡏݱの༰ですɻมߋされている߹がありますので͝意ͩ͘さいɻ　۠ࢢொଜ໊は管۠Ҭ、˓ ҹはۀ༰等

૬
ஊ
૭
ޱ
・

߹
ͤ


��� ���



労働条件が約束と違っていたら？

派遣、有期契約、パートのトラブルは？

長時間労働で悩んでいたら？

職場でハラスメントを受けているときは？

会社から解雇と言われたら？

会社をやめるときは？

࿑ಇʹ໘ͨ͠Β

労 働 手 帳

2024

帳
手
働
労

2024ྩ݄̒̓
͔ͳ͕Θ࿑ಇηϯλʔ
ԣࢢத۠णொ1ʵ4ɹ˟�31ɻ ���3ɹి（04�）�33ɻ �110（代ද）

Γͷ͜ͱ͋Γ·ͤΜ͔ʁࠔ͓

ಇ͖ํɺํ͍ޏɺಇ͘ڥʹ͍ͭͯͷ
ٙɺෆ҆τϥϒϧΛ͓ͪ࣋ͷํɺ
૬ஊ͍ͩ͘͞ɻ͝ʹܰؾ͓
ਖ਼͍ࣝ͠ͱτϥϒϧରॲ๏Λʹ
͚ͭɺઌ͖ߦෆ҆ͷ࣌ΛΓΓ
·͠ΐ͏ɻ

͝૬ஊɺ͓ۈΊઌۙ͘ͷ
͔ͳ͕Θ࿑ಇηϯλʔɾ֤ࢧॴ

ʢදࢴཪʹҰཡʣ

かながわ労働ηϯλʔ
ʮ৬場のみを૬ஊしたい方ʯ




